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序 章 
 
 
１ 近代新漢語について 
 
 「近代新漢語」とは何か、それを正確に定義づけることは難しいが、わかり
やすく説明すると、「近代において西洋由来の新概念などを表すために、翻訳借
用として盛んに造られた漢語」である。要するに、西学東漸1の際、西洋由来の
学問を受け入れるために、東アジアの中国と日本で新しく作り出された漢語の
ことである。 
例えば、和製新漢語の代表例として、西周（一八二九～一八九七）による「哲

学」が有名である。 

 
philosophyの訳語。ギリシャ語の philosophia に由来し、「sophia（智）を 
philein（愛する）」という意。西周(にしあまね)が賢哲を愛し希求する意 
味で「希哲学」の訳語を造語したが、のち「哲学」に改めた。2 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二） 
 
一方、華製新漢語として来華宣教師による「陪審」、「化学」3などがよく知ら

れる。中国ではこういう新漢語は「新名詞」、「文明詞」、「近代新詞」などと呼
ばれるが、本論文は日本語で書くものであるため、文中にて「新漢語」に統一
する。 
 
２ 新漢語の分類について 

 
新漢語を大きく分けると、和製新漢語と華製新漢語との二分類ができる。さ

て、新漢語がどのようにして造り出されたのか、日本語の中の新漢語について
山田孝雄（一九五八）はこう指摘している。 
 

  二 洋学の翻訳より生じたる漢語 
近世西洋文化をわが国語の中に伝へたるものも亦主として漢語たり。この 
種の漢語は支那の古典によりて既に用ゐられしものを転用したるものもあ 
るべきが、又新に造られたるものも少からざるなり。而してこれに二の源 
あり。一は支那にて西洋文化を輸入する為に撰せし翻訳書に用ゐたる語を 
ばわが国にてもそれを襲用せしものなり。一は本邦にて西洋文化を輸入す 
る為に選定せしものにして、これにも支那の古典に典拠あるものを求めし 
ものと、本邦にて新に選定せしものとあり。4 

『國語の中に於ける漢語の研究』（山田孝雄 一九四〇） 

                                                   
1 西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むことである。 
2 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
3 沈国威『近代中日詞滙交流研究 漢字新詞的創制、容受与共享』（中華書局 二〇一〇）では、四八〇

頁～五〇七頁は「陪審」、五〇九頁～五三三頁は「化学」の語誌が論じられる。 
4 山田孝雄『國語の中に於ける漢語の研究』（宝文館 一九四〇）第四四一頁～第四四二頁。 
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山田孝雄の指摘は簡単にまとめると次の通りである。 
 
 日本語の中の新漢語 
 （１）華製新漢語 
 （２）和製新漢語5 
   （２.１）新しく漢字を組み合わせるもの。 

（２.２）旧来の漢語に新しい意味を与えて、転用、再生したもの。 
  
 和製新漢語の（２.１）はともかくとして、（２.２）は旧来の漢語によるもの
であるため、漢語の出自によってさらに二分類ができる。 
  

  （２.２）旧来の漢語に新しい意味を与えて、転用、再生したもの。 
   （２.２.１）漢学、漢籍によるもの。 
   （２.２.２）仏教、仏典によるもの。 
 
３ 新漢語研究へのアプローチについて 
 
 新漢語の研究に当たって、研究者、研究目的によってはアプローチの仕方も
ぞれぞれ違う。日本か、中国かという国別の視点で、下記のように三分類がで
きる。 
 

（１）日本語の中の新漢語に焦点を当てたもの。 
（２）中国語の中の新漢語に焦点を当てたもの。 

（３）中日語彙交流に焦点を当てたもの。 
 
（１）日本語の中の新漢語に焦点を当てたものとして、『明治のことば辞典』（一

九八六）6が明治時代に誕生したと思われる日本語の中の新漢語について、
三六〇余種にわたる当時の辞書を駆使して、その誕生から定着までを克
明にあとづけた。 

（２）中国語の中の新漢語に焦点を当てたものとして、『近現代辞源』（二〇一
〇）7は明の末期・清の初期から一九四九前後の間、西洋文化の影響を受
けて誕生した新漢語を九五〇〇以上収録し、さらに早い時期の使用例を
付けたものである。 

（３）中日語彙交流に焦点を当てたものとして『近代日中語彙交流史 新漢語

                                                   
5 和製新漢語の線引きはどこにあるか、研究者によって見解が必ずしも一致するわけではない。例えば、

本論文の考察対象となる「特殊」は古代中国語にあったが、文人墨客による格調高い文章語という位置づ

けで量的には少なかった。一方、近代日本語において「特殊」が頻繁に使われ、漢語として成立された。

日本語で成立された「特殊」はまた現代中国語における「特殊」に繋がっている。そうすると、「特殊」は

和製新漢語というより、古代中国語を復活させたと主張する研究者もいらっしゃる。本論文では、「（２.

２）旧来の漢語に新しい意味を与えて、転用、再生したもの。」という着眼点で、「特殊」を和製新漢語と

見なす。 
6 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂 一九八六） 
7 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇） 



3 

 

の生成と受容 改訂新版新装版』（二〇一七）8は中国語における日本語借
用語の研究史、中国の知識人と日本語との出会い、そして実例を持って
中国語における日本語の受容などを論じたものである。 

 
 国別の研究以外に、分野別の研究、個別語の語誌研究、概念史出発の研究な
どアプローチの仕方は実に多様である。 
 
４ 本研究の位置づけと内容構成について 
 
 先ず和製新漢語の構成図を下記のように示しておく。 
 
（２）和製新漢語 

 （２.１）新しく漢字を組み合わせるもの。 
（２.２）旧来の漢語に新しい意味を与えて、転用、再生したもの。   
（２.２.１）漢学、漢籍によるもの。 
（２.２.２）仏教、仏典によるもの。 

 
 本研究は「（２.２.２）仏教、仏典によるもの」に主眼を置くものであり、例
えば、考察対象となる「普通」、「普遍」、「普及」などは何れも仏教の中国伝来
に伴って新しく造語されたものである。幕末・明治時代に西洋由来の学問を受
け入れるために、日本人の先哲たちはこれらの仏教由来語に新しい意味を付与
した。今日でもよく耳にする「普通選挙」、「普通教育」、「普遍性」、「普遍的」、
「普及率」、「普及版」などの熟語はその名残である。 
 しかし、「普通」、「普遍」、「普及」だけを論じるなら、いささか不完全なので、

その対義関係、あるいは類義関係にある「特別」、「特殊」、「共通」も合わせて
考察する。例えば、哲学、あるいは論理学用語としての「普遍」について見て
みる。 
 

（２）一定範囲内の事象すべてに共通し、例外のないこと。特殊に対して 
いう。 

（４）論理学で、宇宙全体に通じてあてはまる名辞。いくつかの特殊を自 
分の下位クラスとして持つ一つ上位のクラス。たとえば「日本人」  
に対する「人類」をさす。 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二） 
 
 傍線の部分を見ればわかるように、哲学、あるいは論理学用語としての「普
遍」は常に「特殊」の対義語と意識されている。 

 
表１、考察対象となる漢語一覧表 

第一章 普通（仏語） 特別（新造語） 

第二章 普遍（仏語） 特殊（古典語） 

第三章 普及（仏語） 共通（新造語） 

                                                   
8 沈国威『近代日中語彙交流史 新漢語の生成と受容 改訂新版新装版』（笠間書院 二〇一七） 
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第四章 平等（仏語） 差別（仏語） 

第五章 結果（仏語） 成果（新造語） 

第六章 障碍（仏語） 障害（新造語） 

第七章 投機（仏語） 投資（新造語） 

 
５ 仏教由来の和製新漢語を選んだ理由について 
 
 本研究は中日近代語彙交流の視点から、仏教由来の和製新漢語を中心に考察
するものである。言葉というものは、そもそも社会の発展に伴って自ら緩やか
に変化していく。しかし、自国の言葉に大きな変化をもたらしてくるきっかけ
は、間違いなく外部の文化との接触によるものである。 

古代中国語の日本語に対する影響はよく知られている。他方、近代日本語の
変化に関しては、宮島達夫の「現代語いの形成」（一九六七）9が有名である。こ
のことは、実は中国語においても全く同様のことが言える。 
 
在漢語語匯史上,漢語較大規模地吸収外語来源的詞共有三次：一是戦国秦漢 
時期,主要是匈奴、西域来源的詞；二是魏晋至隋唐時期,主要是梵語系統来 
源的佛教詞語；三是明清時期,主要是来自西方語源的詞。10 

〈日本語訳文〉漢語の歴史上、漢語が大規模に外来の言葉を吸収したことは 
三回あった。一回目は戦国、秦、漢の時期で、主に匈奴、西域由来の言葉 
を吸収した。二回目は魏、晋から隋、唐にかけての時期で、主に梵語由来 
の仏教語を吸収した。三回目は明と清の時代で、主に西洋由来の言葉を吸 
収した。 

 

 上記のように、中国語に大きな変化をもたらした出来事は三度あった。特に
三度目は約百年前のことで、現代中国語に繋がっている部分が大きい。本研究
の対象となる仏教由来の和製新漢語は中国語史上の二度目と三度目の変化を経
て、梵語、中国語、西洋語、そして日本語が絡み、言語接触の視点で言うと、
これほど格好の材料はない。 
本論文第六章の「障碍」を例にすると、梵語「șţambha」を訳経師が苦心して

中国語の中から同義字の「障」と「礙」を選び出し、「障礙」という新しい漢語
を作り出した。「障礙」及び俗字表現の「障碍」が古代中国語において一般語化
され、〈さわり、邪魔物〉という意味を表した。一方、日本に伝わった「障礙」
と「障碍」は、中国語と同様に古典日本語において一般語化され、〈魔物、天狗
などの悪霊が祟りを成す〉という転義が発生した。 
蘭学時代、蘭学者が「障礙」、あるいは「障碍」を持ってオランダ語の「hinder」、

「nadell」などに対訳した。こういう対訳関係が蘭学の吸収に役立った。例え

ば、緒方洪庵の『扶氏経験遺訓』（一八五七）に「血行ノ障碍」、「神経ノ障碍」
などが見られ、「障碍」は医学用語としての地位を獲得した。 
近代において特に日清戦争以降、中国では富国強兵を成し遂げた日本を学ぶ

機運が高まり、多くの中国人留学生が来日した。そこで、日本で成立した医学

                                                   
9 宮島達夫の「現代語いの形成」（『ことばの研究』 一九六七） 
10 梁暁虹『論佛教詞語対漢語語匯宝庫的拡充』（『杭州大学学報』 一九九四年第四期） 
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用語の「障碍」が当時の中国に紹介された。例えば、王曾憲 の「意識障碍及之
虚脱之救急法」（『学海・医学界』 一九〇八）に「乃意識障碍之較悪者」など
と見られる。 
現代日本語において「障碍」を使わず、その代わりに和製漢語（新造語）の

「障害」を使っている。これは一九四六年の「当用漢字表」に「碍」が除外さ
れ、同義語の「障害」に統一されたためである。他方、現代中国語において「人
格障碍」、「精神障碍」などのように、「障碍」は医学用語としてよく使われてい
る。 
 
６ 対象語の選定方法について 
 
 仏教由来の語は実に多くあり、そして「我慢」、「根性」、「縁起」、「往生」な

どのように、今日我々は日常生活で何気なく使っているものも少なくない。例
えば、「根性」について陳力衛（二〇〇一）に下記のような指摘がある。 
 

「根性」も同じく仏教語から由来している。「仏の教えを聞くところの、衆 
生の素質や能力」とされているから、仏典系統の作品によく登場する。… 
省略…、この意味が一般化して「人間の精神の根底にあって、行為や行動 
の原動力となる気力」になった。…以下省略…11 

 
 「我慢」、「根性」、「縁起」、「往生」などが古典日本語において仏教用語から
一般語化されたが、近代において洋学との接触に使用されず、当然、日清戦争
以降中国への影響もなかった。本研究は、中日近代語彙交流の視点から、仏教
由来の和製新漢語を中心に考察するものであるため、対象語は①仏教由来語、

②和製新漢語（多くの場合は学術用語の性格を有する）という二つの条件を同
時に揃えなければならない。 
 上記の条件で仏教由来の漢語を振い落とすと、「普通」、「普遍」、「普及」、「平
等」、「差別」などのように残りはそれほど多くない。これらの仏教由来漢語は
幕末・明治時代に日本語と西洋言語との接触において大いに役立った。できれ
ば仏教由来の和製新漢語をすべて考察しようと考えていたが、今回は筆者の力
不足で「普通」、「普遍」、「普及」、「平等」などの七語を考察しただけに止まっ
ている。残された仏教由来の和製新漢語は今後の課題としていきたい。 
 そのような、これからの考察対象とするべきものとして、次に三語だけ掲げ
ておく。 
 

講座 
仏教における本義：寺院などで、講師のすわる席。 

近代において付与された新しい意味：①講座制の講座。（ドイツ大学制度の 
真似）②講習会、あるいは放送番組。③出版物。 
 

  観念 
  仏教における本義：物事を深く考えること。 

                                                   
11 陳力衛『和製漢語の形成とその展開』（汲古書院 二〇〇一） 
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  近代において付与された新しい意味：①物事に対する考え、意識。②哲学 
で意識のうちにあらわれる内容。 
 
利益 
仏教における本義：恵みを与える種々の行為。〔りやく〕 
近代において付与された新しい意味：①（─する）益になること。②企業 
の経済活動によって生じた、元入れおよび増資以外による資本の増加分。 
 

７ 研究上の立場および動機について 
 
 本研究は前に記したように、①仏教由来語、②和製新漢語という二つの条件
を備えた語を考察の対象としたこと、それらすべての語誌を解明することは困

難であるため、そのうちのいくつかの語を取り扱うこととする。本論文を執筆
するに当たって、筆者の採った研究上の立場や動機について箇条書きすると、
次の通りである。 
 
一、よい研究環境に恵まれること。 
社会の発展に伴って漢語研究の環境も大きく変わってきた。特に中日両国の
言語史料データベースの構築によって徹底的な漢語語誌の研究が可能とな
っている。例えば、仏教由来の和製新漢語の場合、造語過程、中日両国にお
ける一般語化、近代において洋学との接触、中国への逆輸入、ないし現代中
日両国語における生存状態、意味用法の相違点などを正確に究明することが
できる。 

 

二、中国人ならではの強み。 
 近代中日語彙交流の視点で新漢語を研究することに当たって、中国人なら 
ではの強みが生かせる利点がある。中国人の研究者は一般的に大学時代から
日本語を学び、博士課程の段階に至って、個人差もあるが、ようやく日本語
の資料を読み解くことが可能となる。一方、日本人の研究者にとって中国語、
とりわけ白話文の中国語資料の解読が大きな壁となるようである。 

 
三、語彙研究の落とし穴。 
 ある分野、グループの漢語をまとめて研究することで、その全体像を鳥瞰す
ることができるが、個々の漢語の個性は無視されがちである。例えば、本論
文の考察対象となる「結果」について見ると、仏教における本来の意味、古
代中国語において一般語化された意味、そして、現代中日両国語における意
味はいずれも〈結末〉であるため、「中国語→日本語」というように簡単に

結論付けられている。しかし、現代中国語の「結果」に日本的要素が大きく
関わっていることは、後述するように明らかである。新漢語研究に当たって
全体を鳥瞰することは重要であるが、語義についての緻密な個別的研究も必
要不可欠である。 

 
四、新漢語研究についての私見。 
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  和製新漢語の数はどれほどあるか、『明治のことば辞典』（一九八六）は一
三三四語、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）は四四八
二語を扱っている。多いほうの四四八二語を、一人の研究者で一つ一つ綿
密に考察することは不可能である。しかし、新漢語の研究が盛んに行われ
ている現在、中日両国の研究者の力を結集すれば、さほど困難な作業でも
ないように思われる。そして、緻密な語誌研究は新漢語の研究レベルの精
度を上げることができる。 

 
８ 研究の意義について 
 
 中国において、中日同形語、特に同形類義語についての研究は盛んに行われ
ている。一方、「普通」、「普遍」、「普及」などの同形同義語は漢字表記も意味合

いも同じであるため、往々にして研究価値のないものと無視されがちである。
そして、実用主義の見地から漢語の歴史的研究を軽く見る傾向もある。しかし、
筆者から見れば、、同形類義語の研究は「どこが違うか？」を説明することであ
るのに対して、歴史的研究は「何で違うか？」を解明することである。 
 本研究の意義を下記のように示しておく。 
 

①大型国語辞書の語誌記述に資すること。 
②中日語彙交流史の解明に資すること。 
③現代中国語と日本語の研究に資すること。 
④概念史にリンクできること。 
⑤現実問題の解決に資すること。 
 

 ①②はわかりやすいのに対して、③④⑤に関してはイメージがつかみにくい
かもしれない。いくつかの実例を下に示したいと思う。 
 
 ③現代中国語と日本語の研究に資すること。 
ここでは本論文の研究対象となる「結果」を見てみる。「結果」に関する中国

側の研究では「結果」の連詞的用法（日本語の副詞的用法に当たる）を論じた
ものが多い。たとえば、姚双雲（二〇一〇）12では「結果」の「連詞的用法」の
成立を明の時代とし、成立要因を「交際的語用素因」、「認知的心理素因」、「言
語の内部素因」と詳しく分析している。実は近代中日語彙交流の歴史を知って
いると、すぐに日本語の影響について思い浮かぶ。 
 

（１）獨逸の如きは宗教を重ずる國でありますからして、結果彼れヘツケ 
ル氏は迫害を受けて、一時排斥せられましたが、 

（井上豊太郎「人種強健策」太陽 一九〇一） 
  （２）…のでありますから、結果其物も亦三樣の類型に…。 

（朝永三十郎「学究漫録」 一九〇二） 
 
④概念史にリンクできること。 

                                                   
12 姚双雲「連詞“結果”的語法化及語義類型」（『古漢語研究』 二〇一〇年第二期）第六十二頁。 
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概念史は学際的な研究であるため、ここで「鉱物学」の一例を挙げてみる。
古くは中国でも日本でも古代中国語由来の「金石学」を使っていた。なぜ現代
中国語では「礦物」13なのか、崔雲昊氏は一九八九年に「矿物詞源考略」14を発
表し、歴史的に綿密に考察した。しかし、四年後の一九九三年に崔雲昊氏は「矿
物詞源再考」15を発表した。再考に至った理由は近代中日語彙交流史、特に学術
用語の交流を知ったことである。残念なことに、崔雲昊氏は恐らく日本語がわ
からなかったため、使用した日本語のテキストは中国語の翻訳版か、あるいは
整理されたもののようである。肝心なところに間違いが見られる。 
 

川本裕幸民（1809～1868）訳《気海観瀾広義》於 1851年刊行。書中有：凡 
万物分之則為二,曰有機体、曰無機体。有機分為二,曰動物、曰植物、無機 
則矿物也,此曰三有。16 

 
 実は『気海観瀾広義』（一八五一）にあったのは「矿物」でもなく「鉱物」

でもなく、「卝物」という古代中国語由来の表記であった。 
 

三有 凡万物分之則為二。曰有機体。曰無機体。有機分為二、曰動物、曰 
植物；無機則卝物也、此曰三有。 

『気海観瀾広義』（川本幸民 一八五一） 
 
⑤現実問題の解決に資すること。 
二〇一六年十二月二十九日に『中国実用外科雑誌』は自社の APP に中国科学

院院士である陳孝平教授の「関係将医学教材及医学出版物中「患者」一詞統一
更改為「病人」的建議」という文章を掲載した。陳孝平教授執筆、二十名の院

士、専門家が連署した同文によると、「患者」という漢語は満州事変以降、日本
軍の中国東北侵略に伴って日本語から中国語にもたらされてきたものである。
よって、日本の植民地色彩を帯びた「患者」は中国人にとって屈辱的なもので
あるため、廃止すべきであるというのである。しかし、中国語の「患者」につ
いて、『近現代辞源』（二〇一〇）に興味深い記述がある。 
 
患者 huan zhe 患某種疾病的人。 
(１)1851年合信《全体新論・脳為人体之主論》「鉗起圧骨,好加理複,約両時 
許,患者即能起坐」 

(２)1873年丁韙良等《中西聞見録》第 5号「…省略…,患者漸無彼此闘欧之 
事,日就安静, 俟痊愈後,可以釈放帰里」17 
 

そして、下記の用例（１）～（２）が示したように、一八七〇年代から〈病

気にかかっている人〉を意味する「患者」がすでに新聞に用いられている。よ
って、陳孝平教授たちの主張は歴史の事実と反している。 
                                                   
13 現代中国語は簡体字の「矿物」を使い、現代日本語は「鉱物」である。 
14 崔雲昊「矿物詞源考略」（『華北水利水電学院学報』 一九八九年第二期） 
15 崔雲昊・陳雲彦「矿物詞源再考」（『中国科技史料』第十四巻第三期 一九九三） 
16 崔雲昊・陳雲彦「矿物詞源再考」（『中国科技史料』第十四巻第三期 一九九三）第八十一頁。 
17 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第三四四頁。 
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（１）廣東本爲烟瘴之地有一處麻瘋之毒盛行男女患者若與之交卽爲傳染名 
之曰過癩甚有重者毒潰立死莫之可救。 

（申報 一八七三年六月五日） 
（２）然自牛痘盛行而患者漸少且施種牛痘可免時行傅染。 

（申報 一八七六年一月十七日） 
 
９ 研究の方法と参考資料について 
本研究は中日両国の豊富な言語資料を利用して、考察対象となる漢語の誕生

から現在に至るまでの道のりを明らかにするものであるため、データベースの
利用は必要不可欠である。本研究に当たって筆者が主に利用するデータベース
を下記に示しておく。 

 
一、古代中国語のデータベース 
（１）彫龍中国古籍数据庫 
（２）台湾中央研究院漢籍全文資料庫 
（３）台湾中央研究院古漢語語料庫 
（４）北京大学中国語言学研究中心（CCL）古代漢語データベース   
（５）語料庫在線古代漢語データベース 

  （６）書同文《四部叢刊》《中国歴代石刻史料匯編》 
  （７）愛如生数据庫（中国方志庫、中国叢書庫、中国類書庫）  
 

二、古典日本語のデータベース 
（８）ジャパンナレッジ Libの『新編日本古典文学全集』（全八十八巻） 

（９）東京大学史料編纂所の諸データベース 
     ①古記録フルテキストデータベース 
     ②古文書フルテキストデータベース 
     ③奈良時代古文書フルテキストデータベース 
     ④平安遺文フルテキストデータベース  
     …以下省略… 
  （10）彫龍中国古籍数据庫（日本関係部分） 
 
  三、近代中国語のデータベース 
  （11）申報データベース 
  （12）晩清期刊、民国時期期刊全文データベース 
  （13）超星数字図書館 
  （15）書同文《清代外交档案文献匯編》 

  （16）彫龍中国古籍数据庫（近代中国語部分） 
 
  四、近代日本語のデータベース 
  （17）国立国会図書館デジタルコレクション 
  （18）朝日新聞縮刷版 1879～1999 
  （19）ヨミダス歴史館明治・大正・昭和（1874～1989） 
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  （20）神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞記事文庫 
  （21）中納言・日本語歴史コーパス 
  （22）CD－ROW 雑誌太陽、婦人雑誌、明六雑誌など 
  （23）明治期出版広告データベース 
  （24）近代書誌・近代画像データベース 
 
  五、英華・英和・和蘭辞書類 
  （25）中央研究院近代史研究所英華字典 

①馬禮遜『英華字典』（一八二二） 
②衛三畏『英華韻府歷階』（一八四四） 
③麥都思『英華字典』（一八四七～一八四八） 
④馬禮遜『五車韻府』（一八六五） 

⑤羅存德『英華字典』（一八六六～六九） 
…以下省略… 

  （26）和蘭系辞書 
    ①稲村三伯訳『江戸ハルマ』（一七九六） 
    ②藤林普山『訳鍵』（一八一〇） 
    ③ドーフ『長崎ハルマ』（一八一六） 
    ④桂川甫周『和蘭字彙』（一八五五） 
 （27）英和辞書類 

    ①『英和対訳袖珍辞書』各版 
    ②『和英語林集成』各版 
    ③『附音挿図英和字彙』各版 

 

六、その他 
  （28）『漢語大詞典』（一九八六） 
  （29）『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）など 
 
 上記のように、一語の調査に当たって、多くのデータベースを使うこととな
り、また、必要に応じて実際に図書館の古典籍、節用集などをも調べなければ
ならない。 
 

10 先行研究について 

新漢語の研究に当たって筆者が活用する研究書と参考資料を以下に挙げてお

く。 

 

一、活用している先行研究。 
（１）惣郷正明 飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂 一九八六） 

明治時代に誕生したと思われる新漢語を多数の辞書を駆使して、その誕生 
から定着まで克明に跡付けたものである。実際の使用例はなく、辞書（明
治期の漢語集、和英辞典、国語辞典など）における記述を詳細に書き記す
ものであり、考察対象となる漢語のイメージを掴むにはとても便利である。 

 （２）佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七） 
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書名通りに現代日本語に生きている幕末・明治初期の漢語を総合的に取り
扱うものである。『明治のことば辞典』（一九八六）とは違い、誕生初期の
使用例を列挙している点で非常に貴重である。（１）と（２）を合わせて
調べてみると、考察対象となる漢語をかなり正確に把握することができる。 

 （３）国際日本文化研究センターの日本語語彙研究文献データベース 
十九世紀半ば以降、日本で形成された新しい語彙、概念や意味について研
究した文献を調査したものである。考察対象となる漢語に関する先行研究
のリストを提供してくれるので、先行研究を確認するには極めて便利であ
る。 

 （４）黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇） 
明の末期・清の初期から一九四九前後の間、西洋文化の影響を受けて誕生
した中国の新漢語を九五〇〇以上収録し、さらに早い時期の使用例を付け

たものである。 
 
二、参考とすべき日本研究者の研究 
（１）山田孝雄『国語の中に於ける漢語の研究』（宝文館 一九四〇） 

日本語の中の漢語を体系的に取り扱い始めた最初の書である。「洋学の翻
訳より生じたる漢語」（新漢語）について、山田は（１）中国由来の翻訳
語（華製新漢語）と（２）日本で作り出された翻訳語（和製新漢語）に分
類した。さらに（２）の和製新漢語について、①新しく漢字を組み合わせ
るものと、②旧来の漢語に新しい意味を与えて、転用、再生したものとに
分類した。 

（２）森岡健二『近代語の成立・明治期語彙篇』（明治書院 一九六九） 
明治時代に翻訳を通して生まれた新漢語についての研究書である。本書 

で近代新漢語の成立における英華字典の役割が初めて提起され、多くの研
究者に刺激を与え、新漢語の研究を大きく前進させた。また、森岡は近代
新漢語の構成について「漢字形態素」という概念を提唱した。 

（３）広田栄太郎『近代訳語考』（東京堂 一九六九） 
「彼女」、「恋愛」、「蜜月」、「接吻」などの訳語を取り上げ、明治の初期
に欧米の概念がどういうプロセスを経て熟語化されていった過程を探求
する研究書である。 

（４）齋藤毅『明治のことば』（講談社 一九七七） 
「社会」、「個人」、「会社」、「保険」などの新漢語をを中心に、それらの
誕生、定着の過程を豊富な資料をもとに精細に分析したものである。 

このほか、佐藤喜代治『国語語彙の歴史的研究』（明治書院 一九七一）と『日
本の漢語・その源流と変遷』（角川書店 一九七九）、進藤咲子の『明治時代語
の研究―語彙と文章』（明治書院 一九八一）、佐藤亨の『幕末・明治初期語彙

の研究』（桜楓社 一九八六）と『近代語の成立』（桜楓社 一九九二）、そして、
荒川清秀の『近代日中学術用語の形成と伝播―地理学用語を中心に』（白帝社 
一九九七）などがある。 
 
三、参考とすべき中国研究者の研究 
（１）沈国威『近代日中語彙交流史―新漢語の生成と受容』（笠間書院 一九
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九四） 
近代日中語彙交流に焦点を当て、特に中国語における日本語の借用語を 
論じた。そして、「熱帯」、「陪審」、「化学」を具体的な実例として取り上 
げた。ほかには「中国の近代学術用語の創出と導入 : 文化交流と語彙交 
流の視点から」（一九九六）、『『新爾雅』とその語彙 : 研究・索引・影印 
本付』（白帝社 一九九五）、『『六合叢談』(1857-58)の学際的研究』（白 
帝社 一九九九）、『植学啓原と植物学の語彙 : 近代日中植物学用語の形 
成と交流:研究論文・影印翻訳資料・総語彙索引』（関西大学出版部 二 
〇〇〇）など数々の著書がある。 

（２）陳力衛『和製漢語の形成とその展開』（汲古書院 二〇〇一） 
和製漢語を体系的に論じた著書である。和製漢語の生成パータン、日中 
両国語の構造など、和製漢語の研究に必要不可欠である。そして、第四 

章、近代における和製漢語の生成において、近代日中語彙交流という視 
点から近代新漢語を論じている。ほかには「『共産党宣言』の翻訳の問題 
--版本の変遷からみた訳語の先鋭化について 」（二〇〇八）、「「民主」と 
「共和」:近代日中概念の形成とその相互影響」（二〇一一）、「英華辞典 
と英和辞典との相互影響 : 20世紀以降の英和辞書による中国語への語彙 
浸透を中心に」（二〇一二）、「「主義」の流布と中国的受容 : 社会主義・ 
共産主義・帝国主義を中心に」（二〇一三）、「なぜ日本語の「気管支炎」 
から中国語の"支気管炎"へ変わったのか」（二〇一七）などの論文が多数 
ある。 

（３）朱京偉『近代日中新語の創出と交流－人文科学と自然科学の専門用語
を中心に』（白帝社 二〇〇三） 

中国に借用された日本語に重点を置き、哲学・音楽・植物学分野の学術 

用語を対象としたものである。 
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第一章 「普通」と「特別」 
 

第一節 漢語「普通」についての考察 
                          

１ はじめに 
現代中国語と現代日本語には同形語が多く存在している。「普通」という語も

その一例であり、現代中国語においても現代日本語においても「普通」は〈ど
こにでもあったり見られたりすること〉、〈通常、一般〉という意味を成す。①
同形同義語、②同形異義語、③同形類義語の三分類で言うと、この「普通」は
①同形同義語に当たるようである。 
中国では中日同形語、特に③同形類義語についての研究が盛んに行われてい

る。一方、①同形同義語は漢字表記も意味合いも同じであるため、研究価値の

ないものと無視されがちである。例えば、「普通」という同形語の由来について
「それは中国語由来のものだろう」と答えるのは事実に反している。さらに、
現代中国語の中の「普通話」と「普選」（普通選挙のこと）を考えてみると、な
おさら疑問が湧いてくる。 
 
 【普通話】 我国国家通用語言,現代漢民族的共同語,以北京語音為標準音, 
以北方話為基礎方言,以典範的現代白話文著作為語法規範。 
【普選】 一種選挙方式,有選挙権的公民普遍地参加国家権力機関代表的選 
挙。1 

                    （『現代漢語詞典』 二〇一二） 
 
 『現代漢語詞典』（二〇一二）の記述を見ると、まず「普通話」は「現代漢民

族的共同語」（現代漢民族の共通語）であり、とても〈どこにでもあったり見ら
れたりすること〉のような言葉ではない。そして、「普選」という概念は元々西
洋由来のもの（univeral suffrage）である。『現代漢語詞典』（二〇一二）にお
いても、「有選挙権的公民普遍地参加国家権力機関代表的選挙」（選挙権を持つ
国民が誰でも国家権力機関の代表を選出できる選挙）と解釈され、ここの「普
通」はまさに〈すべてのものに通じる〉という意味である。 
 現代中国語において「普通」は〈どこにでもあったり見られたりすること〉、
〈通常、一般〉という意味を表すが、なぜ「普通話」と「普選」においては〈す
べてのものに通じる〉という意味となるのか。これらの疑問について、現代語
の知識だけではなかなか解釈できない。それを解明するために「普通」という
語を歴史的に考察する必要があり、特に、近代における日中語彙交流史を視野
に入れなければならない。 
よって、本章では中日両国の言語資料を利用して、中日語彙交流の視点から

中日同形語の「普通」を歴史的に考察したいと思う。「普通」の語誌研究によっ
て日中両国間の語彙交流史も垣間見られるのではないかと期待する。 
 
２ 辞書記述 
 辞書記述はすべてが正しいわけではないが、それによって「普通」の語誌を

                                                   
1 呂叔湘他『現代漢語詞典』（商務印書館 二〇一二）第一〇一二頁。 
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ある程度概観でき、また、調査の手がかりになりうる。そこで、調査に当たっ
て、まず日中両国の代表的な辞書における「普通」の記述を確認することにす
る。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）2では、「普通」の意味を次の
ように記している。記述がやや長いが、後の便宜のためすべて引用する。 
 

（１）（形動）ごくありふれていること。通常であること。また、そのさま。 
一般。なみ。 

＊江談抄〔一一一一頃〕六「和帝景帝元武紀等有読消処事 〈略〉俗人無読 
此音之者、雖普通事不知之歟」 

＊曾我物語〔南北朝頃〕二・兼隆がうたるる事「これ、ふつうの儀にあら 
ず、ただ天命の致す所なり」 

＊国会論〔一八八八〕〈中江兆民〉「第二種族の者は政治の思想に乏しきこ 
と是れ大抵普通（フツウ）の事実なり」 

＊錦木〔一九〇一〕〈柳川春葉〉六「其不意の場合には準備が無いから借り 
る。又其時には用立てる、是は普通の事だが」 

（２）（─する）広く一般に通じること、または通じさせること。また、あ 
る範囲内の物事すべてに共通し、例外のないさま。 

＊公議所日誌‐三・明治二年〔一八六九〕三月「紙幣を普通するの法を立 
て」 

＊百学連環〔一八七〇〜七一頃〕〈西周〉総論「学術に二つの性質あり。一 
は common （普通）一は particular （殊別）是なり。普通とは一理の万 

事に係はるを云ひ、殊別とは唯だ一事に関するを云ふなり」 
＊日本の下層社会〔一八九九〕〈横山源之助〉四・一・九「但し同一の生徒 
が毎出する世間に普通せる夜学校と組織を異にして」 

＊一年有半〔一九〇一〕〈中江兆民〉三「科学を普通にすること、是れ人々 
の皆認めて必要とする所也」 

（３）紳士または風采（ふうさい）の立派な人をいう、盗人仲間の隠語。〔隠 
語輯覧｛一九一五｝〕 

 
語誌 
（１）現代中国語に「普通」は存在するが、古典漢籍・漢訳仏典には用例 
が見いだせない。 

（２）明治初期には(２)の意味で多く用いられ、「する」を伴ったサ変動詞 
の用法も見られる。「制限選挙」の対義語としての「普通選挙」のように、 

ある資格を必要とせず、万民が享受できるものを「普通」と呼んだもの 
と思われる。 

 
これを見ると、「和帝景帝元武紀等有読消処事 〈略〉俗人無読此音之者、雖

                                                   
2 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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普通事不知之歟」（『江談抄』 一一一一）が初出とされる。文中の「和帝」、「景
帝」は中国の漢和帝（八十八年～一〇六年在位）と漢景帝（紀元前一五七年～
紀元前一四一年在位）のことを指し、漢文で書かれているため難解である。そ
のため、筆者は早稲田大学古典籍総合データベースで出典の『江談抄』（一一一
一）を調査した。 
 
  和帝景帝元武紀等有読消処事 
  後漢書和帝紀、読消処有一行。史記景帝記、太上皇后崩、五字読消。又後 

漢書光武紀、代祖光武皇帝、代字可読世音之。予案之尤有理、而俗人無読 
此音之者、雖普通事不知之歟。 

（『江談抄第六・長句事』藤原実兼 一一一一） 
  〈現代語訳〉『後漢書・和帝紀』に読消すべきところが一行ある。『史記・ 

景帝記』の中の「太上皇后崩」五文字は読消すべし。又『後漢書・光武紀』 
に「代祖光武皇帝」があり、「代」の字は「世」と発音すべし。これは尤も 
理にかなっている。しかし、俗人に「世」と読む人はいない。普通の事と 
はいえ、知らないね。3 

  
 このように、古代中国の事柄を述べる文脈ではあるが、文中の「普通事」は
古代中国語からの引用ではなく、大江匡房（一〇四一～一一一一）4による言葉
である。よって、当時の日本語において「普通」という語は確実に存在してい
たと言える。 
現代日本語における「普通」は名詞、形容動詞、そして副詞として使われて

いるが、「～～を普通する」のような動詞的用法はない。たとえば、朝日新聞記
事データベース聞蔵Ⅱビジュアル5で検索してみたところ、動詞的用法は一例も

見つからなかった。しかし、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）では、「紙幣
を普通するの法を立て」（「公議所日誌」 一八六九）のように、「普通」は他動
詞として使われていたことが知られる。この「普通する」は現代日本語の「普
及させる」に当たり、明治時代ならではの使い方と見なしてよいであろう。 
 一方、西周の『百学連環』（一八七〇〜一八七一頃）における「普通」は「種
別」（個別）とともに学問の体系を表す言葉である。『百学連環』（一八七〇〜一
八七一頃）の中の「普通」は抽象的な概念を表すものであり、さらに「一は common 
（普通）一は particular （殊別）是なり」とあるように、洋学との接触が窺え
る。 
 
  ①普通とは一理の萬事に係はるを云ひ、殊別とは唯タ一事に關するを云ふ 

なり。譬へは算術の如きは今日の萬事より其他種々に關渉す、是普通な 
り。本草學の如き是を殊別とす。 

  ②第一 History なるものは古來ありし所の事跡を学て書キ記し、所謂温故 
知新の道理に適ふを以て普通とす。学者苟も今を知るを要せんには、必 
す先つ之を古に考へ知らさるへからす。 

                                                   
3 現代語訳文は筆者によるものである。 
4 『江談抄』（一一一一）は大江匡房晩年の談話を藤原実兼が筆録したものである。 
5 「を普通する」、「を普通し」を検索キーワードとし、そして、検索期間を「一九八五年～現在」とする。 
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  ③格物学と化学とは最も混雑し易きか故に、之を分明に區別せさるへから 
す。此二学は皆 matter を論するものにて、格物学はマットルの more 
common なるものに就て論し、化學はマットルの more particular なる 
ものに就て論す。普通の物とは譬へは水に物を沈めるとし、石も沈ミ、 
鐵も沈ミ、鉛も、金も、銀も沈むか如き、是皆沈む物の普通たり。殊別 
とは一ツ一ツの物に就て論するものにて、譬へは金は金の引力あり、銀 
は銀の引力あり、鉄は鉄の引力ありと論するか如く、物に就て悉く区別 
して論するものなり。 

 
 ①の「普通」を文脈通りに解釈すれば、現代日本語の「共通」、あるいは「普
遍」に当たり、〈すべてのものに通じる〉という意味を表す。今日の「どこにで
もいる普通の高校生」の「普通」（ありふれる）とは感覚が違う。 

『百学連環』（一八七〇〜一八七一頃）では、西周が歴史（History）、地理学
（Geography）、文章学（Literature）、数学（Mathematics）の四つを普通学（Common 
Science）としている。歴史学を普通学にする理由は②に示されているように、
歴史学が古今に通じる学問であるからである。しかし、「古今に通じる」と「一
理の萬事に係はる」とは違うものであろう。 
さて、西周が主張した普通学とは何か、理屈的に言うとすべての学問に関わ

るような学問であるが、殊別学の基礎となる学問という位置づけから、普通学
を教養学問、一般学問と理解してよかろう。たとえば、③のように格物学（物
理学）は「 more common なるものに就て論し」とされる一方、殊別学 
（Particular Science）に分類された。 
上記のように、西周の『百学連環』（一八七〇〜一八七一頃）における「普通」

には必ずしも明確な定義があるわけではないが、〈あまねくつうじる〉という意

識で西周が「普通」を使っていたと考えられる。6『百学連環』（一八七〇〜一八
七一頃）に見られるバリエーション豊かな「普通」は明治時代の「普通」を考
察する上で重要である。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）7を見る。そし
て、辞書の体裁を統一するために、この記述を『日本国語大辞典』に合わせて
整えておく。さらに、その用例には成立年代が付されていないため、これも対
照できるように付けておいた。 
 

（１）平常的；一般的。（平常的、一般的8） 
＊回憶魯迅先生〔一九四〇年〕〈蕭紅〉「左手辺的卓角上一個帯緑灯罩的台 

                                                   
6 『百学連環』（西周（一八七〇〜一八七一頃））における「普通」について、下記の資料を参考した。①

熊澤恵里子「学制以前における「普通学」に関する一考察」（早稲田大学大学院文学研究科紀要第一分冊 (四

十四) 一九九八） ②高坂史朗「西周の「哲学」と東アジアの学問」（北東アジア研究 (十四) 二〇〇八） 

③サイト：http://www.sanseido-publ.co.jp/における「百学連環」を読むシリーズ。 
7 『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）などの中国語資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢

字に書き直す。「你」、「们」など一部現代日本語で使わない漢字を「伱」、「們」のように旧体字、あるいは

異体字で示す。 
8 日本語の訳文は筆者によるもの、以下同様。 
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灯,那灯泡是横着装的,在上海那是極普通的台灯」 
＊実幹家潘永福〔一九六一年〕〈趙樹理〉「若用吃苦耐労等普通字様,是不足 
以説明潘永福同志這種生活風度的」 

（２）犹普遍。（また普遍9ともいう） 
＊児女英雄伝・第十五回〔一八七八年〕〈文康〉「在府城里叫了一班戯子,把 
那些遠来的客人合本地城里関外的紳衿舗戸以至坊辺左右這些郷隣普通一 
請、一連児熱鬧了三天」10 
 

補証条目 １．平常的；一般的。（平常的、一般的） 
＊奏售参銀両己解交江南藩庫摺〔清〕〈曹頫他〉「頭等、二等両種人参,現在 
商人出価, 與以往售価相同。但上等普通参、普通参、次参之価,均比以前 
售価低」11 

 
『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）における「普通」の語誌に「（１）現

代中国語に「普通」は存在するが、古典漢籍・漢訳仏典には用例が見いだせな
い」と書き記されている。確かに『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）の用例
を見ると、「回憶魯迅先生」（蕭紅 一九四〇）と「実幹家潘永福」（趙樹理 一
九六一年）は何れも一九四〇年代以降のものであり、『日本国語大辞典第二版』
（二〇〇二）の語誌に一致している。 
しかし、『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）における『児女英雄伝』（文康 

一八七八）の用例について、筆者は中国語話者として違和感を感じる。そのた
め、北京の聚珍堂刊『児女英雄伝』（一八七八）を調査して、下の内容が確認で
きた。 
 

在府城里叫了一班戯子,把那些遠来的客人合本地城里関外的紳衿舗戸以至 
坊辺左右這些郷隣普通一請、一連児熱鬧了三天。12 

（『児女英雄伝』文康 一八七八） 
  〈日本語訳文〉府城から芸者を呼んできて、遥々とやってきたお客、地元 

の郷紳、商売人、そして周りの隣人を広く招待して、三日間賑わっていた。 
 
この「普通」は〈ありふれる、一般〉ではなく、〈広く〉という意味を表し、

現代中国語にはない意味用法である。さて、この「普通」をどう理解すればよ
いか、そのヒントは『紅楼夢』（曹雪芹・高鶚 清代初期）にあると見られる。
『紅楼夢』（萃文書屋蔵板 一七九一）の第三十七回（秋爽齋偶結海棠社 蘅蕪
苑夜擬菊花題）には下記のような内容が見える。 
 

                                                   
9 ここの「普遍」は副詞的に使われ、現代日本語の〈広く〉に当たる。現代中国語における「普遍」は①

〈よくある、一般〉と②〈すべてに共通する〉の二つの意味を有している。参考資料：胡新祥「漢語「普

遍」についての考察――中日語彙交流の視点から」（『立教大学日本文学』第一一八号 二〇一七年七月）

第七十三～八十六頁。 
10 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第七七七頁。 
11 補証条目はサイト「国学大師」（http://www.guoxuedashi.com）によるものである。 
12 北京聚珍堂刊『児女英雄伝』の第十五回（酒合歓義結鄧九公 話投機演説十三妹）。聚珍堂刊本の序に

「光緒戊寅陽月古遼閬圃馬従善偶述」があり、この「光緒戊寅陽月」は一八七八年旧暦十月のことである。 
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伱如今且把詩社別提起,只普統一請13,等他們散了,咱們有多少詩做不得的。14 
（『紅楼夢』曹雪芹・高鶚 清代初期） 

 
 文中の「普統一請」は『児女英雄伝』（一八七八）の「普通一請」と同じ意味
である。中国語では「統」と「通」の発音が同じである。しかし、筆者の調査
範囲で、古代中国語においても現代中国語においても「普統」はこの一例以外
には見当たらなかった。推測の域を出ないが、「普統」も「普通」も偶然の使用
ではないかと考えられる。 
 そして、『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）では、補証条目（補注）とし
て次の用例が示されている。下記のように、朝鮮人参が頭等、二等、上等普通、
普通、次参の五等級に分類され、その「普通」はまさに〈一般〉という意味を
表すものである。 

 
＊奏售参銀両己解交江南藩庫摺〔清〕〈曹頫他〉「頭等、二等両種人参,現在 
商人出価, 與以往售価相同。但上等普通参、普通参、次参之価,均比以前 
售価低」 

〈日本語訳文〉一等、二等二種類の朝鮮人参の値段は以前と同じであるが、 
上等普通朝鮮人参、普通朝鮮人参、そして下等朝鮮人参の値段は何れも  
以前より低かった。 

 
 補証条目における「上等普通参」、「普通参」の真実を究明すべく、筆者は故
宮博物院明清档案部編の『関於江寧織造曹家档案史料』（一九七五）を調査した
ところ、「一四六 江寧織造曹頫等奏售参銀両己解交江南藩庫摺 雍正二年（一
七二四年）閏四月二十六日」と「一四七 内務府総管来保奏三織造售参価銀比

歴年均少摺 雍正二年（一七二四年）閏四月二十六日」15に「上等普通参」、「普
通参」が確認できた。 
 しかし、一四六号と一四七号の「摺」の末尾に何れも「訳自内務府満文上傳
档」と書き記されている。要するに、一四六と一四七の「摺」は内務府に保存
された満州族文字資料を翻訳したものである。そして、『関於江寧織造曹家档案
史料』（一九七五）の前言（前書き）には次のように記されている。 
 
  故宮博物院明清档案部編的≪関於江寧織造曹家档案史料≫,是把故宮档案

裏有関曹家的材料第一次集中編印成書,其中除各個文種的漢文摺件（包括一 
部分曾在≪文献叢編≫発表過的）外,又訳補了清朝内務府満文奏銷档的有関 
材料。16 

 
 「又訳補了清朝内務府満文奏銷档的有関材料」（また清王朝内務府の満州文字

                                                   
13 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第七七五頁では『紅楼夢』（萃文書屋蔵板 

一七九一）における「普統一請」を「普同一請」としている。 
14 萃文書屋蔵板『紅楼夢』の叙に「乾隆辛亥冬至後五日鉄嶺高鶚叙並書」があり、この「乾隆辛亥」は一

七九一年のことである。 
15 故宮博物院明清档案部編『関於江寧織造曹家档案史料』（中華書局 一九七五）一四六号は第一五九頁

～第一六一頁、一四七号は第一六一頁～第一六二頁。 
16 故宮博物院明清档案部編『関於江寧織造曹家档案史料』（中華書局 一九七五）第四頁。 
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資料を一部翻訳した）とあるように、一四六と一四七の「摺」における「上等
普通参」、「普通参」はあくまでも故宮博物院明清档案部が現代語感覚で翻訳し
たものである。よって、これを「普通」の補証条目とするのは不適切である。 
 
３ 先行研究 
これまで見てきたように、現代中国語における「普通」は日本語から借用さ

れてきた可能性が高いと思われる。そして、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇
二）の語誌（２）によると、「普通選挙」が示したように、近代日本語において
「普通」は西洋由来の概念を表すようになった。 
近代における「普通」の実像を究明すべく、筆者は『明治のことば辞典』（一

九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞源』
（二〇一〇）や、国際日本文化研究センターの日本語語彙研究文献データベー

スなどを調べてみたところ、下記のような記述を見つけた。 
 
３．１ 『明治のことば辞典』（一九八六） 

ふつう 普通 
➊〔新令字解・明１〕アマネクツウズ 
❷〔日誌必用御布令字弁・明１〕ナミナミト云コト。 

  ❸〔布令必携新聞字引・明初〕ドコマデモトオル。 
❹〔広益熟字典・明７〕〖フヅウ〗ナニモカモニツウズ。 

  ➎〔改正画引小学読本・明９〕ツウレイ。 
  ❻〔改正小学読本字解・明９〕セケンイツパン。/セジヤウイツパン 
  ❼〔小学読本字引・明 12〕ミナヒトノシツテイルコトナリ。 
  ❽〔哲学字彙・明 14〕common.general 

  ❾〔和英語林集成〈三版〉・明 19〕common;general;universal:tenka-na koto 
  ❿〔漢英対照いろは辞典・明 21〕あたりまへなる、なみなる、よのつねな 

る、又あまねくとほる。Common,aslo, general,universal. 
  ⓫〔言海・明 24〕アマナクカヨフコト。ヨノツネ。 
  ⓬〔日本大辞書・明 26〕普ク一般ニ通ズルコト。世ノ並ミデアルコト。 
  ⓭〔和英大辞典・明 29〕common,ordinary,usual;general,universal,futsu 

  meishi,普通名詞、〔gram.〕common noun. 
  ⓮〔文学新語小辞典・大２〕特殊といふ語と正反対で、多くのものに行き 

亘る、共通するといふ意味。 
⓯〔ローマ字索引国漢辞典・大４〕①あまねく通ずること「万人普通の言 
語う」。②なみなみなこと。「普通一般の品」。○尋常。 

  ▽意味 「あまねく通ずること」という意味と、「通例・通常・一般・なみ」 
の意味がある。「万人普通の言語」が前者の意味であるように明治時代に見 

られる「普通語」とは、あまねく通じる言語、今日の共通語の意味であっ 
て通常語を指すのではないので注意する必要がある。 

  語形 フズウという読み方がある。「通」は漢音トウ、呉音ツ、慣用音ツウ 
であるから、フズウ（フヅウ）は連濁による語形である。 
 

  ふつうがく 普通学 
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  ➊〔改正増補文明いろは字引・明 15〕セケンツウレイノガクモン。 
  ❷〔高等国語読本字解・明 34〕一般ニ学フ学問 
  ❸〔新式以呂波引節用辞典・明 38〕高等、又は専門ならぬ世間一般に通ず 

る学問。 
❹〔新訳和英辞典・明 42〕ordinary 〔general〕knowledge 

  ➎〔辞林・明 44〕普通の知識を養成する諸種の学問。専門学の対。 
  ❻〔ローマ字びき国語辞典・大４〕一般の常識を養ふに足るだけの学問。 

General learning 
▽意味 「通例の学問」から、「専門学の対」へと転じている。 

 
ふつうせんきょ 普通選挙 
➊〔法律経済熟語辞典・明 41〕一般の成年男子に納税、学歴等の資格を要 

せず総て選挙権を有せしむるを云ふ。 
❷〔新訳和英辞典・明 42〕univeral suffrage. 
❸〔辞林・明 44〕一般の人に選挙権を有せしむる制度。 
❹〔大辞典・明 45〕選挙法ノ語。普通人ニ選挙権ヲ有セシメル制度。 
➎〔新式辞典・大１〕或特殊の者の外は一般の人に選挙権を与へる制度。 
▽意味 英語 univeral suffrage の訳語。明治一四年刊の『哲学字彙』に 
は「普通選挙権」の訳語がある。日本では大正一四年まで財産による制限 
があり、昭和二〇年まで性別による制限があった。17 

（『明治のことば辞典』飛田良文他 一九八六） 
 
『明治のことば辞典』（一九八六）では、「普通➊❷❸」18が示すように、明治

初期の漢語集、漢語手引きに「普通」の例が見られる。明治初期の漢語集、漢

語手引きは、当時の布令、新聞に出ていた難解な漢語を収集して、それにわか
りやすい和訓を付けた一般民衆向けの漢語啓蒙書であるため、当時において「普
通」はかなり普及していたと考えられる。 
「普通➊」『新令字解』（一八六八）と「普通❹」『広益熟字典』（一八七四）

のように、「アマネクツウズ」と「ナニモカモニツウズ」の和訓が付されたが、
編集者が必ずしも「普通＝Universal＝すべてのものに通じる」（今日の共通か、
普遍に当たる）という感覚を持っていたとは限らない。なぜかとうと、哲学用
語としての「普遍」（Universal、すべてのものに通じる）は「特殊」と一対の
概念であり、ヨーロッパの中世哲学の普遍論争（Universalienstreit）19からき
たものである。よって、明治初期の漢語集に見られた「アマネクツウズ」と「ナ
ニモカモニツウズ」というルビは編集者によるわかりやすい和訓と見たほうが
よい。 
漢語集、漢語手引きよりも、むしろ井上哲次郎たちの『哲学字彙初版』（一八

                                                   
17 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂 一九八六） 

 「普通」は五〇二頁～五〇三頁（内容に省略がある）、「普通学」は五〇三頁～五〇四頁（内容に省略が

ある）、そして「普通選挙」は第五〇四頁。➊❷などの通し番号は筆者がつけたものである。 
18 通し番号はすべて➊❷❸の形なので、述べる時に「普通➊」、「普通学➊」のような形で区別しておく。 
19 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）によると、「普遍論争」は中世スコラ哲学で、普遍は実

体として存在するか、人間の思考の中で存在するだけかをめぐって行なわれた論争。実念論は普遍が個物

に先立って存在するとし、唯名論は普遍が個物をあらわす名前にすぎないとして対立した。 
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八一）に「普通」が「common」、「generalの対訳語として収録されたことは大き
な意味がある。なぜならば、井上哲次郎らによる『哲学字彙』シリーズは日本
最初の哲学辞典であり、編纂目的が訳語の統一にあった。当時、西欧から導入
された概念については、様々な訳語が当てられており、統一が見られなかった
からである。 
『明治のことば辞典』（一九八六）の「普通▽意味」には下記の記述がある。 
 
「万人普通の言語」が前者の意味であるように明治時代に見られる「普通 
語」とは、あまねく通じる言語、今日の共通語の意味であって通常語を指 
すのではないので注意する必要がある。 

 
 しかし、「普通」は〈ありふれる、一般〉という意味を有すると同時に、〈あ

まねく通じる〉というふうに解釈することもできるため、明治時代の「普通語」
について、具体的な文脈で判断したほうがよい。ここでは『日本国語大辞典第
二版』（小学館 二〇〇二）における「普通語」の用例を下記のように示してお
く。①の「普通語」は東洋全体に関わるものであるため、共通語と理解すべき
である。一方、②の「普通語」は〈一般の人が日常に用いる言葉〉という意味
である。 
 
  ①＊国語のため〔一八九五〕〈上田万年〉国語研究に就て「誰でも知らんで 

はならぬといふ、言はば東洋全体の普通語といふべき者をも、つくり出 
さうといふ」 

  ②＊病牀六尺〔一九〇二〕〈正岡子規〉一五「余の郷里（伊予）なぞにては 
余の幼き頃まで尚『オヌシ』又は『ソチ』などいふ二人称が普通語に残 

って居た」 
 
「普通学」は一応〈一般の常識を養ふに足るだけの学問〉と解釈できるが、

その意味範疇について、具体的な文脈によって判断したほうがよかろう。そし
て、興味深いことに明治時代に「普通心理学」、「普通物理学」、「普通教育学」
のような造語が多かったが、現代日本語にはそれらは用いられず、代わりに「一
般心理学」、「一般物理学」、「一般教育学」20のような言い方になっている。 
「普通心理学」などに見られた「普通」は〈その種の学問の基礎知識〉とい

う意味を表していると考えられる。現代日本語において「普通心理学」は使わ
ないのに対して、現代中国語において「普通心理学」、「普通物理学」、「普通教
育学」がある。中日近代語彙交流史から考えると、現代中国語における「普通
心理学」などの造語は当時の日本語から借用された可能性が極めて高い。 

                                                   
20 陳力衛『和製漢語の形成とその展開』（汲古書院 二〇〇一）の三七六頁～三八三頁では類義語として

の「普通」と「一般」が論じられる。そして、「したがって、明治期に出来た「普通心理学・一般心理学」

二種類の訳は、それぞれの国の言語の性格に合わせていずれか一方に統一されていくことになる。日本語

の方では最初馴染みの深い「普通」をもって英語に新概念に当てていたが、文法的負担量が重くなるにつ

れ、次第に名詞系の訳語「一般」のほうへ統一されていく。ただ、すでに浸透した「普通～」の言い方が

そのまま残っていたので、両方が共存する結果となる。一方、中国語の方は自国の古い「一般」を訳語に

するより、日本から伝わった「普通」の方が新鮮に映るので、新名詞にはむしろ「普通」を使いたがる。」

と結論付けている。 
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 「普通選挙」は「普通選挙❷」のように「univeral suffrage」の訳語であり、
これは明らかに西洋由来の概念である。「日本では大正一四年まで財産による制
限があり、昭和二〇年まで性別による制限があった」と、「普通選挙▽意味」に
書いてあるように、日本なりの事情によって当初は様々な制限がかけられた。
しかし、「univeral suffrage」の真髄は、すべての人、もしくはある条件を満
たしたすべての人に「選挙権」があることである。このことから、当初「普通
＝univeral」という意識のもとで「普通選挙」が最初造語されたと考えられる。 
 上記のように、「普通」は古くから日本語にあった語であり、『江談抄』（藤原
実兼 一一一一）の用例を見る限り、〈ありふれる、一般〉という意味で使われ
ていたようである。一方、幕末明治時代に入ると、怒涛のように押し寄せてき
た西洋の学問に対応するために、「普通」はまた〈基礎〉、〈すべてのものに共通
する〉といった意味でも使われるようになった。幕末明治時代において、「普通」、

「共通」、「普遍」、「普及」などその使い分けは必ずしも厳然ではない。 
 
３．２ 『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七） 
  ◆ふつうがく 普通学 
  ①「後進の少年、普通学を終りたらば兵学の専門に入り、」（福沢諭吉・明 

治十二年（一八七九）二月「華族を武辺に導くの説」） 
  ②「其等教師が普通学の知識なきに因りて甚だ弊害を生ずること」（新村 

出・明治三十一年（一八九八）「昨年に於ける国語学会概観」） 
意味 教養として必要な学問 

 
  ◆ふつうきょういく（…けういく）普通教育 
  ①「平易切実ノコトヲ択ミテ教へ、人人ヲシテ学ハサル惟恐レシム、是普 

通教育ノ要訳ナリト謂ヘシ、」（久米邦武・『米欧回覧実記』八十六「ベロ 
ン」及「ゼネーヴァ」府ノ記 明治六年（一八七三）六月二十七日） 

  ②「教育は高等の普通教育を受け」（幸田露伴・明治二十二年（一八九九） 
『露団々』一） 

意味 社会生活に必要な教育を与える教育。（⇆専門教育）21 
（『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』佐藤亨 二〇〇七） 

 
 『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七）では「普通教
育」が〈社会生活に必要な教育を与える教育〉と解釈され、「普通」が〈ありふ
れる、一般〉という意味で読み取れる。そもそも、「普通教育」とは全国民共通
の一般的・基礎的、なおかつ国民に必要とされる教育であるため、ここの「普
通教育」は英語の「universal education」22に相当する。従って、「普通」は現
代日本語の感覚で言うと「普遍」（すべてのものに通じる）に当たる。恐らく当

初「普通＝universal＝あまねく通じる」という意識のもとで「普通教育」が造
語されたと考えられる。 

                                                   
21 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第七三二頁。 
22 普通教育の英文訳には「common education」、「general education」などがあるが、本来の主旨から見

ると、「universal education」が相応しいではないか、因みに日本憲法上の『普通教育』の公訳は「ordinary 

education」である。 
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３．３ 『近現代辞源』（二〇一〇） 

普通 pu tong 平常的；一般的。 
➊1878年郭嵩濤《倫敦与巴黎日記》「見示《東京開成学校一覧》,凡分列三 
十九目,其中又各有子目。略記其学科：曰普通科,曰法学科,曰科学科,曰 
工学科,…以下省略…」 

  ❷1889年傅雲龍《遊歴日本図経余記》「普通学科百七十八,縫紉科百三十八, 
綴錦科二,毛糸科十八,洋服科百七,凡四百四十三」 

 
  普通話 pu tong hua 指一般通用的官話。 
  ➊1918年 5月 31日教育部《通令各高等師範学校招考学生弁法》「広州高師 

因方言関係,外籍学生前往就学,目前尚有語言之障碍,一面将教授用語,速 

謀改用普通話,以為招収他省学生之準備」 
  ❷1919年 8月朱執信《復黄世平函》「弟対於作白話文者, 擬加以一種限制, 

即能用普通話演説者,可以作普通話之白話文。於我等僅能用広東話演説 
者,只能作広東話白話文,不能用普通話也」 

  ❸1933年胡適《四十自述》「中国公学是第一個用普通話教授的学校。…省略…、 
大家都説普通話,教員也用普通話。…省略…、我初入学時,只会説徽州話 
和上海話,但在学校不久,也就会説普通話了」◇普通語、普通官話 

 
普通教育 pu tong jiao yu 指実施一般文化科学知識教学的教育。 
➊1901年葉瀚訳《泰西教育史》篇下第九章「美国自植民時代己注意於普通 
教育。迨独立既成,憲法己定之後,諸先輩定計保合衆国之安寧者,尤在於奨 
励教育,故学風益盛,更尽力於普及教育」 

❷1902年《万国憲法比較》「下議院代議士其選挙人分為三級：第一級為財産 
上所得毎年須在二百五十円以上者。第二級毎年所納直税須在四円以上及 
営技芸職業与退職官吏,受政府年金,並受普通教育等人」 

 
  普選 pu xuan 一種選挙方式,有選挙権的公民普遍地参加国家権力機関代表 

的選挙。 
➊1934年《新知識辞典》普選制条,「普選制, univeral suffrage」 
❷1940年《瀋鈞儒収文録・張宗麟致瀋鈞儒、鄒韜奮、史良等函》「如本次来 
不及普選,是否応定下合理方法,規定下次必須用合理弁法来做」23 

                  （『近現代辞源』黄河清 二〇一〇） 
 
 『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇）には、「普通」と「普通」を語基とする
「普通話」、「普通教育」、「普選」（普通選挙の省略）が見出し語に見える。「普

通話」、「普通教育」、「普選」は「普通」に由来する造語であるし、『近現代辞源』
（二〇一〇）における三者の用例はいずれも二十世紀以降のものであるため、
ここでは考察の対象とせず、「普通」だけを取り上げることにする。 

                                                   
23 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇） 

 「普通」は五八五頁～五八六頁、「普通話」、「普通教育」そして「普選」は第五八六頁。後の便宜のため、

通し番号を付けておいた。 
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 「普通➊」の『倫敦与巴黎日記』（ロンドンとパリでの日記）は、作者の郭嵩
濤が中国近代最初の外国常駐大臣として一八七七年一月から一八七九年一月ま
でイギリスに駐在(後半駐フランス公使も兼務)していた期間中の日記である。
ネットで一般公開された『倫敦与巴黎日記』（一八七八）を確認したところ、下
記の内容を確認できた。 
  
  日本公使上野景範遣其隨員長崎相就解講所贈《驛遞寮郵便規則》、…省略…  

、又見示《東京開成学校一覧》、…省略…、略記其学科：曰普通科、…省略…。 
（『倫敦与巴黎日記・第十六巻』郭嵩濤 一八七八） 

〈日本語訳文〉日本公使上野景範（一八四五～一八八八）はその随員であ 
る長崎相就に贈呈書の『驛遞寮郵便規則』をわたし（郭嵩濤）に講釈させ 
た。…省略…、（長崎相就）が又わたし（郭嵩濤）に『東京開成学校一覧』 

を見せてくれた。…省略…、その学科を簡略に書き記しておく。曰：普通 
科、…省略…。 

 
上記のように、『倫敦与巴黎日記』（一八七八）の第十六巻にある「普通科」

は東京開成学校24の一学科であるために、文中の「普通科」は日本語のままであ
ることが分かる。 
 「普通❷」の『遊歴日本図経余記』とその前記である『遊歴日本図経』（傅雲
龍 一八八九）は、晩清時代の日本研究書として非常に評価が高い書である。
内憂外患に瀕していた清王朝が「時局多艱、請広収奇傑之士遊歴西洋」と題す
る上奏文を受け入れ、傅雲龍の一行を外国視察に派遣した。『遊歴日本図経』（一
八八九）と『遊歴日本図経余記』（一八八九）は傅雲龍の日本視察に基づいたも
のである。よって、文中の「普通学科」などの固有名詞は傅雲龍がネーミング

したものではなく、当時の日本の事情をそのまま反映したものである。 
 
４ 古代中国語における「普通」 
 これまで見てきたように、日本語における「普通」の歴史は長く、そして幕
末明治期に西洋由来の概念を受け入れるために、「普通学」、「普通教育」、「普通
選挙」などの学術用語が造語され、これらの造語が当時の中国語に借用された
と考えられる。 
 それでは、古代中国語に「普通」という語が存在していなかったのであろう
か、この点を究明すべく、筆者は「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国語言学研究
中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、そして台湾中央研究院の「漢籍
電子文献」などの古代中国語データベースを調べた。調査結果を下記に示して
おく。 
 

４．１ 梁武帝・蕭衍の年号としての「普通」 
 古代中国語における「普通」を調べてみたところ、梁武帝・蕭衍の年号とし
て「普通」がもちいられている用例が圧倒的に多かった。下記のように、紀元
五二〇年に梁武帝・蕭衍（四六四～五四九）は年号を「天監」から「普通」へ
と改めたのである。 

                                                   
24 東京大学の前身の一つである。 
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普通元年春正月乙亥朔，改元，大赦天下。 

（『梁書・本紀第三・武帝下』姚察・姚思廉 六三五年） 
〈日本語訳文〉普通元年春正月乙亥朔、改元、天下に大いに恩赦す。 

 
表 1、梁武帝・蕭衍の年号一覧表 
 

天監 普通 大通 中大通 

502年～519年 520年～527年 527 年～529年 529年～534年 

大同 中大同 大清  

535年～546年 546年～547年 547 年～549年  

 
 梁武帝・蕭衍は中国歴史上の有名な仏教皇帝であり、仏教史上の黄金時代を
作ったという。梁武帝時代の仏教繁盛ぶりについて、晩唐の詩人・杜牧の「南
朝四百八十寺,多少楼台煙雨中」25〈南朝時代以来のたくさんの寺が立ち並び、
多くの楼台が春の霧雨の中に煙っていることだろう〉という表現はよく知られ
ている。 
 『続高僧伝』（道宣 六四五年）によると、天監一八年（五一九年）に梁武帝
は「発宏誓心、受菩薩戒」というように受戒した。その翌年（五二〇年）に年
号を「天監」から「普通」へと改めた。これらのことから、梁武帝の年号とし
ての「普通」は、やはり仏教と何らかの関係があると思われる。この点に関し
て、進藤咲子（一九八一）には「「普通」はあるいは仏教に深い関係のある語か
もしれないが26」と同様の指摘がある。 
年号としての「普通」について、筆者は『中国歴代年号考』（一九八一年）27な

どの資料を調べてみたが、いまのところ有力な情報を得ていない。しかし、「普
遍」、「普及」、「普照」などを参考にして、「普通」を解析すると、まさに「普く
通じる」という意味になる。推測の域を出ないが、梁武帝の年号としての「普
通」は〈仏教、仏法が普く通じる〉という意味ではあるように思われる。 
 
４．２ 仏教における「普通」 
 梁武帝の年号としての「普通」は仏教由来の可能性が高いため、次は仏教関
係資料に目を向けて「普通」を調べてみた。 
 

（１）（佛説孤獨經第四十四）昔有一人。幼少孤苦。獨一身居。種作廣田。 
益有犁牛。得收五穀。乳酪醍醐。衆果菜茹。不可限量。供給遠近諸食之 
者。往來毎與窮困。名徳流布普通十方。 

（『生経』竺法護譯（二三九～三一六）） 

  〈日本語訳文〉（佛説孤獨經第四十四）昔、一人がいた。幼少期は孤独、苦 
難を嘗め尽くした。一人暮らしの彼は広い田んぼを持ち、又農具と牛と 
持っている。これで五穀を収穫できた。乳酪醍醐、各種の果物、野菜、数

                                                   
25 （江南春）千里鶯啼緑映紅、水村山郭酒旗風。南朝四百八十寺、多少樓臺煙雨中。 
26 進藤咲子『明治時代語の研究 : 語彙と文章』（明治書院 一九八一）第六頁。 
27 李崇智『中国歴代年号考』（中華書局 一九八一）第六十三頁。 
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え切れないほどあった。周りにそれを配り、また貧しい人を救済する。こ
れで彼の名前は広く広がり、十方に普く通じるようになった。 

（２）我當云何能普通達諸佛法界。受持一切無上法輪。 
（『大般若波羅蜜多經』玄奘訳（六〇二～六六四）） 

  〈日本語訳文〉わたしはどうして諸仏の法界に普く通じることを言うべき
なのか。一切無上の法輪を受持する。 

（３）願一切衆生。得普通達舌。善入一切語言大海。 
（『大方廣佛華嚴經』實叉難陀譯 四一八～四二〇頃） 

  〈日本語訳文〉願わくば一切衆生が「普通達舌」を得て、すべての言葉が 
わかるようにと。 

 
 上記の用例（１）～（３）のように、仏教の文脈に出ていた「普通」は〈普

く通じる〉という意味である。仏教の世界において「普」という字はよく用い
られ、それが仏教の一切衆生を救う理念とも関わるように思われる。例えば、『漢
語大詞典』（一九八六）を確認してみると、「普及」、「普陀」、「普門」、「普度」、
「普渡」、「普照」、「普広」、「普賢」、「普済」などのように、仏教由来の語が多
く見える。実は、仏教においては一般の文脈だけではなく、「普通院」、「普通塔」、
「普通寺」などのように、「普通」を語基とする造語も多い。 
 
  （４）廿三日早朝，喫粥。向西北行廿五里，到黄山八会寺断中，喫茶飯。 

時人稱之為上房普通院。長有飯粥，不論僧俗，來集便僧宿，有飯即與， 
無飯不與，不妨僧俗赴宿，故曰「普通院」。 

 （『入唐求法巡礼行記』円仁 九世紀） 
〈日本語訳文〉二十三日の朝、お粥を食べた。北西を二十五里進み、黄山八 

会寺に断中（休憩か）、茶飯を食った。人々はここを「上房普通院」と称す。 
ここに常にご飯とお粥を提供し、僧俗問わず、宿泊できる。ご飯あれば与 
え、なければ与えない。僧俗を問わず宿泊できるため、故に普通院と称す。 

  （５）五年十一月，許州開元觀老君像自動，知州宋偓以聞。六年正月，簡 
州普通院毗廬佛像自動。 

（『宋史』脱脱他 一三四五） 
〈日本語訳文〉五年十一月、許州開元観の老君28像が動き、知州の宋偓がこ 
れを報告した。六月正月、簡州普通院の毗廬佛像が動いた。 

  （６）鼎州大龍山景如禪師、鼎州大龍山楚勲禪師、興元府普通院從善禪師。 
（『續文獻通考』王圻 明） 
 

 用例（４）は日本人留学僧円仁の『入唐求法巡礼行記』（九世紀）によるもの
である。『入唐求法巡礼行記』（九世紀）に用例（４）の「上房普通院」以外に、

「兩嶺普通院」、「龍泉普通院」、「塘城普通院」など「普通院」は計三十三回も
出ている。「普通院」について、『仏教大事典』（一九八八）には下記のような解
釈がある。 
   

                                                   
28 「太上老君」の略称、道教で神格化された老子の呼び名である。古代中国では仏像が自ら動くことが何

か大きな出来事の兆しと見受けられる。 
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  中国五台山巡礼者のための宿坊。唐～宋代に五台山の東南両道に存在した。 
僧俗を問わず宿泊は無料、粥飯が提供された。日本の円仁もここにとどま 
ったことがある。 

 
 さらに、『和製漢語の形成とその展開』（二〇〇一）には「ここでの意味は固
有名詞というより、「あまねくほどこしてくれる寺」の意味であろう29」との指
摘もある。以上のことから、「普通院」の「普通」は〈あまねく通じる〉、ある
いは〈あまねく通う〉という意味であろう。 
 「普通院」の「普通」と近代日本語に見られた「普通選挙」、「普通教育」の
「普通」は何れも〈あまねく通じる〉とも解釈できそうではあるが、それらに
は根本的な違いがある。「普通院」の「普通」はあくまでも仏様の救済の範囲の
広さを表すものであるのに対して、「普通選挙」、「普通教育」の「普通」は誰も

奪われない一種の権利である。そして、「普通選挙」、「普通教育」などは西洋由
来の天賦人権論に基づいた新しい概念である。 
 
  （７）吾滅後火化、以骨石藏普通塔。 

（『禅林僧宝伝』慧洪 北宋） 
〈日本語訳文〉私が死んだ後、遺体を火葬にし、遺骨を普通塔に納めてくだ 
さい。 

  （８）番陽亦有小民、以六月拝岳帝祠、触熱悶絶、亟棺厝于普通塔。 
（『禅林僧宝伝』慧洪 北宋） 

〈日本語訳文〉番陽のとある庶民、六月に岳帝祠を参拝した。熱中症で死 
んだ。急いでその棺桶を普通塔に置いた。 

  （９）①普通寺 在馬村 

②普通寺 在城西北 
③普通寺 在縣東北七十五里原山之陽望鹿山之西邑人趙樂重修 
④普通道院 在府治北宋淳熙間建 
⑤獅子洞 在幽居洞西北有道者普通結庵於此 

（『古今圖書集成方輿彙編職方典』陳夢雷 清） 
  〈日本語訳文〉幽居洞の北西に法名を普通というお坊さんが庵を結んだ。 
  （10）出家于正覺寺中法名普通。 

（『螢窗異草』浩歌子 清） 
  〈日本語訳文〉正覺寺に出家して、法名は普通である。 
 
 用例（７）と用例（８）の「普通塔」について、「世界文化遺産少林寺塔林研
究」（二〇一三）には下記のような説明がある。 
 

少林寺塔林中還有多僧建一塔的情況,如位於塔林北区建於宋宣和三年（1121） 
的「普通塔」。現存多数塔林無普通塔,只有大型寺院的塔林建有此類塔。所 
謂「普通塔」即一般和尚的公共墓塔,叢葬之塔,又名普同塔,海会塔。30 

 

                                                   
29 陳力衛『和製漢語の形成とその展開』（汲古書院 二〇〇一）第三八一頁。 
30 楊煥成「世界文化遺産少林寺塔林研究」（『黄河科技大学学報』 二〇一三年）第十五頁～第十六頁。 
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  〈日本語訳文〉少林寺塔林の中にはまた多くの僧を一つの塔に納めるよう 
なことがあり、例えば、塔林の北区にある宋宣和三年（一一二一年）に建 
立された普通塔がそれに当たる。現存の塔林にはほとんど普通塔はないが、 
大型寺院の塔林にこのような普通塔はある。「普通塔」とは、一般の僧侶の 
共同墓地となる塔であり、また「普同塔」、「海会塔」とも言う。 

 
 上記の説明を見ればわかるように、仏教の「普通塔」は一般の僧侶の共同墓
地となる塔であり、ここの「普通」はやはり〈あまねく通じる〉、あるいは〈あ
まなく通う〉と解釈すべきである。「普通院」と「普通塔」以外に、また用例（９）
①～④のように、「普通寺」と称する寺が中国のあちこちに存在している。用例
（９）⑤と用例（10）のように、「普通」は僧侶の法名にも用いられる。 
 これまで見てきたように、「普通」は中国の仏教においてよく用いられていた

のに対して、古代中国語における一般語としては下記の用例（11）以外にほぼ
皆無の状態であった。しかも、用例（11）の「普通」も〈あまねく通じる〉、あ
るいは〈あまねく及ぶ〉と解釈され、仏教語からの借用と見てよかろう。 
 
  （11）百粤霧紛滿，諸戎澤普通。願言加壯努，勿坐鬢霜蓬。 

（「示珦」陳元光（六五七～七一一）） 
〈日本語訳文〉百粤地方31は常に霧が包まれ、諸少数民族にも恩沢が普く及 
ぶ。願わくば若い頃より努力して、光陰を無駄にしてはいけない。 

  
５ 近代中国語における「普通」 
 上記のように、「普通」は仏教の中国伝来に伴って造語された語であり、〈あ
まねく通じる〉という意味を表し、仏教経典の文脈だけではなく、「普通院」、「普

通塔」、「普通寺」などのように、仏教においてよく用いられていた。しかし、
古代中国語において「普通」は「普遍」、「普及」、「平等」などのように一般語
化されていなかった。一方、現代中国語において「普通」はよく用いられる語
である。そこで、現代中国語における「普通」の用法はどのように考えればよ
いか、近代中国語に目を向けてみることにする。 
近代中国語における「普通」について、「申報全文数据庫32」を中心に、「晩清

期刊・民国時期期刊全文数据庫」、「清代外交档案文献匯編」などのデータベー
スを調べてみた。 
 

（12）高麗國前有武學童四名一呉鑑一李銀突一申福模一張大用在日本東京 
戸山陸軍學校内學習兵法皆是本國挑選大家子弟擇其尤者使肄業焉初至西 
京係在育英普通學校内學習日本語言文字文語既通乃赴東京。 

（申報 一八八二年四月二十九日） 

  （13）日本兵船攷補遺 
學校設在東京築地成於明治四年卽中國同治十年有校長一人主之次長副之 

                                                   
31 古代中国大陸の南方、主に江南と呼ばれる長江以南から現在のベトナム北部にいたる広大な地域を指す。 
32 「申報」は一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊、中国近現代史の百科全書とも言

われるほど重要な新聞である。そして、時期的にもちょうど近代中国語の変動期をカバーできる格好の資

料である。 
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其下有總理教務副總理教務學術主任教務砲術教授砲術助教水雷術教授運 
用術教授航海教長機關學教長機關學助教普通學教授海軍教授海軍助教。 

（申報 一八九三年六月十二日） 
  （14）日本則名日高等師範學校盖以教育府縣師範學校長及教員也學分三科 

日理化學日博物學日文學而又析理化學爲十博物學爲十三文學爲十一目張 
綱舉備載學規至高等師範學校之坿屬學校則使師範學校生徒研究教授之法 
且授兒童以普通教育以示教訓之模範也。 

（申報 一八九七年三月五日） 
  （15）中西會訂普通刑律議 

日本刑律近已逐漸改而從輕按之泰西不相上下、…省略…、則草莽小臣願 
陳一法焉當各國和約期満時皇上宜詔下議約大臣商訂一普通之刑律。 

（申報 一八九七年三月八日） 

  （16）出賣貴重値錢産業基地 
茲有曹家渡地方新造就之棉紗廠房一所計地五十畝普通馬路後靠蘇州河。 

（申報 一八九八年二月九日） 
 

「申報」に見られた「普通」の使用例として用例（12）～用例（16）が早い
が、紙幅の都合で用例（12）～用例（16）には日本語訳文を付けないこととす
る。用例（12）は高麗国の学生四名が日本で学ぶことを紹介する内容である。「初
至西京係在育英普通學校内學習日本語言文字文語既通乃赴東京」〈最初は西京の
育英普通学校にて日本の言語、文字を学んだ。日本語を習得できてから東京へ
赴いた〉とあるように、文中の「育英普通学校」は日本語そのものである。 
用例（13）のタイトル「日本兵船攷補遺」を見ればわかるように、これも日

本の事情を紹介するものである。よって、文中の「普通學教授」も日本語その

ものである。 
用例（14）の中には「日本則名日高等師範學校」（日本では高等師範学校と言

う）があり、よって、文中の「普通教育」も日本語そのものである。 
 用例（15）の「普通刑律」はやや微妙である。文中には「日本刑律近已逐漸
改而從輕按之泰西不相上下」とあり、日本語の借用であるかもしれない。しか
し、「普通刑律」を〈ひろく通じる（諸外国に通じる）法律〉と理解すると、中
国人独自の使用もあり得る。 
用例（16）の「計地五十畝普通馬路」（土地が計五十畝あり、広く大道路に隣

接している）は中国人独自の使用であろう。 
 上記のように、「申報」に見られた近代中国語としての「普通」は中国人独自
の使用もあったが、量的に言うとごく僅かである。さらに、古代中国語におけ
る「普通」の使用状況を考えると、現代中国語における「普通」へとつながる
可能性は極めて低い。むしろ、日本語による影響が大きく、特に「普通学」、「普

通教育」、「普通選挙」などの学術用語は確実に日本語からの借用である。 
 
６ 英華字典における「普通」 
上記のように、十九世紀末二十世紀初頭の中国語資料における「普通」は当

時の日本語から借用されてきた語である。しかし、「結果」のように、一旦来華
宣教師によって英語に対訳され、日本語に借用され、日本で成立した新しい意
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味が日清戦争以降再び中国に逆輸入されたケースもあるので、来華宣教師の英
華字典33も調べてみた。 
 「普通」が初めて中国の英華字典に登場したのは顏惠慶の『英華大辭典』（一
九〇八）である。『英華大辭典』（一九〇八）に「普通」が計三十二出ていたの
で、そのいくつかを下記に示しておく。 
 
  ➊Agent as, a general agent or broker, 普通代理人, 經紀, 掮客； 
  ❷Common common law, 普通法, 常例; 
  ❸General or not specific, 不限一意的, 普通的, 多義的; widely 

 spread, 通行的, 盛行的, 普通的, a general history, 普通歷史, 綱 
鑑; general ship, 普通運載船; general tariff, 普通税則; 

  ❹Property  (Logic) Attribute common to a class, which may or may not 

 be distinctive of it, (論理)撰德, 普通性質等 
  ➎Type  (Biol.) A general form common to a number of individuals, (生 

物)公式, 統代, 普通之模樣; 
  ❻Vulgar  common, 通常的, 普通的, 平常的, 屢遇的; 
  ❼Catholic  Universal or general, 普通的, 
  ❽Inductive The inductive method, the process, as distinct from the 

 deductive, by which we conclude from particular instances to general  
principles, 自萬事究一理法, 歸納法(由個件事推究普通理之法)   

  ❾By-election An election held by itself, 補缺之選舉(特別而非普通 
的) 

  ❿Volapuk World's speech, 萬國語, 普通語 
 

上記➊～❿で示したように、『英華大辭典』（顏惠慶 一九〇八）に「普通」
が一気に続出する。これだけ多くの「普通」が、顏惠慶たちの編集者による創
出であるとはとても考えられない。そして、❻と❼のように、「普通」が「common」、
「Universal」、「general」の訳語に当てられている。❿「Volapuk World's speech, 
萬國語, 普通語」のように「普通語」も見られ、この「普通語」こそ現代中国
語の中の「普通話」のルーツであろう。 
 『英華大辭典』（顏惠慶 一九〇八）に見られた日本語要素について、本書の
「例言八則」に「有為英和字典本者」があり、日本の英和字典類を参考にした
ことは確実である。 
 
 例言八則 
是編采用諸書。暨所参考。不下数十百種。有為中国教育会本者。有為江南 
製造局本者。有為厳氏所著本者。有為英和字典本者34。 

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
 

                                                   
33 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示しておき、そして記述の便宜上、番号を付けておく。 
34 陳力衛先生のご教示によると、顏惠慶の『英華大辭典』は神田乃武他の『新訳英和辞典』（三省堂 一

九〇二）から訳語を借用したという。 
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  ⓫Carrier Common ～(部定)普通運者 
  ⓬Common usual(新)普通；～ law 普通法；～ people (新)普通天民； 

～ custom (新)普通習慣； 
  ⓭Education General ～ (新)普通敎育； 

⓮General surgeon ～ (新)普通；～ currency (部定)普通制幣；～ of 
fer (部定)普通致與；～ property tax (部定)普通財産税；～ truce 
 (部定)普通停戰 

  ⓯Suffrage Universal ～ 普通選挙； 
 
そして、『官話』（赫美玲 一九一六）に「普通」が計二六例見えるが、興味

深いことに、⓫～⓯のように、（新）と（部定）のマークが付いている訳語が多
数ある。『官話』（一九一六）の中の「新詞」と「部定詞」に関して、「《官話》

(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈国威 二〇〇八）に、詳しい考
察がある。 
   
  ①現代詞語（modern terms）主要来自古典漢語和日語。用“新”標出。 
  ②《官話》的新詞来自何処？赫美玲説“主要来自古典漢語和日語”，従造詞 

的角度看、主要貢献者応該是来華伝教士和日本人。 
  ③日本的訳詞是部定詞的另一個主要来源，尽管部定詞里的日語借詞用遠遠 

少于新詞類里所収的日語借詞，但是名詞館審定術語的 1909～1910 年，很
多日語詞或者是報刊上常用的詞，或者己経成為談論某一話題時不可缺少的
関鍵詞了。35 

〈日本語訳文〉 
①現代新語（modern terms）が主に古典漢語と日本語に由来する。「新」の 

マークを付ける。 
②『官話』の新語はどこから来たのか？赫美玲曰く、主に古典漢語と日本 
語に由来する。造語の観点から見れば、主な貢献者は来華宣教師と日本 
人のはずである。 

  ③日本語の訳語が部定詞のもう一つの主要ソースである。部定詞における 
日本借用語の量は新語に及ばないが、名詞館36が術語を定めたのは一九〇 
九～一九一〇年で、たくさんの日本語借用語が常に新聞に使われ、あ 
るいはある話題をする時に欠かせないものとなっている。 

 
 上記のように、二十世紀初頭の中国語資料に突如姿を現した「普通」は間違
いなく、当時の日本語からの借用語である。そして『英華大辭典』（顏惠慶 一
九〇八）と『官話』（赫美玲 一九一六）の訳語を見ると、今まで問題とされた
「普通敎育」、「普通選挙」、「普通語」が全部出揃っている。 

 「common」、「universal」、「general」などについて、馬礼遜（Robert Morrison）、
衛三畏（Samuel Wells Williams）などの来華宣教師たちはどう扱っていたのか、

                                                   
35 沈国威「《官話》(1916)及其譯詞―以"新詞""部定詞"為中心」（『アジア文化交流研究』 二〇〇八年） 

①は本書の第一一八頁、②は本書第一一九頁、③は本書の第一二六頁である。 
36 全称は「編訂名詞館」である。清の末期、学術用語の訳語の統一を図るため、清王朝によって設立され

たものである。 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880


32 

 

これらも合わせて調べてみた結果は下記の通りである。 
表２を見ればわかるように、早期の来華宣教師たちによる英華字典に「普通」

は見つからなかった。来華宣教師たちによる英華字典は当時の中国語を忠実に
反映していたので、これによって当時の中国語においては「普通」が使われて
いなかったと言えるだろう。 
 

 
表２、早期宣教師の英華字典における「common、universal、general」37 

 common general universal 

馬禮遜 平常的、尋常的 公、大家、總  

衛三畏 平常的、粗糙 公、總 事無不通 

麦都思 凡常、平常など 統、兼、䀭など 普、部、公共など 

羅存德 通用 總、統、通、兼 普、統、通など 

盧公明 尋常、平常的 公、總、總共、通 普 

 

７ 古典日本語における「普通」 
『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）の記述によると、一一一一年頃に成立

された『江談抄』（藤原実兼）の中に既に一般語としての「普通」が見える。古
典日本語における「普通」の使用状況を究明すべく、ジャパンナレッジの日本
古典文学全集、東京大学史料編纂所の諸データベース、及び彫龍中国古籍庫の
日本古典書籍などを調査した。調査結果を以下に述べる。 
 
７．１ 仏教語としての「普通」 
 日本の仏教関係辞書を調べると、「普通」に関する仏教用語が数多く見られる。

『仏教大事典』（一九八八）では、古代中国語の「普通院」がある。『逆引仏教
語辞典』（一九九五年）では、「普通合掌」、「普通散華」、「普通塔」、「普通問訊」、
「普通印」、「普通吉祥印」、「普通佛頂印」、「普通大門徒」など見える。そのい
くつかを次に示しておく。 
 

普通佛頂印 
諸佛頂の惣印にして普く諸佛頂に通ずる印契の故に名く。金輪要略念誦法 
に説き、大佛頂法に用ふ。 

（『逆引仏教語辞典』柏書房 一九九五年） 
  修行者若為事縁、忽速不能偏結十佛頂印。但結此印誦佛頂真言、普通於修 

行人亦無過失。 
（『密教大辞典』法蔵館 一九八三年） 

  普通大門徒 
  普通大門徒は恵果和尚普く諸弟子に授け給ひし印明にして。…略…弘法大 

師は此二種の印明を共に相承し給ひしが。…略…蓋し普通大門徒は弘法大 

                                                   
37 馬礼遜（Robert Morrison）の『英華字典』（一八二二）、衛三畏（Samuel Wells Williams）の『英華字

典』（一八四四）、麦都思（Walter Henry Medhurst）の『英華韻府歷階』（一八四七～一八四八）、羅存德（Wilhelm 

Lobscheid）の『英華字典』（一八六六～一八六九）、そして盧公明(Justin Doolittle）の『英華萃林韻府』

（一八七二）。 
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師在唐六七両月の許可灌頂に相当するものにして許可と文斉同じと雖。 
（『密教大辞典』法蔵館 一九八三年） 
 

 さらに、『明治時代語の研究：語彙と文章』（進藤咲子 一九八一年）による
と、「なお仏典に関しては、例えば仏書で、「普通」を冠する書名のものが『国
書総目録』に三〇近く記載されている」とある。 
例えば、『普通広釈』という書名を見てみる。 

   
  普通広釈 

三巻。詳しくは普通授菩薩戒広釈という。安然の撰（元慶六 882）。湛然の 
授菩薩戒儀に基づいて七衆通授の菩薩戒儀を解釈したもの。如来一乗菩薩 
を菩薩の七衆または仏の七衆に対して、一切の大衆を選ばず、普く通じて 

伝授する戒儀を広く釈するという。 
（『総合仏教大辞典』法蔵館 二〇〇五年） 
 

 （17）金剛吉祥大成就品経一巻〈亦名五眼経出金剛頂峰経、〉念誦結護法普 
通諸部一巻。 

（霊厳寺和尚請来法門道具等目録 承和六年（八三九）） 
 （18）胎蔵界法大毘廬遮那成仏神変加持経蓮花胎蔵菩提幢幖普通真言蔵成 

就瑜伽儀軌三巻。 
（真言伝法潅頂師資相承血脈 天暦七年（九五三）） 

 
 そもそも「普通」は仏教用語であるため、仏教の経典に「普通」が出ている
のは当然のことである。例えば、用例（17）の「念誦結護法普通諸部一巻」と

用例（18）の「普通真言蔵成就瑜伽儀軌三巻」はそれに当たる。 
 

７．２ 一般語化のプロセス 
 日本仏教において「普通」が〈あまねく通じる〉という意味でよく用いられ
ていたことがわかった。そこで、仏教用語の「普通」がどのように一般語化し
ていったのかを考えてみたい。 
 
  （19）宛行処分田事合弐佰肆拾歩者右京二条一坊六坪西大路右件田者、僧 

能因之師資相伝所領、而今依普通解、於白錦姉子、永年作手所令処分与 
也、仍為後日沙汰、勒譲状、放新巻文之状如件、治安二年四月廿六日僧 
能因（裏以下同）「親鑒」一男僧（花押）「実鑒」二男僧（花押）「忠厳」。 

（大東急記念文庫所蔵文書 治安二年（一〇二二）） 
  （20）人民私領之田畠等無指故恣押収、専無充行他人、但于所当官物者、 

任見作弁来、是普通之例也。 
（東大寺文書之十（四） 永保二年（一〇八二）） 

 
 用例（19）は僧侶の能因と白錦姉子による土地問題に関する内容である。右
京二条一坊六坪西大路の土地はもともと能因が師匠より承ったものであるが、
今「普通解」によって白錦姉子に永年の耕作権を与える。しかし、これが後日
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の問題になりかねるため、譲り状に新たな状を入れ、僧能因に署名させ、そし
てほかの二人の僧にも連署させたのである。文中の「普通解」はいったいどん
な内容を指すか、短い文脈だけでは読み取れないが、ここの「普通」は一般語
として使われている可能性が高い。 
 用例（19）の「普通」は仏教の事柄に関する文書に登場したものであり、い
わば仏教用語と日常的な一般語との中間的なものである。一方、用例（20）の
「普通」はそれよりさらに一歩進んでいる。〈人民の私領を恣意的に押収して、
他人に充て行う。しかし、官物になると対応が違ってくる。これは普通のこと
である。〉という内容である。すなわち、文中の「普通」は〈よくあること〉、
あるいは〈どこにもあること〉と解釈される。用例（19）と用例（20）を見る
と、古典日本語における「普通」の一般語化のプロセスがよくわかる。 
 

７．３ 一般語としての「普通」 
 古典日本語において一般語化された「普通」は具体的にどのように使われて
いるかについて、ジャパンナレッジの日本古典文学全集を通して考察してみた
いと思う。 
 

（21）哀れ、朝威は煌しき事かな。為朝程の者が、普通の凡夫に生け捕ら 
るる事よ。 

（『保元物語』作者未詳 一二一九～一二二二頃） 
〈現代語訳〉ああ、朝威とは恐ろしいものよ。為朝ほどの者が、まるで凡夫 
のように生捕りにされてしまう。 
（22）此風はおひ手にて候へども、普通に過ぎたる風で候。奥はさぞふい 
て候らん。争でか仕り候べき。 

（『平家物語』作者未詳 鎌倉時代） 
  〈現代語訳〉この風は追い風ですけれど、普通以上の疾風です。沖はさぞ 

かし吹いておりましょう。どうして船を出せましょう。 
  （23）兵藤次秀遠は九国一番の勢兵にてありけるが、我程こそなけれども、 

普通様の勢兵ども五百人をすぐッて、舟々の艫舳にたて、肩を一面にな 
らべて、五百の矢を一度にはなつ。 

（『平家物語』作者未詳 鎌倉時代） 
〈現代語訳〉〈兵藤次秀遠は九州一の精兵であったが、自分ほどではないけ 
れど、普通並みの精兵ども五百人を選抜して、船々の前後に立たせ、一列 
に並べて、五百本の矢を一度に射放つ。 
（24）無下の女房かな。法師が妹なんどいはん物は、普通の在家人に似る 
べからず。生老病死の国にありながら、愛別離苦の憂へなかるべしと思 
ふか。 

（『沙石集』無住一円 一二八三） 
〈現代語訳〉ばかな女だ。法師の妹などという者は、普通の在家の人のよ 
うであってはいけない。生老病死の避けられない世に住んでいながら、愛 
別離苦の悲しみがないとでも思うのか。 
 

上記のように、古典日本語において『保元物語』（一二一九～一二二二頃）、『平
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家物語』（鎌倉時代）、『沙石集』（一二八三）などの和漢混淆文系資料にも「普
通」が用いられている。このことから、古典日本語において「普通」は次第に
一般人の間に浸透し、定着していったと考えられる。 
このように、古典日本語において「普通」は、〈どこにでもあったり見られた

りすること〉、〈通常、一般〉といった意味を表し、名詞、あるいは連体修飾語
として使われていた。また、東京大学史料編纂所の諸データベースによれば、
公家・貴族たちによる漢文にも「普通」の使用は数多く確認でき、「仰云、普通
結之」、「普通挿左腋歟」等のように、副詞的にも用いられていることが判明し
た。 
 
８ 近代日本語における「普通」 
 古典日本語において「普通」は仏教用語から一般語化され、〈どこにでもあっ

たり見られたりすること〉、〈通常、一般〉という意味を表した。ここで注意し
なければならないのは「普通」の訓読みが「あまねくつうじる」であるが、古
典日本語において〈普遍、共通、すべてのものに通じる〉といった意味は見ら
れなかった点である。社会の大変革は必ず言葉にそれなりに影響を与えるため、
幕末明治期における「普通」には、また違った様相が看取される。 
 
（25）此ニ諸体普通ノ力アリ。引力ト名ゾク。 

            （川本幸民訳『気海観瀾広義』巻二 一八五五年） 
（26）コレヲ人民普通ノ自由ト名ク。     

（『西洋事情』福沢諭吉 一八六七年） 
（27）紙幣を普通するの法を立て。         

（『公議所日誌』 一八六九年） 

（28）「学術に二つの性質あり。一は common （普通）一は particular （殊 
別）是なり。普通とは一理の万事に係はるを云ひ、殊別とは唯だ一事に 
関するを云ふなり」 

              （『百学連環』西周 一八七〇～一八七一年） 
  
用例（25）～（28）の「普通」は、従来の〈どこにでもあったり見られたり

すること〉、〈通常、一般〉といった意味ではなく、〈すべてのものに通じる〉と
いう意味を表し、現代日本語の感覚で言うと、「普遍」、あるいは「共通」に当
たる。このような「普通」の意味変化は、当時の社会情勢をよく考えると、納
得できるものである。 
 用例（25）の背景には、自然科学の発達により、地球上すべてのものに存在
している共通のものである引力が認識されたことがある。用例（26）の背景に
は、ヨーロッパに由来の自由、平等の思想が受け入れられ、すべての人には自

由の権利があると主張されたことがある。要するに、幕末明治時代において、
日本人の先哲たちは〈あまねくつうじる＝universal〉という和訓を利用して、
西洋由来の自然科学、新しい思想を受け入れたわけである。 
 用例（27）の「普通」は現代日本語の感覚で言うと、「普及」に当たる。これ
も〈あまねくつうじる〉という意識のもとで「普通」を他動詞化させたもので
ある。なぜ「普及させる」ではなく、「普通する」を使うかについて、「漢語「普
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及」についての考察」で筆者が論じたように、〈広くいきわたらせる〉という意
味を表す「普及」が初めて近代日本語に登場したのは一八七二年のことであり、
時期的には遅かったためである。 
  

 太政官布告第二百十四号 
右之通被 仰出候条地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不洩様便宜解訳ヲ加 
ヘ精細申諭文部省規則ニ随ヒ学問普及致候様方法ヲ設可施行事。 
読み下し文：右の通り仰せ出され候ふ条、地方官に於て、辺隅小民に至 
る迄、洩らさざるやう便宜解訳を加へ、精細申し諭し、文部省規則に随 
ひ、学問普及致し候ふやう、方法を設け施行すべき事。38 
               （明治五年（一八七二）壬申年七月） 

 

（29）専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり。 
               （『学問のすゝめ』福沢諭吉 一八七二年） 

（30）西周凡そ百學の中に就て普通の學と稱すべきは文數史地の四學なり。 
                     （『明六雑誌』 一八七四年） 

（31）本篇擧る所詩學と語原學に至ては素より特別の學科にして普通の部 
に插すべきに非ずと雖ども。                   

（『明六雑誌』 一八七四年） 
（32）然れども先書を読み、字を写し、物を数ふることを、学ぶを、第一 

の務とす。これを普通の学といふ。               
（『小学校読本』 一八七四年） 
 

 用例（29）～（32）の「普通」は〈どこにでもあったり見られたりすること〉、

〈通常、一般〉といった意味で解釈できるが、やはり〈基礎、基本〉に分類し
たほうがよいであろう。 
 

（33）世上の普通に異なる者があらば。      
（『当世利口女』 一八七三年） 

（34）唯如此く大綱を分つと雖ども間亦普通の中に特別を附せざるヿを得 
ざる者あり。 

                     （『明六雑誌』 一八七四年） 
（35）瓦葺の屋根も今日は甚た普通なれども。    

（『民情一新』 一八七九年） 
（36）第二種族の者は政治の思想に乏しきこと是れ大抵普通の事実なり。 

                      （『国会論』 一八八八年） 
 

 用例（33）～（36）の「普通」は、従来の〈どこにでもあったり見られたり
すること〉、〈通常、一般〉という意味を踏襲したものである。 
 上記のように、幕末・明治期の激動する社会情勢に応じて、「普通」の意味合
いも、より豊かになり、特に〈普遍、共通、すべてのものに通じる〉という意

                                                   
38 読み下し文はサイト http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.html より引用したものであ

る。 

http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.html
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味が誕生したことは注目すべきである。さらに、上級に対して「基礎、基本」
という意味でも用いられるようになった。39 
 
９ まとめ 
 「普通」という漢語は仏教の中国伝来に伴って造語されたものである。仏教
的文脈における「普通」は〈あまねく通じる〉、あるいは〈あまねくおよぶ〉と
いった意味を表し、仏教の世界において〈あまねく通じる〉という意味を表す
漢語はほかにも「普遍」、「普及」などがあった。仏教はあまねく一切衆生を救
う宗教であるため、「普通院」、「普通塔」、「普通寺」などのように、「普通」は
仏教の世界で多方面に用いられていた。このことは、中国で五二〇年に仏教皇
帝とされた梁武帝・蕭衍が自分の年号を「普通」に改めたことでもわかる。し
かし、古代中国語において同じく仏教用語の「普遍」と「普及」が一般語され

たのに対して、「普通」は仏教用語のままであった。恐らく、「普通」が一度梁
武帝・蕭衍の年号に使われたために、一般には使いにくい語と意識されたので
はないかと推測している。40 
 仏典とともに日本に伝わってきた「普通」は仏教用語の性質を保ちながら、
十一世紀の初めごろから次第に一般語化された。一般語となった理由は「あま
ねくつうじる」という和訓にあると考えられる。一般語化のプロセスは当初「あ
まねくつうじる」という和訓で仏教用語の「普通」を理解し、それから〈あま
ねくつうじる〉という意味で「普通」を一般の文脈において使い出したのであ
ろう。この点に関しては、用例（19）と用例（20）を見れば明らかである。い
ずれにしても、古典日本語において一般語化された「普通」は〈どこにでもあ
ったり見られたりすること〉、〈通常、一般〉といった意味で使われた。 
 幕末・明治期において、西洋由来の自然科学、人文思想を受け入れるために、

「普通」は従来の意味を持ちながら、〈すべてのものに通じる＝universal〉、〈基
礎〉といった転義を発生させた。特に、〈すべてのものに通じる＝universal〉
という転義の発生には、西洋由来の概念の影響が大きいと見られる。例えば、
今日でも使用されている「普通教育」、「普通選挙」などの語はその名残である。
一時期の混用を経て、現代日本語の中では「普通」、「普遍」、「普及」、「共通」
はそれぞれ使い分けられている。 
 中日近代語彙交流の立場で言うと、日清戦争以降、中国では富国強兵を成し
遂げた日本を学ぶ機運が高まり、多くの中国人留学生が来日し、また、多くの
日本人教師が中国に赴いた。そこで、日本で成立した漢語「普通」及び一連の
造語も当時の中国に紹介され、そして現代中国語での使用に繋がっていくので
ある。 

                                                   
39 近代日本語における普通の意味分類に関して、進藤咲子の『明治時代語の研究：語彙と文』（明治書院 

一九八一年）を参考にした。 
40 この点に関して、陳力衛『和製漢語の形成とその展開』（汲古書院 二〇〇一）では「歴史的に見ると、

中国語では「普通」という語は一度年号（梁五二〇～五二六）に使われたことが重要である。そのことで、

諱の意識が生じて、後世にわたってそれを避けているようになる。」と言及している。 
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第二節、漢語「特別」についての考察 
                              
１ はじめに 
 現代中国語と現代日本語には同形語が多く存在しているが、「特別」もその一
例であり、同形同義語に当たるとされている。しかし、詳しく分析すると、現
代中国語と日本語における「特別」に微妙な違いがある。また、「特別」という
語が中国語に由来するかといえば、実はそうではない。筆者の考察によると、「特
別」は実は日本人の手による和製漢語であり、十九世紀末二十世紀初頭の中国
語に借用されたものである。 
以下、本節では中日語彙交流の視点から中日同形語の「特別」を歴史的に考

察したいと思う。 
 

２ 辞書記述 
 まず、日中両国の代表的な辞書における「特別」の記述を確認することにす
る。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「特別」の意味を次の
ように示している。記述はやや長いが、後の便宜のため全部をここに写す。 
 

【一】〔名〕 
（形動）普通一般と異なっていること。また、そのさま。普通でないさま。 
格別。 
＊花柳春話〔一八七八〜七九〕〈織田純一郎訳〉二七「女は一個特別（トク 

ベツ）の男を愛恋す」 
＊哲学字彙〔一八八一〕「Special 特別」 
＊小説神髄〔一八八五〜八六〕〈坪内逍遙〉下・脚色の法則「あまりに特別 
（トクベツ）に之を保護して其危難をしも免るるは」 
＊民法（明治二九年）〔一八九六〕三六条「法律又は条約中に特別の規定あ 
るものは此限に在らす」 

＊今年竹〔一九一九〜二七〕〈里見〉夏霜枯・三「お前の好きな志村の出 
世話だからと思って、特別をもってお前だけに聞かせてやるんだからな」 

＊謝彬‐新疆遊記「此則中俄両国治理領土之特別法律也」 
  【二】〔副〕 

（１）物事の状態、性質などの度合が普通よりはなはだしい意を表わす。 
とりたてて。とりわけ。特に。 

＊音訓新聞字引〔一八七六〕〈萩原乙彦〉「特別 トクベツ トリワケ」 

（２）（下に打消を伴って）それほど。たいして。 
  
 日本語における「特別」の初出は『音訓新聞字引』（萩原乙彦 一八七六）と
される。この書は、明治初期の漢語集、漢語字引類で、当時の布令、新聞に用

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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いられる難解な漢語に対して、わかりやすく和訓を付けた一般民衆向けの漢語
啓蒙書である。念のため、国立国会図書館デジタルコレクションで一般公開さ
れた『音訓新聞字引』（萩原乙彦 一八七六）によって次に引用しておく。 

 
  〔牛部〕 特別（ベツ） トリワケ 
                （『音訓新聞字引』萩原乙彦 一八七六） 
  凡例  

維新ノ際底事カ。新シカラズト謂物ナシ。就中各社甲乙ノ。新聞誌ハ。奇 
中ノ奇。新中ノ新ヲ出シテ。競行盛大日倍ス。是上ハ今日ノ御布令ヨリ。 
下俗間ノ事件猥雑。報告ニ随ヒ風聞ニ依リ。千態萬状漏脱ナク。議論紛々 
減否ヲ憚バズ。公然トシテ撮載シ。勇テ嫌忌ノ憚畏ナキハ。 

（『音訓新聞字引』萩原乙彦 一八七六） 

 
 この凡例には、「是上ハ今日ノ御布令ヨリ。下俗間ノ事件猥雑。報告ニ随ヒ風
聞ニ依リ。千態萬状漏脱ナク」と見える。このことから、当時において布令、
あるいは新聞に「特別」の使用例があったと考えることができる。 
『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）では、「特別」の使用例として「女は

一個特別（トクベツ）の男を愛恋す」（織田純一郎訳『花柳春話』 一八七八〜
七九）は最も早いものである。『花柳春話』（一八七八〜七九）は、織田純一郎
が Edward Bulwer Lytton（一八〇三～一八七三）の『Ernest Maltravers』と『Alice 
or the Mysteries』を抄訳したもので、用例の第廿七章「脱来細網寸分隙 欲
飲大洋万里波」は原著『Ernest Maltravers』の「BOOK IV」の「CHAPTER II」
に当たるが、抄訳のため「特別」の原語を特定できなかった。 
 一方、井上哲次郎たちの『哲学字彙初版』（一八八一）に「特別」が「special」

の対訳語として収録されている。この書の編纂目的が当時さまざまな訳語が当
てられていた状況において、訳語の統一を図ることにあり、「特別」が定着する
に当たって重要な役割を果たしたと見てよい。 
 一方、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）では中国側の用例として「此則
中俄両国治理領土之特別法律也」（『新疆遊記』 謝彬）が挙げられている。こ
の著者、謝彬（一八八七～一九四八）は、一九一二年に日本の早稲田大学に入
学し、政治経済学を学び、一九一六年に孫文の指示を受けて財政部特派員とし
て新疆視察に赴いた。『新疆遊記』は一九一六年の新疆視察に基づいたものであ
る。『新疆遊記』に孫文が民国九年（一九二〇年）七月二十六日に書いた「序」
もあったし、また謝彬自身が中国民国十一年（一九二二）十二月十日に書いた
「略例」もあった。これらのことから、むしろ時間的に考えると、『新疆遊記』
の中の「特別」は日本語の影響を受けた可能性が大きいと思われる。 
 

２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）2を見る。そし
て、辞書の体裁を統一するために、この記述を『日本国語大辞典』に合わせて

                                                   
2 『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）などの中国語資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢

字に書き直す。「你」、「们」など一部現代日本語で使わない漢字を「伱」、「們」のように旧体字、あるいは

異体字で示す。 
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整えておく。さらに、その用例には成立年代が付されていないため、これも対
照できるように付けておいた。 
 

（１）不一般，与衆不同。（普通ではない3） 
＊三国志平話・上巻〔元（一二七一～一六三八）〕〈作者不明〉「呂布東北而 
進。数日，見桑麻地土特別」 

＊劫後桃花・十八〔一九三五〕〈洪深〉「汪翻訳官対瑞芬的態度，很是有些 
特別」 

（２）格外。（格別に） 
＊寒夜・九〔一九四四～一九四六〕〈巴金〉「他走得很慢。身子揺揺晃晃， 
頭変得特別重」 

＊駱駝祥子〔一九三七〕〈老舎〉「街上的冷静使她的声音顕著特別的清亮」 

（３）特地，特意。（わざわざ） 
＊関於和平談判問題的報告〔一九四九年四月十七日〕〈周恩来〉「今天特別 
請諸位来此聚会……向大家請教」 

（４）尤其。（特に） 
＊赶集・黒白李〔一九三四〕〈老舎〉「她似乎很不満李家兄弟，特別是対黒 
李」 

＊論十大関係・二〔一九五六年四月二十五日〕〈毛沢東〉「必須更多地利用 
和発展沿海工業，特別是軽工業」4 

 
『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）の記述を見ると、「呂布東北而進。数

日，見桑麻地土特別」（『三国志平話・上巻』 元）以外の用例はすべて二十世
紀以降のものである。そのため、まずは国立公文書館デジタルアーカイブで現

存する世界唯一の刊本の『至治新刊全相平話三国志』を調べてみた。 
 
  呂布東北而進。数日，見桑麻地土特別。呂布問此処是那裏？有人告曰：是 

徐州地面。 
（『全相平話・三国志・巻上』 至治年間（一三二一～一三二三）） 

  〈日本語訳文〉呂布が東北の方向を進み、数日を経て桑と麻の生えた土地 
  を見て、特別だなと感じた呂布は「ここはどこ？」と聞いた。すると、あ 

る人が「ここは徐州の地だ」と答えた。 
 
 上記の内容を見ると、文中の「特別」は〈普通ではない、格別〉という意味
を表す。そうすると、「特別」の語誌は元の至治年間（一三二一～一三二三）に
遡ることができるが、なぜほかの用例は何れも二十世紀以降のものなのかと疑
問を禁じえなかった。 

 
３ 先行研究 
 上記のように、「特別」は古代中国語にあった語ではあるが5、日本語における

                                                   
3 日本語の訳文は筆者によるもの、以下同様。 
4 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第六巻第二六二頁。 
5 後ほど詳述するが、古代中国語にあった「特別」の用例は『三国志平話・上巻』の一例のみである。 
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歴史はそれほど長くはなく、幕末・明治時代に確立された新しい漢語のようで
あり、近代新漢語の性格を持っている。そのため、筆者が『明治のことば辞典』
（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞
源』（二〇一〇）や、国際日本文化研究センターの日本語語彙研究文献データベ
ースなどを調べてみたところ、下記のような記述を見つけた。 
 
  ◆とくべつ（副・形動） 特別 
  ①「其他婦人ト同座スルトキハ特別ニ言語ヲ慎ミ、」（加藤弘之「夫婦同権 

ノ流弊論」一 明治八年（一八七五）『明六雑誌』三十一号） 
  ②「カノ特別ノ観念ヲ作リ得レドモ組織ナル観念ヲナシ得ザルハ、唯人種 

ニ由ル如ク見エ」、西周「学問ハ淵源ヲ深クスルニ有ルノ論」明治十年（一 
八七七）八月 『学芸志林』二） 

  ③「此輩ヲ教育シ後日ノ津路ヲ得セシムルニ特別ノ注意ヲ欠ク可ラズ。」（小 
幡篤次郎・明治十二年（一八七九）六月「専門学校ノ切要ヲ論ズ」） 

  ④「之ヲ私法ヨリ分離シ一種特別ノ者ト為スヲ好良トス。」（ボワソナード・ 
『法律大意講義』加太邦憲筆記 第十二号 明治十三年（一八八〇）五 
月七日） 

  意味・出自 普通一般とはちがっていること。また、そのさま。謝彬『新 
疆遊記』「此則中俄両国治理領土之特別法律也。」6 

（『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』佐藤亨 二〇〇七） 
 
 『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）によると、「其他婦人
ト同座スルトキハ特別ニ言語ヲ慎ミ」（「夫婦同権ノ流弊論」加藤弘之 一八七
五）が早かった。しかし、実際にはそれより一年前の加藤弘之の「米国政教一」

（一八七四）において「特別」が既に二回出ていた。 
 
  （１）蓋シ容忽ノ字ハ国家特別ニ尊敬スル所ノ一教派アリト雖モ猶他ノ諸 

教派ヲモ勇テ禁止セスシテ共ニ人々ノ之ヲ信奉スルヲ許ス。 
（「米国政教一」加藤弘之 一八七四） 

  （２）此国ニ於テハホーフキルヘト称スル教会ヲ以テ国教会ト定メテ特別 
ニ之ヲ尊敬スト雖モ猶他ノ諸教会ヲモ共ニ容忍ス。 

（「米国政教一」加藤弘之 一八七四） 
 

 用例（１）と用例（２）の「特別に」は〈とりわけ〉という意味で使われて
いたと考えられる。明治初期の早い用例が加藤弘之氏の文章に多数見られたこ
とは何かを意味しているのではないかと推測している。いずれにしても、やは
り『明六雑誌』のような大きな影響力を持つ紙媒体に「特別」の実例があった

からこそ、『音訓新聞字引』（萩原乙彦 一八七六）に「特別」が収録されたわ
けである。 
 

特別 te bie 与衆不同；不普通。 
➊1889年傅雲龍《遊歴日本図経》巻十九「常任委員及特別委員凡有開会之 

                                                   
6 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第六六六頁。 
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事項由該会長報告国務大臣暨政府委員」❷1899年《清議報》十五冊《英俄 
協商匯報》「本協商中，有牛庄鉄道保護特別条約」❸1903年項文瑞《遊日 
本学校筆記》「嘉納君給遊学印信，以便随意考求，文瑞得以本国衣冠在師範 
科特別傍聴」7 

（『近現代辞源』黄河清 二〇一〇） 
 

特別快車 te bie kuai che 指停車很少，行車時間比直達快車短的旅客列 
車。簡称特快。❹1917年 3月 9日《経享頤日記》「午膳後整物，三時乗特別 
快車赴滬，遇姚立人，杭州鉄路局長，因病回家」➎1917 年徐珂《清稗類鈔・ 
舟車類・慢車快車》「鉄道開車之速率，有慢車及快車、特別快車三種」8 

                  （『近現代辞源』黄河清 二〇一〇） 
 

 『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇）では「特別」と「特別快車」が近代の新
しい中国語としてリストアップされている。「特別快車」は「特別」による造語
であるため、ここではまず「特別」を見てみる。 
 ➊『遊歴日本図経』（傅雲龍 一八八九）は晩清時代の日本研究書として大変
評価が高い。内憂外患に瀕していた清王朝が「時局多艱、請広収奇傑之士遊歴
西洋」と題する上奏文を受け入れ、傅雲龍の一行を外国視察に派遣した。『遊歴
日本図経』（一八八九）は傅雲龍の日本視察に基づいたものである。よって、文
中の「常任委員」、「特別委員」などの固有名詞は傅雲龍がネーミングしたもの
ではなく、当時の日本の事情をそのまま反映したものである。 
 ❷「本協商中，有牛庄鉄道保護特別条約」については、筆者が「晩清期刊・
民国時期期刊全文数据庫9」を利用して、『清議報十五』の「万国近事」の「英俄
協商彙報」で原文を確認できた。 

  
  西五月四日倫敦発。来英俄協商文中有云。…省略…、且曰本協商中，有牛 

庄鉄道保護特別条約。 
（「英俄協商彙報」 一八九九） 

 
 「英俄協商彙報」は名前通りに世界各国の「英俄協商」についての報道をま
とめたものである。該当する部分の冒頭に「西五月四日倫敦発」があって、ロ
ンドンの報道を翻訳したようである。興味深いことに、本文を載せた『清議報』
10は清末、日本に亡命中の維新派中核である梁啓超が横浜で刊行した変法維新派
の機関紙である。従って、文中の「特別条約」は当時の日本語から借用された
可能性があると思われる。そして、下記（３）のように、当時の日本語には「特
別条約」という表現があったことがわかる。 
 

  （３）清露間特別条約 

                                                   
7 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第七二二頁。そして、文中の通し番号は筆者がつ

けたものであり、以下同様。 
8 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第七二二頁。 

 ➊～➎の通し番号は筆者がつけたものである。 
9 晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫（清の末期、民国時代の新聞雑誌全文検索データベース） 
10 一八九八年十一月十一日創刊、一九〇一年十一月十一日停刊、全一〇〇冊が刊行された。 
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清国皇帝は日清戦争の終局に於て露国皇帝の公正なる扶助より生じたる 
種々の利益を享有し…以下省略… 

（朝日新聞 一八九六年十一月五日） 
 
４ 古代中国語における「特別」 
 これまで見てきたように、近代中国語における「特別」はかなり日本語の影
響を受けていたようであるが、『三国志平話』（元）の「見桑麻地土特別」が示
したように、古代中国語に「特別」はあったようである。古代中国語における
「特別」の使用状況を究明すべく、「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国語言学研
究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、そして台湾中央研究院の「漢
籍電子文献」などの古代中国語データベースを調べた。調査結果を下記に示し
ておく。 

 
  （４）既以親旧厚意,常使之外,今特別遣大臣虞慶則,往彼看女,複看沙鉢略 

也。 
〈日本語訳文〉既に厚い親交があるから、通常の使者以外に別途大臣虞慶 
則（人名）を遣わし、大義公主と沙鉢略可汗をお見舞いする。 

（『北史・巻八十七』李延寿 六五九） 
  （５）羅撒温等以献物賜直小不受,及請所献独峰橐駝。詔以遠人特別賜銭五 

千貫,以橐駝帰之,而与其己賜之直。 
（『宋史・四九〇巻』脱脱 一三四五） 

  〈日本語訳文〉羅撒温（ホータン王国の使者）は貢物への返礼が少ないの 
を理由にして返礼を受け取らず、そして貢物の独峰駱駝の返還を求めた。 
これに対して、北宋は使者が遥々と来朝したことを労い、貢物の独峰駱駝 

と最初の返礼の上にさらに銭五千貫を賜った。 
 
 用例（４）は隋文帝（五八一年～六〇四年在位）が突厥の沙鉢略可汗への国
書の中にあったものである。沙鉢略可汗の妻である大義公主が隋文帝の義理の
娘となったので、沙鉢略可汗は隋文帝から破格の待遇を受けた。よって、ここ
の「特別」は一語ではなく、〈特に、別途〉と解釈すべきである。 
用例（５）は一〇六三年に起こったホータン王国の使者と北宋朝廷との外交

上交渉を記録したものである。ここの「特別」は予定の返礼以外に別途銭五千
貫を賜ることを表し、やはり一語ではなかった。 
 筆者の調査範囲で古代中国語において「特別」はほとんど見つからず、あっ
たとしても上記の用例（４）と用例（５）のように、〈特に、別途～～〉の意味
を表し、一語とならなかった。一方、不思議なことに『朝鮮王朝実録』におい
て一語として熟した「特別」を確認できた。 

  
  （６）平安道觀察使時，光厚爲都事，雖無特別賢良，臨事謹愼，不作弊者 

也，不須改之。 
（『朝鮮王朝実録・中宗実録』 （一五〇八年分）） 

（７）薦擧人物事，若知賢能之人，則何不薦之乎？但未見其特別之人，故 
不敢薦也。 
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（『朝鮮王朝実録・中宗実録』 （一五一四年分）） 
  （８）但李克培嘗以通政，爲慶尚道監司矣。然若非特別之人，則不差也。 

（『朝鮮王朝実録・中宗実録』 （一五二八年分）） 
 
 用例（６）～（８）の「特別」は何れも〈普通ではない〉という意味を表し、
「特」と「別」の結合度が高く、一語と見なすべきである。『朝鮮王朝実録』が
歴史上何度も災難に見舞われたことを考え、筆者は東京大学総合図書館旧蔵の
「朝鮮王朝実録画像データベース」で原本を調査した。上記の「特別」を確認
できた。 
 『朝鮮王朝実録』における一語と見なすべき「特別」について、推測の域を
出ないが、可能性としては〈特に、別途～～〉から変化してきたものではない
か。なぜかというと、『朝鮮王朝実録』における「特別」の最初の用例を見てみ

る。文中の「特別」は〈特別に〉と解釈してもいいし、〈特に、別途～～〉とい
うふうな解釈もできる。 
 
  生徒中擇其聰敏可學者，別處一齋，資給學廩，特別敎養。 
            （『朝鮮王朝実録・世宗実録』 （一四二五年分）） 
  〈日本語訳文〉学生の中から頭がよくて勉学に向いた者を選び出し、学費 

を支給して別のところで特別に教育する。 
  
５ 近代中国語における「特別」 
一方、近代中国語における「特別」について、「申報全文数据庫11」を中心に、

「晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫」、「清代外交档案文献匯編」などのデー
タベースを調べてみた。「申報全文数据庫」では入力の誤植によって「特別」と

見えてしまう用例がいくつかある。縮刷版の原文と照らし合わせて誤植を排除
した結果、近代中国語における「特別」の使用例として下記の用例（９）～（13）
が早かった。 
 
  （９）七月九日倫敦傳電至日本云德法兩國敵心益熾大有不得不戰之勢法國 

現令他國人之寄居國内者一律免其兵役特別以税課之法德國則與法國痛絶 
往來似此則二國爭端恐其終不得免矣説見日本報。 

（申報 一八八七年八月二十日） 
 

 用例（９）に「七月九日倫敦傳電至日本云…説見日本報」とあるように、情
報元は日本の新聞であることがわかる。実は文中の「特別以税課之法」は中国
語としてやや難解なものであり、おそらくフランスが自国に居住している外国
人に特別な課税方法を実施するという意味だろう。 

 
（10）日本此次博覽會較上届更形熱閙非但布置精巧而且百工技藝羅列器具 
頗多新製令人玩視不肯釋手本月一號開張之日入會縱覽者共一萬一千七百 

                                                   
11 「申報」は一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊、中国近現代史の百科全書とも言

われるほど重要な新聞である。そして、時期的にもちょうど近代中国語の変動期をカバーできる格好の資

料である。 
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九十三名内優待劵三十三人特別劵九十三人通常劵一萬一千六百六十七人 
海外招待狀二人。 

（申報 一八九〇年四月十九日） 
  
 用例（10）は一八九〇年四月一日～七月三十一日に東京の上野公園で行われ
た「第三回内国勧業博覧会」を紹介したものである。用例（10）の中の「優待
券」、「特別券」、「通常券」は何れも日本語のままである。例えば、筆者が一八
九〇年六月四日の朝日新聞で下記の内容を見つけた。 
 
  博覧会来観者 去月二十六日より一周間内の同会来観者は同廿六日が優待 

券廿九人、特別券百四十八人、学校生徒三百五十八人、通常券二千四百六 
十三人。 

（朝日新聞 一八九〇年六月四日） 
 

（11）衆議院則議及岐阜愛知地震福岡富山水諸災各項補助費追加案議員天 
春文衛東尾平太郎二人更詢以特別□價修正案按院提出者。 

（申報 一八九二年五月十二日） 
 
 用例（11）は日本の衆議院の議題についての紹介である。文中に判読できな
い文字はあったが、筆者が朝日新聞縮刷版（1879～1999）を調査して、下記の
ように「田畑地価特別修正法案」であることが分かった。 
 

衆議院議事日程 本日の同日程左の如し 
第三 田畑地価特別修正法案（天春文衛外一名提出）第一読会 

（朝日新聞 一八九二年五月十日） 
 

（12）本年秋季係第五六兩師團之大演習之期其制如特別大演習刻下雖未見 
明文然熊本市民紛紛議論謂陛下必翠華臨幸方足慰。 

（申報 一八九四年二月二十二日） 
（13）興亞會創於日本榎本梁川子爵武揚合亞洲各國顯宦名流講求振興之策 
而以渡邊子爵洪基副之既又改稱亞細亞恊會往歳余薄游日本會中人開特別 
會于芝山紅葉館。 

（申報 一八九八年四月二十九日） 
 

 用例（12）の「特別大演習」と用例（13）の「特別會」も日本由来のもので
ある。このように、申報で確認できた近代中国語における「特別」の使用例は
何れも日本由来のものである。それに、古代中国語における「特別」の使用状

況を考えると、「特別」は明らかに十九世紀末二十世紀初頭日本語から中国語に
借用されてきた語である。 
 
６ 英華字典における「特別」 
上記のように、十九世紀末二十世紀初頭の中国語資料における「特別」は当

時の日本語から借用されてきた語である。しかし、「結果」のように、一旦来華
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宣教師によって英語に対訳され、日本語に借用され、日本で成立された新しい
意味が日清戦争以降再び中国に逆輸入されたケースもあるので、来華宣教師の
英華字典12も調べてみた。 
 「特別」が初めて中国の英華字典に登場したのは顏惠慶の『英華大辭典』（一
九〇八）である。『英華大辭典』（一九〇八）に「特別」が何と一一五回出てい
たので、そのいくつかを下記のように示しておく。 
  
  ➊Character Decided qualities, 特別之品性 
  ❷Companion A particular grade in an order of knighthood, 武士 

隊之特別等級 
  ❸Fellow  A scholar in English universities, 英國大學堂之特別優待 

學友 

  ❹General  not special, 大槪的, 非特別的 widely spread, 通行的,  
盛行的, 普通的, 通例的; 

  ➎Special 英語原語省略。特別專用之物(如特別火車, 特別試驗, 特別電 
信, 信聞號外等) （法）特別管理、特別代理、特別貯積、特別禁令、特 
別之爭點、特別陪審員、特別之密令、特別合夥、特別之稱訴、特別訴訟、 
特別訟師、特別訴詞、特別開會、議院之特別會議、… 

  ❻By-election  An election held by itself, 補缺之選舉(特別而非普通 
的)  

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
 
 上記の➊～❻で示したように、『英華大辭典』（顏惠慶 一九〇八）に「特別」
が一気にたくさん出ていた。これだけ多くの「特別」が顏惠慶たちの編集者に

よるものとはとても考えれない。そして、❹「general」の対訳語に「普通的」、
❻「By-election」の対訳語に「特別而非普通的」があって、「特別」と「普通」
は対義語であることが分かる。以前「普通」について考察したことがあり、結
論を言うと「普通」も和製漢語13である。 
 『英華大辭典』（顏惠慶 一九〇八）については日本の英和字典類を参考にし
たことはすでに述べたとおりである。 

 
  ❼Carrier  Special ～ (部定)特別運送人 
  ❽Dress   Specially designed ～ (新)特別規定制服 
  ❾Particular ～ truce (International law) (部定)特別停戰 
  ❿Special ～ corporation tax (部定)特別結集税 ～ assessment (部定) 

特別派捐 ～ carrier (Civil law) (部定)特別運送人 ～ indorsement 
 (Civil law) (部定)特別背署 

  ⓫Sensation  Special ～ (部定)特別官覺 
（赫美玲『官話』 一九一六） 

                                                   
12 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示しておき、そして記述の便宜上、番号を付けておく。 
13 胡新祥「「普通」の意味変遷」（『立教大学日本語研究』第二十三号 二〇一六年三月）第九十六頁～第

一〇四頁。 
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そして『官話』（赫美玲 一九一六）に「特別」が計三十回出ているが、興味

深いことに、❼～⓫のように、（新）と（部定）のマークが付いている訳語は多
数ある。『官話』（一九一六）の中の「新詞」と「部定詞」に関して、「《官話》
(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈国威 二〇〇八）には詳しい考
察がある（第一節参照）。このように、二十世紀初頭の中国語資料に突如姿を現
してきた「特別」は間違いなく当時の日本語からの借用語である。そして『英
華大辭典』（顏惠慶 一九〇八）と『官話』（赫美玲 一九一六）の訳語を見る
と、「Special＝特別」の対訳関係が目立つ。 
「Special」について、馬礼遜（Robert Morrison）、衛三畏（Samuel Wells 

Williams）などの来華宣教師たちがどう扱っていたのかを知りたくて、これも
合わせて調べてみた。⓬～⓱のように、来華宣教師による英華字典を含め、『華

英字典集成』（鄺其照 一八九九）に至るまで、中国の『英華字典』には「特別」
がなく、その代わりに「特」の使用は目立つ。 
 
  ⓬special  particular, as A special edict 特諭 

（Robert Morrison『英華字典』 一八二二） 
  ⓭special 特 
         （Samuel Wells Williams『英華韻府歷階』 一八四四） 
  ⓮special 犆、特特 special order 特旨；special edict 特諭、欽敕； 
   special intention 特意；special regulations 盛典 など 

（Walter Henry Medhurst『英華字典』 一八四七～一八四八） 
  ⓯special 特、專登 a special edict 特諭；a special order；特旨、 

欽勅；for special information；特字通知 など 

（Wilhelm Lobscheid『英華字典』 一八六六～一八六九） 
  ⓰special or specific 特、特登、專、專登；special or extra 額外 
   special edict for information 特字通知 special regulations 盛 
   典 

（Justin Doolittle『英華萃林韻府』 一八七二） 
  ⓱special 奇特、異常 special intention 特意；a special edict 特    
   諭；for special information 特字通知 など 
                 （鄺其照『華英字典集成』 一八九九） 
 
７ 近代日本語における「特別」 
 上記のように、二十世紀初頭の中国語資料に突如姿を現してきた「特別」は
当時の日本語からの借用語である。日本語における「特別」の成立を究明する
にあたって、まずはジャパンナレッジの日本古典文学全集、東京大学史料編纂

所の諸データベース、及び彫龍中国古籍庫の日本古典書籍などを調査したとこ
ろ、古典日本語において「特別」の使用は見つからなかった。 
 そして、日本語における「特別」の使用例として下記の用例14が早かった。 
 
  （１）蓋シ容忽ノ字ハ国家特別ニ尊敬スル所ノ一教派アリト雖モ猶他ノ諸 

                                                   
14 用例（１）と用例（２）は「３ 先行研究」で例示したものである。 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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教派ヲモ勇テ禁止セスシテ共ニ人々ノ之ヲ信奉スルヲ許ス。 
（「米国政教一」加藤弘之 一八七四） 

  （２）此国ニ於テハホーフキルヘト称スル教会ヲ以テ国教会ト定メテ特別 
ニ之ヲ尊敬スト雖モ猶他ノ諸教会ヲモ共ニ容忍ス。 

（「米国政教一」加藤弘之 一八七四） 
  （14）新遮爾些邦の大憲には凡そ邦内諸教派中一も特別に尊貴なる者なか 

るべき旨を載定し并に何の教派を奉ずる者と雖も。 
（「米国政教二」加藤弘之 一八七四） 

  （15）曰く心理の學術後篇に至り此順序に從て論述せんと欲す唯如此く大 
綱を分つと雖ども間亦普通の中に特別を附せざるヿを得ざる者あり。 

（「知説四」西周 一八七四） 
  （16）本篇擧る所詩學と語原學に至ては素より特別の學科にして普通の部 

に插すべきに非ずと雖ども其語學文學と相關渉するを以て姑らく茲に之 
を擧ぐ。 

「知説五」西周 一八七四） 
  （17）夫婦の名を呼ぶときは婦名を先にして夫名を後にし其他婦人と同坐 

するときは特別に言語を愼み。 
（「夫婦同権の流弊論」加藤弘之 一八七五） 
 

表１、明六雑誌における「特別」 
 

番号 号 作者 タイトル  年 

用例１ 第五号 加藤弘之 米国政教一 特別に 一八七四 

用例２ 第五号 加藤弘之 米国政教一 特別に 一八七四 

用例14 第六号 加藤弘之 米国政教二 特別に 一八七四 

用例15 第二十二号 西周 知説四 特別 一八七四 

用例16 第二十五号 西周 知説五 特別 一八七四 

用例17 第二十五号 加藤弘之 夫婦同権の流弊論 特別に 一八七五 

 
 上記用例（１）、（２）そして（14）～（16）のように、日本における「特別」
の誕生は一八七四年に遡ることができる。そして興味深いことに、早い時期の
「特別」は何れも明六雑誌に見られたものである。時間的に言うと、加藤弘之
の「米国政教」が一番早かった。 
「米国政教一」の冒頭に「訳者曰此書ハ米人トムソン氏ノ著ニシテ」と書き

記され、さらに「米国政教」が J.P.トムソンの『アメリカにおける教会と国家』
を摘訳したものであるという情報15もある。いまのところ、筆者自身で J.P.トム

ソンの原本を確認できず、文中の「特別に」が一体どの英語の訳語に当たるか
は不明であるが、意図的に「特別」という新しい漢語を加藤弘之が使い出した
のは確実と言えるだろう。 
加藤弘之の使用例16はいずれも「特別に」という形であり、〈普通ではない、

                                                   
15 ウィキペディアにおける「明六雑誌」の「掲載論説一覧 1（1874年）」に当たる。 
16 用例（１）、（２）、（14）、（17）に当たる。 
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とりわけ〉という意味を表す。西周の使用例17は「特別」の形であるが、「普通
の中に特別を附せざるヿ」と「特別の學科にして普通の部に插す」とあるよう
に、やはり〈普通ではない、とりわけ〉という意味を表す。 
 明六雑誌における「特別」は加藤弘之、西周が意図的に使い出したものであ
るが、「特別」が加藤弘之、あるいは西周による造語か、それとも当時の英和辞
書類から取ってきた語なのか、これを究明すべく当時の代表的な英和辞書を調
査してみた。調査結果を下に示しておく。 
  

Special,adj. 格別ノ・抜群セル・稀ナル 
Specially,adv. 格別ニ・殊ニ 
Specialty,s. 格別ナルヿ 

（堀達之助『英和対訳袖珍辞書初版』 一八六二） 

Special,adj. 格別ノ・抜群セル・稀ナル・種類ノ 
Specially,adv. 格別ニ・殊ニ 
Specialty,s. 格別ナルヿ・証文 

（堀達之助『改正増補英和対訳袖珍辞書初版』 一八六六） 
 

special, kakubetsz-na;betsz-dan-na;sa-shitaru. 
specially,koto-ni;koto-sara-ni;besshte;kakubetsz-ni;betszdan-ni; 
tori-wakete. 

speciality, yete;tokui;kinsen. 
（ヘボン『和英語林集成初版』 一八六七） 

special,a. kakubetsu na,betsu-dan na;sa-shitaru. 
specially,adv.koto-ni,koto-sara-ni,bes-shite,kakubetsu-ni,betsudan 

-ni,tori-wakete. 
speciality,n. yete,tokui na koto,semmon,sengiyo. 

（ヘボン『和英語林集成再版』 一八七二） 
 

special,a. 種類ノ、特ノ、殊ナル、格外ノ、別段ナル、非常ノ、抜群ナ 
 ル 
speciality,n. 格別ノ事、殊様、癖、得手 
specially,adv. 殊ニ、格別ニ、別段ニ 
specialty,n. 格別ノ事、証券、得手、専業、得意ノ事 

（柴田昌吉・子安峻『附音挿図英和辞彙』 一八七三） 
  
 上記のように、一八七四年以前の英和辞書類に「特別」は見つからなかった
ため、加藤弘之、あるいは西周による造語であろう。明六雑誌が近代日本にお

ける学術総合雑誌、学会誌の先駆けとなり、文明開化時期の日本に大きな影響
を与えた刊行物であるため、明六雑誌に出ていた漢語は普及、定着しやすいと
思われる。例えば、ヨミダス歴史館（明治・大正・昭和 1874～1989）で検索し
てみると、新聞における「特別」の使用例として下記の用例（18）～（19）が
早かった。そして、用例（18）～（19）は何れも当時の公文書に出ていたため、

                                                   
17 用例（15）と用例（16）に当たる。 
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その時代、「特別」はいささか庶民生活から離れた位置づけの語であったのだろ
う。 
 
  （18）達書第五十号 

明治七年十二月当省第四十三号達書左ノ通リ改定候條此旨相達候事 明 
治八年十一月二十四日 教部大輔宍戸 璣 
地方官ニ於テ特別（とくべつ）見込有之分ハ直ニ致推挙候ども。 

（読売新聞 一八七五年十一月二十九日） 
  （19）東京書籍館規則付録 

官立学校教員及び各庁吏員其他教学に裨補ありと認取する人にして特別 
の需要に供する為めに書籍を借受せんとするときは文部卿の特示に由て 
之を得せしむべし。 

（読売新聞 一八七五年十二月四日） 
  （20）乙第七十号 

右死没報告其所管ニ相達シ候日ヨリ平定ニ至ル迄特別（とくべつ）ヲ以 
テ寡婦孤児ノ内ヘ為手当毎月左ノ通リ給与スベシ。 

（読売新聞 一八七七年八月十三日） 
 
８ 現代日本語における「特別」 
 現代日本語における「特別」の使い方を大まかに分けてみると、➊名詞的用
法、❷形容詞的用法、そして❸副詞的用法と三分類できる。➊名詞的用法の場
合、「特別」は「普通」、「一般」の対義語として、下記の用例（15）のように主
に抽象的な概念を表す。抽象的な概念を表すだけに、「特別」の名詞的用法はと
ても少ない。 

 
（15）曰く心理の學術後篇に至り此順序に從て論述せんと欲す唯如此く大 
綱を分つと雖ども間亦普通の中に特別を附せざるヿを得ざる者あり。 

（「知説四」西周 一八七四） 
 
 ❷形容詞的用法には「特別の」、「特別な」、あるいは「特別～～」18のような
形がある。そして、「特別の意味」、「特別な自治権」、「特別手配」などのように、
基本的に〈普段にはない〉という意味を表す。➊名詞的用法と❷形容詞的用法
は意味と用法が明確であるのに対して、❸副詞的用法は意味と用法がやや難し
い。❸副詞的用法は一般的に下記の用例（21）と用例（22）のように使われて
いる。 
   
  （21）この問題は、安倍首相夫妻の友人なら国有地が８億円も特別に値引 

きされ、獣医学部の新設で特別の便宜が図られるという、政治の私物化 
が問われる重大な疑惑です。 

（朝日新聞 二〇一七年十月二十日） 
  （22）ただし１０月１５日［日］は特別に受け付けています。締め切りは、 

公式ホームページ１０月２３日［月］、電話１０月１６日［月］。 

                                                   
18 特別地方公共団体、特別地方消費税、特別徴収、特別天然記念物など。 
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（朝日新聞 二〇一七年十月十一日） 
 
 用例（21）の「特別に」は「値引きする」と共起して、普段にはない値段を
今回に限って交渉するという意味を表す。用例（22）は普段であれば、１０月
１５日［日］は受け付けないが、今回に限って受け付けるという内容であり、「特
別に」は「受け付ける」と共起している。要するに、「特別に」は後ろの動詞と
呼応して、後ろの動詞は普通の場合作動しないが、今回に限って作動するとい
うような意味を表す。「特別」の誕生から現在に至るまで、〈今回に限って作動
する〉というのは「特別に」の主たる意味用法である。 
 しかし、下記の用例（23）～（25）は微妙にニュアンスが違う。 
 
  （23）特別にすぐれた嗅覚を持たなくても、健やかな秋の匂いを楽しむこ 

とはできるのだ。 
 （朝日新聞 二〇一七年九月三十日） 

  （24）担当者は「異物混入をゼロに近づけるために全力で取り組む。ただ 
業界のなかで、当社が特別に多いわけではない」と話す。 

（朝日新聞 二〇一七年九月二十二日） 
  （25）「旬の生サンマは味が特別においしい。買いたいんだけど、ほかの店 

でも同じように値段が張るし。今日はお肉かな」と話した。 
（朝日新聞 二〇一七年九月十九日） 

 
 用例（23）～（25）では、「特別に」は動詞ではなく、それぞれ「優れる」、「多
い」、「おいしい」と共起して、〈程度が尋常ではない、とても激しい〉という意
味を表す。仮に用例（23）～（25）の中の「特別に」を「とても」、「大変」な

どの程度副詞に置き換えても問題はないが、尋常ではないというニュアンスを
失ってしまう。 
 この〈程度が尋常ではないこと〉という使い方について、朝日新聞記事デー
タベース聞蔵Ⅱビジュアルで調べてみると、大きく二つのパータンに分けられ
る。（１）は「特別においしい」のような肯定型で〈程度が尋常ではないこと〉
を表す。（２）は「特別に多いわけではない」のように、下に打消しを伴って〈そ
れほど程度は激しいわけでもない〉という意味を表す。 
 このような〈程度は尋常ではないこと〉を表す「特に」はかなり歴史が長い
ようである。例えば、下記の用例（26）～（28）を見てみる。 
  
  （26）今後引続き□煙草輸入を続行するか否かは未だ決定しないが関税率 

も他の外国煙草に比べて特別に割安になっている、支那辺でも勿論下等 
の方てあるが決して喫めない様な煙草ではない。 

（報知新聞 一九二〇年三月三日） 
  （27）これも特別に新しい意見ではないが、例えば浪費の如き、実際の商 

売に当ったものは、浪費が多いに拘らず、これに注意を払わないものが 
多いこれらの内十中の五までは、協力と注意によって避け得るものなの 
である。 

（中外商業新報 一九二六年六月二日） 
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  （28）即ち前記のように需要家が特別に格安な石炭を用いない限り、重油 
の燃焼はあらゆる工業に対して有利でありまして 

（大阪時事新報  一九二九年四月） 
 
 用例（26）の「特別に割安になっている」は〈とても割安になっている〉（程
度）と解釈できるし、（普段にはないが、これといった理由で今は割安にしてい
る）とも解釈でき、すこし曖昧な感じである。一方、用例（27）の「特別に新
しい意見ではない」は明らかに〈それほど新しいわけでもない〉という意味を
表す。用例（28）の「特別に格安な石炭を用いない」では、「特別に」は動詞の
「用いる」ではなく、「格安」にかかり、〈想像を超えた安さ〉を表す。 
 少し話が変わるが、現代日本語において「特別」と「特に」の区別は下記の
用例（29）と用例（30）を見ればよく見られる。 

 
  （29）和食はなんでも好きだが、（  ）魚が大好物だ。 
  （30）この生徒はなんでもよくできる。（  ）英語は抜群だ。 
 
 用例（29）と用例（30）では、「特別」は使わず、「特に」を使う。その理由
は「特に」は前の文で述べた事物の中から、特定のものをとりたて、強調する
時に使うからである。下記の用例（31）と用例（32）を比較してみる。 
 
  （31）今日は特に暑い。 
  （32）今日は特別に暑い。 
 
 用例（31）の場合はほかの日と比べて、今日はとりわけ熱いことを表すのに

対して、用例（32）となると、ほかの日と比べるというより、今日の熱さが尋
常ではないことを表し、砕けた表現で言い換えると、「今日はめちゃくちゃ暑い
よ」となる。 
 このように、現代日本語において用例（29）と用例（30）のように、前の文
で述べた事物の中から、特定のものをとりたて、強調する場合、「特別」を使わ
ないが、用例（33）のように、歴史的に見ると、そうでもなかったようである。 
 

（33）この三地方は他地方に較べ特別に引力が弱いことが判然する。  
（東京日日新聞 一九四〇年十月十日） 
 

 ここで現代日本語における「特別」の意味用法を下記のようにまとめてみる。 
 
表２、現代日本語における「特別」 

 

  意味 現在 明治 

名詞 普通、一般と共起する 普通ではない ○ ○ 

形容詞 特別な/の、特別～～ 普通ではない ○ ○ 

副詞 特別に＋意志動詞19 今回に限って作動する ○ ○ 
                                                   
19 「特別にすることもない」のような否定もあるが、紙幅の都合で取り扱わないこととする。 
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特別に＋形容詞20（肯定） 程度が尋常ではない ○ ○ 

特別に＋形容詞（打消） 程度はそれほどでもない ○ ○ 

～と比べて特別に～～ 
用例（29）と用例（30） 

とりわけ × ○ 

 
９ 面白い中国語と日本語の違い 
 これまで見てきたように、「特別」は近代において日本で成立された和製漢語
であり、〈普通ではない、とりわけ〉という意味を表す。十九世紀末期二十世紀
初頭和製漢語の「特別」が中国に輸入され、そして現代中国語における使用に
繋がっている。 
 現代中国語と日本語における「特別」の違いと言えば、次の二点が目立つ。 

（１）現代日本語において〈程度が尋常ではない〉を意味する「特別」はそ
れほど多くないのに対して、現代中国語ではむしろこれがメインとなる意味用
法である。例えば、下記の用例（34）と用例（35）21を見てみる。 
 

（34）他走得很慢。身子揺揺晃晃，頭変得特別重。 
（『寒夜・九』巴金 一九四四～一九四六） 

〈日本語訳文〉彼はゆっくり歩いていて、体がふらふらして頭がとても重 
いようである。  
（35）街上的冷静使她的声音顕著特別的清亮。 

（『駱駝祥子』老舎 一九三七） 
  〈日本語訳文〉静まり返った街では彼女の声が余計きれいに聞こえてくる。 
 
 （２）現代日本語において用例（29）と用例（30）のように、前の文で述べ

た事物の中から、特定のものをとりたて、強調する場合、「特別」を使わないの
に対して、現代中国語では「特別是」の形でよく使われている。例えば、下記
の用例（36）と用例（37）22は面白い。 
 

（36）她似乎很不満李家兄弟，特別是対黒李。 
（「赶集・黒白李」老舎 一九三四） 

  〈日本語訳文〉彼女は李氏兄弟にとても不満を持っていて、特に黒李のこ 
とを嫌っている。 
（37）必須更多地利用和発展沿海工業，特別是軽工業。 

（「論十大関係・二」毛沢東 一九五六） 
  〈日本語訳文〉沿海部の工業を更に発展させ、利用しなければならない。 

特に軽工業の発展は大切である。 
 

 用例（36）と用例（37）の「特別」は日本語の感覚で言うと「特別」を使わ
ず、その代わりに〈特に〉を使う。なぜこうなっているのか、筆者の推測を言
うと、日本語の「特別」はどうしても「別」にポイントを置かれ、〈ほかと違っ
                                                   
20 形容詞、形容動詞、あるいは「優れる」のような状態動詞を含む。 

21 用例（36）と（37）は『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）の「（２）格外。（格別に）」の用例である。 

22 『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）の（４）尤其。（特に）の用例である。 
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ているところがあるから、普通ではない〉というニュアンスが含まれる。一方、
中国語では「特」の字にポイントが置かれ、〈程度が激しいから、普通ではない〉
に傾いてしまっているのではないか。 
 
１０ まとめ 
 古代中国語には「特別」という組み合わせはあったが、大抵〈特に、別途～
～〉というふうに解釈され、一語として熟していなかった。「呂布東北而進。数
日，見桑麻地土特別」（『三国志平話・上巻』作者不明 元（一二七一～一六三
八））の中の「特別」は〈普通ではない、とりわけ〉という意味であるが、ほか
に同様の用例は見つからなかったため、特殊な一例と見なしてよい。 
やや不思議なことに、十六世紀の朝鮮語資料の『朝鮮王朝実禄』に一語と見

なすべき「特別」はあった。推測の域を出ないが、可能性としては〈特に、別

途～～〉から変化してきたものではないか。 
 十九世紀七十年代に加藤弘之と西周などの先哲は最初に明六雑誌で「特別」
を使い出した。明六雑誌、そして著名な学者の影響力があって、和製漢語の「特
別」は瞬く間に日本語の中で定着した。現代日本語において、「特別」は名詞、
形容詞、副詞などのように、バリエーション豊かに使われている。 
 中日近代語彙交流の視点から言うと、日清戦争以降、中国では富国強兵を成
し遂げた日本を学ぶ機運が高まり、多くの中国人留学生が来日し、また、多く
の日本人教師が中国に赴いた。そこで、日本で成立した和製漢語の「特別」も
当時の中国に紹介され、そして現代中国語に繋がっている。 
 ただし、中国語における「特別」は〈普通ではない、とりわけ〉という意味
を有すると同時に、だんだん〈程度が並々ならぬ、激しい〉のほうに意味が傾
いてしまっている。そして、現代日本語に見られない用法をも有している。 
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第二章、「普遍」と「特殊」 
 
第一節 漢語「普遍」についての考察 
          
１ はじめに 
 現代中国語と現代日本語には同形語が数多く存在しており、「普遍」という言
葉もその一つである。現代中国語における「普遍」は、「➀〈よくあること、一
般〉、②〈すべてのものに共通する〉」という二つの意味を有している。前者は
日常生活でよく使われる意味で、分かりやすいのに対して、後者は哲学・倫理
学など学術用語に限定された意味である。このような語義の微妙なズレが現代
中国語でなぜ見られるのか、これは中国語の知識だけでは到底解釈できないも
のである。 

一方、現代日本語における「普遍」は多く「普遍的」もしくは「普遍性」と
いう形で使われている。また、「普遍妥当性」「普遍概念」といった哲学・倫理
学の用語としても使われる。その意味はいずれも〈すべてのものにあてはまる
さま〉である。日中語彙交流史上から見て、現代中国語における〈よくあるこ
と、一般〉という意味が日本語で見当たらないことが疑問に思われる。 
 「普遍」は中日同形語とはいうものの、意味の違いは明らかである。その違
いについて解明するためには歴史的に考察する必要があり、特に、近代におけ
る日中語彙交流史を視野に入れなければならない。そこで、本節では「普遍」
の語誌を明らかにしたてみたいと思う。 
 
２ 現代中日両国語における「普遍」 
 「普遍」という語は抽象的な意味を表し、普段何気なく使っているが、いざ

「普遍」とは何かと聞かれたら、なかなか答えられない場合が多い。特、に現
代中国語において「普遍」は似ては非なる二つの意味を同時に有していて、な
おさら概念の把握が難しい。そのため、本論に入る前に、まず一節を設けて現
代中日両国語における「普遍」の意味合いを見てみたいと思う。 
 
２．１ 現代中国語における「普遍」 
 現代中国語において「普遍」はよく使われる言葉であり、例えば、北京大学
中国語言学研究中心「Center for Chinese Linguistics PKU」の現代中国語デ
ータベースで検索してみると、三八〇一一件にのぼる用例があった。現代中国
語における「普遍」の意味については、『現代漢語詞典』（商務印書館 二〇一
二）に次のように見える。 
 

「形 存在的面很広汎；具有共同性的。」1 

<日本語訳文>形容詞 広汎的に存在している；共通性を持つ2 
 

                                                   
1 中国社会会学院語言研究所詞典編輯室『現代漢語詞典』（商務印書館 二〇一二）第一〇一一頁。中国

語の資料を引用する時に、中国の漢字を現在の日本漢字に書き直す。一部現在日本で使わない漢字はその

旧体字で示す。以下同様。 
2 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 
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 すなわち、➀〈よくあること、一般〉、②〈すべてのものに共通する〉の二つ
の意味がある。意味➀〈よくあること、一般〉は、下記の用例（１）と用例（２）
のように、日常的によく用いられる、わかりやすい用法である。例えば、用例
（１）では、個人情報保護約款を無視するユーザーはとても多いが、全員では
ないから、この「普遍現象」は日本語の一般現象に当たる。用例（２）の「普
遍」は現代日本語にない副詞的用法で、「広く」という意味を表す。 
 
 （１）隠私条款被不少用戸忽視己成為一個普遍現象，這間接導致了用戸対 

個人信息的控制権和選択権在某種意義上被架空。 
（人民日報 二〇一七年九月二十八日） 

  〈日本語訳文〉個人情報保護約款は多くのユーザーに無視され、これは既 
に普遍的な現象となっている。これは個人情報の保有権と選択権が保護さ 

れていないことの間接的原因である。 
（２）深入推進戸籍制度改革，統一城郷戸口登記制度，普遍放寛戸口遷移 

政策。 
（人民日報 二〇一七年九月二十七日） 

  〈日本語訳文〉戸籍制度の改革を大に推進、都市部と農村部の戸籍登録制 
度を統一する。普遍に戸籍移動政策を緩和する。 

 
一方、②〈すべてのものに共通する〉は下記の用例（３）と用例（４）のよ

うに、物事を論理的に述べる時にしか用いない、抽象的な概念を表すものであ
る。たとえば、用例（３）の『矛盾論』は毛沢東が延安の抗日政治大学で行な
った講演をもとに、一九三七年八月に成稿とした論文であり、『実践論』と並ぶ
代表的著作である。『矛盾論』では「普遍」が「特殊」の対義語として使われ、

全文計三十六回出てくる。用例（３）の「普遍性」は〈すべてのものに共通す
る〉という意味を表し、現代日本語における「普遍性」と同じである。用例（４）
の作者の牟宗三は、現代新儒家の代表的哲学者として活躍し、中国語圏の思想
界に巨大な影響力を与えた。牟宗三の『中国哲学十九講』における「普遍」は
英語「universal」の訳語であり、依然として「特殊」の対義語として使われる
ものである。 
 

 （３）矛盾的普遍性或絶対性這個問題有両方面的意義。其一是説，矛盾存 
在於一切事物的発展過程中；其二是説，毎一事物的発展過程中存在着自 
始而終的矛盾運動。 

（毛沢東『矛盾論』 一九三七年八月） 
  〈日本語訳文〉矛盾の普遍性、あるいは絶対性の問題には二つの意義があ 

る。その一、矛盾はすべての事物の発展過程に存在する。その二、すべて 

の事物の発展過程において矛盾はずっと存在している。 
（４）第一講 中国哲学之特殊性問題 

但是伱反過来説，凡是哲学的真理都是普遍的（universal）；哲学里面 
建立一個概念、一個原則，通常都是有普遍性的。 

（牟宗三『中国哲学十九講』上海戸籍出版社 二〇〇五） 
〈日本語訳文〉けれど、逆に言えば、哲学上の真理はすべて普遍的 
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（universal）である。哲学上の概念なり原則なり、通常普遍性を持ってい 
る。 

 
 上記のように、現代中国語において「普遍」は同時に➀〈よくあること、一
般〉、②〈すべてのものに共通する〉という、似ては非なる二つの意味を有して
いる。しかし、それはなぜかということは現代語の知識だけでは到底答えられ
ない。 
 さらに古代中国語の中には、「言王者撫有四海、宜発揚其徳普遍万物也」3〈王
という者は四海（天下）を有し、其の徳を発揚し、万物にあまねく行き渡らせ
るべきである〉というように、すでに「普遍」が用いられている。しかし、「普
遍的」「普遍性」という言い方はもちろん見当たらない。そして、「普遍」は漢
籍より仏典でよく用られており、「諸佛出世，普遍大千」4〈諸仏が出世5し、大

千世界にあまねく行き渡る〉のように、〈あまねく行き渡る〉という意として自
動詞で使われることが多い。仏典における「普遍」と現代中国語における「普
遍」とは意味上でも使い方でもかなりの違いが見られる。そのため、「普遍」を
めぐる問題は一層複雑になる。 
 
２．２ 現代日本語における「普遍」 
 一方、現代日本語における「普遍」の使用実態を把握すべく、朝日新聞記事
データベース、現代日本語書き言葉均衡コーパスなどで調べた結果、この語は
単独で使われることはほぼなく、下記の用例（５）と用例（６）のように、「普
遍的」「普遍性」という形で用いられるのが一般的である。例えば、用例（５）
の「普遍性」は「共通性」という語で言い換えられる。用例（６）の「普遍的
価値」は国、民族、老若男女を問わず、すべての人に共通して存在する価値の

意を表す。 
 
（５）今なすべきは憲法に改定を加えることではなく、地方自治の充実だ。 

沖縄や福島の問題は、全ての地方の問題に共通する普遍性を持つ。 
（朝日新聞 二〇一七年四月二十一日） 

（６）英国を自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有 
するグローバルな戦略的パートナーとして重視している。 

（朝日新聞 二〇一七年四月二十九日） 
 

 さて、「普遍的」「普遍性」の意味を『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇
〇二）に見ると、いずれも〈すべてのものにあてはまる様子〉とある。筆者の
調査結果によると、現代日本語において「普遍」はたいていは抽象的な概念を
表す場合に使い、現代中国語に見られる「一般」、「普通」、「よくある事」で解

釈されるような使い方は見当たらない。 
しかし、下記の用例（７）と用例（８）のように、「普遍化」になると、すこ

し事情が違う。用例（７）の「普遍化」は〈広島・長崎の悲惨な体験を広く一

                                                   
3 出典：『礼記正義』（孔頴達 唐） 
4 出典：『五灯会元』（普済 一二五二） 
5 ここの「出世」は〈仏が衆生を救うためこの世に現れること〉という意味である。 

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/133776/meaning/m0u/
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/133776/meaning/m0u/
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般に知ってもらうこと〉と解釈すべきであろう。用例（８）の「普遍化」はテ
クニックが広く一般に広がっていることを指し、「普及」で言い換えられる。 
 

（７）核兵器の残忍さという広島・長崎の体験を普遍化させ、世界の平和 
実現と核廃絶への努力を再認識することこそ、犠牲者への最大の供養 
なのだ。 

（朝日新聞 二〇一六年五月二十五日） 
  （８）１９９０年代からＥＳＤの実用化を進めてきた静岡県立静岡がんセ 

ンターの小野裕之・副院長は「昔は難しい治療だったが、テクニックが 
かなり普遍化した」と話す。 

（朝日新聞 二〇一五年十一月十七日） 
 

 一見して、「普遍化」は〈すべてのものにあてはまる様子〉から離れているよ
うであるが、問題は接尾辞の「化」にある。「一般化」、「一元化」のように、「化」
は名詞の下に付き、そういう物、事、状態に変える、または、変わるという意
を表す。そうすると、用例（７）の「普遍化」は広島・長崎の体験を広く一般
に知ってもらうことで、核兵器廃絶を人類の共通認識にしたいという希望を表
す。用例（８）の「普遍化」は、テクニックが広く一般に広がっていることを
指す。 
 実際の世界において「万有引力」というような法則は確実にすべてのものに
共通して存在している。また、価値観において、天賦人権論のように、人間は
だれでも自由、平等であるという共通のものが存在している。こういった抽象
的なもの以外に、すべての物に共通して存在しているものは少ない。これらの
ことから、「普遍化」はあくまでも〈すべての物に共通させようとする〉一種の

希望を表し、「普遍性」や「普遍的」とは分けて考えたほうがいい。 
 
３ 辞書記述 
 次に、日中両国の辞書が「普遍」をどのように意味記述しているか、少し挙
げておく。 
 
３．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）6では、「普遍」の意味を次の
ように示している。記述が長くなるが、後で考察する便宜上、すべて掲げるこ
とにする。 
 
  （１）（─する）ひろくゆきわたること。あまねく万物に及ぶこと。 

＊知恩院本上宮聖徳法王帝説〔九一七〜一〇五〇頃か〕「紹隆三宝、遂共 

彼岸、普遍六道」 
＊妙一本仮名書き法華経〔鎌倉中〕三薬草喩品第五「大音声をもて、世界 

の天人、阿修羅に、普遍（フヘン〈注〉アマネク）したまふこと、かの 
大雲の、あまねく三千大千の国土におほふがことし」 

                                                   
6 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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＊文明本節用集〔室町中〕「普遍 フヘン」 
＊世界平和を主題に〔一九二二〕〈千葉亀雄〉「ロマン・ロオランが『戦 
を超越せよ』の警語は〈略〉世界主義を普遍することによって始めて完 
成が望まれる」 

  （２）一定範囲内の事象すべてに共通し、例外のないこと。特殊に対して 
いう。 

＊思ひ出す事など〔一九一〇～一九一一〕〈夏目漱石〉七「一糸も乱れぬ 
普遍（フヘン）の理で」 

  ＊日本国憲法〔一九四六〕前文「これは人類普遍の原理であり」 
  （３）（｛英｝universal の訳語） 
   哲学で、多くの事物に共通の性質またはそれをあらわす概念。 個物。 

（４）論理学で、宇宙全体に通じてあてはまる名辞。いくつかの特殊を自 

分の下位クラスとして持つ一つ上位のクラス。たとえば「日本人」に対 
する「人類」をさす。 

  
（１）は動詞的用法、〈広く一般に及ぶ、あるいは広く一般に及ばせる〉とい

う意を表す。しかし、現代日本語においてこのような動詞的用法は見当たらな
い。（２）は〈ある範囲の事象すべてに共通する〉という意味で、これは現代日
本語によく見られる「普遍的」「普遍性」という語に繋がる。（３）は、哲学上
の概念で、個別に対する言い方である。（２）の意味を哲学の範囲で特化したも
のと理解してよいであろう。（４）は論理学の概念で、特殊、個性を持つものに
共通する属性を指す。例えば、田中、鈴木、佐藤は個々別々の個人であるが、
日本人という共通の属性を有している。「普遍的」「普遍性」という言葉であれ、
哲学・倫理学の概念であれ、いずれにしても、現代日本語における「普遍」の

根幹は〈ある範囲の事象すべてに共通する〉という意味であると言える。 
 
３．２ 『漢語大詞典』の記述 
 参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見ておく。辞書の
体裁を統一するために、『日本国語大辞典』に合わせて整え、さらに、その出店
の成立年代を付して、対照できるようにした。 
 

普遍 pǔ biàn。猶全面。謂広汎而有共同性。 
  （「全面」ともいう。広く一般であり、しかも共通性があること。） 
  ＊譚子池（詩）〔唐〕〈郭周藩〉「普遍拯疲俗、丁寧告親知。」 
  ＊周易正義・序〔唐〕〈孔穎達〉「既指周代之名、亦之普遍之義。」 
  ＊集賢賓・中秋（套曲）〔明〕〈陳大声〉「月有意清光普遍、人幸得此身 

康健。」 

＊銅墻鉄壁・第十一章〔一九五一年初版〕〈柳青〉「村里普遍地点着了灯、 
上下渠有幾道手電光一閃一晃。」7 

 
この記述は『日国』ほど理路整然とはしていないが、現代中国語における「普

遍」の意味は日本語と甚だしく類似している。例えば、「創造能力是人人具有的

                                                   
7 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第七七七頁。 
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潜在能力，是人類普遍存在的能力」〈創造能力はすべての人が持つ潜在能力、人
類のすべてに共通して存在している能力〉における「普遍」は、〈ある範囲の事
象すべてに共通する〉という意味を表し、『日国』の（２）に当たる。 
『日国』（３）の哲学概念に関して、『馬克思主義哲学原理』（楊俊一 二〇〇

三）に、「矛盾的普遍性和特殊性的関係，也就是共性和個性、一般和個別的関係，
它們是辯証統一的」8〈矛盾の普遍性と特殊性との関係はすなわち共通性と個性、
一般と個別という関係、それは論証且つ統一的である〉という記述がある。 
さらに『日国』（４）の論理学概念としての「普遍」は現代中国語にも見られ、

『辞海』（一九九九）では「普遍概念：同単独概念相対。反映某一類対象的概念。
其外延是由両個以上乃至幾多分子組成的類。適用于其中的毎一個分子。如：人、
革命、城市、行星等」9〈普通概念：単独概念に対しての概念、某類の対象を表
す概念。以下の訳文は省略）。とある。 

近代日中語彙交流史を考えると、このような類似が偶然の出来事とは考えに
くい、幕末・明治時代の日本で成立した新しい意味用法が中国に輸入された可
能性が高いと考えられる。 
 
４ 先行研究 
辞書記述で既に述べたように、哲学・倫理学の概念としての「普遍」は、近代

新漢語の性格を持っている。そこで、『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代
に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、そ
して、国際日本文化研究センターの日本語語彙研究文献データベースなどで調
べてみたところ、下記のような記述を見つけた。 
 

ふへんせい 普遍性 

［模範英和辞典・明４４］Universality. 
［哲学字彙＜三版＞・明４５］universality. 
▽意味 英語 universality の訳語。寺田寅彦の『笑』（大正１１）に 
は「此の考の普遍性を主張しようとして居る訳では決してない。」と使わ 
れている。 
 
ふへんてき 普遍的 
［普通術語辞彙・明３８］英 Universal。独 Allgemein。＜中略＞完全と 
か、円満とか、無制限とか、一般とか云ふ普遍的意義から演繹して用ゐれ 
ば語謬に陥ることはない。 
［哲学字彙＜三版＞・明４５］cathoric 
▽意味 明治時代の新語。『哲学字彙＜三版＞』（明治４５）には 
「Universalconsent 普遍的一致」と Universal の訳語としても使用されて 

いる。10 
（『明治のことば辞典』惣郷正明・飛田良文 一九八六） 

 

                                                   
8 楊俊一『馬克思主義哲学原理』（上海大学出版社 二〇〇三）第一三四頁。 
9 夏征農他『辞海』（上海辞書出版社 一九九九）第一六四四頁。 
10 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂 一九八六）第五〇八頁。 

http://www.weblio.jp/content/%E8%AB%96%E8%A8%BC
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『明治のことば辞典』では「明治時代の新語」と明記され、特に英語「universal」
との関係が認められる。明治期に西洋由来の概念に対応するために、意図的に
造語された漢語であるように思われる。そして、『明治のことば辞典』では初出
の例として徳谷豊之助・松尾勇四郎の『普通術語辞彙』（一九〇五）が挙げられ
ている。この辞書での記述を、国立国会図書館デジタルライブラリーで『普通
術語辞彙』（一九〇五）を調べたところ、下記のような内容が確認できた。 
 
 普遍（或は普汎）―普遍的（或は普汎的） 
英 Universality,Universal 

  獨 Allgemeinheit，Augemein 
  意義 普遍と云ふのは、特殊と云ふ語と正反対の意義を有する言葉にして、 

其範囲の上からは極めて包括的であり、其の内容の上からは最も狭小なる 

ものを指すのである、然るに、普遍と特殊とは相対的の区別にして、決し 
て絶対的の区別ではないからして、最高の普遍が真の普遍であつて、それ 
以下のものは相対的普遍である、例へば、大和民族と云へは、九州人とか、 
中国人とか、東北人とかに比較すれば普遍なれども、亜細亜に比較すると 
きは特殊的である、更に又亜細亜人は、之を人類に比較すれば矢張特殊的 
である、また特殊と云ふものは、制限とか、有限とか、不完全とか云ふ性 
質を有つて居るから、現象世界を指し、之に反して普遍と云ふものは、無 
制限とか、無限とか、完全とか、円満とか云ふ性質を有つて居るから、現 
象世界に対して、宇宙の本体とか、唯一神とか云ふ単一概念を指すのであ 
る、尚ほ普遍と特殊との関係は各目論及び実在論の条下を参照せらるれば 
明白である。 
 

【普遍的】 普遍的とは、普遍を形容詞に変えたるまでにて、別に詳しく 
説明するまでもないが、了解を助くるために、一二の実例を示さんに、例 
へば、普遍的の学理と云ふとは、特殊的の学理とは異なり、一切の現象を 
説明するに足るべき学理を指し、普遍的理法と云ふのは、因果法とか、重 
力の法則とか、進化の理法とか、自然法の斉一とか云ふが如く、現象界を 
律する一般法則を指すのである。また人道は人類中に行わるる所の普遍的 
論理であると云ふとは、人道と云ふものは、唯単に一郡とか、一国とか、 
或人種間とかのみに行ふべきものには非ずして、人類全体に残り隈なく行 
ふべきものであると云ふことを意味するが如きである。要するに、普遍的 
と云ふ形容詞は、完全とか、円満とか、無制限とか、一般とか云ふ普遍の 
意義から演繹して用いれば誤謬に陥ることはない。11 

（『普通術語辞彙』徳谷豊之助他 一九〇五） 
 

『普通術語辞彙』（一九〇五）の記述によると、「普遍」は英語「universality」
あるいは「universal」の訳語に当たり、〈すべてのものに共通する〉という意
味を表す。そして、「普遍」と対義語の「特殊」とともに哲学、論理学に用いら
れ、近代概念を担う学術用語であると位置付けられている。しかし、『普通術語
辞彙』（一九〇五）において用いられたのが最も早いのか、「普遍」がなぜ

                                                   
11 徳谷豊之助・松尾勇四郎『普通術語辞彙』（敬文社 一九〇五）第二七九頁。 
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「universal」の訳語に選ばれたか、そして、中国語と日本語の影響関係はいか
がものか、いくつかの問題点が残っている。 
 
５ 古代中国語における「普遍」 
古代中国語における「普遍」の使用状況を究明すべく、筆者は「彫龍中国古

籍庫」、北京大学中国語言学研究中心の「Center for Chinese Linguistics PKU」、
そして、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベースを
調べた。調査結果は下記の通りである。 
 
５．１ 仏教用語として誕生した「普遍」 
 「普遍」は、仏教関係書物に最初用いられ、仏典を漢訳する際に造語された
ものと考えられる。例えば、『悲華経・転法輪品第一』などには下記のような用

例が見られる。 
 
（９）蓮華尊仏複放身毛孔光。一々毛孔出六十億那由他百千光明。其光微 

妙普遍十方。 
                            （『悲華経・転法輪品第一』曇無讖 五世紀） 

〈日本語訳文〉蓮華尊仏は再び「身毛孔光」12を放ち、すべての毛穴から 
無数の光が放たれ、その光は絶妙であらゆる方向に普遍する。 
 
「毛孔放光」（通身放光とも）は仏の十神力の一で、一切の毛孔より無量無

数色の光を放って、皆悉く遍く十方世界を照らし出すことを言う。したがって、
この「普遍」の意は〈あまねくゆきわたる〉と解釈される。 
 

（10）石室東南二十四五里至大涸池，傍有窣堵波。在昔如来行経此処，時 
有弥猿持蜜奉仏，仏令水和、普遍大衆。弥猿喜躍，墜坑而死，乗茲福力， 
得生人中。 

                   （『大唐西域記』玄奘 六四六年） 
〈日本語訳文〉石室の東南約二十四、五里のところに大涸池があり、その 
傍に窣堵波13（卒塔婆）がある。昔如来がここを経由した時に、猿が蜜を以 
て仏様に奉った。仏様は水で割って、大衆に普遍せよと命じた。猿は喜ん 
で躍り、池に墜落して命を落とした。猿はこの善根の力に乗じて人間に生 
まれ変わった。 
 

（９）の「其光微妙普遍十方」の自動詞的用法と違い、（10）の「普遍」は「水
で割った蜜を大衆にあまねく分け与える」という意で、他動詞的用法である。 
 

（11）我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如 
來。 

                                                   
12 仏が示された十種の神通力（出広長舌、毛孔放光、一時謦がい、倶共弾指、地六種動、普見大会、空中

唱声、咸皆帰命、遙散諸物、通一仏土）の一。 
13 (梵)stūpa の音写。 仏舎利を安置したり、供養・報恩をしたりするための建造物。インド・中国では

土石や磚を積み、日本では木材を組み合わせてつくる。卒塔婆のこと。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E5%A5%98
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/193595/meaning/m0u/
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                （『大方広仏華厳経』般若 七九八年頃） 
〈日本語訳文〉わたしは広くて通達する心を以て、過去世、現在世そして 
未来世の全ての仏を深く信じ、並びに普賢菩薩誓願の力を以てあまねく一 
切の仏を供養する。 
 

この「普遍」は「供養」にかかるため、動詞的用法ではなく、「あまねく」と
解釈すべき副詞的用法である。 
 上記以外に、仏教の根本原理とされる「色不異空、空不異色、色即是空、空
即是色。」の出典となる『般若心経』を法月三蔵が七三八年に改めて翻訳し、「普
遍智蔵」を冠して『普遍智蔵般若波羅蜜多心経』をとした書名にも見える。こ
の「普遍智」とは『仏教語大辞典』（東京書籍 一九八八）によると、「一切に
あまねく満ちわたる智慧」14とされる。「普遍」を冠する仏教の経典には、他に

も唐の時代の訳経僧不空が翻訳した『普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明
王大隨求陀羅尼經』がある。この「普遍光明」について『仏教大辞典』（大蔵出
版 二〇〇五）には、「佛、大金剛須彌峰樓閣に在て一切大衆を集め、頂毫の光
を放ち、十方一切の佛刹を照して大神呪を説く、普遍光明乃至大隨求陀羅尼と
名く」15と記載されている。さらに、『仏教漢梵大辞典』（霊友会 二〇〇三）16に
よると、仏教の世界に「普遍三界最勝」「普遍已」「普遍世間」「普遍充満」など
「普遍」に関連した語が二十ほど存在する。 
 「普遍」の「普」は「あまねく」という意であり、一切衆生を救済する仏教
にとって非常に相性の良い言葉である。例えば、「普」を前置語基とした仏教関
連語は「普化」「普及」「普救」「普照」「普賢」「普済」「普通」など多く存在す
る。一方、「遍」も「あまねく」という意を有し、「遍布」「遍在」「遍照」「遍身」
といった語が見られる。そうすると、仏教用語として誕生した「普遍」は同義

字による並列関係であることが分かる。そして、仏教用語「普遍」は主に自動
詞として使われ、「あまねくゆきわたる」という意で用いられたと考えられる。
無論、「普遍大衆」のように、他動詞〈あまねく分け与える〉、「普遍供養諸如來」
のように副詞〈あまねく、もれなく〉としても使われた。 
 
５．２ 一般語と転用された「普遍」 
 「投機」、「普通」など多くの仏教用語が一般語に転用されたように、仏教用
語として誕生した「普遍」も使われていくうちに、一般語に転用され、漢籍や
中国土着の宗教である道教関係の書物にもその姿を現すようになった。 
 

（12）徳発揚、诩万物者。…中略…诩、普也、遍也。言王者撫有四海、宜 
発揚其徳普遍万物也。                

                    （『礼記正義』孔頴達 唐）  

〈日本語訳文〉徳を発揚し、万物に诩す。中略、诩、普也、遍也。王とい 
う者は四海（天下）を有し、其の徳を発揚べし、万物に普遍する。 

 

                                                   
14 中村元『仏教語大辞典』（東京書籍 一九八八）第一一八一頁 
15 織田得能『仏教大辞典』（大蔵出版 二〇〇五）第一五四一頁 
16 平川彰『仏教漢梵大辞典』（霊友会 二〇〇三）第六〇四頁 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2_(%E4%BB%8F%E6%95%99)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AC%E8%8B%A5%E5%BF%83%E7%B5%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B3%E7%B5%8C%E5%83%A7
http://www.bookoffonline.co.jp/disp/CSfSearch.jsp?q=%90D%93c%93%BE%94/
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この「普遍」は自動詞的用法で、「万物にあまねく行き渡る」という意を表す。 
 
（13）天火徹光，地火烈光。神明一召，普遍萬方。光明朗照，追運五方。身 

佩列宿，上接天罡。急急如律令。       
             （『道蔵太上三洞神呪巻之九』作者不明 明） 

〈日本語訳文〉天の火は徹々、地の火は列々。神明の命令で萬の方向に普 
遍する。……以下省略。 

 
 この「普遍」も「あまねく行き渡る」という意である。  
 

（14）是晩南門城闡神之真身示現，萬姓聚觀。至夜雨大澍，頃刻盈尺、普徧 
千里。歳獲全稔，神之靈至矣神之德大矣。     

              （李月枝『尋甸州志卷之八』 一七二〇） 
〈日本語訳文〉夕方、南城門に神様が現れ、見物人が集まった。夜に至っ 
て大雨が降り注ぎ、瞬く間に水は一尺を超え、千里に普遍する。そのため、 
大いに収穫できた、これはまさに神様の霊験によるもの、神様の徳による 
ものだ。 

 
 上記のように、仏教語の「普遍」は早くも唐代から一般語に転用され、清代
まで延々と続いていく。その使い方は仏教における使い方と同じで、主に〈あ
まねく行き渡る〉という自動詞として使われているが、まれに他動詞や副詞と
しての使い方も見られた。そして、用例（14）のように「遍」ではなく、「徧」
と表記される場合もあり、『中華大字典』（中華書局 一九一五）17などによると
「遍」は「徧」の異体字でもある。 

 
６ 近代中国語における「普遍」 
 近代中国語における「普遍」について、申報データベースを中心に調査した。
「申報」は一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊、中国近
現代史の百科全書とも言われるほど重要な新聞であり、時期的にもちょうど近
代中国語の変動期をカバーできる格好の資料である。「申報」での調査結果は下
記の通りである。 
 

（15）乃昨聞嘉興府城内紳士忽集多人將耶穌教人毆打驅逐出城，普徧貼匿 
名榜。謂如有人將屋租與教士立將此屋拆毀云云。   

                （申報 一八七七年十一月二十一日） 
〈日本語訳文〉嘉興府城内の郷紳が多くの人を集め、イエズス会の人を殴 
打、城外に追い払った。そして匿名の布告をあまねく貼り付け、曰く「家 

屋をイエズス会の人に貸す人がいるなら、直ちにその家屋をぶち壊す云々」。 
（16）自來一物必有一物制之，此天地生成不易之理也。神農經云：巴豆毒 

藿汁解之，毒菜食小兒乳汁解之，獨鴉片一物絶無善治之法，滋其蔓延普 
遍中土。 

                      （申報 一八九一年七月六日） 

                                                   
17 陸費達等『中華大字典』（中華書局 一九一五）第五八七頁。 
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〈日本語訳文〉一物が一物を制す、これは天地が成した不変の理である。 
神農経曰く、ハズの毒を藿の汁が解く、毒菜を小児の乳が解く。ただアヘ 
ンの一物だけには直す方法がなく、なすすべなく蔓延し、中華全土にあま 
ねく及ぶ。 

  
（15）、（16）のように「申報」の早い時期の用例は、例外なく古代中国語の

使い方を踏襲している。しかし、一九二〇年代に入ると、今までになかった新
しい使い方が見られるようになる。 
 
（17）眞正德謨克拉西並不是無政府無法律。不過不是一二人或少數人的法 

律，是普遍的法律，人人的法律。無論男子婦子、強者弱者、官僚平民在 
法律上一切平等的。 

                     （申報 一九二〇年六月四日） 
〈日本語訳文〉真の「德謨克拉西」（democracy の音訳）は無政府、無法律 
ではない。でも、一人か二人あるいは少数の人の法律でもない、普遍的法 
律、人々の法律である。男と女、強者と弱者、官僚と平民、法律上一切平 
等である。 
（18）夫科學之方法者，一言以蔽之曰：以觀察實驗及分門別類之法，將各 

項特殊之事實一一聚集之以得其普遍之原則也。         
                   （申報 一九二六年一月五日） 
〈日本語訳文〉科学の方法とは何か、一言で言うと、観察、実験及び分類 
の方法を以て、特殊の事象を一々集め、普遍的な法則を導き出すことであ 
る。 
（19）從特殊到普遍去，我們應該怎樣走呢！呉先生已經指出了一條路，就 

是從士話（特殊）走到統一語（普遍）。            
                   （申報 一九三四年八月八日） 
〈日本語訳文〉特殊から普遍へ、我われはどうすればよいか！呉先生は既 
に一つの道を教えてくれた。それは方言（特殊）から共通語（普遍）へ。 
 

 上記用例（17）、（18）、（19）のように、一九二〇年代以降〈一定範囲内の事
象すべてに共通する〉の意と解釈される「普遍」が用いられるようになる。こ
のような、新しい「普遍」の用法の由来については、一般に次のような三つの
可能性が想定される。 

１、中国人によるもの。 
２、来華宣教師たちによる翻訳語。 
３、当時の日本語からの借用語。 

  

７ 英華字典類に見られる「普遍」 
 一九二〇年代以降の申報に見られる「普遍」の新しい使い方は、来華宣教師
たちによる翻訳語に由来する可能性があるため、馬禮遜（Robert Morrison）、
衛三畏（(Samuel Wells Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德
（Wilhelm Lobscheid）、盧公明（Justus Doolittle）、司登得(George Carter 
Stent)等、早い時期の宣教師たちによる英華字典、そして、鄺其照、顏惠慶、
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赫美玲(Karl E.G.Hemeling）等の英華字典18を精査した。調査結果を次に記して
おく。 
 
  ①Pervade to pervade everywhere 通暢、通賜、暢達、周浹、普徧 
 ②Pervading 通、達、徧、透、普、普徧、暢達 
 ③Universal 普、統、通、遍、徧、無所不至、無所不及等 

（羅存德『英華字典』（一八六六～一八六九） 
 
筆者の調査範囲で「普遍」が初めて英華字典に登場するのは、羅存德（Wilhelm 

Lobscheid）の『英華字典』（一八六六～六九）である。しかし、①「to pervade 
everywhere，普徧等」、②「Pervading，普徧等」としており、この「普徧」は
従来の〈あまねく行き渡る〉という意である。そして、「Universal」の訳語に

「普遍」は見当たらなかった。 
 
 ④Side  on every Side 普遍 
 ⑤Universal or general 普 Universal knowledge, 普遍、事無不通 
               （盧公明『英華萃林韻府』 一八七二） 
 
次に、盧公明（Justus Doolittle）の『英華萃林韻府』（一八七二）では、④

の「on every Side 普遍」は、無論従来の〈あまねく行き渡る〉に当たる。そ
して、⑤のように、「Universal」の訳語は「普」だけである。「Universal knowledge」
に対する訳語に「普遍」が見られるが、並び記された「事無不通」（知らない事
がない）を見ると一目瞭然であるように、やはりこの「普遍」も「あまねく」
と解釈するべきである。 

 
 ⑥Pervade to pervade the whole world, 普徧天下 
⑦Stem throughout, 全身, 周徧, 普徧, 徧處; 
⑧Universalize To make universal, 使普及, 使普徧, 推廣, 徧及; 

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
 
顏惠慶の『英華大辭典』（一九〇八）では、⑥「to pervade the whole world, 

普徧天下」と⑦「throughout,普徧等」は、従来の域を出ていない。⑧「To make 
universal, 使普及, 使普徧, 推廣, 徧及;」は非常に興味深い。「To make 
universal」は、現代日本語の感覚で言うと、「普及」が一番相応しいが、この
「universal」の訳語は「普及」、「普徧」と見てよい。『英華大辭典』（一九〇八）
において間接的に見られる「universal＝普遍」の対訳関係はいったいどこから
来たのだろうか。『英華大辭典』（一九〇八）の訳語について言えば、顏惠慶は

日本語の英和辞書から取る可能性があることは言うまでもない。 
   
  ⑨Universality (新)普遍態 
  ⑩Universal (部定)普徧 

                                                   
18 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示し、記述の便宜上、番号を付けておく。 
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  ⑪Universalism (Ethics)(部定)普徧論派 
  ⑫Hedonism Universalistic  Hedonism  (部定)普徧快樂論派 
  ⑬Universalistic Universalistic hedonism (Ethics)(部定)普徧快樂論 
  派 

（赫美玲『官話』 一九一六） 
 

赫美玲(Karl E.G.Hemeling）の『官話』（一九一六）に至ると事情が一変して、
「universal，普徧（部定）」「Universalism，普徧論派（部定、Ethics）」
「Universality，普遍態（新）」「Individual Hedonism，箇人快樂論派（部定）；
Universalistic Hedonism，普徧快樂論派」「Universalistic hedonism，普徧快
樂論派（部定、Ethics）、公衆的快樂説（新）」等、新しい意味の「普遍」が多
く掲載されている（「部定」「新」については第一章第一節参照）。これだけの新

しい「普遍」が一気に示されていることから見ると、とても赫美玲(Karl 
E.G.Hemeling）による造語とは考えにくい。 
以上のことから二十世紀初頭の中国語資料に姿を現した〈一定範囲内の事象

すべてに共通する〉という意味を表す「普遍」は当時の日本語から借用してき
た可能性が大きいと思われる。 
 
８ 日本語における「普遍」 
 古典日本語における「普遍」について、ジャパンナレッジの日本古典文学全
集、東京大学史料編纂所の諸データベースなどを調べてみたところ、一般語と
して使われた痕跡はなかった。ただし、古代中国の仏教経典に「普遍」が多用
されていることから見ると、日本の仏教関係書には「普遍」が用いられている
はずである。この点に関して、『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）

の用例を見ると、まず『上宮聖徳法王帝説』が掲げられている。また、『妙一本
仮名書き法華経』の用例は『妙法蓮華経』（鳩摩羅什 四〇〇）の「以大音声、
普遍世界天、人、阿修羅，如彼大云遍覆三千大千国土」を和訳したものである。
また、「普遍」は『文明本節用集』にも見え、中田祝夫『文明本節用集研究並び
に索引』（勉誠社 一九七九）を確認すると、「普請、普通、普遍」と並び記さ
れており、いずれも仏教用語であった。 
近代日本語における用例を国立国会図書館デジタルコレクションなどによっ

て調べたところ、以下のように、「普遍」が仏教用語から脱皮して、一般語とし
て実際に文中に使われ始めたのは一八九〇年代であると見られる。 
 

（20）第三節 言語ハ思想ノ本性ヲ開示ス。――名詞ノ考究――普通名詞 
ハ、普遍總念ヲ現ス。――名詞（總念）ノ外延。 

          本荘太一郎『俄氏新式教授術』（牧野書房 一八九一） 

（21）然レトモ「人間は合死なり」トノ文句ニ於テハ、「人間」テフ言語 
ノ外延、一個体ニアラズシテ普遍ナリ。即人間テフ言語ノ中ニハ一切ノ 
人類ヲ包有スルコト明カナリ。         

        本荘太一郎『俄氏新式教授術』（牧野書房 一八九一） 
 

管見によると、上記の『俄氏新式教授術』（一八九一）の「普遍」が用例とし

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E6%91%A9%E7%BE%85%E4%BB%80
http://dl.ndl.go.jp/
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て最も古い。その「凡例及ビ序言」には「此書原名ヲ「ヱスセンシアルス、メ
ソード」ト稱ス教授ノ必須法式ト云ヘル義ナリ、千八百九十年米國ボストン府
ヒース會社ノ出版ニ係ル。」と明記されている。これを手掛かりとして、原著
『ESSENTTIALS OF METHOD』（GHARDES DEGARMO 一八八九）19が確認できた。こ
の原著と照らし合わせると、用例(20)は「LANGUAGE REVEALS THE NATURE OF 
THOUGHT.―A STUDY OF THE NOUN.―THE COMMON NOUN EXPRESSES THE GENERAL 
NOTION.―EXTENT OF THE NOUN（NOTION）」に当たる。これによって「普遍總念」
は「GENERAL NOTION」、つまり「普遍」は「GENERAL」の翻訳語であることがわ
かった。 
 また、用例（21）の「普遍」は「一切ノ人類ヲ包有スルコト」であり、言い
換えれば〈一定範囲内の事象すべてに共通し、例外のないこと〉となる。仏教
用語の「普遍」は中国でも日本でも主に自動詞として使われ、〈あまねく行き渡

る〉という意味であったが、『俄氏新式教授術』における「普遍」は仏教用語の
字面を借りつつも、英語「GENERAL」の持つ〈すべてのものに共通する〉という
意味が付与されているのである。これによって、「普遍」は仏教用語から近代概
念を表す新しい漢語へと変化していることは明らかである。 
 

（22）然共、普遍の贖罪なくば赦罪の恩恵を受け得られざる數多の人存す 
るなり、 

            山田寅之助訳『基督贖罪論』（教文館 一八九六） 
（23）若し贖罪は普遍なりとせば、其普遍性は救拯學上の一切の事實と符 

合せざるべからず、          
          山田寅之助訳『基督贖罪論』（教文館 一八九六） 
 

 これらも早い時期の「普遍」の使用例である。文中の「普遍」のみならず、『基
督贖罪論』の第八章「政治説」の第五欵「政治説及聖經の事實」の第四節は「贖
罪の普遍」、そして第五節は「普遍の恩恵」である。 
上記の『基督贖罪論』における「普遍」がどのような原語の翻訳語であるか、

次に記しておく。その例言によると、「一本書は北米合衆国ニュジョルシー州ド
リュ神學校組織神學教授、博士ジョンマイレー氏の原著「アト子メント、イン、
クライスト」を譯述したるものなり」とあり、その原著は『ATONEMENT IN CHRIST』
（JOHN MILEY, D.D. 一八八一）であることがわかった。そこで、原著と照ら
し合わせてみると、まず第四節「贖罪の普遍」は「4. Universality of Atonement.」、
第五節「普遍の恩恵」は「5. Universal Overture of Grace.」に当たる。そし
て文中の「普遍の贖罪」は「universal atonement」、「若し贖罪は普遍なりとせ
ば」は「if the atonement be for all」、「普遍性」は「universality」に当た
る。これで『基督贖罪論』における「普遍」は「universal」、「普遍性」は

「universality」の翻訳語であることが判明した。 
 このように、西洋の近代概念を日本国内に紹介した際に、英語の「general」
「universal」の翻訳語として仏教語由来の「普遍」が選ばれた。「普遍」が選
ばれた理由は、おそらく「普」も「遍」も〈あまねし〉という意であり、意味

                                                   
19 本荘太一郎による凡例及ビ序言では「千八百九十年米國ボストン府ヒース會社ノ出版ニ係ル」としてい

るが、原本の表紙では「BOSTON：D.C. HEATH＆CONPANY.1889.」としている。 
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的に「general」と「universal」にかなり近いからであろう。一方、「general」
と「universal」の区別に関しては、江藤裕之（一九九五）の考察が詳しい。以
下に引用する。 
 

普通の言語生活においてこの３つの語（universal general allgemein 
［common］）20はそれほど厳密に区別されているわけではない。相互にカ 
バーしている部分もかなり多い。辞書の定義などを見ていると，そういっ 
た様子がうかがえる。しかし，哲学や心理学，そして社会学などにおいて 
学問用語として用いられる場合は，語の細かな定義が必要となる性格上， 
語の意味の細かな分類が求められる。21 

 
「普遍」の誕生に関して、惣郷正明・飛田良文の『明治のことば辞典』（東京

堂 一九八六）によると、徳谷豊之助・松尾勇四郎の『普通術語辞彙』（敬文社 
一九〇五）が最も早いとされている。しかし、前述したように、『普通術語辞彙』
に収録される前に既に使われている。そこで、さらに調査したところ、次のよ
うな、より古い使用例が確認できた。 
 

Univeral 一統、普遍、全稱（論） 
Univerals 通有性（論）22 
和田垣謙三等『哲学字彙全附清国音符』（東京大学三学部 一八八一） 

 
Univeral，a. 普キ。博キ。一般ノ。一統ノ。總體ノ。 
Univeral，n. 總體。一統。普遍。全稱。 
Univerality，n. 普遍。一般23 

       柴田昌吉・子安峻『英和字彙二版』（日就社 一八八二） 
  
 『普通術語辞彙』（敬文社 一九〇五）より十四年前の『哲学字彙全附清国音
符』（東京大学三学部 一八八一）に既に「普遍」が「Univeral」の訳語として
登場している。そして、その翌年に刊行された『英和字彙二版』（日就社 一八
八二）もこれを受け継いでいるのである。 
一方、ほぼ同時代の『和英語林集成三版』（ヘボン 一八八六）では、「common

＝ Tsurei no,tsune no,heizei no,fudan no,heijitsu no,nami 
no,arifureta,itsumo no.」「general=ippan no,tsurei no,taitei no,o-kata 
no,taigai no.」「univeral =Amaneki,itto no,ippan no,fu-tsu no.」とある。
漢語訳語として「一般、普通」などが用いられているが、「普遍」の姿は見当た
らない。「普遍」は翻訳語として成立したばかりで、十分定着していなかったか
らであろう。 

さらに、筆者は当時の国語辞典も調べてみたが、大槻文彦の『言海』（一八八
六年完成）、山田美妙の『日本大辞書』（日本大辞書発行所 一八九二）、物集高
                                                   
20 筆者がつけたもの。 
21 江藤裕之「「普遍」と「一般」の差異について : 語源から考える」（『桐朋学園大学研究紀要』 一九九

五）第一二七頁。 
22 和田垣謙三等『哲学字彙全附清国音符』（東京大学三学部 一八八一）第九十六頁。 
23 柴田昌吉・子安峻『英和字彙二版』（日就社 一八八二）第五六一頁。 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9B%B8%E7%99%BA%E8%A1%8C%E6%89%80&action=edit&redlink=1
http://altmetrics.ceek.jp/article/creator/%E6%B1%9F%E8%97%A4%20%E8%A3%95%E4%B9%8B
http://altmetrics.ceek.jp/article/ci.nii.ac.jp/naid/110000282220
http://altmetrics.ceek.jp/article/jtitle/%E6%A1%90%E6%9C%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81
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見『日本大辞林』（宮内省 一八九四）、藤井乙男・草野清民の『帝国大辞典』（三
省堂 一八九六）、林甕臣・棚橋一郎の『日本新辞林』（三省堂 一八九七）、落
合直文『ことばの泉』（大倉書店 一八九八～九九）にはいずれも「普遍」が見
当たらなかった。「普遍」が初めて国語辞典に登場するのは、金沢庄三郎『辞林』
（三省堂 一九〇七）である。下に引用する。 
 
ふ‐へん〔普遍〕（名）すべてのものに及ぶこと，残るくまなく行き渡る 
こと。あまねきこと。24 

 
９ 学術用語としての「普遍」 
 『漢語大詞典』をめぐって前述したように、哲学・倫理学の用語としての「普
遍」については、現代中国語と現代日本語とでは驚くほど一致している。おそ

らくは、これらの学術用語は日本から中国へ輸入されたものと思われる。筆者
は二〇一七年三月に韓国の延世大学で開かれた「国際学術研究会 近代におけ
る翻訳と文体」25に参加して、藤本健一の「中国最初の《哲学辞典》の語彙―日
中哲学用語の異同を中心として」と題する発表を拝聴した。藤本の考察による
と、中国最初の哲学用語専門辞典とされる樊炳清の『哲學辭典』（上海商務印書
館 一九二六）は朝永三十郎編集の『哲学辞典』（宝文館 一九〇五）26を底本
としている。『哲学辞典』には漢字語が一五二四語あり、そのうちの四四一語（三
十四パーセント）が樊炳清『哲学辞典』に確認できたとし、樊炳清は辞書編纂
に際して朝永『哲學辭典』を参考書の一つとしたと判断できると結論づけてい
る。そこで、藤本の考察を受けて樊炳清の『哲學辭典』を調べてみることにし
た。調査結果は以下の通りである。 
 

  普徧論 
  英 Universalism 
  法 Universalisme 
  徳  Universalismus 

①哲学上之普遍論，與實念論同解。謂普遍概念，存乎事物之前，或在事物 
之中，得離乎個別而自存者，是也。②倫理學上，對個人主義而稱。以致力 
於團體或社會國家，為個人之道徳目的者，可云普遍論。③宗教上，亦有得 
加以普遍論之名者。甲：神性之善及愛，乙：基督代人贖罪之範圍無限，丙： 
人性完善之可能性，人人皆能受最後之救済，皆是也。27 

 
  普遍名辭 
  英 General term 
  法 Terme general 

  徳  Allgenrener Terminus 
猶云公名也。一名辭而能即若干箇物，或若干單獨事象，指出其通共之特徴 

                                                   
24 金沢庄三郎『辞林』（三省堂 一九〇七）一三七一頁 
25 二〇一七年三月二十五日、ソウル延世大学校。延世大学校言語情報研究院と漢字文化圏近代語研究会共

催。 
26 一九一九年には「増訂八版」が発行された。 
27 樊炳清《哲學辭典》（上海商務印書館 一九二六）第六八八頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%86%85%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%BA%84%E4%B8%89%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%BA%84%E4%B8%89%E9%83%8E
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者是。得適用於多數事物之全體，亦得就一事一物而各各適用之。28 
 
  普徧概念 
  英 General concept 
  法 Notion generale 
  徳  Allgemeinbegriff 

従多數之特殊事物，或特殊境地中，看取其一定之通徴，又以代表是等事物 
或境地之通徴，存諸心際，是謂普徧概念。就中含有兩要素。（其一）即單 
純之心像。此心像，有就其事物其境遇之知覺，而再現於吾心者。亦有所再 
現，但為代表的符號的知覺者。譬今云「馬」，此一普徧概念也。而或由吾 
所向來認識之白馬，再現為心像（此視覺的再現。）或非由其本物，而但以 
代表此物之馬字，或馬字之音，再現為心像。（由文字則為視覺的再現；由 

語言則為聴覺的心像。）（其二）即指此心像之内容。謂雖未有心像之形式， 
現乎意識，而所現但為此心像之固有意義者，是也。參閲観念，概念，一般 
概念各條。29 

 
 紙面の都合で原文の内容を日本語に翻訳することは省くが、中国最初の哲学
用語の専門辞典とされる樊炳清の『哲学辞典』には確かに「普遍」が用いられ
ており、現代中国語における哲学・倫理学などの学術用語としての「普遍」は
ここからスタートしたと見られる。 
 
１０ まとめ 
 「普遍」という語は漢訳仏典における造語である。仏教世界における「普遍」
は〈あまねく行き渡る〉という意味を表し、自動詞として使われていた。仏教

は人々の生活と緊密な関係にあり、仏教語の「普遍」が次第に日常語化してい
った。 
一方、仏典とともに日本に伝わった「普遍」に古代中国語における一般語化

が生じたのではなく、幕末明治期に西洋の学問が東アジアに及んだ際、それを
受け入れるために、日本の学者が「普遍」を以て「universal」などに対訳した
ものであった。現時点で「universal」の対訳語としての「普遍」は『哲学字彙
全附清国音符』（一八八一）が最も早く、井上哲次郎たちが中国の英華字典から
ヒントを得て造語した可能性が高いと考えられる。 
また、新しく造語された「普遍」を語基に「普遍主義」「普遍数学」「普遍性」

「普遍妥当性」「普遍的」「普遍論争」30などの学術用語が造語された。日清戦争
以降、中国では富国強兵を成し遂げた日本を学ぶ機運が高まり、多くの中国人
留学生が来日し、また、多くの日本人教頭が中国に赴いた。そこで、日本で成
立した「普遍」の新しい使い方が当時の中国に紹介され、現代中国語における

使用へと繋がっていったと見られる。しかし、古代から中国語では「普遍」が
〈よくある、一般〉の意で、すでに一般語となっていたため、日本で成立した
「普遍」の新しい使い方は哲学・倫理学など学問の分野に限定された。このよ

                                                   
28 樊炳清《哲學辭典》（上海商務印書館 一九二六）第六八九頁。 
29 樊炳清《哲學辭典》（上海商務印書館 一九二六）第六八九頁。 
30 宮本和吉等『岩波哲学辞典』（大蔵省印刷局  一九二二）第八〇四～八〇六頁。 
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うな現代中国語の中での意味の並立状態とは違い、日本語において「普遍」は
最初から〈すべてのものに共通する〉という意味で成立したため、日常語と学
問用語とのずれがないのである。 
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第二節 漢語「特殊」についての考察 
                            
１ はじめに 
 現代中国語においても現代日本語においても、「特殊」はよく使われる語であ
る。しかし、類義語の「特別」、「特異」との違いを聞かれると、返答に窮する
のではないだろうか。例えば、日本語で「あの人は～～な能力を持っている」
という文を考えると、「特殊」、「特別」、「特異」、それぞれどんなイメージが思
い浮かぶだろうか。筆者は自分なりに下記のように考えている。 
 
  特殊な能力：一般の人々にないような能力を指す。 
  特別な能力：ほかの方にないというより、ほかの方より優れた能力を指す。 
  特異な能力：超能力のような一般の方々とは異なる能力。 

 
「特異」は「特異な気象状況」、「地殻変動などの特異な変化」、「特異な形態

を持つ」1などのように、どうしても「異」の字に引っかかり、「ほかとは異なり、
尋常外れ」というニュアンスが強い。「特殊」は、ほかのどのカテゴリーにも属
さないような、非常に変わった異質なもの、あるいは、ずば抜けて高い性能を
持つものを指す場合が多い。例えば、「特殊素材」はよく耳にするが、「特別素
材」はほとんど聞かない。他方、「特別」は同じカテゴリーの中で、性質や能力
の違いから意図的に区別されるもの、突出してすぐれたものを指す場合が多い。
例えば、「桜は日本人にとって特別な花だ」なら問題のない言い方であるが、「桜
は日本人にとって特殊な花だ」という言い方には違和感を感じるのではなかろ
うか。 
 「特異」はともかく、「特殊」と「特別」の根本的な違いは同じカテゴリーに

属するか、属さないかである。ここから、一つの哲学上の問題が浮上する。そ
れはそもそもカテゴリーとは何か、『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇
二）の説明を下記に引用しておく。 
  

カテゴリー（｛ドイツ｝Kategorie ｛英｝category ） 
哲学で、アリストテレス以来の用語。事物を分類する際、もはやそれ以上 
に分けることのできない、最も根本的、一般的な基本概念（属性、量、状 
態、関係等）。最高の類概念。範疇（はんちゅう）。2 

 
これを手掛かりに、「特殊」について筆者は「デジタル大辞泉」で下記のよう

な興味深い説明が確認できた。 
 
３ 限られた範囲のものにしかあてはまらないこと。また、そのさま。「特 

殊な原理」⇔普遍。 
４ 論理学で、個別を下位に、普遍を上位にもつ概念。例えば、「ソクラテ 
ス」（個別）と「人類」（普遍）に対する「ギリシャ人」。3 

                                                   
1 朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアルを利用して抽出したものである。 
2 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 



74 

 

  
 現代日本語において何気なく使っている「特殊」は哲学用語、そして論理学
用語でもある。特に「限られた範囲のものにしかあてはまらない」の説明は「ほ
かのどのカテゴリーにも属さない」に通じる。要するに、現代日本語における
「特殊」の意味用法は学術用語の「特殊」に基づくものである。そして、デジ
タル大辞泉の記述を見ればわかるように、学術用語の「特殊」は常に「普遍」
とセットとなる。 
「普遍」は前節に述べたように、仏教の中国伝来による造語であり、本来の

意味は〈あまねく行き届く〉である。しかし、学術用語としての「普遍」は西
学東漸4の際、日本人の学者が中国の英華字典からヒントを得て、「普遍」を以て
「universal」などに対訳したのが始まりである。日清戦争以降、日本で成立し
た学術用語の「普遍」は再び当時の中国に紹介され、現代中国語における使用

へと繋がっていったのである。5 
さて、学術用語としての「特殊」はどのように成立されたのか、また、現代

中国語に見られる「特殊化」、「特殊性」、「特殊環境」、「特殊教育」などの術語
は何に由来するのか、これらの問題点については、現代中国語の知識だけでは
納得のできる解答が得られない。例えば、「特殊性」について、『現代漢語詞典』
6では下記のように書き記されている。 
 

【特殊性】teshuxing 名 事物特有的，不同於其他事物或一般情況的性質： 
宗教管理工作具有一定的～。 

 
 「事物特有的，不同於其他事物或一般情況的性質」〈ほかの物、或は普通の物
とは違う性質〉という説明は、デジタル大辞泉の「限られた範囲のものにしか

あてはまらないこと」とよく似ている。しかし、実際の日常生活では「特殊」
と「特別」の境界線は、日本語ほどはっきりしておらず、混同されている様子
が見える。 
 
 （１）鎖骨和現代人相比没有特殊的区別。 
      （賈蘭坡「中国猿人不是最原始的人」新建設雑誌社 一九六二） 

〈日本語訳文〉鎖骨は現代人と比べて特殊な区別はない。7 
 （２）各種流派的観点都可以体現，没有特殊的限制。 

（羅端『従法国的大学到中国的大学』中国青年出版社 一九八五） 
〈日本語訳文〉各流派の主張は自由にアピールできる、特殊な制限はない。 

 
 用例（１）の「特殊的区別」と用例（２）の「特殊的限制」は厳密に言うと、
「特別」を使うべきである。なぜこのような混用が見られるかについて、「普遍」

                                                                                                                                                     
3 ネット上で一般公開されている「デジタル大辞泉」を利用する。 
4 近代において西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むこと。 
5 胡新祥「漢語「普遍」についての考察―中日語彙交流の視点から―」（立教大学日本文学第一一八号） 
6 『現代漢語詞典』はサイト「國學大師」が提供したものを利用する。版本などの情報は当面不明である。

そして、『現代漢語詞典』の記述を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、現代日本語に

使わない漢字は旧体字で示す方針である。以下同様。 
7 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。引用の場合はその都度示しておく。 
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との関係が考えられる。現代中国語において「普遍」は学術用語として〈すべ
てに当てはまる〉という意味を表す一方、日常生活では「一般」との混用が見
られる。その理由は、学術用語の「普遍」は近代において日本から借用されて
きたものであり、「一般」と解釈される「普遍」は古代中国語の名残りである。
現代中国語において古代中国語の名残りと日本語から借用してきたものが入り
混じっているわけである。 
「特殊」と「特別」の混乱に関しても同じことが言えるように思われるが、

それを解明するためには改めて「特殊」という語を歴史的に考察する必要があ
る。そこで、本節では「特殊」の語誌を明らかにし、日中語彙交流の構図の一
端を浮き彫りにしたい。 
 
２ 辞書記述 

 まず日中両国の代表的な辞書における「特殊」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）では、「特殊」の意味を次の
ように示している。 
 

普通と異なること。他に類のないこと。また、そのさま。特別。一般。 
＊修辞及華文〔一八七九〕〈菊池大麓訳〉一般文体の品格を論ず「某の景状 
を特殊に表出するが為めに、故らに国語の謹密なる成法を斥くるに因て 
生ずる者を換語と云ふ」 

＊武蔵野〔一八九八〕〈国木田独歩〉五「武蔵野に斯る特殊の路のあるのは」 
＊文学とは何か〔一九五〇〕〈加藤周一〉文学とは何であるか・四「もし特 

殊な体験が特殊なものにとどまり、その人の感情がその人のみの感情で 
あるならば」 

＊柳宗元‐桂州家洲亭記「其果有遼絶特殊、而不可至者耶」 
 
 この記述を見ると、日本語における初出例は菊池大麓訳の「修辞及華文」（一
八七九）である。それほど歴史が古くないので、幕末・明治期の新造語という
可能性がある。一方、語源について、中国の柳宗元（七七三～八一九）の「桂
州訾家洲亭記」が示されているように、古代中国語に遡ることができる。 
 そして、初出とされる「某の景状を特殊に表出するが為めに」（菊池大麓訳 一
八七九）は、現代日本語の感覚で言うと、少し違和感が感じられる。まず意味
的に言うと、ここでは「特殊」より「特別」のほうが相応しいように思われる。
次に、現代日本語において「特殊に」という使い方はごく稀にしかない。例え
ば、筆者は朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアルで調べてみたところ、

「特殊」は五五〇九九件もあるのに対して、「特殊に」は僅か四十件であった8。
「特殊」の語誌だけではなく、幕末・明治期の近代日本語資料における「特殊」
の使い方も今回の調査課題である。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 

                                                   
8 調査期間は一九八五年から現在に至るまでの期間とする。 
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 参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。そして、辞
書の体裁を統一するために、この記述を『日本国語大辞典』に合わせて整え、
その用例には成立年代が付して対照できるようにした。 
 

特別，不同一般。（特別、普通とは異なること） 
＊芙蓉賦〔西晋〕〈夏候湛〉「固陂池之麗観，尊終世之特殊」 
＊謝改著作佐郎啓〔北宋〕〈蘇轍〉「固天地付予之特殊，宜朝廷進退之亦異」 
＊記抄本震後文後〔清〕〈呉敏樹〉「言古文者，固宜性情嗜好特殊，不敢以 
俗学自敝者与」 

＊工作着是美麗的・上巻三十五〔一九七九〕〈陳学敏〉「究竟她有什麼特殊 
的地方，値得朋友們這様関懐呢？」 

 

３ 先行研究  
『日国』と『漢語大詞典』では日常用語としての「特殊」しか記述されてい

ない。しかし、学術用語としての「特殊」は明らかに西洋由来の概念であるた
め、『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』
（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、そして国際日本文化研究センターの
日本語語彙研究文献データベースなどを調べてみると、次のような記述を見つ
けた。 
 

◆とくしゅ（名・形動）特殊 
①「下院ノ議事ニ於テ、特殊ノ権ハ、租税ノ草案ヲ立ルノ一項ニアリ、」（久 
米邦武・『米欧回覧実記』二十四 倫敦府ノ記 中 明治五年（一八七二） 
八月二日） 

②「非凡ノ俊秀ガ政事ニ従フノ暇ニ政学ヲ修メテ発明スル所アリタルトノ 
事蹟ハ、之ヲ特殊ノ問題トスベキコトニシテ、」（山田一郎「政治原論四 
則」明治十六年（一八八三）八月『明治協会雑誌』二十二号） 

③「士官学校中ニ特殊ノ科を設ケ、」（岩倉具視「請願書」明治十六年（一 
八八三）九月） 

意味・出自 ふつうのととくにちがうこと。また、そのさま。（⇔一般）柳 
宗元「桂州訾家洲亭記」、「其果有遼絶特殊、而不可至者耶」9 

『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七） 
 
 佐藤亨（二〇〇七）によると、日本における「特殊」の初出は『米欧回覧実
記』（一八七二）であり、『日国』の「修辞及華文」（一八七九）よりさらに遡る
ことができる。そして、語源に関して『日国』と同様に、柳宗元「桂州訾家洲
亭記」が示されている。いずれにしても、現代日本語における「特殊」は幕末・

明治期に登場した可能性が高いと考えられる。 
 
４ 古代中国語における「特殊」 
「特殊」は古代中国語由来の言葉であるため、「彫龍中国古籍庫」、北京大学

中国語言学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、そして台湾中央

                                                   
9 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第六六四頁。 
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研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベースを調査したところ、
次のような結果が得られた。 
 
（３）然則人之心目，其果有遼絶特殊而不可至者耶？ 

（柳宗元「桂州裴中丞作訾家洲亭記」 唐） 
  〈日本語訳文〉しかし、果たして人の思慮は奥深くて優れ、他人が到底及 

ばないのか？ 
（４）臣訪聞一二大臣特殊保薦頡可用無疑。伏乞陛下出臣前後封事，令保薦之

人看詳，以此等人委是可用与否。 
（蘇轍「言張頡第五状」一〇八六） 

〈日本語訳文〉極力に張頡を推薦する人がいると聞き、陛下はわたしの密書 
をその推薦人たちによく読ませることを伏してお願い申し上げる。こんな人 

は果たして登用すべきかどうかをその推薦人たちに知ってもらいたい。 
 （５）文治修明，相成田功。功為特殊，儀為特隆。終如其初，誠則能通。 

（宋濂他『元史・巻六十九志第二十・応鐘宮』 一三七〇） 
〈日本語訳文〉文治をよく修め、豊穣も収めた。功績は素晴らしい、儀式は 
華やかだ。政策を一貫して誠を持てばうまく行ける。 

（６）其有課績特殊，堪任朝奨者，台省官有闕，宜先選択。 
（董誥他『全唐文・巻六十六』 一八一九） 

〈日本語訳文〉功績が優秀、朝廷が奨励すべき方に関して、官僚のポスト 
が空いたら、優先的に選ぶべきだ。 

 
 これらを見ると、古典中国語における「特殊」は〈程度は通常より優れるこ
と〉という意味を表している。例えば用例（５）の「功為特殊」は〈功績が特

に素晴らしい〉、用例（６）の「課績特殊」は〈評価が特に良い〉のように、「特
殊」はあるカテゴリーに属しているが、そのカテゴリーの中で群を抜いている
さまを指す。 
しかし、古代中国語において「特殊」は文語文にしか見られず、白話文にお

ける使用は見当たらなかった。巷に溢れるような常用漢語ではなく、あくまで
も文人墨客の格調高い文章にしか使わない文語という位置づけである。例えば、
唐の大文豪である柳宗元は、この「特殊」を愛用し、その文章に「特殊於衆人
者無幾耳」、「恩礼特殊」、「恩栄特殊」など「特殊」が計十回も使われている。『日
国』などでは「特殊」の語源を示すものとして柳宗元の文章が示されているよ
うに、唐の大文豪であるゆえに、柳宗元の作品は日本でも広く読まれていたと
考えられる。 
 
５ 近代中国語に見られる新しい「特殊」 

 近代中国語における「特殊」の使用状況を把握すべく、筆者は申報データベ
ース10を中心に調査した。その結果、「申報」では創刊の一八七二年から一九〇
一年までの三十年間に「特殊」は下記の用例（７）（８）の僅か二例しかなかっ

                                                   
10 「申報」は一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊、中国近現代史の百科全書とも言

われるほど重要な新聞である。そして、時期的にもちょうど近代中国語の変動期をカバーできる格好の資

料である。 
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た。 
 
 （７）廣東傳來消息曰香港發旋風之日該處亦有暴風特殊不及香港之猛厲耳 

顧可惜者中國火輪炮船名飛龍者竟因爲所簸揚而覆沈。 
（申報 一八七四年十月一日） 

〈日本語訳文〉広東からの情報によると、香港で竜巻が発生したその日に広 
東も暴風に襲われた。その猛烈さは香港に及ばなかったが、中国の蒸気船砲 
艦「飛龍」は何と荒波に揉まれ、転覆してしまったという。 

 （８）以致殞命甚爲可憐今本藥房特殊道地藥材不吝資費合成調經丸專治婦 
人經水不調。 

（申報 一八八〇年九月二十七日） 
〈日本語訳文〉月経不調で命を落とした者もいて、甚だしく可哀想だ。その 

ため、本薬房は特に厳選の材料を使い、莫大な費用をかけて、この「調經丸」 
（月経を整える薬）を作り出した、婦人の月経不調によく効く。 

  
 古代中国語において「特殊」は文語という位置づけであったためか、「申報」
では一八七二年から一九〇一年にかけての三十年の間に、「特殊」の使用例は僅
か二例である。そして、用例（７）（８）のように、〈同じカテゴリーに属して
いるが、ほかの物より群を抜いているさま〉という意味を表し、これは古代中
国語における「特殊」の意味合いを踏襲したものである。 
 しかし、一九〇二年以降「申報」では「特殊」の使用例が一気に増え始める。
一九〇二年は二例、一九〇三年は三例、一九〇六は二例、一九〇七年は十三例、
一九〇八年は少し落ち込み、四例となったが、一九〇九年は再び上昇して十一
例となり、それ以降は安定した様子が見える。量的な異常の増長だけではなく、

一九〇二年以降は〈同じカテゴリーに属さない〉という、新しい意味を表す「特
殊」の使用が圧倒的に多かった。 
 古代中国語由来の〈同じカテゴリーに属しているが、ほかの物より群を抜い
ているさま〉は、程度が同類より上であることを強調する。一方、「申報」に見
られる新しい「特殊」の意味は〈同じカテゴリーに属さないさま〉であり、ほ
かと異なるさまを強調する。両者の微妙な違いを明らかにするために、筆者は
早期の「申報」に見られる「特殊」を下記の表１で纏めてみた。紙幅のため、
一八七二から一九〇八までの用例だけを示しておく。 
 
表１ 「申報」における「特殊」の使用例（一八七四～一九〇八） 
 

年代 番号 内容 回数 意味 

1874 1 特殊不及香港之猛厲耳  程度の猛烈さは香港に及ばない 

1880 2 特殊道地藥材 2 特によい材料 

1902 3 特殊  不明 

1902 4 特殊之建置  他にない建物 

1903 5 発印特殊  特別に印刷する 

1903 6 特殊勢力  特殊勢力 

1906 7 特殊漁産  他にない漁産 
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1906 8 特殊作物  他にない作物 

1907 9 風俗特殊 2 他にない風俗 

1907 10 特殊稼穡 2 他にない産業 

1907 11 地方事物特殊  他にない事物 

1907 12 収効特殊  優れた効果 

1907 13 特殊学校 2 他にない学校 

1907 14 何必特殊而称為諮議局  なぜわざわざと諮議局と称す？ 

1907 15 特殊技能者 2 他に技能を持つ者 

1907 16 行特殊之競争  他にない競争 

1907 17 特殊教育学  他にない教育学 

1907 18 特殊性質  他にない性質 

1908 19 特殊之植物  他にない植物 

1908 20 特殊之処置  他にない処置 

1908 21 特殊預告  特別に予告する 

1908 22 特殊之成績  特に優れた成績 

  
 量的な異常の増加、そして新しい意味の定着、その背後には日本語の影響が
見え隠れしている。例えば、第 4 例の「特殊之建置」を見てみる。一九〇二年
八月二十五日に内憂外患の危機に瀕した清王朝は、京師官学大臣である張学煕
の献策を受けて、中国最初の近代教育の学制「欽定学堂章程 」を公布した。こ
の「特殊之建置」は「欽定学堂章程」の中の「蒙学堂章程」に見られるもので
ある。「欽定学堂章程」の策定に当たって、張学煕はかなり近代日本学制の影響
を受けたとされている11。ただし、文部科学省の「学制百年史 資料編」で公開
されている一九〇〇前後の諸教育法規、張学煕の策定に当たって参考にできた

可能性のある『日本学制大綱』（泰東同文局 一九〇二）などの資料を調べたが、
いまのところ、「特殊之建置」の文言は見つかっていない。 
第 7 例の「特殊漁産」は、江蘇省の人・沈同芳の『漁業歴史』に見られるも

のである。その序文には「抑余聞日本明治二十二年。東京始設水産會及傳習所。
提倡敎育水産之學。以下省略」とある。そして、沈同芳の『漁業歴史』では海
の塩を水産の部類に入れたのは、当時の日本の学者の影響によるという指摘12が
ある。「特殊漁産」ではないが、『水産学大意』（竹中邦香 一八九二）に「尚オ
一種特殊ノ漁法アリ13」を確認することができた。 
第 8例の「特殊作物」と第 10例の「特殊稼穡」は、新書『裁培各論』の内容

紹介に見られるものである。「敝公司所出之農學叢書目各編皆係我日本第一流專
門大家之筆」〈弊社が出版した農学叢書の各編は何れも日本一流の専門家による
もの〉が示しているように、この『裁培各論』は日本の書物の中国語訳である。 

 第 15例の「特殊技能者」と第 16例の「行特殊之競争」について、「今以去年

                                                   
11 笹島恒輔「中国における社会・経済状勢の変化が 20世紀前半の中国学校教育」（体育研究所紀要 17(1) 

一九七七）第八十二頁、第八十六頁。 
12 余漢桂「浅議幾本我国漁業専業史」（『広西水産科技』 二〇〇四年第三期）第四十七頁によると、「例

如将塩也放在漁業的範囲里来進行討論。当然，従広義上来説，塩也是水中所産。其時曽有日本学者把水中

所産的動物、植物、鉱物納入水産学」とある。 
13 竹中邦香『水産学大意』（博文館 一八九二）第一二一頁。 
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日本文部省體操遊戲之調査委員。所定運動會之要旨十則附以説明録之如左」〈昨
年度日本文部省体操遊戯調査委員が定めた運動会の要旨十則を説明文付きで左
のように書き記す〉とあるように、当時日本の運動会に関する規則を紹介した
ものである。 
 このように、二十世紀初頭の「申報」に見られる「特殊」の新しい意味は中
国内部の独自変化とは考えにくく、明らかに当時の日本語の影響を受けたもの
と見られる。「申報」は近代中国語の変動期をカバーできる重要な新聞として、
当時の中国語の変化を克明に反映しているが、「申報」だけではいささか証拠不
足の嫌いがあるため、さらに「清代外交档案文献匯編」、「蒙学報」、「女報」な
どの資料をも調べた。 
 
 （９）外務部代奏日本同文會董呈進書籍摺 

謹將日本國同文會董柏原文太郞呈進書籍繕單恭呈御覽。特殊條約彙纂、 
政治汛論、經濟學硏究法、以下省略。 

（光緒三十年（一九〇七）七月初六日） 
  〈日本語訳文〉謹んで日本国同文会の柏原文太郎が進呈した書籍をリスト 

アップして、ご覧なさってくださいませ。特殊條約彙纂、政治汛論、經濟學 
硏究法、以下省略。 

（10）考察憲大政臣李家駒奏考察日本財政編譯成書摺 
至其事業性質特殊者始行特別會計之制。 
及性質特殊者如各種專賣局之類則特設機關司之。 

（宣統二年（一九一〇）十二月十九日） 
〈日本語訳文〉事業性質の特殊な者に至っては特別会計の制度を運用する。 
性質の特殊な者に及ぶと、例えば、各種専売局の類は特別に機関を設けて 

これを管理する。 
 
 用例（9）と（10）以外に、清代外交文書にはまた、「特殊利益」（特殊利益）、
「特殊而又親密之関係」（特殊且つ親密な関係）、「特殊事情者」（特殊な事情が
ある者）など「特殊」は計八回用いられている。清代外交文書に見える「特殊」
は、いずれも〈同じカテゴリーに属さない〉の意味を表し、従来の「特殊」の
意味は見当たらず、しかも八例ともいずれも日本に関するものである。清代外
交文書の使用例以外には、下記の用例（11）と（12）が早かった。 
  
（11）徳国除普通農工商学校外，別設特殊鉱山学校十五所。 

（蒙学報 一九〇五） 
  〈日本語訳文〉ドイツは普通農工商学校以外に、また特殊鉱山学校を十五 

校開設した。 

 （12）婦人輿男子。同為円頭方趾。原無所謂特殊生理。惟其身体上有男子 
異者数端。 

（女報 一九〇九年） 
  〈日本語訳文〉婦人と男子は一様に丸い頭と四角い足の指である。本来特 

殊生理というものはないが、ただ身体上の特徴はいくつか男子とは違う。 
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用例（11）と用例（12）は、いずれも〈同じカテゴリーに属さない〉の意味
を表す。そして、用例（12）の文章には、苦利伊拝児（グリーゲル）、修利陳愚
（シュリチング）などの、日本語が散在する。これは明らかに日本の書物の翻
訳である。 
 
６ 英華字典における「特殊」 
上述のように、二十世紀初頭の中国語資料に見られる〈同じカテゴリーに属

さない〉を意味する「特殊」は、当時の日本語の影響を受けていたことは確実
である。しかし、「結果」のように、一旦来華宣教師によって英語と対訳され、
そして、日本語に借用され、さらに新しく成立した意味が日清戦争以降再び中
国に逆輸入されたケースもあるので、来華宣教師の英華字典14も調べてみること
にする。 

 
  ➀Especially In an especial degree, 最用、第一、特殊之状 

②Characteristic Constituting or exhibiting peculiar qualities, 特 
性的, 特殊的, 表形狀的, 表品行的, 表態度的 That which distinguishes 
 one person or thing from another, 特質, 特性, 特殊之品性 
③Hypostatize To treat as a distinct substance or person, 視爲不同 
之物或人, 區別爲特殊之物或人 

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
  ④Special Special morality(新)特殊道德 

⑤Especial special(文)特殊 
                     （赫美玲『官話』 一九一六） 
 

 上記のように、古代中国語における「特殊」は稀に使われる文語という位置
づけであったため、馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏（(Samuel Wells Williams）、
麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）など、早い時
期の宣教師たちによる英華字典に「特殊」は見当たらない。「特殊」が初めて英
華字典に登場するのは、顏惠慶の『英華大辭典』（一九〇八）である。そして、
「That which distinguishes one person or thing from another, 特質, 特性, 
特殊之品性」を見ればわかるように、顏惠慶の『英華大辭典』に見られる「特
殊」は〈同じカテゴリーに属さないこと〉の意味を表す。 
 さらに、ドイツ人赫美玲（Karl Ernst Georg Hemeling）の『官話』に至って
は、まず、「Special morality」に対して、「特殊道德」で対訳する。英語の「Special」
は「指的是人或物所具有的可以明辨的独有的特性，強調独有性15」〈人と物のほ
かの物と区別するための独特な特性、独有性を強調する〉の意を指し、つまり
〈同じカテゴリーに属さないこと〉である。そして、「特殊道德」に「新」のマ

ークが付いていて、新語であることが示されている。『官話』（一九一六）の「新
語」については、「《官話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈国威 

                                                   
14 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示しておき、そして記述の便宜上、番号を付けておく。 
15 「Special」と「Especial」の違いに関して、サイト「北京四中網校」

（http://web.etiantian.com/staticpages/study/question/question_1811020.htm）の記述を引用する。 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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二〇〇八）に詳しい考察がある。 
 一方、「Especial」に対しても「特殊」で対訳している。「Especial」は「常
指有意識的将某者或某事突出至“特別，与衆不同”的地位」〈普通は意図的にあ
るものを特別、周囲とは違う立場に突出させること〉の意を表し、つまり〈同
じカテゴリーに属しているが、ほかの物より群を抜いているさま〉の意である。
そして、この「特殊」に「文」のマークが付いていて、文語であることが示さ
れている。このように、近代中国語に見られる〈同じカテゴリーに属さないこ
と〉を意味する新しい「特殊」は間違いなく日本語由来のものである。 
 
７ 日本語における「特殊」の誕生 
 『日国』と『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）では、日本
語における「特殊」の誕生を幕末・明治期としている。そこで、古典日本語に

おいて「特殊」は使用されなかったのかを究明すべく、筆者は Japan Knowledge 
Libの『新編日本古典文学全集（小学館）』データベース、東京大学史料編纂所
の諸データベース、そして「彫龍中国古籍庫」の日本関連部分16などの資料を精
査した。その結果、下記の用例（13）と（14）のように、「彫龍中国古籍庫」の
日本関連部分で「特殊」の使用例が確認できた。 
   

 （13）蓋其以為特殊乎乃以山則必紆譎而嶢□17。 
（本多忠統（一六九一～一七五七）『猗蘭台集』 江戸中期） 

  〈日本語訳文〉けだしそれを特殊と思うのではないか。山なら必ず奇怪な 
形をする。 

 （14）天乃寒翠常滴皮膚豊潤特殊於他山。 
       （篠本竹堂（一七四三～一八〇九）『京遊紀述』 江戸中期） 

  〈日本語訳文〉空は青く、空気が爽やかだ。ほかの山よりは優れている。 
 
用例（13）と用例（14）の「特殊」は、日本人儒学者の漢文に用いられたも

のである。意味的には、古代中国語における「特殊」に通じる。現段階では二
例しか確認できていないが、これは中国古典に倣った個別的事象と見なしてよ
かろう。日本語における「特殊」の登場は、やはり幕末・明治期を待たなけれ
ばならない。 
近代における「特殊」の使用例としては、下記の用例（15）～（18）が早い。 

  
（15）第八回 特殊ノ事情ニ依テハ守兵ノ数ヲシテ攻兵ヨリ少カラシムヘ 

キヲ論ス 
（何禮之訳『萬法精理・巻之九』発兌島村利助 一八七五） 

 

 『萬法精理』の原作者はフランスの啓蒙思想家モンテスキューである。『萬法
精理』の翻訳に関して、何禮之は本書の凡例にこう書き記している。 

                                                   
16 「彫龍中国古籍庫」は超大型中国古籍全文検索データベースである。「正統道藏」、「道藏輯要」、「永楽

大典」等のパーツからなる。古典日本語における「特殊」の検索に当たって、「彫龍中国古籍庫」の「日本

古典書籍庫」を利用する。 
17 本文では山の下に兀という漢字であるが、現代中国語の「屼」に当たる。 
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  〇原書ハ「デ井・スピリット・オフ・ラウス」ト題シ法律ノ精神ト云フ義 

ナリ故ニ萬法精理ノ名ヲ下ス今重譯スル所ノ書ハ即チ佛書ヲ英文に翻訳シ 
タルモノニテ千七百六十八年蘇格蘭ノ都府伊丁堡ニ於テ刊行セル第四版ノ 
古本ニ係ル 

 
 これを手掛かりに『The Spirit of Laws』で用例（15）に該当する内容、「A 
particular Case, in which the defensive Force of a State is inferior to 
the offensive.」を確認した。すなわち、「特殊」は「particular」の翻訳語で
あることが分かる。しかし、『The Spirit of Laws』の目録にだけ、「Particular」
が数回みえるだけで、「Particular Case of the Spanish Monarchy.」に対する
何礼之の訳文は「西班牙王国ノ情実」である。「Particular Cause of the 

Corruption of the People.」の訳文は「人民の頽壊セル特因ヲ論ス」であって、
「特殊」は使われていなかい。 
 
 （16）第十六章 価格特殊ノ事情 

（鈴木重孝訳『弥児経済論・第三編巻之六』英蘭堂 一八八四18） 
 

鈴木重孝訳の『弥児経済論』は、John Stuart Mill の『Principles of Political 
Economy』を翻訳したものである。原文と照らし合わせてみると、用例（16）の
内容は「III.XVI Of some Peculiar Cases of Value」に当たる。用例（16）の
特殊は「Peculiar」の翻訳語であることがわかる。 
 
 （17）特殊ノ遺伝トハ、特ニ一己一己ノ人ノミニ存スル心質ノ遺伝ヲ謂フ。 

…省略…要之特殊ノ遺伝ハ次ニ述フル普通ノ遺伝ノ如ク確定不変ナル事 
ヲ得ズ、其理由二アリ。 

（有賀長雄『教育適用心理学』牧野書房 一八八六） 
（18）第一ヲ普通又ハ普遍感受力（Common,or General sensation）ト曰フ、 

即チ体中ノ感受性ヲ備ヘタル一切ノ部分ニ普通ニ存シテ、感受神経ノ外 
端ニ当リ特殊ノ構造ノ存セン事ヲ要ザル者是レナリ。第二ヲ特殊感受力 
（Special Sensation）ト曰フ、即チ体躯の格段ナル局部ニノミ限リ存シ、 
特殊ノ構造、（即チ感官）ノ在ラン事ヲ要スル者是レナリ。 

（有賀長雄訳『教育適用心理学』牧野書房 一八八六） 
 
 有賀長雄訳の『教育適用心理学』において、「特殊」は頻繁に使われていた。
特に、学術用語としての「普遍感受力」（Common,or General sensation）と「特
殊感受力」（Special Sensation）がともに使用されている点が注目される。す

なわち、「特殊」が英語「Special」の対訳語であることが分かると同時に、「普
遍」と「特殊」が対概念として用いられているのである。 
 「Particular」、「Peculiar」、あるいは「Special」に対する訳語である「特
殊」は、幕末・明治期に西洋由来の学問を受け入れた際に成立したものである。

                                                   
18 『弥児経済論・第三編巻之六』の成立時期に関して、巻末にある「明治十六年八月十八日版権免許 同

十七年七月出版」を依拠した。 
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そのルーツは、古代中国語の「特殊」である可能性が高いが、古代中国語の「特
殊」は〈特にすぐれている〉にポイントが置かれるのに対して、英語の対訳語
に使われた「特殊」は〈異なる〉という意味合いが強い。それは、「特殊」が英
語に対訳されたことで、「Particular」、「Peculiar」、「Special」の持つ意味を
吸収したと考えられる。 
 「特殊」の誕生過程を究明するために、堀達之助の『英和対訳袖珍辞書初版』
（一八六二）、『英和対訳袖珍辞書改正増補』（一八六七）、柴田昌吉・ 子安峻の
『附音插図英和字彙』（一八七三）、『訂正増補英和字彙』（一八八二）、そしてヘ
ボンの『和英語林集成初版』（一八六七）、『和英語林集成再版』（一八七二）、『和
英語林集成三版』（一八八六）などの英和字典の類を調べてみたところ、「特殊」
は見当たらなかった。 
一方、上記用例（15）～（18）のように、一八七〇年代から一八八〇年にか

けて「特殊」の使用例は既に現れているため、辞書への収録はそれらに遅れて
いたことが分かる。だれかが最初に「特殊」を使い始めたのか、それを追求す
ることは非常に困難であるが、現時点では、「特殊」は日本語において一八七〇
年代から使われ始め、一八九〇年代に至るとかなり定着した19ことは確実である。 
 
８ 『哲学字彙』における「特殊」 
 井上哲次郎らによる『哲学字彙』は日本最初の哲学辞典であり、訳語の統一
に大きな影響を与えたものである。その『哲学字彙再版』（一八八四）に、
「Particular」の訳語として「特殊」が増補されている。さらに『哲学字彙三
版』（一九一二）に至ると、「Speciality 特殊性」、「Specification 特殊限定」、
「Specificenergy 特殊勢用」など見られる。『哲学字彙』に収録されたことは
大きな意味を持ち、学術用語として認定され、その定着に拍車をかけたと考え

られる。 
 

『哲学字彙』初版（井上哲次郎ら 一八八一） 
Characteristic 特質 
Distinction 区別 
Especial 収録なし 
Particular 特異、特称（論） 
Peculiarity 特性 
Special 特別 
 
『哲学字彙』再版（井上哲次郎ら 一八八四） 
Characteristic 特質 
Distinction 区別 

Especial 収録なし 
Particular 特異、特称（論）、特殊 
Peculiarity 特性 
Special 収録なし 

                                                   
19 筆者が国立国会図書館デジタルライブラリーで調べてみたところ、一八七〇年～一八七九年は一件、一

八八〇年～一八八九年は六件、一八九〇年～一八九九年になると、一気に五十四件に急増した。 
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『哲学字彙』三版（井上哲次郎ら 一九一二） 
Characteristic 特質、特処 
Distinction 区別、辯別、差別、分別 
Especial 収録なし 
Particular 特異、特称（論）、特殊 
Peculiarity 特性、特質 
Speciality 専門、専業、特性、特殊性 

  Specification 特殊限定 
  Specificenergy 特殊勢用 
 
９ 日本語としての「特殊」 

 上記のように、幕末・明治期に日本人の学者たちが英語を対訳するために、
古代中国語から「特殊」を借り、それが訳語となることによって、意味上の変
化が生じた。 
 
９．１ 〈異なる〉にポイントを置かれた「特殊」 
日本語として成立した「特殊」は〈異なる〉という意味合いにポイントが置

かれ、特に下記の用例（（19）、（20）、（21）のように、「普遍」、「普通」、「一般」
との対概念になる用例が少なくない。 
 
 （19）然り、普遍平等なるべき文学をして、特殊差別の文学たらしめ、三 

世相通の奧妙を沒して、世間一時の好尚に供す、これ純粹文学を裨益す 
る所以にあらざる也。 

（坪内逍遥「戦争と文学」雑誌太陽 一八九五） 
 （20）然れども凡て科学の科学たる所は普通抽象的にして特殊具体的なら 

ざるにあり之れを將ゐて實地に應用資益せんとせば必ず特殊の事情を斟 
酌して之れに適合せんことをつとめざるべからず。 

（作者不明「兒童の研究」女学雑誌 一八九五） 
 （21）彼等が塞種に關する智識は極めて僅少なりしが故に單に一般の名稱 

のみを傳へたり、支那人が特殊の名稱を傳へざること何ぞ必ず解すべか 
らずと云はんや。 

（井上哲次郎「釈迦は如何なる種族なるか」雑誌太陽 一八九五） 
 
９．２ 「特殊」と「特別」の混同 
 「特殊」と「特別」は似て非なる一対の言葉であり、両者には「ほかのもの
とは違う」という点で共通点が見られる。しかし、「特殊」は〈同じカテゴリー

に属さない〉という、根本的な違いを表す語であるのに対して、「特別」は〈同
じカテゴリーに属しているけど、性能などが同カテゴリーのほかより優れてい
る〉という、突出した違いを意味する。 
 実際の文脈では、作者の真意はいざ知らず、往々にして「～～な能力」、「～
～な方法」のように、「特殊」と「特別」のどちらでも当てはまる場合がほとん
どである。ただし、今回の調査では明らかに違和感を感じる「特殊」の用例が
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確認できた。 
 
（22）又全く病状無く單に運搬の爲めに害せられたること明かなるものは 

減價の上特別の商人に賣渡し特殊の市塲にて之を販賣せしむ故に最貧な
る或は最も儉約なる需要者は此市塲に至りて其目的に適へる供給を需む
ることを得るなり。 

（金子篤寿「工業世界」雑誌太陽 一九〇一） 
 
 用例（22）の「特殊の市場」は、普段の市場とは違う場所の市場であり、つ
まり、市場というカテゴリーの中から特定の市場を選んで、そこで運搬による
欠損商品を専売するのである。従って、ここでは「特別」のほうが相応しい。
そして、下記の用例（23）と（24）の「特殊」も明らかに「特別」と解釈すべ

きである。 
 
 （23）即ち百円の預り金に対し銀行は八円しか手許に金を置いて居ない、 

勿論特殊に深い関係のある銀行即ち親銀行に相当の預金もあろうが。 
（東京日日新聞 一九二〇年四月二十四日） 

 （24）私は巡回市場と野天市場と移動市場との三つを提案するが、ここで 
特殊に巡回市場を提議したい。 

（横浜貿易新報 一九二一年五月二十六日） 
  
９．３ 「特殊に」という特殊な使い方 
 現代日本語において「特殊」は、主に名詞か形容動詞として使われる。形容
動詞の場合、「特殊な事情」のように連体修飾語として用いるのが基本である。

しかし、今回の調査によって、「特殊に」という形で、副詞的な役割を果たす用
法も見られた。 
   
 （25）亜鉛鉱は前年度は内地相場の特殊に高値なりしを以て一時的応急策 

として輸入されしものなれば従って今後引続き輸入さるるものとは全く 
予想せられず。 

（神戸新聞 一九二〇年十二月二日） 
 （26）斯の如く禁酒問題は一般問題としても又地方問題としても二大政党 

角逐の具として取扱われる可能性を、生活費向上問題よりも多分に持っ 
て居たが、生活費問題はある州では民主党の有力なる武器ではあったが、 
特殊に地方問題の濃厚なる地方では、禁酒問題程有力に選挙に利用はさ 
れなかったのである。 

（中外商業新報 一九二二年十二月十五日） 

 
 用例（25）は「亜鉛鉱が前年度と違って高値となった」という内容である。
用例（26）は「生活費問題がある州と違って、地方問題の濃厚なる地方」を指
す。両者ともに、同じカテゴリーに属さない違いにポイントを置かれているた
め、「特別」では言い換えられない。この「特殊に」は、やや特殊な使い方と見
なすべきである。用例数こそ極僅かであるが、現代日本語においても「特殊に」
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という使い方が下記の用例（27）のように見られる。 
   
  （27）死刑執行の報に作られた句も多い。「夏深し魂消（たまぎ）る声の残 

りけり」は９７年、東京拘置所で執行の朝、永山則夫の叫び声を聞い 
ての作という。自身も死刑を前提とした日々。１０年からの俳句には、 
がんの痛みと闘うことも詠まれている。あまりに特殊に厳しい境涯だ 
が、俳句はそもそも思いを述べない文芸だ。息苦しさは感じさせない。 

（朝日新聞 二〇一二年五月十四日） 
  
 短い文なら、「特殊に」は「特別に」の誤用ではないかと思われがちであるが、
用例（27）の「あまりに特殊に厳しい境涯」は死刑執行された運命、がんの痛
みと闘う経験を指し、これは普通の人と共通して有するものではない。「普通の

人と違って特に厳しい境涯」と理解すべきである。 
 
10 まとめ 
 「特殊」という語は古代中国語由来のものであり、本来〈同じカテゴリーに
属しているが、ほかの物より群を抜いているさま〉という意味を表す。古代中
国語における「特殊」は文語という位置づけであったため、文人墨客による格
調高い文章にのみ見られ、巷の庶民には距離感のある語であった。一方、西学
東漸の際、「特殊」は日本人の学者によって「Particular」、「Peculiar」、「Special」
などの英語に対訳された。翻訳に当たって、地理、歴史、文化などの要因によ
って、訳語と原語が完全に一致する場合は少なく、多少の違いがあるのはむし
ろ当然のことである。「特殊」は、もともと古典日本語においては使用されなか
った語である故に、「Particular」、「Peculiar」、「Special」等の持つ意味を吸

収し、〈同じカテゴリーに属さない〉という異なりを表すようになった。そして、
〈同じカテゴリーに属さない〉という意味を基本とする「特殊」は、新たに哲
学の分野で「普遍」の対義語として使われ、倫理学の分野では「個別」と「普
遍」の中間的な概念を表すようになったと見られる。さらに、「特殊」は造語成
分として「特殊化」、「特殊性」、「特殊教育」、「特殊学校」などの術語も作り出
された。 
 日清戦争以降、日本で成立した「特殊」の新しい使い方と一連の造語が当時
の中国に紹介され、現代中国語における使用へと繋がっていったのである。し
かし、古代から中国語では、「特殊」が〈同じカテゴリーに属しているが、ほか
の物より群を抜いているさま〉という意味を有していたため、日本で成立した
「特殊」の新しい使い方は哲学・倫理学など学問の分野に限定された。このよ
うな現代中国語の中での意味の並立状態とは違って、日本語において「特殊」
は当初から〈同じカテゴリーに属さない〉という意味で成立したため、日常語

と学問用語とのずれがないのである。
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第三章 「普及」と「共通」 
 

第一節 漢語「普及」についての考察 
 

１ はじめに 
 現代中国語と現代日本語には同形語が数多く存在している。「普及」という語
もその一例であり、ともに「普及」は①〈広く行き渡ること〉、②〈行き渡らせ
ること〉という意味を表す。同形同義語、同形異義語、同形類義語の三分類で
言うと、この「普及」が同形同義語に当たる。 
 ①〈広く行き渡ること〉、②〈行き渡らせること〉は一見して同じに見えるが、
この両者には大きな違いがある。たとえば、日本語で下記の用例を考えてみる。 
 

  ➊一般家庭にクーラーが普及する。 
  ❷新理論を普及する。1 
 
 ➊の「普及」は〈広く行き渡ること〉という意味を表し、一般家庭はたいて
いクーラーを使っていることを指す。❷の「普及させる」は〈行き渡らせるこ
と〉という意味を表し、新理論はよいものとされ、団体あるいは個人は意図的
にそれを一般に広げていくことを指す。➊の「普及」は広がっている状態にポ
イントが置かれるのに対して、❷の「普及」は意図的に広げていくというプロ
セスにポイントが置かれる。 
ところで、中国人によく知られている語に「科普」がある、この「科普」は

「科学普及」〈科学を普及する〉の略語である。中国語は目的語が述語の後に来
る「VO 型」であるため、本来なら「普及科学」のほうが自然である。一方、日

本語のほうは「OV型」なので、「科学を普及する」を短縮すると「科学普及」と
成り得る。 
このような疑問を念頭に置きつつ、上述のように「普及」が似て非なる二つ

の意味を同時に有しているのか、また中日同形同義語であるが、両者の影響関
係はどのようなものかなど、それぞれの語誌を本節では解明することにする。 
 
２ 辞書記述 
 まず、日中両国の代表的な辞書における「普及」の記述を確認することにす
る。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）2では、「普及」の意味を次の

ように示している。 

 
（古く「ふぎゅう」とも） 

                                                   
1 デジタル大辞泉（小学館）によると、「新理論を普及する」となるが、現代日本語において「普及する」

は自動詞として使われ、他動詞は「普及させる」である。 
2 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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広く一般にいきわたること。また、広くいきわたらせること。 
＊太政官第二一四号‐明治五年〔一八七二〕八月二日（法令全書）「右之通 
被、仰出候条地方官に於て辺隅小民に至る迄不洩様便宜解訳を加ヘ精細 
申諭文部省規則に随ひ学問普及致候様方法を設可施行事」 

＊薩長土肥〔一八八九〕〈小林雄七郎〉四藩政党「民選議院論をして天下に 
布及せしめたる者」 

＊思出の記〔一九〇〇〜〇一〕〈徳富蘆花〉三・五「三田塾が如何に一布衣 
翁の感化を日本に普及したかは」 

＊大悲呪‐甘露門「願以此功徳、普及於一切、我等与衆生、皆共成仏道」 
 

この記述によれば、「願以此功徳、普及於一切、我等与衆生、皆共成仏道」（大
悲呪‐甘露門）が出典とされていることから、仏教由来の語ではないかと考え

られる。大乗仏教においては一切皆空であるから、自分の修めた善行の結果が
自分に帰るだけではなく、他の方々に転回することが可能となる。自分自身の
積み重ねた善根功徳を相手にふりむけて与えることを回向という。 
 勤行・法要などの終わりに回向文（回向偈ともいう）を称え、仏事を行った
功徳を、己だけのものにすることなく、広く有縁の人々あるいは一切衆生に回
向する。その回向文は宗旨によって異なるが、『日国』に出されたものが広く知
られている。 
 
  願以此功徳（がんにしくどく）、普及於一切（ふぎゅうおいっさい）、我 

等与衆生（がとうよしゅじょう）、皆共成仏道（かいぐじょうぶつどう）。 
  読み下し文：願わくは此の功徳を以て、普く一切に及ぼし、我等と衆生 

と、皆共に仏道を成ぜん。3 

 
まず注意すべきは、「普及」の発音は今日の「ふきゅう」ではなく、呉音読み

の「ふぎゅう」であったという点である。漢字「及」の発音について、『大字典
（普及版）』（講談社 一九六八）では、下記のように、呉音読みは「ギフ」で
あることが明記されている。この点に関して、『日国』にも「古く「ふぎゅう」
とも」と記している。 
 
 1111【及】〔漢〕キフ 〔呉〕ギフ 
 字源 会意。人と又の合字。本義は追及の及にて後より追ひつきて之を捕 
ふる意。又におさふる意。転じて一般にオヨブ義とす。以下省略。4 

 
 仏教の回向文の「願以此功徳、普及於一切」における「普及」は『日国』の
解釈によれば、〈広く一般にいきわたること〉に当たる。この〈広く一般にいき

わたること〉は自動詞であり、一方、〈広くいきわたらせること〉は他動詞であ
る。意味的には同じように思われがちであるが、自動詞と他動詞の区別による

                                                   
3 以上の内容はウィキペディアにおける「回向」の解説、サイト「真言宗泉湧寺派大本山法楽寺」、サイ

ト「一隅を照らす 天台宗」に掲載されたものを参考にして、筆者が要約したものである。 
4 上田万年他『大字典（普及版）』（講談社 一九六八）第三一八頁。引用する時に、旧体字で表示された

漢字を新体字に書き直す。例えば、「轉→転」、以下同様。 
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意味の違いは大きい。 
自動詞と他動詞の「普及」の区別について、『日国』に示された太政官第二一

四号（一八七二）の用例は注目される。一般的に「学事奨励ニ関スル被仰出書」
と呼ばれる太政官布告第二一四号には、次のような内容が記されている。 
 
今般文部省に於て学制を定め追々教則をも改正し布告に及ぶべきにつき自 
今以後一般の人民華士族農工商及女子必ず邑に不学の戸なく家に不学の人 
なからしめん事を期す 
 

 そして、太政官布告第二一四号の末尾には下記のような記述がある、 
 
右之通被、仰出候条地方官に於て辺隅小民に至る迄不洩様便宜解訳を加ヘ 

精細申諭文部省規則に随ひ学問普及致候様方法を設可施行事 
 現代語訳文：右の通り仰せ出だされましたので、地方官において、片田舎 
の身分の低い人民に至るまで漏らすことのないよう、適宜、（学制の）意味 
を説き明かしてやり、詳しく細かく申し諭し、文部省規則に従い、学問が 
普及致しますよう、方法を設けて施行すべきであること。5  

 
 ここの「普及」は学問が自然に一般大衆に広がっていくという自発行為では
なく、富国強兵を成し遂げるために努力して学問を広く行き渡らせるという国
家的行為である。そして「民選議院論をして天下に布及せしめたる者」（小林雄
七郎 一八八九）、「三田塾が如何に一布衣翁の感化を日本に普及したかは」（徳
富蘆花 一九〇〇〜〇一）に見られる「普及」もいずれも他動詞である。 
他動詞としての「普及」は『日国』の記述を見る限り、日本語における歴史

は長くない、幕末・明治期に成立した可能性が高い。そして、幕末・明治期に
おいて「普及」は他動詞として多く使われていたのに、なぜ現代日本語では自
動詞となっているか、「普及」はどのような道のりを辿ってきたのか、興味を惹
きつけられる。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。辞書
の体裁を統一するために、『日本国語大辞典』に合わせて整え、成立年代を付し
て対照できるようにした。 
 

普遍伝播；普遍推広。〈広く一般にいきわたること；、広くいきわたらせる 
こと6〉 
＊大悲呪・甘露門「願以此功徳、普及於一切、我等与衆生、皆共成仏道」 

＊武昌革命真史・黄花崗之役〔一九三〇〕〈曹亜伯〉「而内地革命風潮，亦 
己普及，軍心民心，皆同帰向」 

＊小説原理〔一九〇三〕〈夏曽佑〉「如《元人百種曲》、汲古閣所刊《六十種 
曲》之類，此種専為演劇而設，然猶病其文理太深，不能普及」 

                                                   
5 現代語訳文はサイト http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.htmlより引用したものである。 
6 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 

http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.html
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＊民元以前的中国年画発展概貌〔一九五四〕〈阿英〉「所以能得到這様発展， 
正説明年画到了這個時期，才普及到民間，才有了群衆基礎」 

＊学習集・歴史劇是芸術，但是和歴史有関〔一九六三〕〈呉晗〉「従観衆方 
面来説，歴史劇是起了普及歴史知識的作用」7 

  
ここには、「普遍伝播；普遍推広」〈広く一般にいきわたること；広くいきわ

たらせること〉とあるように、『日国』と同じく自動詞と他動詞の二分類がなさ
れている。そして、「普及」の語源についても同じく「願以此功徳、普及於一切、
我等与衆生、皆共成仏道」が示され、仏教由来の可能性を感じさせる。 
 
３ 先行研究 
 上記のように、「普及」には近代的な要素が含まれているため、『明治のこと

ば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近
現代辞源』（二〇一〇）、そして国際日本文化研究センターの日本語語彙研究文
献データベースなどを調べてみたところ、次のような記述があった。 
 
  ◆ふきゅう（ス） （…きふ） 普及 
  ①「右之通被、仰出候条地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不洩様便宜解訳ヲ 

加ヘ精細申諭文部省規則ニ随ヒ学問普及致候様方法ヲ設可施行事」（「太 
政官」第二一四号 明治五年（一八七二）八月二日） 

  ②「コレニ因テ之ヲ視レバ、王化ノ普及セザルニアラズ、」（明治九年（一 
八七六）六月二十四日、大久保利通、岩倉具視宛書簡） 

  ③「教育ノ普及ト学校ノ普及トハ、自ラ別有リ。」（『朝鮮新聞』明治十一年 
（一八七八）十一月二十六日） 

④「智識普及ノ点ニ至テハ、合衆国ニ及ハサルモ、」（明治十三年（一八八 
〇）五月『愛国志林』三） 

意味・出自 広く行きわたる（こと）『大悲呪』（甘露門）「願以此功徳、普 
及於一切、我等与衆生、皆共成仏道」8 

『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』(佐藤亨 二〇〇七） 
 
  普及本 pu ji ben 大量銷行的書籍，在原有版本外発行的用紙較次、開本 

較小、装訂従簡、定価較低的版本。1936 年 9月 25日魯迅《致曹靖華的信》： 
因為下巻中物，有些系売了稿子，不能印普及本的。9 

『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇） 
  〈日本語訳文〉大量に売るための本、本来の版本以外に別途発行されたも 

のである。用紙の質はやや格下で、本のサイズは小さく、装幀はシンプル 
で、定価はすこし安いのが特徴である。 

 
 『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇）には「普及」の代わりに「普及本」の用
                                                   
7 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第七七五頁。中国語の資料を引用する時

に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、現代日本語に使わない漢字は旧体字で示す方針である。以

下同様。 
8 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第七二五頁。 
9 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第五八五頁。 
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例が示されている。この「普及本」は、現代日本語の「普及版10」に当たる。両
者には、一字の違いがあるものの、何らかのつながりがある用に思われる。そ
こで再び『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を調べると、次のような記述が
確認できた。 
 

【普及本】即普及版。魯迅《書信集・致楼煒春》：《自選集》出普及本事， 
我是可以同意的。 
【普及版】指書籍在原有版本外出版発行的用紙較次、開本較小、装訂従簡、 
定価較低，因而能大量銷售的版本。魯迅《南腔北調集・連環図画弁護》：比 
国有一個麦綏莱勒（Frans Masereek）……他的作品最多，都是一本書，只 
有書名，連小題目也没有。現在徳国印出了普及版（Bei Kurt Wolff, Munchen）， 
毎本三馬克半，容易到手了。11 

 
 「【普及本】即普及版」とあることから、現代中国語で「普及本」と「普及版」
という語が同時に存在していることがわかる。そして、『近現代辞源』、『漢語大
詞典』ともに、「普及本」と「普及版」の出典として示されているはいずれも魯
迅の作品である。魯迅（一八八一～一九三六）は中華民国の著名な小説家、翻
訳家、思想家である。一九〇二年に国費留学生として日本に留学に来て、東京
弘文学院に入学した。一九〇四年に仙台医学専門学校に最初の中国人留学生と
して入学、そして一九〇九年に帰国した。日本留学の経歴があるため、魯迅の
文章には日本語が散見することはかねてから指摘されている12。そうであれば、
魯迅の文章に見える「普及本」と「普及版」も日本由来の借用語ではないかと
いう疑問が湧く。 
 

４ 古代中国語における「普及」 
古代中国語における「普及」について、「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国語

言学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、台湾中央研究院の「漢
籍電子文献」などの古代中国語データベースを調べた結果、「普及」は仏教の中
国伝来に伴って造語された漢語であると見られる。 
 
４．１ 仏教語としての「普及」 
仏教の中国伝来に伴って「平等」、「差別」、「投機」などのように、多くの新

しい言葉が造出された。一切衆生を救済することを基本理念とする仏教におい
て、「普通」、「普遍」、「普照」などのように、「普」（あまねし）という漢字が多
用されている。 
 
（１）有一長者夫人懷妊甚可奇怪。口誦尊經。所説如流。其音妙好解釋經 

理甚深。後日長者復請比丘。普及衆僧悉令詣舍。 
（康僧會譯『六度集經』 二五一～二八〇頃） 

                                                   
10 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）によると、「高価な上製本とは別に、広く行き渡らせる

ために、内容を変えずに用紙や造本の質を変え、廉価で出版される本」となる。 
11 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第七七五頁。 
12 武殿勲他「談魯迅作品中的日語詞」（『山東師範大学学報』 一九八一）徐桂梅「魯迅小説語言中的“日

語元素”解析」（『魯迅研究月刊』 二〇一二）など。 
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〈日本語訳文〉ある長者の夫人は妊娠して大変妙な様子を呈している。何 
と仏経をすらすらと唱え、その声は絶妙であり、そして仏教への解釈はと 
ても深いものである。後日、長者は再び比丘を招き、僧の皆さんも一同し 
て長者のお宅を訪れた。 
（２）是時世尊。則演如來清淨眞妙志性光明。照此三千大千世界。普及十 

方各江河沙等諸佛國土。假令人民逮斯光者。則皆究竟至於無上正眞之 
道。 

（竺法護譯『光讃經』 二八六） 
〈日本語訳文〉その時、世尊は如来の清淨眞妙志性光明を放ち、此の三千大 
千世界を照らす。十方に普く及び、川砂ほど無数の世界に及ぶ。もしも人民 
がその光明に照らされたら、すなわちみんな正真の道が得られる。 
（３）見他人心所念善惡是非。普及一切世間形類。佛言。其比丘得神通者。 

（竺曇無蘭譯 『佛説寂志果經』 東晋（三一七～四二〇）） 
〈日本語訳文〉他人の心に念じる善悪、是非を見て、世の中の一切に普く 
及ぶ。仏曰く、此の比丘は神通を得た者である。 
 

上記用例（１）、（２）、（３）のように、仏教用語として誕生した「普及」は
文脈によって若干意味用法の違いが見られるものの、基本的に〈～～が普く及
ぶ〉と解釈される。例えば、用例（２）の「普及十方各江河沙等諸佛國土」は
世尊の放つ光明が普く及ぶことを表す。用例（３）の「普及一切世間形類」は
仏・菩薩などが持つとされる六神通の一である「他心通13」が広く一般に通用で
きることを表す。第二章第一節において「普遍」を考察したように、仏教の世
界における「普及」も「普遍」の同義語と見てよい。例えば、下記の用例（４）、
（５）を見れば明らかである。 

 
（４）普遍諸世界、天上及世間。 

（竺法護譯（二三九～三一六）『佛説受新歳經』） 
〈日本語訳文〉諸世界に普遍し、天上及び世間に及ぶ。 

（５）蓮華尊仏複放身毛孔光。一々毛孔出六十億那由他百千光明。其光微 
妙普遍十方。 

                             （『悲華経・転法輪品第一』曇無讖 五世紀） 
〈日本語訳文〉蓮華尊仏は再び「身毛孔光」14を放ち、すべての毛穴から無 
数の光が放たれ、その光は絶妙であらゆる方向に普遍する。 
 

ただし、仏教において「普及」の使用頻度が「普遍」に及ばないようである。 

 

４．２ 一般語としての「普及」 
 「普通」、「普遍」、「投機」などの仏教用語が一般語に転用されたように、「普
及」も使われていくうちに、一般語に転用されている。次のように、既に唐の

                                                   
13 ネット上で一般公開された『大辞林第三版』によると、「〘仏〙 六神通ろくじんずうの一。他人の心の

中をすべて読み取る超人的能力」となる。 
14 仏が示された十種の神通力（出広長舌、毛孔放光、一時謦がい、倶共弾指、地六種動、普見大会、空中

唱声、咸皆帰命、遙散諸物、通一仏土）の一。 
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時代において一般語としての使用が見えている。 
 

（６）邱如光為亡父母巳身□造像一區以此微福普及舍生正始三年四月十日。 
（陸増祥『八瓊室金石補正』 一九二五） 

〈日本語訳文〉邱如光は亡き父母のために仏像を一体作り、願わくばこの 
ささやかな福は舍生に及ぶ。正始三年四月十日。 

 
陸増祥（一八一六～一八八二）の『八瓊室金石補正』は清朝の金石学の集大

成であり、石刻及びほかの銘文三五〇〇点以上を網羅している。『八瓊室金石補
正』に収録された用例（６）の銘文は、正始三年15（五〇六年）四月十日のもの
であり、文中の「普及」は〈及ぶ〉と解釈される。亡き父母の供養をするため
に、息子の邱如光が仏像を一体作り上げた。その仏像に「願わくばこのささや

かな福は舍生に及ぶ」という祈る気持ちが込められており、この「普及」は仏
教用語から一般語への過渡期にあるものである。 
同じく過渡期のものとして、下記の用例（７）がある。銘文によると、大斉

天保元年（五五〇年）に仏教徒の張龍伯兄弟が父母を供養するために石の仏像
を作り上げた。銘文の中には「五穀豐登人民安洛普及有形」（五穀豊穣、人民安
楽、一切のものに普く及ぶ）とある。 
 
（７）大斉天保元年歳次庚午十月壬申朔八日辛巳清信士仏弟子張龍伯兄弟 

等為同父母敬造石象（以下省略）亡者生天見存安隠仰□三寳永隆国祚 
延□五穀豐登人民安洛普及有形同□斯慶。 

（陸増祥『八瓊室金石補正』 一九二五） 
（８）顕明親比之道是用心褊拘故曰顕比也夫不能普及于物。 

（史徴『周易口訣義』 唐） 
〈日本語訳文〉親比の道を明らかにするのは褊拘の心によるものであり、 
故に顕比という。それは万物に普く及ぶことができない。 
（９）天地以此心普及万物，人得之遂為人之心，物得之遂為物之心，草木 

禽獣接着遂為草木禽獣之心，只是一個天地之心而。 
（黎靖徳『朱子語類』 一二七〇） 

〈日本語訳文〉天地はこの心を持って万物に普く及ぶ。人間はこれを得た 
ら人間の心と成す。物がこれを得たら物の心と成す。草木禽獣がこれを得 
たら草木禽獣の心と成す。 
 

 仏教用語の「普及」は過渡期を経て、唐の時代に至ると完全に一般語になっ
た。例えば、用例（８）の『周易口訣義』に見える「普及」には仏教の色彩は
一切ない。用例（９）の「天地以此心普及万物」は、南宋の儒学者である朱熹

の哲学思想を反映する言葉であり、「理一分殊16」の主張に通じる。   
一般語としての「普及」は、他にも「更推博施，普及函生」〈さらに広くもの

                                                   
15 中国の歴史における「正始」の年号は三つあり、①三国時代、魏の正始年間（二四〇～二四九）、②北

燕の正始年間（四〇七～四〇八）、そして➂北魏の正始年間（五〇四～五〇八）である。本文の正始三年は

五〇六年のことである。 
16 「天地以此心普及万物」の「此心」は天地万物に存在している普遍的な「理」を指す。 
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を与え、衆生に普及させる〉、「則寛政普及矣」〈すなわち徳政が普及する〉など
がある。しかし、古代中国語における「普及」は、多く「徳」、「徳政」といっ
た形而上のものが広く一般に及ぶことを表す。「学校」、「法令」、「教育」、「標準
語」のような形而下的なものを広げていくという用例は一つも見当たらなかっ
た。 
 
５ 近代中国語に見られる新しい「普及」 
 近代中国語における「普及」について、「晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫」
17、「申報数据庫」18などのデータベースを利用して調査した結果を次に示してお
く。 
 
５．１ 「申報」における「教育普及」 

 申報では、一九〇一年まで「普及」の使用例はわずかであり、しかも古代中
国語における「普及」の意味用法を踏襲したものばかりである。しかし、一九
〇三年以降「普及」といえば「教育普及」というほど、「教育普及」が一気に続
出し、人々の関心を集めた。そのため、ここでは「教育普及」を新しい意味の
代表例として詳しく考察してみたいと思う。 
 

（10）昨初四日未刻油然作雲而得雨焉惟僅一寸有零即止但願雨成尺寸普及 
各郷遂能三五均勻傳田疇鈞沾潤澤再可望其豐稔耳。 

（申報 一八七三年七月二十八日） 
〈日本語訳文〉昨日、四日未刻（午後一時～三時）となると、雲が緩やか 
に立ちこめ、雨が降り出したが、極僅かしか降らなかった。願わくば雨が 
大いに降り出し、すべてのところに普及していく。これで田んぼの旱魃が 

解消され、豊穣が期待できる。 
（11）雖經前撫臣丁寶楨率同臣在藩司任内竭力筹款飭發撫恤並招商販運糧 

石奏請免抽鰲税平糶倉穀散放積穀等事藉資補救無如災區甚廣謹恃官爲
策盡接濟杯木車薪勢難普及。 

（申報 一八七七年三月六日） 
〈日本語訳文〉前任の巡撫である丁寶楨は在任中同僚と一同して義捐金を 
集め、救済のお金を配布した。商人に食糧の調達をお願いしたり、税の免 
除と安値で倉庫の食糧を庶民に売ることを朝廷に申し出たりしたが、被災 
の地域が広すぎてこれだけのことは微々たるもの、とても普及できない。 
  

用例（10）と用例（11）は「申報」に見られる「普及」は早い時期の用例で、
ともに〈雨が普く及ぶことと救済が普く及ぶこと〉を表す。これは古代中国語
における「普及」の意味用法を踏襲したものに過ぎない。「申報」では一八七二

年から一九〇一年までの「普及」は計十一例あり、「王治普及」（王の統治が普
及する）、「徳沢普及」（徳が普及する）、「恩施普及」（恩が普及する）のような

                                                   
17 晩清期刊全文数据庫は晩清（一八三三～一九一一）の三百余刊行物を網羅したデータベース。民国時期

期刊全文数据庫は民国時期（一九一一～一九四九）の大量の刊行物を収録したデータベースである。 
18 一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊。中国近現代史の百科全書と言われるほど重

要な新聞である。 
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例が見える。 
 
（12）興学以開拓民智爲指歸立教以培植本根爲要義学堂等級雖繁必先從事 

小蒙各學而後教育可期普及。 
（申報 一九〇三年四月九日） 

〈日本語訳文〉学校を起こして民の智を開くことを趣旨とし、教育を立て 
ることによって根本を培うことを要とする。学堂等級は繁雑と云えども、 
必ず先に小学校、啓蒙学校に取り掛かるべきである。その後、教育の普及 
は期待できる。 
 

（13）安徽省定額二百名江西省定額二百名共定額九百名等語籍維教育普及 
必以中小學堂爲初基而造就教員尤爲中小學堂之根本。 

（申報 一九〇三年五月十日） 
〈日本語訳文〉安徽省の定員は二百名、江西省の定員は二百名、定員は合 
計九百名である。教育の普及は必ず中小学堂を基礎とすべきであり、教員 
の育成は中小学堂を支える根本である。 
 

（14）聞之京師友人云大學堂譯學館刻已告成月前管學大臣增訂章程出示曉 
諭曰照得譯學館原定章程第九章内載有附學各條略倣湖北自強學堂從前
附學辨法所以推廣傳習造就成童以教育普及爲宗旨以無人不學爲期望。 

（申報 一九〇三年十一月二十四日） 
〈日本語訳文〉北京にいる友人の話によると、大学堂の訳学館は既に完成 
した。先月、教育担当大臣は章程を増訂して布告を発布した。曰く、訳学 
館の元章程の第九章に教育に関する規則が数条付されていた。それは湖北 

省の自強学堂のやり方を少し真似したものである。故に伝習を押し広げ、 
児童を教育すべきである。教育の普及を趣旨とし、学ばない人がいなくな 
ることを期待する。 

 
しかし、上記用例（12）、（13）、（14）のように、一九〇三年以降、申報では

「教育普及」が次々に見出されるようになり、「普及」といえば十中八九「教育
普及」という状況である。この「教育普及」は古代中国語における「普及」と
は根本的な違いがある。古代中国語における「普及」は一般的に「徳」、「徳政」、
「恩」といった形而上のものが広く一般に及ぶことを表し、対象となるものが
広範囲に広がっているという結果・状態にポイントを置かれる。これに対して、
「教育普及」の「普及」は政府機関、あるいは団体が目的を達成するために、
一定の実施方法によって対象となるものを一定の範囲中に広げていくことを表
す。単に実施した結果を言うだけでなく、主体、対象者、目的、方法、結果と

いった要素を含む一連の活動を指すのである。 
 例えば、用例（12）の「教育普及」を見ると、清王朝という主体は民の智を
開拓することと教育を立てることによって根本を培うことを目的とし、国民に
対して学校教育を起こすということである。その活動に当たって急務とされる
のは小学校と啓蒙学校の建設であり、とりわけ教員の育成である。これとは対
照的に、古代中国語における「王治普及」、「徳沢普及」、「恩施普及」などは、
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誰がどのような目的で、どのような方法によってどのように活動するかは曖昧
であり、ただ結果的に多くの人々が「王治」、「徳沢」、「恩施」を感じているだ
ろうということに終わってしまう。 
 
５．２ なぜ「教育普及」をしなければならなかったのか？ 
 なぜ一九〇三年以降、申報では「教育普及」がホットな話題となったのか、
他の新聞でも同様な動きが見られるのか、さらには、「教育普及」という言葉自
体は何に由来するのか、これらの疑問を究明すべく「晩清期刊・民国時期期刊
全文数据庫」を利用して、当時の新聞雑誌を広く調査してみた。 
 
 （15）論中国国民教育普及之難 

教育之普及為国家対国民之義務亦即国民之本身対待其同胞之義務然而特 

就具公徳明公共団体之人言之。 
（経世文潮 一九〇三） 

〈日本語訳文〉教育の普及は国家の国民に対する義務であり、また国民自 
身が同胞に対する義務である。しかし、特に公衆道徳を持つ公共団体の人 
に限る。 

（16）学制私議 
第十一條、謀教育之普及必須立簡易学校廃人学校其事項列左 
一簡易学校 此校所以教貧民及工人其種類曰半日学校日夜学曰七日学校 
（以教日曜日停工之工匠等）可相地方之宜立之。 

（湖北新報 一九〇三） 
〈日本語訳文〉第十一条、教育の普及を計るには必ず簡易学校と廃人学校 
を建てるべき、その事項は左のようである。 

  
 上記用例（15）と用例（16）のように、一九〇三年以降の数年間、申報のみ
ならず、「教育普及」は当時の全中国新聞雑誌の共通話題であった。この時期に
「教育普及」に中国有識者の関心が寄せられた理由は、用例（14）と用例（16）
から垣間見られる。「与外国交渉事件，必先識其情性，欲悉各国情形，必諳其語
言文字，方不受人欺蒙19」という外交上の必要性から、一八六二年に清王朝は京
師同文館を設立し、外国語ができる人材の育成を目的とした。一九〇二年に京
師同文館は京師大学堂（現在の北京大学）に吸収され、名前は訳学館に変更さ
れた。この訳学館こそ、用例（14）で言及された「聞之京師友人云大學堂譯學
館刻已告成」のことである。 
さらに、用例（14）に見られる「管学大臣」は中国大学の父と呼ばれた張百

熙（一八四七～一九〇七）のことである。張百熙は一九〇一年に管理大学事務
大臣（管学大臣）に任命され、翌年の一九〇二年に中国最初の近代教育の学制

である「欽定学堂章程」（壬寅学制とも言う）を策定した。「欽定学堂章程」は
最終的に執行されなかったが、「是為欽定学堂章程。教育之有系統自此始20」〈こ
れが欽定学堂章程、これより教育は体系を持ち始めたのである〉のように、中

                                                   
19 外国と事件の交渉に当たって、必ず先に相手の状況を把握すべきである。各国の状況を知るためには、

必ずその言葉、文字を知り尽くすべきである。これらが出来たら人に欺かれることが避けられる。 
20 出典は趙爾巽他『清史稿』（清史館 一九二八）の「志八十二」である。 
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国の近代教育にとって重大な意義を持っている。用例（16）のタイトルである
「学制私議」（学制に対する私見）も当時の学制改革に関係している。 
 
５．３ 「教育普及」は日本語からの借用語か？ 
 一九〇三年以降の数年間、「教育普及」は当時の中国人の大きな関心事であっ
た。それは一九〇二年に公布された「欽定学堂章程」と一九〇四年に公布され
た「奏定学堂章程」を代表とした教育改革によるものである。ここで言語の面
から「教育普及」を検討してみたい。 
さて、来華宣教師たちは中国語に「教育普及」、あるいはそれに近い訳語を提

供していない。この点に関しては後ほど詳しく述べる。次に、当時の日本にお
いては既に近代教育が進み、中国の「欽定学堂章程」（一九〇二）と「奏定学堂
章程」（一九〇四）は日本の学制を大いに参考にしたことは周知の事実である。

そして、下記の用例（17）、（18）のように、「教育普及」は当時の日本において
既に熟していた表現であり、そのまま中国語に借用された可能性が高い。 
 
（17）教育ノ普及ト学校ノ普及トハ、自ラ別有リ。 

（朝鮮新聞 一八七八十一月二十六日） 
 （18）〇高等教育普及ノ情況 
  欧州諸国ノ人民中高等教育ノ素アル者ハ概ネ上流社会ノ人民ニ属スルコ

トハ一般ノ常態ナリトス然ルニ丁抹国ニ於テハ国民身位ノ高下ニ由り著
シク教育ノ程度ヲ異ニスルコトナク。 

（官報第一七〇一号 明治二十二年（一八八九）三月五日） 
 

さらに、中国語は動詞の後に目的語が来る「VO」型であるため、本来は「普

及教育」となるのが自然である。例えば、筆者は北京大学中国語言学研究中心
（Center for Chinese Linguistics PKU）の現代中国語データベースで検索し
てみたところ、「普及教育」は二九五件であり、「教育普及」の一六五件より遥
かに多い。そして、最も重要な点は、VO 型の「普及教育」の結合度は高く、文
中において独立成分として自由に使えるのに対して、OV型の「教育普及」は「教
育普及率」〈教育の普及率〉、「教育普及程度」〈教育の普及程度〉、「教育普及水
準」〈教育の普及水準〉などと用いられるだけで使用の範囲が狭く、「教育」と
「普及」の結合度が低い。 
しかし、二十世紀初頭の中国語資料においては、中国語としてはむしろ違和

感が感じられる「教育普及」の使用が圧倒的に多い。例えば、申報では一九〇
三年から一九一〇年にかけて OV型の「教育普及」は四二九件であり、VO型の「普
及教育」は二一〇件である。しかも「教育普及宜官紳協力説」〈教育普及するに
は官紳の協力を得るべし〉のように、本来中国語では独立成分となりえない「教

育普及」があたかも一語のように頻繁に使われている。 
以上のような理由によって、「教育普及」という概念は日本語から中国語に借

用されたものと考えてよい。そして、申報など二十世紀初頭の中国資料に「教
育普及」が出始めたのは一九〇三年以降のことであることが判明した。それよ
り早い時期の用例は（19）と用例（20）である。 
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（19）第五章 教育為成人之本 克己自治之美徳 克己自治原於自尊 自 
尊為処世之要道 教育普及 労動職工皆受教育之福 
（鈴木力著・張肇熊漢訳『教育新論』文明編訳印書局 一九〇二） 
 

（20）（七）改良文字（我国教育所以不能普及者，由於文字太難，本党発心 
研此問題，務必制出一種新文字，以便学界） 

（梁啓超『新中国未来記・第二回』 一九〇二） 
〈日本語訳〉（七）文字を改良する（我が国において教育が普及できないの 
は文字のあまりの難しさにある。本党はこの問題に取り組むことを決心し、 
必ず新しい文字を作り出して、学界に便宜を提供する。 
 

 しかし、用例（19）は、日本人・鈴木力の原著を中国人の張肇熊が中国語に

翻訳したもの、また、用例（20）は梁啓超の政治小説『新中国未来記』に出て
いるものである。さらに、山田敬三（一九九九）によると、『新中国未来記』の
第二回「孔覚民演説近世史 黄毅伯組織憲政党」は一九〇二年のものである。
そして、梁啓超の『新中国未来記』は日本の影響を受けたことは確実である。
従って、用例（20）の「我国教育所以不能普及者」の中の「普及」は梁啓超が
当時の日本語から借用してきた可能性が高い。 
 
 （21）農学思想普及策 訳新農報 
   二小学校中農業思想普及策 
   三中等教育上農業思想普及策 
   四社会一般之農業思想普及策 

（農学報道 一九〇三） 

 
（22）論今日宜普及新智識 日本文学士中島力造著於明治三十二年 

故以普及関於外国事情之新智識為最要今就一例論之世界某国在何方向欲 
赴其国由何航路行抵彼都約需幾日若而類者。 

（湖北学報 一九〇三年） 
〈日本語訳文〉故に外国事情に関する新知識を普及するのは急務である。 
今一例を持って論じてみる。世界のある国はどの方向にあるか、行くには 
どんな航路がよいか、その都に着くにはどのぐらい時間がかかるか、この 
類のものである。 
 

用例（21）の「農学思想普及策」（一九〇三）と用例（22）の「論今日宜普及
新智識」はそれぞれ「訳新農報」、「日本文学士中島力造著於明治三十二年」の
ように日本由来を明記している。 

以上のように、二十世紀初頭の中国で大いに人々の関心を集めていた「教育
普及」は清王朝の教育改革によるものである。当時、教育で国を救うというこ
とは有識者の共通認識であった。「教育で国を救う」という発想自体、恐らく日
本の刺激、影響を受けたものであろう。そして、教育で国を救う運動のスロー
ガンとなる「教育普及」も日本語から借用されたものであると考えられる。 
そして、日本語の「普及」は政府機関、あるいは団体がある目的を達成する
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ために、一定の実施方法によって対象となるものを一定の範囲中に広げていく
ことを表す。これは古代中国語における「普及」とは明確な違いがある。 
 

６ 英華字典における「普及」 
 上記のように、「普及」は仏教伝来に伴って造語され、古代中国語において一
般語化された。それでは、来華宣教師たちによる英華字典類では「普及」はど
のように扱われていたか、この点を究明すべく、一連の英華字典の類21を精査し
た結果を次に示しておく。 
 
６．１ 早期宣教師による英華字典における「普及」 
 
  ①Convert The Buddhists after having repeated the name of Amida Budh,a 

thousand or ten thousand times, are exhorted to express a wish that 
all the world may be converted to Buddhism in these words, 願以此
普及於一切我等輿衆生皆共成佛道;  

  ②Extended EXTENDED to every one universally, 普及於一切; said of 
 Budhism 
③Wish WISH that this may be extended to all mankind,願以此普及於 
一切衆生;  

 （Robert Morrison『英華字典』 一八二二） 
  
Robert Morrison の『英華字典』（一八二二）における①「願以此普及於一切

我等輿衆生皆共成佛道」と③「願以此普及於一切衆生」は仏教由来のフレーズ
である。②「EXTENDED to every one universally, 普及於一切」は〈～～を普

及させる〉と理解してもよいが、その後ろに「said of Budhism」と書き記され
ていて、仏教の語源意識が強く意識されている。しかし、②においては、「普及」
が英語「extended」に対訳されている点は注目される。なぜなら、古代中国語
における「普及」は〈～～が普く及ぶ〉という自動詞的用法しか持たず、英語
「extended」に対訳されたことによって、〈～～を普及させる〉という意味を獲
得することが可能となるからである。 
 

  ④Extended 伸、張、普及 
         （Samuel Wells Williams『英華韻府歴階』 一八四四） 
  ⑤Extend to Extend,伸、張、施及、普及、伸闊、伸長 
            （Justin Doolittle『英華萃林韻府』 一八七二） 
 
 Samuel Wells Williams の『英華韻府歴階』（一八四四）と Justin Doolittle

『英華萃林韻府』（一八七二）に見られる④「Extended 普及」と⑤「Extend 普
及」の対訳関係は、Robert Morrison の『英華字典』（一八二二）における②を
踏襲したものである。そして、同義語の「伸」〈伸ばす〉、「張」〈伸ばす〉、「施
及」〈施し及ぶ〉を見ればわかるように、他動詞的な意味合いが付与されている。 

                                                   
21 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示し、記述の便宜上、番号を付けておく。 
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 早期来華宣教師による英華字典類の中に「普及」を収録しているのは上記の
三つだけである。Walter Henry Medhurst の『英華字典』（一八四七～一八四八）、
Robert Morrisonの『五車韻府』（一八六五）、特に Wilhelm Lobscheid の『英華
字典』（一八六六～一八六九）に見えないことから、当時「普及」はそれほど頻
繁に使われていない語であったことが窺える。 
 上記のように、英語「extended」との対訳関係で「普及」は他動詞的な意味
合いを獲得しえたが、「申報」などの中国語資料を見る限り、他動詞的な意味合
いは反映されていない。例えば、「申報」では一八七二年から一九〇一年にかけ
ての「普及」はいずれれも自動的な用法であり、古代中国語における意味用法
を踏襲したものに過ぎない。 
 
６．２ 顏惠慶の『英華大辞典』における「普及」 

 
  ⑥Well 十分, 全透, 普及, 全體;  
  ⑦Reform An extension and more equable distribution of the franchise,  

選權普及, 政治改良, 擴充民權;  
  ⑧Universal all-reaching, 全及的, 普及的; universal education, 教 

育普及;  
  ⑨Liberalize To render liberal or catholic, 使普及, 爲大量之事, 使 

成大功;  
  ⑩Universality State of being universal or extending to the whole,  

普通, 徧及, 一般, 普及, 徧普, 周徧, 全般, 廣通;  
  ⑪Universally With extension to the whole, 普及, 推及大衆之狀;  

⑫Utilitarian Consisting in or pertaining to utility or 

 utilitarianism, 尚利之道的, 利學派的, 利用的, 功利的, 實利主義的,  
利衆之學説的, 福樂普及之道的 

  ⑬Popularize To render popular or common, 使宜俗民, 弘布民間, 使普 
及;  as, to popularize education, 使教育普及 

  ⑭Universalize To make universal, 使普及, 使普徧, 推廣, 徧及; 
  ⑮Universalness Universality, 普通, 徧體, 公共, 普及 
                  （顏惠慶『英華大辞典』 一九〇八） 
 
 「普及」が再び中国側の英華字典に登場するのは、顏惠慶の『英華大辞典』（一
九〇八）である。早期宣教師の英華字典に「普及」はあまり目立たなかったの
に対して、顏惠慶の『英華大辞典』には「普及」が計十一回見え、その意味合
いは多彩である。その用法には次のような二つの特徴が見られる。 
 

（１）他動詞としての「普及」⑨⑬⑭ 
（２）「Universal」の訳語としての「普及」⑧⑩⑪⑮ 

 
他動詞の用法は古代中国語にはない。その代表例は、⑬「Popularize To 

render popular or common, 使宜俗民, 弘布民間, 使普及; as, to popularize 
education, 使教育普及」である。ここで「普及」は英語「Popularize」の対訳
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語に位置付けられ、英語の「Popularize」は〈～～を大衆化する、通俗化する、
広める〉という意味である。そして、「使普及」、「使教育普及」のように、使役
を表す「使」（日本語の使役助動詞「させる」に相当する）が付加されている。
それは、古代中国語における「普及」が自動詞であったため、「使」を付加する
ことによって他動詞にしたものと考えられる。 
 現代語の感覚で言うと、「Universal」は「一般的」、「普遍的」、「共通」など
といった語に当たり、「普及」とは程遠い。しかし、顏惠慶の『英華大辞典』に
おいては、「普及」は「Universal」の訳語の一つとして扱われている。例えば、
⑧「Universal all-reaching, 全及的, 普及的; universal education, 教 
育普及;」を見てみよう。「Universal all-reaching」に関して、「普及的」を
「普く及ぶ」と理解すれば意味は通じるが、現代日本語において「普及的」と
いう言い方はない。現代中国語においては「普及的」の文字列はあるが、下記

の用例（23）のように「普及的」を一つの形容詞として使うのではなく、「～～
普及の」という感覚である。 
 
（23）初等教育雖然不断地発展，但始終未能達到基本普及的程度。 
〈日本語訳文〉初等教育はずっと発展してきたが、結局基本普及の程度に至 
っていない。 

 
 現代中国語において「普及的」は形容詞としては使わないが、二十世紀初頭
の中国語資料では下記の用例（24）と用例（25）のような特殊な使い方も見ら
れる。 
 
 （24）並未有特別法爲彼犯罪之保障當然同受刑律之制裁、…一部省略…、 

刑律爲普及的法律（即請鈞廳）迅逮歸案咨請審廳依公審辨（以維法律不 
勝爲法律請命之至） 

（申報 一九一七年四月十一日） 
  〈日本語訳文〉彼の犯罪を赦免するような特別法はなくて、当然法律の制 
  裁を受けるべきである。…一部省略…、法律は普及的法律であるため、速 

やかに彼を逮捕し、公正に裁くべきである。 
 

（25）美國敎育現雖普及、然敎材敎法注重高等職業預備、不合於平民主義 
者尚多、習慣相沿、未能盡革、本校所注力則在作種種實験、俾敎材敎法 
成爲普及的、質言之、即使成爲平民的、而非階級的、以公諸全國耳。 

（申報 一九二〇年六月二十一日） 
〈日本語訳文〉米国の教育は普及しているが、教材と教授法は高等職業予 
備に傾き、平民主義に合致していない。古い因習は完全に取り除くことが 

できなかった。本校は種々の実験に力を注ぎ、教材と教授法を普及的にし 
ようとする。言い換えれば、階級的ではなくて平民的にして、全国に及ぶ 
ことを期待している。 

 
 用例（24）の「普及的法律」は〈法律の前にみんな平等〉の主旨を表し、従
って「普及的」は〈共通的、人々の〉という意味であり、英語の「Universal」、
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「Publicl」などに当たる。用例（25）の「俾敎材敎法成爲普及的」の「普及的」
は「平民的、而非階級的」であるため、これも英語の「Universal」、「Publicl」
などに当たる。二十世紀初頭の中国語資料に見られる「普及的」（Universal、
Publicl）は「～～を普及する」（動作）→「～～が普及している」（結果）→「普
及的」のような流れで中国語内部で変化したか、それとも当時の日本語から直
接「普及的」を借用してきたのかはさらなる検討が必要である。 
 
６．３ Hemeling, Karl E. G.の『官話』における「普及」 
Hemeling, Karl E. G.『官話』（一九一六）に至ると、⑱「Pervade Pervade 

everywhere, 普及;to spread through, 普及」と㉔「Popularize 使…普及民
間」のように、引き続き他動詞の「普及」が見られる。そして、⑰「Universal 
Education, (新)普及敎育;」、⑳「Popular suffrage, (部定)普及選舉例」、㉑

「Publicl Education, (部定)普及敎育」のように、「Universal」、「Publicl」
などとの対訳関係も見られる。『官話』（一九一六）における「普及」は日本語
の影響を受けたと考えられる。 
 
⑯ Compulsory  Compulsory  universal education, (新 )強迫普及敎 
育;(新)義務普及敎育 

  ⑰Education Universal Education, (新)普及敎育;Public Education, (部
定)普及敎育 

  ⑱Pervade Pervade everywhere, 普及;to spread through, 普及 
  ⑲Spread to pervade, 普及 
  ⑳Popular Popular suffrage, (部定)普及選舉例 
  ㉑Public Publicl Education, (部定)普及敎育 

  ㉒Suffrage Popular Suffrage, 普及出占;(部定)普及選舉制 
  ㉓Universal 普及,Public Education, 普及敎育 
  ㉔Popularize 使…普及民間 
               （Hemeling, Karl E. G.『官話』 一九一六） 
 
 そして、Hemeling, Karl E. G.『官話』（一九一六）では、(新)と(部定)のマ
ークが付いている訳語が多く見られる（「新詞」と「部定詞」に関して「 《官
話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈国威 二〇〇八）を参照）。 
   
7 古典日本語における「普及」 
前述のように、「普及」は仏教の中国伝来によって造語された漢語であり、特

に「願以此功徳、普及於一切」〈願わくは此の功徳を以って、普く一切に及ぼし、
我等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを〉は仏教の教義を教示する名句とし

て広く知られている。日本には古代に仏教が伝来したのであるから、当然仏教
関係資料には「普及」が存在しているはずである。そこで、Japan Knowledge Lib
の『新編日本古典文学全集（小学館）』データベース、東京大学史料編纂所の諸
データベース、「彫龍中国古籍庫」の日本関連部分などの資料を精査したところ、
仏教語としての用例は見えたが、中国唐代におけるような一般語への転用は見
当たらなかった。そして、下記の用例（26）、（27）、（28）のように、軍記物語、

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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謡曲、狂言といった和文系の資料にも、仏教用語として強く意識されていた。 
 

  （26）願以此功徳、普及（ふきふ）於一切、我等与衆生、皆共成仏道。供 
養浄陀羅尼、一切誦（願はくはこの功徳をもつて、普く一切に及ぼし、 
我等と衆生と、皆共に仏道を成ぜん。浄き陀羅尼を供養し、一切を誦 
す）」と云々。22 

（作者不明『曽我物語』 鎌倉後期か） 
  （27）シテ□今日の説法はこれまでなり、（合掌して）願以此功徳普及（ふ 

ぎふ）於一切、我等与衆生皆共成、 
シテ□〈一セイ〉仏道修行のためなれば（立つ）、 
地謡□身を捨て人を助くべし（二ノ松へ行く）23 

（観阿弥『謡曲・自然居士』 南北朝時代） 

（28）数珠をもみながら）がんぎ河豚毒（ふぐどく）、ぎちういち栄螺（さ 
ざえ）、鰹（かつを）こしょ鯛ぐんりゃう。（願以此功徳、普及於一切、 
我等与衆生、皆共成仏道） 

(『狂言集・魚説経』) 
 
８ 日本語における「普及」の誕生 
 次に、幕末・明治期における「普及」の使用状況を究明すべく、国立国会図
書館デジタルライブラリー、ヨミダス歴史館（明治・大正・昭和 1874～1989）、
朝日新聞縮刷版 1879～1999などの資料を調べた結果は以下の通りである。 
 

（29）太政官布告第二百十四号 
右之通被 仰出候条地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不洩様便宜解訳ヲ 

加ヘ精細申諭文部省規則ニ随ヒ学問普及致候様方法ヲ設可施行事。読
み下し文：右の通り仰せ出され候ふ条、地方官に於て、辺隅小民に至
る迄、洩らさざるやう便宜解訳を加へ、精細申し諭し、文部省規則に
随ひ、学問普及致し候ふやう、方法を設け施行すべき事。24 

                （明治五年（一八七二）壬申年七月） 
 

用例（29）の「学問普及」については、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞
典』（佐藤亨 二〇〇七）に既に言及されている。現段階では、一般語としての
「普及」の使用はこれが最も早い。通称「学事奨励ニ関スル被仰出書」、あるい
は「学制序文」とされた太政官布告第二百十四号において、「学問は身を立つる
の財本ともいふべきものにして、人たるもの誰か学ばずして可ならんや」と学
問の重要性が唱えられる。さらに、「これに依つて今般文部省に於て学制を定め、
追々教則をも改正し、布告に及ぶべきにつき、自今以後、一般の人民華士族卒

農工商及び婦女子必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す」

                                                   
22 「願以此功徳、普及於一切、我等与衆生、皆共成仏道」について、「以下、「皆共成仏道」まで、『法華

経』「化城喩品」に拠る。日常の勤行や法要・法会などの仏事の際、読経の最後に唱える回向文（えこうも

ん）」という注釈がある。そして「普及」に「ふきふ」のルビが付されている。 
23 文中の「シテ」は自然居士のことを指し、そして「普及」に「ふぎふ」のルビが付されている。 
24 読み下し文はサイト http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.html より引用したものであ

る。 

http://www.geocities.jp/sybrma/61gakujisyourei.html


105 

 

と目的も明記されている。 
これらのことから、文末の「学問普及」は〈学問を日本中の人々に広げてい

く〉と解釈される。仏教用語の「普及」とは違い、他動詞的な意味合いを持ち、
実施者、対象者、目的、方法といった要素を含む一連の活動を指す。 
 

 （30）学制 第九十九章 
教育ヲシテ普及ナラシメンカ為メ府県ニ委托シ其学区ヲ助クルノ金額左
ノ如シ。 

（明治五年（一八七二）壬申七月） 
 （31）文部省四号 

学制第九十九章ニ掲載相成候小学普及ノ為メ府県ヘ委託ノ金額当分ノ内 
男女共一人ニ付キ九厘ノ割ヲ以去十月ヨリ別紙小割ノ通被相定候云々。 

（『布告類編.巻六上』 一八七三） 
 
 用例（30）と用例（31）は同じ事柄を指し、「教育ヲシテ普及ナラシメンカ為
メ」と「小学普及」の「普及」はいずれも他動詞的な意味合いを持ち、教育、
小学など良いとされるものを政府機関が行政の力を利用して一般に広げていく
ことを指す。このように、現代日本語における「普及」の誕生は一八七二年に
発布された「学制」に遡ることができる。 
ちなみに、学制には「普及」と同義語の「広普」も見える。 

 
（32）学制 第九十章  

凡人民ヲシテ学ニ就カシムル勉メテ広普ナルヲ欲ス故ニ官金ヲ以テ学
事ヲ助クルモノノ如キハ必民ノ及ハサルモノヲ助クルニアリ決シテ偏

重ノ事アルヘカラス。 
（明治五年（一八七二）壬申七月） 

  （33）学制 第百章 
    但此金専ヲ小学ヲ広普シテ学則完整ナラシムルカ為ニ用フヘシ。 

（明治五年（一八七二）壬申七月） 
 

そこで、当時の新聞では「普及」はどのように使われていたのか、主にヨミ
ダス歴史館（明治・大正・昭和 1874～1989）を中心に、一八七四年～一八九七
年の使用状況を調査した。 
 

（34）神田錦町の共民社にて大瀛新報の第一号と上野西黒門町の上野塾に 
て諸学普及数理叢談の第一号が此程出版に成りました。 

（読売新聞 一八七九年二月二十六日） 

  （35）本庁衛生課員出張セシメ候条篤ト協議ヲ遂ゲ種痘普及候様取斗フベ 
ク此旨相達シ候事。 

（読売新聞 一八八三年三月十日） 
（36）〔内達〕乙第百廿八号 明治八年（一八七五）十月二日 

牛痘ノ儀ハ伝種久シキヲ経ルニ従ヒ自然豫防ノ効力ヲ減スルノ虞モ有
之ニ付新鮮ノ牛痘苗毎年郵便ヲ以テ分輿可致候条管下ヘ普及候様取計
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可申此旨相達候事。 
  （37）大日本教育会総集会 

島田重礼の諸君をはじめ二十余名ありて何れも我国教育の改良進歩お
よび普及の事を計るに尽力せらるるといふ。 

（読売新聞 一八八五年二月二十五日） 
 
 用例（34）の「諸学普及」は〈諸学を広く一般に広げていく〉と解釈される。
用例（35）の「種痘普及」は、読売新聞では頻繁に見受けられるが、現在まで
のところ、用例（36）が最も早い。用例（37）の「教育普及」は読売新聞では
当時のキーワードとして頻出している。他には、「衛生上の知識を普及せしめ」、
「広く各地方に求め成べく株主を全国に普及せしむる」、「各地方に電信の便を
普及せんとする」などとある。いずれにしても、近代日本語における「普及」

は形而下的なものを対象とする他動詞としての用法が特徴的で、〈良いとされる
ものを政府機関などが行政の力を利用するなどして一般に広げていくこと〉を
指す。 
 
  （38）第七課 普及重力 第三十二条 

凡天地間ニ行ハルル力ハ其数多シト雖之ヲ分チテ三類トスルヿ第六條
ニ於テ既ニ陳述セリ其第一類ハ普及重力第二類ハ分子諸力第三類ハ原
子諸力是ナリ。 

（ステウァート著『士都華氏物理学』東京大学理学部 一八七九） 
 
 用例（38）の「普及重力」の「普及」は明らかに仏教語の「アマネクオヨブ」
でもなく、近代漢語の他動詞的用法でもない。文脈から見ると、この「普及」

は現代日本語の中の「普遍」に当たるのではなかろうか。この書の凡例に「此
書ハ英国マンチェスターノバルフォールスチゥート氏著ス所ノ「レッソンス、
イン、エレメンタリー、フィジックス」ト題シテ物理学ノ大本ヲを教フルノ書
ナリ」と書いてあるため、原本は Balfour Stewart （一八二八～一八八七）の
『Lessons in Elementary Physics』であることがわかる。ネット上で一般公開
された『Lessons in Elementary Physics』と照らし合わせてみると、用例（38）
は下記の内容に当たる。「普及重力」は「universal gravitation」の訳語であ
り、「普及」と「universal」の対訳関係であることが分かる。 
 
lesson ⅶ.－universal gravitation 
32. we have already seen(art.6) that the forces of nature may be  
Divided into three groups the first cmbracing universal 
 gravitation ;the second,the molecular;and the third, the atomic  

forces; 
 

（39）普及ノ福賜（common gifts） 
   日光ハ農夫（peasant）ノ低キ小家（cot）貴族ノ彩ラレタル書院（hall）

ヲ照シツヽ凡テマデ一様ニ来ル所ノ栄光アル者デアル （解）日光ト云
フ者ハ實ニ有難ク結構ナル者で農夫ノ住ム小サナ茅屋ヘモ奇麗ニ飾ツテ



107 

 

アル貴人ノ書斎ヘモ皆平等ニ光ヲ輿フル者デアル。 
（長野澄太郎訳『ナショナル第四読本直訳意解大全』 一八九一） 

  （40）第三章 普及圓函数ノ釈義 
16．圓函数ノ普及定理ヲ論ズルニ先チ豫メ契約ヲ定メテ正負号ヲ三角 
術ニ応用スルノ法ヲ示スヿ必要ナリ。其応用法二例アリ、則チ其一ハ直
線ニ施シ、其二ハ園周ノ弧線ニ施スナリ。 

     （ジョン・ケージ 著『初等平面三角術』攻玉社 一八九二） 
  （41）東京専門学校の夏期巡回講義 同校にては兼てより英米に行はるる 

（university extension）学術普及巡回講義の方法に倣ひ各地に於て学 
術上の講義会を開くの計画ありしが。 

（読売新聞 一八九三年八月八日） 
  

 用例（39）の「普及ノ福賜」は「common gifts」の訳語であり、文脈から見
て、この「普及」は〈すべての物に共通する〉と解釈される。用例（40）の「普
及圓函数」と「普及定理」については、今のところ英語の原語を突き止めるこ
とができないが、「普及」はおそらく「universal」か、「common」の訳語であろ
う。そして、用例（41）の「学術普及」は「university extension」の訳語で
あり、「普及」と「university」の訳語関係が窺える。 
 このように、明治初期の日本語において一般に「普及」は多く他動詞の意味
用法で用いられる一方、学術用語においては「universal」、「 common」、
「university」の訳語に当てられている。これは、おそらく当時において
「universal」、「common」、「university」などの日本語訳がまだ統一されず、学
者によって訳語の当て方に違いがあったからであろう。 
 

  （42）銀行の貸出法は成る可く、普及的方針に出で、広く地方企業家の本 
望を満足せしむるに便ならしむるを要すと雖も、其恩沢に預り得る者 
は露国臣民に限る。 

（大阪朝日新聞 一九一二年十二月二日） 
  （43）而して需要の変遷には嗜好の変化よりするもの建築上の必要よりす 

るもの及び制限的需要が普及的需要に移りたる等種々の理由ある。 
（神戸又新日報 一九一四年七月二十日） 

  （44）又独逸商人が印度に自国商品の市場を開拓せんとするや最初は極め 
て廉価品を以て普及的販売を為し漸次商品の品質を向上して価格も引
上ぐる等如何にも低級なる土人売込策に巧妙を得たり之等は今後我商
人の大いに研究す可き点ならん。 

（京城日報 一九一八年七月二十三日） 
  （45）要するに新憲法は平等的、普及的社会主義的見解の勝ったもので普 

魯西以外の独逸諸邦住民のトラヂションやアスピレーションに対して
無理をして居る。 

（大阪朝日新聞 一九一九年十月二日） 
 

 用例（42）～（45）のように、中国の申報に見られる「普及的」という使い
方は、同時代の日本の新聞に確認できる。しかし、用例（42）～（45）の「普
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及的」は外国由来の学術書類の訳本ではなく、新聞という一般民衆に馴染み深
いものに出ているため、「universal」、「common」、「university」の訳語ではな
くて、「～～を普及する」（動作）→「～～が普及している」（結果）→「普及的」
の流れで生み出されたその時代ならではの使い方であろう。 
 
９ まとめ 
 「普及」は仏教の中国伝来に伴って造語された漢語であり、本来の意味は〈～
～が普く及ぶ〉である。中国では早く唐代から既に一般語としての使用が見え
始め、その意味は相変わらず〈～～が普く及ぶ〉であった。しかし、古代中国
語における「普及」は自動詞であり、一般に「徳政」、「王治」、「恩恵」といっ
た形而上のものが広がっている状態、結果の意を表す。 
 仏教とともに日本に伝わった「普及」は古典日本語において仏教語の使用に

終始していて、一般語に転用された痕跡は見当たらなかった。しかし、明治初
期になると、一般語として用いられ始め、形而下的なものを対象として〈良い
とされるものを政府機関が行政の力を利用して一般に広げていくこと〉という
意味でも用いられるようになった。仏教語の自動詞的な使い方とは違って、近
代日本語に登場した「普及」は当初から他動詞的な意味合いが付与された。 
一方、「普及重力」、「普及定理」、「学術普及」など一部の学術用語に見られる

「普及」は〈すべてのものに共通する〉という意味を表した。それは、「universal」、
「common」、「university」などの訳語が統一されていない状況において、学者
によって訳語の選択に違いがあったためである。そして、当時の新聞に見られ
る「普及的」という使い方は学術用語とは関係がなく、「～～を普及する」（動
作）→「～～が普及している」（結果）→「普及的」の流れで生み出されたもの
と考えられる。いずれにしても、近代日本語においては他動詞的用法が中心で

あり、「普及重力」などの学術用語、「普及的」の用法は少数派であって、一時
期のものでしかなかった。 
 日清戦争以降、中国語に日本語が多く借用される中で、日本で成立した「普
及」および「普及本」なども中国に紹介され、現代中国語における使用へと繋
がっていったのである。 
 現代日本語において「普及」には、①〈広く行き渡ること〉、②〈行き渡らせ
ること〉の意味がある。これは、他動詞として誕生した「普及」が使われてい
くうちに、「普及する」はもともとの自動詞的用法「あまねくおよぶ」の意味が
強く意識されるようになり、一方の他動詞は「普及させる」が担うようになっ
たと考えられる。 
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第二節 漢語「共通」についての考察 
                            

１ はじめに 
「共通」は現代中国語でも現代日本語でも〈二つまたはそれ以上のもののど

れにもあてはまる〉という意味を表し、日中同形同義語に当たる。しかし、現
代中国語において「共通」は辞書に収録されているものの、実際の生活では「共
通点」以外にほとんど使われていないのが現状である。その代わりに「共同課
題」、「共同認識」などのように、「共通」の意味はほぼ「共同」に吸収されてい
る。現代中国語における「共通」と「共同」がアンバランスな状態であるのに
対して、現代日本語においては両者がそれぞれ違う意味を担っている。 
「共通」と同じように、「共同」も中日同形同義語と認定されているが、既に

述べたように、現代中日両国語における「共通」と「共同」の意味用法には大

きな違いが見られる。中国では、中日同形語、特に、同形類義語についての研
究が盛んに行われている。一方、同形同義語は漢字表記も意味合いも同じであ
るため、往々にして研究価値のないものと無視されがちであるが、実際には「共
通」と「共同」には日中間で大きな意味用法の違いが見られる。 
よって、本節では「共通」の語誌研究を通して、両者の違いについて歴史的

に解明したいと思う。 
 
２ 辞書記述 
 まず日中両国の代表的な辞書における「共通」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「共通」の意味を次の

ように示している。 
 
  二つまたはそれ以上のもののどれにもあてはまり、通用すること。相通ず 

ること。通有。 
＊一年有半〔一九〇一〕〈中江兆民〉三「干戈を弭め、貨幣を一にし、万国 
共通の衙門を設け」 

＊吾輩は猫である〔一九〇五〜〇六〕〈夏目漱石〉八「学者作家に共通なる 
頭とは」 

＊或る女〔一九一九〕〈有島武郎〉前・一四「あの人の何処（どこ）に岡と 
共通するやうな優れた所があらうなどとからかった」 

＊帰郷〔一九四八〕〈大仏次郎〉風土「俺達の昔の仲間は、共通して、さう 
いふ馬鹿なところがあった」 

 

 これによると、日本語における「共通」の初出は『一年有半』（中江兆民 一
九〇一）とされる。従って、「共通」は明治時代に新しく造語された漢語ではな
いかと見られるが、さらに細かく検討を加える必要があろう。 
 

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。その
記述を『日本国語大辞典』に合わせて整え、その用例に成立年代を付して対照
できるようにした。 
 
  通於或適於各方面的；共同。 

〈各方面に通じる、あるいは適合していること；共同2〉 
＊論中国教育之主義〔一九〇七〕〈劉顕志〉「極端言之，即一家族以外之社 
会的共通事業，亦非所問也」 

＊遊了三個湖〔一九五四〕〈葉聖陶〉「（他們三位）有個共通的意思，就是過 
去使尽力気也是不成，現在可好了，使一分力気就有一文分成績」 

＊燕山夜話・学問不可穿鑿〔一九六一年以降〕〈馬南村〉「這種態度，和任 

何穿鑿附会的作風，決没有糸毫共通之処。只有用這様実事求是的態度… 
才有成功的希望」3 

 
 最初に示されれている例文は「論中国教育之主義」（劉顕志 一九〇七）であ
る。このことから、中国語における「共通」の歴史はそれほど長くなく、近代
において新しく成立された語であるように思われる。そして、「論中国教育之主
義」（一九〇七）に見られる「共通事業」という表現は、中国語話者としては違
和感を感じる。現代中国語の感覚で言うと、「共通事業」でも意味は通るが、使
うのであれば「共同事業」を選ぶ。「共通事業」と「共同事業」について、北京
大学中国語言学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）の現代中国
語データベースで検索してみると、「共同事業」は一七八件ヒットしたのに対し
て、「共通事業」は一件も見当たらなかった。 

一方、現代日本語において「共同事業」はよく使われるのに対して、数こそ
少ないが、「共通事業」という表現も確実に存在している。そして、両者には大
きな違いが見られる。「共同事業」とは〈二つ以上の個人、企業などから成る団
体が共同で何らかの目的に沿った活動を行ったりすること〉という意味を持ち、
一つの事業を複数の参加者が共同で行うことである。一方、「共通事業」は〈複
数の団体がそれぞれ同じ課題に取り組むこと〉を表す。 
たとえば、下記の用例（１）の「共通事業」は小平、東村山、清瀬、東久留

米、西東京の五市が共通して取り組む事業を指し、「共同事業」と入れ替えるな
らば、その五市が共同で同じ事業に取り組むことになってしまう。 
 

 （１）小平、東村山、清瀬、東久留米、西東京の５市でつくる多摩北部都 
市広域行政圏協議会が、各市の特産品や風景、共通事業などを紹介する 
冊子をつくった。 

（朝日新聞 二〇〇一年十月八日） 
               

                                                   
2 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 
3 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第二巻第八十六頁。 

中国語の資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、「们→們」、「这→這」のように、

現代日本語に使わない漢字は旧体字で示す方針である。 
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 要するに、現代日本語において「共通」と「共同」はそれぞれ違う意味を担
っているのに対して、現代中国語において「共通」は名ばかりの存在であるよ
うである。『漢語大詞典』（一九八六）、『現代漢語詞典』（一九七八年初版）など
の辞書には収録されているものの、実生活においては「共通点」という言い方
以外にほとんど用いられない。 
もう一例わかりやすい例を挙げてみる。現代日本語において「共同課題」は

ほぼ皆無の状態であるのに対して、「共通課題」はよく見かける言い方である4。
一方、中国の人民日報図文数据庫（1946～2017）を調べてみると、「共同課題」
は三〇六件ヒットしたのに対して、「共通課題」は一件も見当たらなかった。例
えば、下記の用例（２）の「共同課題」は日本語の感覚でいうと、なぜ中国共
産党とラオス共産党が共同で党内を厳しく治めなければならないのか、全く理
解不能である。 

 
 （２）中老両党理想信念相通、発展道路相近、前途命運相関，全面従厳治 

党是両党面臨的共同課題。 
（人民日報 二〇一七年五月十四日） 

  〈日本語訳文〉中国共産党とラオス共産党の理想、理念が相通じ、発展道 
路が似ている。前途、運命が関わり合い、全面的に厳しく党内を治めるこ 
とは両党が直面している共通課題。 

 
 そこで、なぜ現代中国語において「共通」は名ばかりの存在であるのか、そ
して、中国語と日本語における「共同」の違いは何なのか、これらの問題点を
意識しつつ、さらに「共通」の語誌を探っていきたいと思う。 
 

３ 先行研究 
上述のように、中国語と日本語における「共通」の歴史はいずれも長くなく、

近代において新しく造出された漢語である可能性が高い。そこで、まず『明治
のことば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇
七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、国際日本文化研究センターの日本語語彙研究
文献データベースなどを調べたところ、下記のような記述が目にとまった。 
 
きょうつう（ス） （形動） 共通 
①「欧米ノ商業ハ会社ニテナル、市街ノ商店ハ会社ノ共通ニテ、此ニ赴キ 
生理ヲナス」（久米邦武・『米欧回覧実記』三 桑方西斯哥ノ記 上 明 
治四年（一八七一）十二月十二日） 

②「干戈を弭め、貨幣を一にし、万国共通の衙門を設け」（中江兆民・明治 
三十四年（一九〇一年）『一年有半』三） 

③「学者作家に共通なる頭とは、」（夏目漱石・明治三十八年（一九〇五） 
～明治三十九年（一九〇六）『吾輩は猫である』八） 

意味 二つ以上のものがどれにもあてはまる（こと）。また、そのさま。5 

                                                   
4 筆者は朝日新聞記事データベース・聞蔵Ⅱビジュアルで検索してみたところ（検索期間は一九八五～現

在）、「共通課題」は五九二件ヒットできたのに対して、「共同課題」は僅か七例しかなかった。 
5 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第一八九頁。 
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『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七） 
 
 『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七）では、日本語
における「共通」の初出は『米欧回覧実記』（久米邦武 一八七一）とされてい
る。しかし、②の「万国共通の衙門を設け」と③の「学者作家に共通なる頭と
は」における「共通」は、現代日本語に繋がっていて非常にわかりやすいのに
対して、③の「欧米ノ商業ハ会社ニテナル、市街ノ商店ハ会社ノ共通ニテ、此
ニ赴キ生理ヲナス」の中の「共通」は、現代日本語の感覚では理解できない。『米
欧回覧実記』（一八七一）における「共通」の意味を究明すべく、『現代語訳特
命全権大使米欧回覧実記』（水澤周訳注 二〇〇八）によって該当する部分の現
代語訳を次に示す。 
 

  欧米の商業の多くは会社組織で、市街地の商店も会社のものである。そこ 
に出掛けて行って仕事をするのは、ちょうど官吏が役所に通うのと同じで 
ある。6 
 

 『米欧回覧実記』（一八七一）の「市街ノ商店ハ会社ノ共通ニテ」は「市街地
の商店も会社のものである」と現代語訳されており、この「共通」は現代日本
語の〈共同財産〉に当たると考えられる。現代日本語の感覚で違和感を感じる
一例ではあるが、日本語における「共通」の誕生を考える上で注目される。 
 

共通 gong tong 共同。1926年豊子愷《音楽入門》中編：基礎七音以左的 
（即更低的）一組，也用小字母而無点，名曰「小字七音」。小字七音以下（左） 
的一組，用大写字母，名曰「大字七音」。這是世界共通的楽譜規則。7 

『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇） 
 

 他方、『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇）で示された、最も古い用例は『音
楽入門』（豊子愷 一九二六）である。『漢語大詞典』では、「論中国教育之主義」
（劉顕志 一九〇七）に「共通事業」の用例が最も早かった。従って、この「共
通」も、日本人の手による和製漢語であったものが中国語に借用されたのでは
ないかと推測される。 
 「論辛亥革命前夕留日中国学生的思想感悟」〈辛亥革命前の日本へ留学した中
国人学生の思想と悟り〉（何旭艶 二〇〇三）8という指摘によれば、「論中国教
育之主義」（劉顕志 一九〇七）は当時中国人留学生の作品として取り上げられ
たものであるという。そこで、「晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫9」によって
で「論中国教育之主義」（一九〇七）を確認すると、所々に日本の教育事情につ
いて言及されていた。 

 
  ➊顧吾嘗偏索欧州日本大教育家之主義。 

                                                   
6 水澤周訳注『現代語訳特命全権大使米欧回覧実記』（慶應義塾大学出版会 二〇〇八）第七十九頁。 
7 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第二七七頁。 
8 何旭艶「論辛亥革命前夕留日中国学生的思想感悟」（『学術月刊』 二〇〇三）第六十八頁。 
9 清の末期、中華民国時代の雑誌・新聞全文検索データベース。 
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  ❷吾乃本此原理以研究欧州日本教育家之学説，求足以振起吾国民之廃疾。 
発展吾国民之特性者，其主義約有三焉。 

  ❸吾視欧州日本関於個人主義之教育，其説有三。 
  ❹日本以区区之島崛起東亜，究其自強之要政，莫不推本於国民教育。尋其 

教育界之先河実以福沢諭吉為称首，氏所以持以訓人者，曰独立自尊曰自 
労自活。 

  ➎距今二十年間，其説己輸入於日本，今観彼小学校令第一条云云。 
  ❻日本筧克彦氏曰凡人有二人格。一私人格。一組織人格。10 
 
劉顕志に関する詳しい情報は得ていないが、上記➊❷❸❹➎❻❼を見る限り、

劉顕志は日本の教育に深く関心を持ち、日本の教育をよく知っていることが窺
える。よって、「論中国教育之主義」（劉顕志 一九〇七）に見られる「共通」

は当時の日本語から借用した可能性が高い。 
  
４ 古代中国語における「共通」 
 「共通」は幕末・明治時代における和製漢語である可能性が高いが、その造
語パータンには、古代中国語にあった漢語に新しい意味を付与して成立させた
という例が多く見られる。そこで、まず「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国語言
学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、台湾中央研究院の「漢籍
電子文献」などの古代中国語データベースを調べることにした。 
 
  （３）時有東海蕭建為瑯邪相、治莒、保城自守、不與布通。布與建書曰：「天 

下舉兵、本以誅董卓耳。中略。莒與下邳相去不遠、宜當共通。…中略… 
可取布書與智者詳共議之。」  

                  （『漢末英雄記』王粲 約二〇八年） 
（４）假令為仙者、以薬石煉其形、以精霊瑩其神、以和気濯其質、以善徳 
解其纏、衆法共通、無碍無滞。             

（『芸文類聚』七十八欧陽詢他 六二四年） 
（５）触目相呈、理既共通、何不自会？ 

            （『祖堂集』泉州招慶寺静・筠二禅僧 九五二年） 
（６）由靈公與孔寧、儀行父等君臣竝淫於其國之内、共通夏姫、國人效之、 
男女遞相悅愛、為此淫泆。                   

（『毛詩正義』孔穎達 六四二年） 
（７）陳靈公與大夫孔寧儀共通於夏姫、廢失朝政。徵舒遂殺靈公及申公蓋、 
將夏姫來奔於晉、晉人殺巫臣、又娶夏姫。 
                   （『孟子注疏』孫奭 北宋） 

（８）大定二十二年定制、會試毎場十五題、三場共通三十六條以上、文理 

優、擬斷當、用字切者、為中選。                
 （『金史』脱脱他 一三四四年） 

（９）經童之制、凡士庶子年十三以下、能誦二大經、三小經、又誦論語諸 
子及五千字以上、府試十五題通十三以上、會試毎場十五題、三場共通四 
十一以上、為中選。 

                                                   
10 引用文の➊～❼は劉顕志「論中国教育之主義」（『中国新報第六号』 一九〇七）によるものである。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=9B7n8zdV3iiYImR9g0Z1yU5QNGtyHbl5B7aGAmt6NQUOLPoxNpu9kzBn5rcAndscnwrBPFdclp1fwGUkEAXHkSHI464SeUdonzEHYz_JNzeESQ8S3iUCt3TAVSTlwCV3ZRlAGxaXXanCcDudl6CMxL8tM9WUxU0QEWJHIzdk72Dau_mj2m8slB2tUqEj0lwJHHQ9ugnvmdUxB.gZXUqtSa9ygpDO6Rq.Fs7NVQar4x8-/_ylt=A2RA0m8o5etXRDMA2FqDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=123ul2m0i/EXP=1475178216/**https:/kotobank.jp/word/%E7%96%8F-530218
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                    （『金史』脱脱他 一三四四年） 
（10）若諸子之學同出於聖人、諸史則該古今興亡治亂得失之變、皆不可闕 
者。而學者一旦豈能盡通？若合所當讀之書而分之以年、使之各以三年而 
共通其三四之一。 

                （『宋史』脱脱・阿魯図他 一三四五年） 
（11）釋例曰：凡十二月而節氣有二十四、共通三百六十六日、分為四時、 
間之以閏月、故節未必恒在其月初。               

 （『春秋左伝正義』孔穎達 唐） 
(12)衆弟兄們商量了、咱們三十箇人、各人出一百箇銅錢、共通三千箇銅錢、 
勾使用了、著張三買羊去、買二十箇好肥羊。           

 （『朴通事諺解』 元末明初） 
(13)我共通十一箇馬、量著六斗料與十一束草著、這鍘刀不快、許多草幾時 

切得了。主人家、別處快鍘刀借一箇來。 
              （『老乞大諺解上』 元末明初） 

(14)你通幾箇人幾箇馬、我共通四箇人、十箇馬、車子有麼、車子沒。 
                    （『老乞大諺解上』 元末明初） 

(15)我且聽你定的價錢、這五匹好馬、毎一匹八兩銀子、通該四十兩、這十 
箇歹馬、毎一箇六兩銀子、通該六十兩、共通一百兩。        

（『老乞大諺解上』 元末明初） 
 

 これらによれば、用例（３）の『漢末英雄記』（王粲 約二〇八年）が最も古
い。「当時東海人の蕭建は瑯邪相11を担任し、莒という所を治める。籠城して守
備し、呂布とは通好しない。そのため、呂布は蕭建に書簡を送り、曰く、「あな
たの莒とわたしの下邳はそれほど遠くないから、お互いに通好しあうべきであ

る」というような内容である。この「共通」は〈往来しあう、通好しあう〉と
解釈される。 
用例（４）の「衆法共通」は〈すべての方法が相通じる〉、用例（５）の「理

既共通」は〈理が既に相通じる〉という意で、これらの「共通」は〈二つ以上
のものがどれにも当てはまる〉という意である。用例（６）と用例（７）は出
典が違うものの、同じ事柄を述べている。春秋時代（紀元前七七〇～紀元前四
七六年）に、陳という国の王・陳霊公が臣下とともに夏姫という婦人に〈密通、
私通する〉という意である。用例（８）と用例（９）は金王朝（一一一五〜一
二三四年）の科挙制度、用例（10）は南宋（一一二七年〜一二七九年）の科挙
制度に対する朱熹の私見、いずれも〈精通するのが併せて〉という意味合いで
ある。用例(11)～(15)は〈合計、全部〉と解釈されるもので、たとえば、用例
(12)の「咱們三十箇人、各人出一百箇銅錢、共通三千箇銅錢」は〈我たち三十
人、それぞれ百の銅銭を出せば、合計三千個の銅銭となる〉という意である。

このほか、「與君十載游，共通金門籍」（杜甫）のように〈共に通う〉という意、
「共通庫遺失銀兩。懇免報銷。」（『大清德宗景皇帝実録』）のように〈お互いに
通報する〉という意も散見する。 
 このように、古代中国語における「共通」の使い方は多種多様であるが、ま

                                                   
11 瑯邪相は官職名。琅邪は中国にかつて存在した郡。秦代から唐代にかけて、現在の山東省東南部と江蘇

省東北部にまたがる地域に設置された。 
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とめると下記のようになろう。 
 

 共通  

 共 通 用例 

Ａ 共に、お互いに 通好、往来する ３ 

Ｂ 共に、お互いに 通じる ４、５ 

Ｃ 共に 密通、私通する ６、７ 

Ｄ 併せて、全部 精通する ８～10 

Ｅ 全部 全部 11～15 

Ｆ 共に 通う 共通金門籍 

Ｇ お互いに 通報する 共通庫遺失銀兩 

  
Ｅを除く「共通」の造語法を分析すると、いずれも「副詞＋動詞」という構

造である。つまり、「共」は〈ともに、あわせて〉という意を表し、後にくる「通」

の意によって、様々なバリエーションを呈している。これに対して、Ｅ「全部、
合計」の意を表す「共通」は全く違うタイプであり、注目すべきである。これ
は「副詞＋動詞」ではなく、「副詞＋副詞」という並列構造であり、つまり「共」
も「通」もいずれも「あわせて、全部」という意を表すものである。 
副詞の「通」については『漢語大詞典』（羅竹鳳他 一九八六）12に、次のよ

うな記述がある。 
 
➊若非天然聚会、怎想今日得大将趙雲。趙雲兵三千、通有五千軍。 

                    （『三国志平話』作者不詳 元） 

  〈日本語訳文〉巡り合わせの邂逅でなければ、本日、名将の趙雲が俺の家 
来になれるものか！趙雲の兵力は三千、これで合計五千となる。                      

  ❷≪金剛経≫凡六訳、今多行鳩摩羅什本、通五千二百八十七言。 
                     （『金剛経書後一』惲敬 清） 
  〈日本語訳文〉『金剛経』はおよそ六種の訳本があり、いま流行っているの 

は鳩摩羅什本、合計五千二百八十七字がある。 
 

 古代中国語における「共通」の意は多様であるが、〈合計、全部〉を意味する
「共通」を除くと、いずれも使用頻度が非常に低い。そのため、〈合計、全部〉
の意以外の「共通」は語として熟していない、臨時的な組み合わせであると考
えられる。 
 

５ 同義語の「共通」と「通共」 
 他方、「副詞＋副詞」の並列構造である〈合計、全部〉の意を表す「共通」は、
使用数も多く、また副詞としての独立性を有していることから、一語と見做す
べきであろう。しかし、その出典を見ると、漢籍は『春秋左伝正義』のみで、

他はいずれも『朴通事諺解』、『老乞大諺解上』、『朝鮮王朝実録』という朝鮮に

                                                   
12 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第十巻第九二一頁。 

http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@120%5e1142973813%5e22%5e%5e%5e2@@1036397755
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おける漢文の記録である。 
たとえば、『朴通事諺解』の「通事」は〈通訳〉という意で、「朴」は朝鮮に

おいてよく見られる苗字である。『老乞大諺解上』の「乞大」は中国北部に居住
したモンゴル系の遊牧民族・契丹（Khitai）の音訳で、「老乞大」は〈中国通〉
という意である。 
 

用例（11）～用例（15）の共通 

意味 出典 性格 回数 

合計、全部 

『春秋左伝正義』 漢籍 1 

『朴通事諺解』 朝鮮王朝の漢語教科書 1 

『老乞大諺解上』 朝鮮王朝の漢語教科書 5 

『朝鮮王朝實錄』 朝鮮王朝の漢文記録 12 

  
現代中国語では、〈合計、全部〉を意味する「共通」という使用はない。古代

中国においても、管見によれば、上記の『春秋左伝正義』の一例のみである。
このような『老乞大諺解上』などの朝鮮における漢文の記録に見られる「共通」
は、可能性として「通共」の字順反転語であり、朝鮮における独特の表現かと
考えられる。例えば、『漢語大詞典』では「通共」について次のように記されて
いる。 
 

（１）全部、一起。（全部、一緒） 
＊漢書•遊侠伝·原渉〔八〇年頃〕〈班固〉「天下殷富，大郡二千石死官，賦斂 
送葬皆千万以上，妻子通共受之，以定産業。」 

（２）共計、一共。（合計、全部） 
＊水滸伝〔元末明初〕〈施耐庵或は羅貫中 〉「王慶勢愈猖獗……通共占据八 
座軍州，八十六个州県。」 

＊紅楼夢〔清代初期〕〈曹雪芹・高鶚〉三「我已経五十歳的人、通共剰了他 
一個。」 

＊困獣記〔一九四五年〕〈砂汀〉「儞通共才好幾畝庄稼啦！」13 
 

 また、十九世紀に成立した宣教師の英華字典においても、たとえば、Justin 
Doolittleの『英華萃林韻府』には「Total、the sum 通共、共計、合共、一總、
共計」14、Wilhelm Lobscheid の『英華字典』には、「general 統的、通共嘅、
公嘅」15とある。 
『老乞大諺解』では「共通」のほか、下記の(16)～(18)のように「通該」「通

是」、また「通＋数量詞或は数量疑問詞」のような表現も見られる、こうした表

現は、管見によれば古代中国語にはほぼ皆無の状態である。また、中国語で普
通に使われていた「通共」が『老乞大諺解』では見られないことを考えると、〈合
計、全部〉の意を表す「共通」は当時の朝鮮における独特の言い方と理解して

                                                   
13 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第十巻第九二五頁。 
14 盧公明（Justin Doolittle）『英華萃林韻府』（一八七二）第四九七頁。 
15 羅存德（Wilhelm Lobscheid）『英華字典』（一八六六～一八六九）第三三七頁。 

http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@120%5e1142973813%5e22%5e%5e%5e2@@1036397755
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/181093/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/229169/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/128934/m0u/
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よかろう。 
 

(16)草十一束，毎束十箇錢，該一百一十錢，通該五百箇錢。 
(17)二十箇錢燒餅，三十箇錢羊肉，通是五十箇錢。 
(18)你通幾箇人幾箇馬？我共通四箇人，十箇馬。車子有麼？車子沒。 
 

『老乞大諺解』には、こうした朝鮮における独特の表現が他にもあり、前掲(13)
の「別處快鍘刀借一箇來」は、正しい中国語表現では SVO 語順の「快從別處借
一箇鍘刀來。」〈早く別の所から草切りを一個借りてきてください〉である。原
文で、目的語の「鍘刀」（草切り）が動詞の「借」（借りる）の前にくるのは SOV
語順の朝鮮における独特の表現と見られる。 
 

６ 近代中国語における「共通」 
 近代中国語における「共通」の使用状況について、彫龍中国古籍数据庫、中
華経典古籍庫などのデータベースを利用しつつ、申報16を中心に調べてみると、
だいたい一九〇六年を境として「共通」が爆発的に登場してくる。その意味は
〈相通ずる、全てに通じる〉が中心であるが、〈往来しあう、交流しあう〉など
の例も少し見られる。 
 

(19)日本憲政黨根津嘉一郎、日前於代議士總會提出設立日清行一案…中略 
…亦極切當惟資本之共通與利害之共通相伴。此兩者其初則與經濟上有密 
切的關係、其結果必延之於政治上的關係。…後略…  

                    （申報 一九〇六年三月） 
(20)甲與乙有共通之權利。卽共同權也。又如著者與書肆共通而有某書之版 

權。亦卽共同權也凡有權利者於權利如何行使處分之實用上以區別此點爲 
必要。 

                      （申報 一九〇六年四月） 
(21)世界語者萬國共通人類統一之語、也躋五洲於同堂、洽感情於寰宇、舍 
此其焉屬哉。            

                      （申報 一九〇九年三月） 
(22)擬毎年六月内各省推員到上海聚會、就各省利害共通之議案、互相研究 
以謀一致。 

                      （申報 一九一〇年一月） 
(23)故爲此協約即冀其與日英同盟條約相似、而以保全支那維持商業均等主 
義、保全在支那之共通與相互之利益爲口實、且確定白令海峽斐律賓樺太 
等處兩國之漁業權。 

                      （申報 一九一〇年五月） 

(24)毎年八月開常會一次其應行議决及商榷之事件如左一関係全國報界共通 
利害問題二須用本會全體名義執行之對外事件三對於政治上外交上言論之 
範圍四修改章程。 

                       （申報 一九一〇年九月） 

                                                   
16 一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊。中国近現代史の百科全書と言われるほど重

要な新聞紙である。 
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(25)今日以後來往益繁、貿易益盛。經濟上不認國家之藩籬、利害業已共通。 
即如政府與政府之交渉、有時硬塞亦得由國民利益上調攝疏通。      

（申報 一九一〇年九月） 
(26)本書有四長、一可爲完全法學專就法理觀察無政治見解歷史感情攙於其 

間。二可爲世界法學説明世界共通法理、不偏於一國一地之特別情形。 
  （申報 一九一〇年十一月） 

(27)一曰以音樂化其各個性而成一共通性也。兒童之性。彼此各殊。今化以 
統一之音樂。唱則俱唱。止則俱止。養成其共同一致之習慣。       

 （申報 一九一一年二月） 
(28)二日本人爲尊重日清兩國共通之利益、當注意今回之日清借欵法。 

                       （申報 一九一一年四月） 
 

番号 内容 意味 

19 
資本之共通 資本の往来、交流 

＊利害之共通相伴 利害が共にある 

20 

＊甲與乙有共通之權利 甲と乙に相通ずる権利 

＊著者與書肆共通而有某書之
版權 

著者と書店が某本の版権を同時に持
つ 

21 萬國共通、人類統一之語 万国に通じる、人類統一の言葉 

22 ＊各省利害共通之議案 各省の利害に相通ずる議案か 

23 ＊在支那之共通與相互之利益 支那に相通ずる及び相互利益 

24 ＊全國報界共通利害問題 全国新聞界に相通ずる利害問題 

25 利害業已共通 利害が既に相通ずる 

26 説明世界共通法理 世界に通用する法理を説明する 

27 
音樂化其各個性而成一共通性

也。 
音楽が個々の個性を通性にしてくれ

る 

28 ＊日清兩國共通之利益 日清両国に相通ずる利益 

 注：＊が付いているところは筆者の判断によれば、中国語として不自然な表
現で、現代中国語なら「共同」とすべきところである。 

 
７ 申報に見られる不自然な使い方 
 既に『漢語大詞典』の記述で述べたように、『漢語大詞典』の最古い用例であ
る「極端言之，即一家族以外之社會的共通事業，亦非所問也。」（劉顯志「論中
國教育之主義」 一九〇七）の「共通事業」が中国語としては不自然で「共同
事業」とすべきであるが、『申報』にはそのような現代中国語としては不自然な

使い方が数多くみられる。下記の表でその問題点を説明するとともに、「共通相
伴＆共同相伴」「共通權利＆共同権利」などを、北京大学中国語言学研究中心
（Center for Chinese Linguistics PKU）の現代中国語データベースで検証し
た結果も併せて示しておく。 
 

語句 説明。 



119 

 

利害之共通相伴 
共通相伴０件 

意味不明、強いて言えば「共同」の方がよい。 
 共同相伴０件 

甲與乙有共通之權利 
共通權利０件 

現代中国語では「共同」とすべき 
 共同権利２件 

著者與書肆共通而有某書之
版權 

共通擁有０件 

現代中国語では「共同」とすべき 
 共同擁有１７５件 

各省利害共通之議案 意味不明、強いて言えば「共同」の方がよい 

在支那之共通與相互之利益 
共通利益１件 

現代中国語では「共同」とすべき 
 共同利益２５７５件 

全國報界共通利害問題 

共通利害０件 

現代中国語では「共同」とすべき 

共同利害７件 

注重全国之共通問題 
共通問題１件 

現代中国語では「共同」とすべき 
 共同問題１３７件 

借款之共通担保抵押 
共通担保０件 

現代中国語では「共同」とすべき 
共同担保４件 

人類之共通性質 
共通性質０件 

現代中国語では「共同」とすべき 
共同性質７件 

 
 上記の表を見ればわかるように、二〇世紀初頭の申報に見られる「共通相伴・
共通權利・共通擁有・共通利益・共通利害』などの表現は現代中国語では既に
消滅し、その代わりに「共同擁有・共同利益・共同問題」などと使用されてい
る。紙幅の関係で一々列挙しないが、申報には現代中国語としては不自然な使
い方が他にも数多く見受けられる。 

さて、近代中国語において「共通」は不自然なほど用例が多く、しかも一九
〇六年を境として突如おびただしく使用されている。最初の例文（19）が日本
側が清国に日清銀行を設立すると建議したという内容であることを考えると、
「共通」が中国語内部で独自に変化したのではなく、日本語からの借用語であ
る可能性が非常に高い。来華宣教師たちによる造語の可能性も否めないことか
ら、念のため、宣教師たちによる英華字典を調査したところ、やはり「共通」
という語は見当たらなかった。Wilhelm Lobscheid の『英華字典』17と井上哲次
郎『增訂英華字典』18では、「common、共、通」としているが、これはあくまで
も同義関係の「共」と「通」を羅列したものである。 
 
８ 古典日本語における「共通」 
 古典日本語における「共通」について、新編日本古典文学全集、東京大学史

料編纂所、日本古典書籍庫などのデータベースを利用して調査したところ、確
実に「共通」と確定できたのは以下の三件であった。 
 

(29)康和三年冬十一月、承保上皇於鳥羽離宮啓講場。耀尚少。擢應遴選。 
耀善筆翰。梵漢共通。延久五年。成尋法師入宋。索耀寫焚字曼荼羅。又 

                                                   
17 羅存德（Wilhelm Lobscheid）『英華字典』（一八六六～一八六九）第八九〇頁。 
18 井上哲次郎『增訂英華字典』（一八八四）第五四七頁。 
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多書楷字。                 
                 （『元亨釈書』虎関師錬 一三二二年） 
 
 釈慶耀という方は若いけれど、筆と文章に長けていて、梵語にも漢語にも精
通するという内容であり、この「共通」は〈共に通じる〉の意と解釈される。 
 

(30) 蝋梅双蕚雪、春桂一枝風、花在公園裡、清香心共通。 
               （『竹洞先生詩文集』人見竹洞 江戸前期） 
 
「雪霽手折蠟梅桂枝呈藤君承」という題で読まれた漢詩で、蝋梅、春桂の枝

を送り、花の爽やかな香りが、わたしとあなたの心にともに通じるだろうとい
う内容で、この「共通」も〈共に通じる〉と解釈される。 

 
(31)和朝鮮滄浪洪世泰 

   良霄歓邂逅、逓筆問渚音、月霽秋風爽、玉壷一片心。 
   壬戍天和三年秋八月二十四日之夕、会滄浪子亍客舘、剪燭打話初以指画 

地、後則逓筆相笑、両情共通如深交之久。子偶書途中所詠三章以投示之 
欲和之而自嫌茟語之滯既而到曉相。 
           （『竹洞人見先生後集』人見竹洞 江戸前期） 
 

 作者は朝鮮人の隠士洪世泰氏と宿で面会し、最初は指で地面に字を書き、後
で筆を渡し共に笑い、意気投合してまさに深い交わりのようであるという意で、
この「共通」は〈相通ずる〉と解釈される。 
 このように、古典日本語における「共通」の使用例はわずかであり、使用者

はいずれも高い漢文の素養を持ち、しかも漢文系の文章にしか用いられていな
かった。 
 
９ 近代日本語における「共通」 
 現代日本語における「共通」は〈二つまたはそれ以上のものの、どれにもあ
てはまること〉という意となっているが、明治期においては多種多様な意味で
用いられ、「共同」や「共有」などとの境界線も必ずしも明確ではない。 
 
９．１ 現代日本語に繋がる「共通」 
 

(32)第十四章 万国共通貨幣 終ニ万国同一ナル貨幣制度ノ行ハルヘキニ 
至ルコトヲ心ニ認メサル可カラス巳ニ今日ニ於テ万国共通ノ諸般ノ制度 
著々行ハレ来リ。 

                 （『貨幣論』長崎剛十郎 一八八一年） 
 
 全世界のグローバル化に伴い、国の壁を越えた世界の各国に通じる諸々の制
度が着々と設けられ、ここで言う「万国共通」の貨幣もまさにその一例である。
ここでは〈二つまたはそれ以上のものの、どれにもあてはまること〉の意と解
釈される。また、下記の用例(33)の「共通の通し切符」と(34)の「共通切符」
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はいずれも〈ある範囲で通用する〉という意である。 
 

(33)日本郵船会社定期船と接続して船客貨物を互換し殊に御便利の為め両 
社結約の上船客貨物とも共通の通し切符と発行し。 

                 （朝日新聞 一八九三年一月二十五日） 
(34)呉服屋共通切符 過日組織したる東京呉服商組合は目下六百余軒あり 
今度右組合中共通の呉服切符を発行する事となり。中略。甲店にて呉服 
切符を買入れ乙店其他何れにても組合員中なれば其切符を以て呉服物を 
買入れる事を得せしむる便法。 

                 （朝日新聞 一八九六年三月三十一日） 
 
 筆者の調査した範囲では、だいたい一八七〇年代の後半から「共通」が文献19

に見え始め、その一つの使い方が上記の〈二つまたはそれ以上のものの、どれ
にもあてはまること〉という意味で、これが現代日本語につながっている。し
かし、現代日本語にはない他動詞の用法も散見する。 
 

(35)関門税関手続共通 関門開港区域を異にしたるが為め不便少なからず 
然れば税関手続きを共通する様請願せんと有志者協議中なり。 

（朝日新聞 一八九九年八月十日） 
 

 「税関手続きを共通する」ということは、現代日本語では「税関手続きを共
通のものにする」、「税関手続きを共通化する」、あるいは「税関手続きを共通さ
せる」に当たる。 
 

９．２ 「共同」、「共有」などと混同される「共通」 
 現代日本語での「共通」は「共通点」「共通問題」のように連体修飾語として
使われていることが多く、連用修飾語としては使われない。一方、「共同」は〈複
数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行ったりすること〉を意味し、「共
同で～する」、あるいは「共同作業」のように、専ら連用修飾語として使われる。
しかし、明治初期において「共同」と「共通」の区別は必ずしも明確ではなく、
今日から見ればやや違和感のある使用例も少なくない。 
 

（36）一物ニテ共通所有者アル財産ヲ人数ニテ分チ之ヲ所有トスルニ於テ 
争論ヲ生スルアリ法律上ニテ各ノ分料ヲ定ムル規則ヲ設ケタリ。 

              （『法律概論』巻之上中金正衡 一八七八年） 
 
 この「共通所有者」は、現代語では「共同所有者」と言うべきであろう。朝

日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアルで検索したところ、「共通所有」は一
件だけであるのに対して、「共同所有」の方は四五四件もヒットした。 
 

（37）線路共通使用の協議 其協定書によれば一共同使用の区域は市街鉄 
道会社に特許せられたる線路中神田区須田町角より萬世橋南手に至る迄 

                                                   
19 中金正衡『法律概論』（一八七八）第六四頁。 
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の間に於て延長線約百五十間とす、一共同使用中は軌道の布設電力の供 
給及修繕保存等凡て東京電車鉄道会社の負担とし。 
               （朝日新聞 一九〇三年九月十五日） 
 

 この題は「線路共通使用の協議」であるにもかかわらず、文中では「共同使
用」という表現が二回も使われている。その他にも、一八九七年の朝日新聞で
数回報道された東京海上、日本海陸、帝国海上三保険会社による「共通計算」20

も実際は「共同計算」のことである。 
 

（38）第百七十四条 婚姻ノ契約ニ因リ特別ニ処分セシ財産ヲ除クノ外夫 
婦同室セシ日ヨリ其夫婦ノ間ニ適法ノ財産共通有リトス。 

   第百七十六条 共通財産ノ負債ト成ル物ハ婚姻ヲ成ス前又ハ其婚姻ヲ成 

ス時配偶者ノ為シタル諸負債トス。  
（サンジョセフ著『荷蘭国民法』司法省蔵版 一八八二年） 
 

第百七十四条の「財産共通」と第百七十六条の「共通財産」は現代語であれ
ば、「財産共有」と言うべきであろう。これを朝日新聞記事データベースで検索
したところ、「共有財産」は一一七七件、「共通財産」は六十件であった。また、
下記の用例（39）の「共通」も現代語では「共有」に当たる。 
 

（39）当局者は市内の教育費は総て共通とし市住民の子弟は其使用すべき 
小学校を限らるることなく何れの小学校にも登ることを得ることと為す。 

                 （朝日新聞 一八九九年九月十三日） 
（40）万国子午線会議にて英国グリーンニッチ子午線を普通の経度零点と 

して採用することを可決せし旨は巳に先号に掲げしが。   
（朝日新聞 一八八四年十一月十八日） 
 

 文中の「普通の経度零点」は今日では「共通の経度零点」とすべきであろう
が、「普通」を使うのは当時において両者の区別が必ずしも厳然としていなかっ
たからであろう。たとえば、『附音插図英和字彙』（柴田昌吉 一八七三）では
commonの訳語に「通例ノ、普通ノ、平常ノ、一般ノ、凡俗ノ」21が挙げられてい
る。 
 
９．３ その他の「共通」 
 

（41）資本の共通茲に行はれ、商工業の發達に極めて利便を與へたるもの 
なりと云はざるべからず。          

（近藤廉平「外資輸入国としての日本」一九〇一年） 
（42）第三に米、鹽の如き必需の食料品は成るべく内國にて事足るやうに 
するを得策とす。人或は曰く今日は經濟關係に於て世界共通の時代に入 
れり、宜しく彼れの長を採りて我れの短を補ふべし。           

                                                   
20 朝日新聞における初回報道は一八九七年一月十二日の六頁三段、題は「海上保険の共通計算」である。 
21 柴田昌吉『附音挿図英和字彙』（日就社 一八七三）第一七六頁。 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938261
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              （元田肇『行政及税制整理』 一九〇九年） 
（43）親子共通 土佐幡多郡七郷某年六十余酌婦を落籍せしめて息子の妻 
となし親子共通和気藹然たりと敗倫の極。         

（朝日新聞 一八九八年五月二十九日） 
 

 用例（41）と用例（42）の「共通」は〈相通じる〉というより、〈往来しあう、
交流しあう〉と解釈すべきであり、また（43）の「共通」は〈共に私通する〉
という意味である。 
 
１０ まとめ 
古代中国語においては、『漢末英雄伝』（王粲 約二〇八年）に「共通」という

組み合わせで、〈往来しあう、通好しあう〉の意で古く用いられた。他にも、〈方

法や理が通じ合う〉、〈共に密通する〉、〈共に通う〉など様々なバリエーション
を呈していたが、これらはいずれも語としていまだ熟しておらず、臨時的な組
み合わせであった。一九〇六年以降頻繁に中国語に登場してきた「共通」は中
国語内部の独自変化と考えにくく、日本語から借用した語である。 
一方、日本語においては江戸時代までの使用はほぼ皆無の状態であったが、明

治期に入り、〈相通じる、全てに通じる〉という意を中心にして使われ始め、現
代語の「共通」に繋がる。そして、当時「共通」は「共同」、「共有」、「普通」
などの語との境界線が必ずしも明確ではなかった。 
現代中国語で「共通」はほぼ「共同」に侵食されていて、あまり用いられない

のに対して、現代日本語では「共通」がそのまま用いられている。それは日本
語における「共同」が〈複数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行っ
たり、同じ条件・資格でかかわったりすること〉という意で、「共通」とは重な

らないのに対して、中国語における「共同」の意味がはるかに広いからである。
つまり、〈一緒に事を行う〉だけではなく、〈共有〉（中国語の「夫婦共同財産」
は日本語でなら「夫婦の共有財産」に当たる）、〈相通じる〉、〈全てに通じる〉
までも含まれている。旧来の「共同」が意味的に「共通」をカバーでき、しか
も発音がいずれも「GONG TONG」であるために、現代中国語において「共通」は
あまり使われていないと考えられるのである。 
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第四章 「平等」と「差別」 
 

第一節 漢語「平等」についての考察 
 
１ はじめに 
「平等」という語も日中同形語の一つであるが、現在の中日両国は政治制度、

経済体制が大きく違っていることから、中国人と日本人の理解する「平等」は
必ずしも同じものではない。 
日本国憲法の第十四条に「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信

条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
て、差別されない」と明記されている。現代日本人にとって「平等」は法の下
の平等を指すことが多い。一方、中国の現行憲法1にも「平等」が計七回出てい

る。そして、「中華人民共和国公民在法律面前一律平等」、「中華人民共和国公民
有言論、出版、集会、結社、遊行、示威的自由」2といった条文のように、現行
憲法では法の下の平等が保証されている。ただし、マルクスの共産主義を信奉
する社会主義国の中国では、かつて財産平等の実現まで目指していた。当時の
中国人にとって財産を公平3に分けることこそ、真の社会主義であり、真の平等
であった。今でも「社会主義改造」4、「人民公社」5といった名残りの言葉を時々
耳にする。 
現在の日中両国において、「平等」という語はかなり重要な政治概念である。

しかし、この語がもともと仏教語であったことはあまり知られていないようで
ある。「菩薩於一切衆生、悉皆平等」〈菩薩は一切の衆生においてことごとく平
等である〉という言葉を耳にしたことがなければ、京都府宇治市にある世界遺
産の平等院を思い出せばよいであろう。平等院サイトの Q&A では名前の由来に

ついて、次のように回答している。 
 

仏の救済が平等ということを意味します。そして、仏の平等を光で顕わし 
ます。平等院は光のお寺なのです。 
 

このように、同じ漢語の「平等」ではあるが、国ごとにまた時代によってそ
の意味するところが微妙に違っている。周知のように現代における日本語・中
国語の「平等」という概念は、近代においてヨーロッパから舶来したものであ
る。もともと仏教語であった「平等」がどのような過程を経て近代的概念の成
立に至ったか知りたいところである。そこで、本節では「平等」を歴史的に考
察したいと思う。 

                                                   
1 中国の現行憲法は一九八二年十二月四日に全国人民代表大会の公布により施行され、通称は「八二年憲

法」である。 
2 それぞれ現行憲法（八二年憲法）の第三十三条、第三十五条に当たる。「中華人民共和国の公民は法律

の前に一律平等である」、「中華人民共和国の公民に言論、出版、集会、結社、デモンストレーション、示

威の自由がある」という内容である。 
3 労働者が作り出した財産は国のものであり、国のものはすべての労働者のものでもある。 
4 生産手段の私有制を社会主義的な公有制に変革すること、農業，手工業，そして資本主義商工業の社会

主義改造が含まれる。 
5 中華人民共和国で一九五八年以来つくられ始めた農村の行政・経済の基礎単位。 



125 

 

 
２ 辞書記述 
 まず日中両国の代表的な辞書における「平等」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）6では、「平等」の意味を次の

ように示している。記述がやや長いが、後の便宜のため全部を引用する。 
 

  (1)平らかにひとしいこと。でこぼこがなくそろっているさま。 
＊日葡辞書〔一六〇三〜〇四〕「Biodô （ビャウドウ）。タイラカニ ヒ 
トシ〈訳〉物にでこぼこがなくたがいに平らであること」 

＊信長記〔一六二二〕一五上・武田四郎御追伐のために信濃の国へ発向の 

事「二月初旬の比なれば、残雪ふかうして谷みね平等（ヒャウドウ）に 
なり」 

＊小学読本〔一八七三〕〈田中義廉〉四「又一管を壺中に挿し入るに、必 
ず管中の水面も、壺中の水面も、一様に平等なり」 

(2)かたよることなくひとしいこと。ひろく行きわたって差別がないこと。 
一様に扱うこと。また、そのさま。へいとう。 

＊延喜式〔九二七〕三〇・大蔵省「凡布施東西両寺並畿内諸寺常住僧尼 
料、〈略〉毎年九月以前僧綱請取平等施之」 

＊米沢本沙石集〔一二八三〕七・一〇「平等（ビャウドウ）の慈悲をおこ 
し孝養の懇志をはげまして、衆生をすくいたすくべし」 

＊日葡辞書〔一六〇三〜〇四〕「Biodôni （ビャウドウニ） モノヲ ヲサム 
ル〈訳〉差別することなく、公平に治める」 

＊子孫鑑〔一六六七か〕中「世中の平等（ヒャウトウ）によき事は成がた 
し」 

＊国会論〔一八八八〕〈中江兆民〉「例せば自由平等の権を重ずること最高 
層に上りたる国に在ては」 

＊蓬莱曲〔一八九一〕〈北村透谷〉二・四「一様並等（ビャフダフ）に安 
寂なる眠に就かしむると聞ける死の坑よ」 

＊雑阿含経‐二〇「大王、如是四姓、悉皆平等、有何差別、当知」 
(3)心を平らかにして乱れないさま。 
＊コンテムツスムンヂ（捨世録）〔１５９６〕三・二〇「ゲンザイノ ナン 
ギ、ハカナキ コトヲ biodô （ビャウドウ） ナル ココロヲ モッテ ウ 
クベキ コト」 

 
２．１．１ 意味（１）について 

上記(1)の〈平らかにひとしいこと。でこぼこがなくそろっているさま〉とい
う意味は現代日本語には見られず、すでに消滅した用法である。用例としては
『信長記』（一六二二）の「二月初旬の比なれば、残雪ふかうして谷みね平等（ヒ
ャウドウ）になり」を初出としている。国立国会図書館デジタルコレクション

                                                   
6 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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で一般公開された『信長記』（小瀬甫庵 一六二二）を確認してみたところ、原
文はルビの付け方において『日国』の用例と少し違いが見られる。国立国会図
書館デジタルコレクションで確認できたものを下記のように示しておく。 
 

二月初（シヨ）旬ノ比ナレハ残雪（ザンセツ）深メ谷峯（ミ子）平等（ビ 
ヨウトウ）ニ成。7 

 
 原文は〈二月の初旬になると、積雪が深くて谷も峯も雪に覆い被られ、どこ
までも平らかになってしまう〉という意味である。原文の「平等」に「ビヨウ
トウ」のルビが付されていて、まさに〈でこぼこがなく、そろっているさま〉
という意味である。『信長記』の用例はよく理解できるが、『日国』に見える、
次の『小学読本』（一八七三）の用例はいささか難解である。 

  
＊小学読本〔一八七三〕〈田中義廉〉四「又一管を壺中に挿し入るに、必 
ず管中の水面も、壺中の水面も、一様に平等なり」 

 
物理の知識を生かすとすぐ理解できる内容であろうが、水面に波立たず、鏡

のような平らな状態であれば、「水面が平等なり」は理解できる。しかし、ここ
では管中の水面も、壺中の水面も同じ高さにあることを言っているため、「平等」
の使い方が不可解である。あるいは幕末・明治時代ならではの使い方ではない
かと推測し、早稲田大学古典籍総合データベースで『小学読本』（一八七四）を
調べてみると、該当する部分に「平等」は見られず、「平ナリ」とある。版の問
題を考慮に入れて、さらに複数の版を確認する必要もあるが、いずれも「平」
であって、現段階で「平等」とある版本は見つかっていない。 

 
一壷ニ水ヲ満タシメ、平ニ置キ、静ニスル時ハ、壷中ノ水面モ、嘴ノ水面 
モ、高下相齊、又一管ヲ壺中ニ挿入スルニ、管中ノ水面モ、必壺中ノ水面 
ト、一様ニ平ナリ。8 

（田中義廉編輯・那珂通高校正『小学読本』第四巻 文部省刊行） 
 

 そうすると、「平等」の〈でこぼこがなく、そろっているさま〉という意味用
法はいつ、どのような理由で誕生したのか、また日本語の中で実際にどう使わ
れていたのか、解明する必要がある。 
 
２．１．２ 意味（２）について 
 『日国』（2）の「平等」は意味的に一律に〈ひろく行きわたって差別がない
こと〉と解釈できるが、用例によって「平等」の意味する内容は千差万別であ

るため、後ほど詳しく見ることとする。ここでは、用例として挙げられている
『蓬莱曲』（北村透谷 一八九一）を具体的に見てみる。 
                                                   
7 『信長記』は国立国会図書館デジタルコレクションで公開されたものを利用した。該当部分は第十五巻

の第七頁に当たる。 
8 早稲田大学古典籍総合データベースで公開されたものを利用した。『小学読本』に「師範学校編纂 小

学読本巻四 明治七年八月改正 文部省刊行」が書き記されている。該当部分は『小学読本』第四巻の第

二十五頁に当たる。 
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  第四場 蓬莱原の四、坑中。 

死の坑よ！ 
善悪の岐を踏みたがへしも踏み守りしも一様並等（いちやうびやふたふ） 
に安寂なる眠に就かしむると聞ける 
死の坑よ！ 

（『蓬莱曲』北村透谷 一八九一） 
 

 北村透谷の『蓬莱曲』（一八九一）に見える「一様並等」に「いちやうびやふ
たふ」のルビが付され、この「並等」は「平等」のつもりで使われたものであ
ると考えられる。まず『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）における
「並等」の記述を見てみる。 

 
  なみ‐とう 【並等】 
  等級として高くも低くもないこと。中等。また、上等、中等に対して下級 

の等級。 
＊野分〔一九〇七〕〈夏目漱石〉四「突き当りを右へ折れるのが上等で、 
左りへ曲がるのが並等（ナミトウ）である。下等はないさうだ」 

＊彼岸過迄〔一九一二〕〈夏目漱石〉雨の降る日・八「真鍮の掛札に何々 
殿と書いた並等（ナミトウ）の竈を」 

＊引越やつれ〔一九四七〕〈井伏鱒二〉鬼子母神裏「久世村さんの仕入れ 
て来た酒類は並等以下のものだ」 

 
『日国』（二〇〇二）の記述を見ればわかるように、「並等」が一般的に「な

みとう」と発音され、〈等級として高くも低くもないこと〉を意味する。果たし
て明治時代に「並等」が〈平等〉の意味を持っていたのかどうかを究明すべく、
神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞記事文庫で調べてみた。明治時代
においては、下記の用例（１）のように、「並等」は〈等級として高くも低くも
ないこと〉を意味していた。「なみとう」の代わりに「へいとう」と読まれたこ
とも少し見られるが、『蓬莱曲』（一八九一）のように「びやふたふ」と読み、〈平
等〉を意味する用例は見つからなかった。よって、北村透谷の『蓬莱曲』（一八
九一）に見られた「並等」はあくまでも「平等」のつもりで使われていたと考
えたほうが妥当であろう。 
 

（１）右新造船は現行航海時間より十時間を短縮する事が出来旅客は従来 
の二等を廃し三等を改造して上等並等の二に分ち上等百五十五人並等二 
百人を登載し得る設備である。 

（大阪毎日新聞 一九二一年八月十三日） 
 

２．１．３ 意味（３）について 
 『日国』（3）の〈心を平らかにして乱れないさま〉を意味する「平等」は現
代日本語にない用法である。現代日本語の感覚で言うと、「平等なる心」は恐ら
く〈人権、法律の観点から人間を等しく扱うべき心〉と解釈されるかもしれな
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い。用例出典の『コンテムツスムンヂ』（一五九六）について、『日本大百科全
書』に下記のような説明がある。 
 

『キリストに倣いて』のキリシタン時代における邦訳本。タイトルはラテ 
ン語の contemptus mundi（世を厭（いと）う）を写したもの9 
 

「現在の難儀、はかなきことを平等なる心を持って受くべきこと」を吟味す
ると、「平等なる心」を〈心を平らかにして乱れないさま〉と解釈してもよいが、
別の解釈も考えられる。それは仏教の世界に「平等心」という語があって、〈す
べての人々を平等にいとおしむ慈悲の心〉という意味である。 
そうすると、『コンテムツスムンヂ』に見られた「平等なる心」が仏教の「平

等心」を借りたものか、それとも当時の日本語において、〈心を平らかにして乱

れないさま〉の意味を持っていたのか、この一例だけではなかなか判断できな
い。この問題点の解明も今回の調査目的の一つとなる。 
 
２．２ 「平等」の分け方について 
 『日国』（2）での「平等」は意味合いによる分類である。つまり（2）の「平
等」はすべて〈ひろく行きわたって差別がないこと〉と解釈できる。これは非
常に便利な分け方である反面、様々な「平等」が混在していて、すっきりしな
いところもある。もっとよい分類があるように思われるので、（2）の「平等」
を筆者なりに下記のようにまとめてみた。 
 
表 1、「平等」の分類 
 

①僧綱請取平等施之 （仏・やり方）物を均等に分ける 

②平等の慈悲をおこし （仏）一切衆生を等しく愛する平等心 

③ビャウドウニモノヲヲサムル （やり方）公平に治める 

④世中の平等によき事 （やり方）誰にとっても良き事？△ 

⑤自由平等の権を重ずる （法）誰にも差別されない権利 

⑥一様並等に安寂なる眠 （やり方）誰にとっても同じ 

⑦如是四姓、悉皆平等 （仏）仏の前に身分の差がない 

 
 大まかに分けると、まず②と⑦の「平等」は仏教の世界に用いられるもので
あり、〈仏が一切衆生を等しく愛する、あるいはすべての衆生がみな均しく悟り
に至る資格を備えている〉などと解釈されることが多いものである。勿論、文
脈によってやや違う解釈が成されることもあるだろうが、一応仏教というカテ

ゴリーで一括りにすることができる。➀③④⑥の「平等」は実生活の事柄につ
いて述べるもので、〈各人の事実上の差異を一切捨象して一律同じにする、ある
いは公平に〉という意味を表す。 
 しかし、⑤の「平等」だけが上記のものとは違っている。この「平等」は「自
由」、「友愛」とともにフランス革命によって確立された近代的な観念である。

                                                   
9 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本大百科全書』を利用する。『日本大百科全書』

の説明を抜粋したものである。 
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一七九三年の「人間と市民の権利の宣言10」に、「全ての人間は生まれながらに
して平等であり、法の下で平等である」とあるように、この「平等」は多くの
場合、法の下の平等を意味し、一種の権利である。近代憲法ではこの新しい「平
等」は人間にとって基本的な権利であり、多くの国でこのような規定が見られ
る。①②③④⑥⑦の「平等」は古くから日本語に存在していたものであるのに
対して、⑤の「平等」は明らかに西洋から舶来したものである。⑤の「平等」
こそ、本章の主たる考察対象である。 
  
２．３ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。この
記述を『日本国語大辞典』に合わせて整え、用例には成立年代を付して対照で
きるようにした。 

 
  （1）梵文意訳。亦訳作「舎」。仏教名詞。意謂無差別。指一切現象在共性 

或空性、唯識性、心真如性等上没有差別。（梵語の意訳、また「舎」とも 
訳す。仏教用語、無差別という意味。一切現象は共性、空性、唯識性、 
心真如性などにおいて差別がないこと。11） 

  ＊金剛経・淨心行善分〔四〇二〕<鳩摩羅什>「是法平等，無有高下，故名 
無上正等菩薩」 

＊従江西至彭蠡道中寄斉相公（詩）〔唐〕<顧況>「本師留度門，平等冤親 
 同」 
＊閲微草堂筆記・如是我聞一〔清〕<紀昀>「以佛法論，広大慈悲，万物平 
等」 

（2）相等。多指人們在社会、政治、経済、法律等方面具有相等地位，享有 

相等待遇。（平等。人々は社会、政治、経済、法律などにおいて平等な地 
位を有して、平等な待遇を受けるのを指すことが多い。） 

  ＊百喩経・二子分財喩〔五世紀末〕<求那毘地>「尓時有一愚老人言：教汝 
   分物使得平等，現所有物破作二分」 

＊紀事（詩）〔清〕<黄遵憲>「紅黄白黒種，一律平等視」 
＊中国近代史資料叢刊・辛亥革命・蒙古独立記〔民国12〕<郭孝成>「若以本 
代表所聞，民国成立，漢、満、蒙、回、藏一律平等，確無疑義」 

  ＊艶陽天・第八十三章〔一九六六〕<浩然>「伱説社員們都是平等的，没大 
没小，没有近枝，没有遠蔓児，是一句実在的話呢，還是光在嘴上説説就 
算了？」 

（3）平常；一般。（普通、一般） 
  ＊聊斎志異・商三官〔清〕<蒲松齢>「優人孫淳携二弟子往執役。其一王成， 

姿容平等，而音詞清徹，群賛賞焉」 

＊意中縁・嘱婢〔清〕<李漁>「伱不知道那女子是個聡明絶頂的人，我料他決 
不肯嫁個平等丈夫。」13 

                                                   
10 フランス語: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1793 
11 日本語の訳文は筆者によるもので、以下同様。 
12 郭孝成の「蒙古独立記」がいつの作品であるか、現在は有力な情報を得ていない。郭孝成が一九一二年

に『中国革命紀事本末』を編纂したことを鑑みて、民国時代が妥当と判断した。 
13 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第二巻第九三八頁。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E6%91%A9%E7%BE%85%E4%BB%80
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この記述を見ると、(1)の「平等」は仏教語であり、〈差別のないこと〉の意

である。（2）の「平等」は『日国』と同じように、複数意味が混在している。
例えば、『百喩経』（五世紀末）の「教汝分物使得平等」〈汝に平等に物を分ける
ことを教えてやる〉の「平等」は〈各人の事実上の差異を一切捨象して一律同
じにする〉と解釈してよかろう。一方、黄遵憲の「紅黄白黒種，一律平等視」
（清）〈赤黄白黒の各人種を一律平等に扱う〉の「平等」は法の下の平等を指す
か、それとも人種の平等を指すかは定かではないが、間違いなく〈だれにも差
別されない権利〉の意である。郭孝成の「漢、満、蒙、回、藏一律平等」（民国）
〈漢、満、蒙、回、藏の各民族は一律平等である〉、そして、「社員們都是平等
的」（一九六六）〈人民公社の社員はみんな平等である〉の「平等」も〈だれに
も差別されない権利〉のことを指す。 

（3）の「平等」は〈普通、一般〉という意味を表し、これは現代中国語に見
えない意味用法である。例えば、『聊斎志異』（蒲松齢 清）の「姿容平等」は
〈容姿が普通である〉の意であり、「意中縁」（清 李漁）の「我料他決不肯嫁
個平等丈夫」は〈彼女は決して普通の男性と結婚しないと思うよ〉という意味
ある。 
 
３ 先行研究 
 『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）と『漢語大詞典』（一九八六）の記述
を見る限り、「平等」という語は両国において長い歴史を有し、近代において「法
の下の平等」という西洋由来の新しい観念を表すようになったと見られる。そ
こで、『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞
典』（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、国際日本文化研究センターの日本

語語彙研究文献データベースなどを調べ、諸点を確認しておこうと思う。 
 
３．１ 『明治のことば辞典』（一九八六） 
  びょうどう 平等びやうどう 
  ①〔和英語林集成・慶応 3〕〖Biyodo〗(tairakani h,toshi)Even and 

 equal;just and equal.― ni kubaru, to distribute equally． 
  ②〔訳書字類・明初〕〖ヘイトウ〗オシナラス、タヒラニヒトシ。 
  ③〔漢語便覧・明 3〕〖ヘイトウ〗平均（カタオチナシ）ニ同。 

④〔新撰字類・明 3〕〖ヘイトウ〗かたおちなし。 
⑤〔漢語二重字引・明 6〕〖ビョウトウ〗ヒトシク。 
⑥〔小学課程書字引・明 10〕〖ビョウドウ〗カタオチナシ、ヒトシ。 
⑦〔以呂波分漢語字引・明 13〕〖ビョウトウ〗平安（オダヤカナルコト）、 
平穏ニ同。 

⑧〔哲学字彙・明 14〕equality． 
⑨〔仏和字典・明 20〕〖ヘイトウ〗egal. 
⑩〔漢英対照いろは辞典・明 21〕〖ヘイトウ〗たいらかにいとしき、お 
なじき。Equal．/〖ビョウドウ〗たいらか、ひとしき、同等。Equal； 

                                                                                                                                                     
中国語の資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直す。「你」、「们」など一部現代日本

語で使わない漢字は、「伱」、「們」のように旧体字で示す。 
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same; equality． 
⑪〔言海・明 24〕〖びょうどう〗ヒトシキコト 不同ナキコト 
⑫〔日本大辞書・明 26〕〖びょうどう〗不同ナク一様デアルコト ＝均 
一。 

⑬〔日本大辞書・明 29〕同等、均一、公平。 
⑭〔和英大辞典・明 29〕〖Biyodo〗Equal；uniform;even;impartially 
⑮〔新編熟語辞典・明 29〕〖ヘイトウ〗シャベツナクオナジヤウナ 
⑯〔法律経済熟語辞典・明 41〕〖ヘイトウ〗平均同等の義なり。 
⑰〔辞林・明 44〕〖びょうどう〗①不同なく一様であること。ひとしき 
こと。（均一）。②差別なく一切にあまねきこと。 

⑱〔大辞典・明 45〕等一デアルコト、均一。転ジテ汎ク無差別デアルコ 
ト。 

 
▽語形 ビョウドウとヘイトウの読み方がある。「平」は漢音ヘイ、呉音 
ビョウ（ビヤウ）。『涅槃経』の「一悉平等、無有差別」など仏典から使用 
されたので呉音読みが正しい。明治二十七年『日本赤十字社看護婦教程・ 
看護法編』には「病室ノ温度ハ常ニ平等ニシテ急ニ冷熱ノ変換ナカランコ 
トヲ要ス」の用例がある。14 

 
『明治のことば辞典』（一九八六）の記述を見ると、まず気になるのは「平等」

の読み方である。辞書②⑤⑥のように、「ヘイトウ」、「ビョウトウ」、「ビョウド
ウ」の三通りの発音が記されている。明治初期から、特に「ヘイトウ」と「ビ
ョウドウ」の並存が長く続いていたようである。差別が「シャベツ」から「サ
ベツ」へ、障碍が「ショウゲ」から「ショウガイ」へと、幕末・明治期におい

てもともと呉音読みの仏教由来の漢語が漢音読みになったのは当時の流れであ
る。「平等」も漢音読みの「ヘイトウ」とともに、呉音読みの「ビョウドウ」が
両用されている点が注目される。 
一方、意味については、西洋由来の〈誰にも差別されない権利〉に関して、

各辞書の短い記述だけでは非常に判断がしにくく、具体的な文脈で判断するし
かない。例えば、①の『和英語林集成初版』（ヘボン 一八六七）では、「〖Biyodo
〗― ni kubaru, to distribute equally」があり、「平等」は「equally」の訳
語と見なしてよいが、ここの「平等」はあくまでも〈物を公平に（あるいは均
等に）配る〉という意味で、〈誰にも差別されない権利〉という近代的な価値観
とはほど遠い。 
『明治のことば辞典』（一九八六）における各辞書の記述を見る限りでは、⑧

の『哲学字彙』（和田垣謙三 一八八一）における「equality 平等」は〈西洋
由来の誰にも差別されない権利〉に近いと思われる。井上哲次郎らによる『哲

学字彙』は日本最初の哲学辞典であるからである。 
そして、『明治のことば辞典』（一九八六）に用例として示されている「病室

ノ温度ハ常ニ平等ニシテ急ニ冷熱ノ変換ナカランコトヲ要ス」（『日本赤十字社

                                                   
14 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂出版 一九八六）第四八九～四九〇頁。各辞書に付

けられた通し番号は筆者によるもの、そして内容を一部省略した。 
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看護婦教程・看護法編』 一八九四）の中の「平等」は、現代日本語の感覚で
あれば「平等」ではなく、「同じ」を使うところであろう。 
 

３．２ 『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七） 
びょうどうしゅぎ（びやうどう…）平等主義 
①「其の執る所の説は概して皆極端の平等主義に帰宿し、」（矢野龍渓・明 
治十六年（一八八三）～明治十七年（一八八四）『経国美談』後・二） 

②「政府に於テ平等主義ヲ取リ、華族ノ自然ニ地位ヲ失亡スルヲ顧ミザレ 
バ」（『東京横浜毎日新聞』明治十七年（一八八四）七月十日） 

意味 差別を認めない立場、態度。また、その主張。15 
  
『明治のことば辞典』（一九八六）が各辞書における「平等」を全般に取り扱

うのとは違い、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）では、「平
等主義」をキーワードとしている。「平等主義」（egalitarianism）は全ての人
間が、法的・政治的・経済的・社会的に公平・同等に扱われるようになること
を志向する思想である。これは明らかに西洋由来の概念を表すものである。 
 

３．３ 『近現代辞源』（二〇一〇） 
  平等 ping deng 指人們在社会、政治、経済、法律等方面享有相等待遇。 

一八五四年二月《遐迩貫珍》第二号：官与兵皆一体平等，無軽重異視。一 
八五八年六月二十六日《中英天津条約》第三款：英国自主之邦与中国平 
等，大英欽差大臣作為代国秉権大員，覲大清皇上時，遇有碍於国体之礼， 
是不可行。16 

 

「官与兵皆一体平等，無軽重異視」〈官と兵は一律平等である、軽い重いの差
別はなし〉のように、『遐迩貫珍・第二号』（一八五四年二月）に見られる「平
等」は、まさに西洋由来の近代的な概念である。この出典である『遐迩貫珍』（英
語名：Chinese Serial）は、一八五三年八月に香港の英華書院によって創刊さ
れた中国語月刊誌である。英華字典の編纂で広く名を知られた宣教師の麦都思
（Walter Henry Medhurst）がその初任編集長であったという。一八五三年八月
から一八五六年五月まで計三十三回刊行され、当時の科学技術や啓蒙知識、東
アジアのニュース等を掲載した重要な雑誌である。 
「官与兵皆一体平等，無軽重異視」の原文は『遐迩貫珍・第二号』（一八五四

年二月）に載せられた「佛蘭西公使赴天京記」（フランス公使が天京（南京）に
赴くことを書き記す）という記事である。中国では一八五一年に清王朝打倒を
目指す太平天国の乱が起きた。一八五三年三月十九日に太平天国軍が江寧(現在
の南京市)を陥落させ、天京と改名し、洪秀全を天王とする太平天国の王朝を立

てた。一八五三年十一月六日に当時のフランス公使である布爾布隆一行が太平
天国の天京に来訪した。 

                                                   
15 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第七一九頁。 
16 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第五七九頁。書き写す時に『近現代辞源』の簡体

字を日本漢字に書き直した。 
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『遐迩貫珍』の「佛蘭西公使赴天京記」はフランス公使の天京訪問について
の記事である。「官与兵皆一体平等，無軽重異視」、階級制が当たり前の当時に
おいて、なぜこんな不思議な風景をフランス公使が目の当たりにしたのか。そ
れは太平天国が絶対的な平等というユートピア思想を建国の理念にしていたた
めである。 
しかし、太平天国は絶対的な平等を建国の理念としていたものの、〈誰にも差

別されない権利〉という意味を表す「平等」という語自体は『天朝田畝制度』（一
八五三）、『資政新編』（一八五九）などといった太平天国の基幹資料に見られな
い。「平等」ではなく、従来の「平匀」（平均の意）が使用されている。例えば、
太平天国の建国綱領となる『天朝田畝制度』（一八五三）には、「天下人人不受
私，物物帰上主，則主有所運用，天下大家処処平匀，人人飽暖矣」17とある。 
「佛蘭西公使赴天京記」（一八五四）に見られる「平等」は、フランス公使の

布爾布隆が階級を無くした太平天国の実態18を見て、西洋の〈誰にも差別されな
い権利〉を彷彿させたことによる使用であろう。フランス公使のこういう思い
を『遐迩貫珍』の編集者が「平等」という語で表現したのである。西洋由来の
新しい意味を反映する点で、『遐迩貫珍』の用例は注目される。 
 『近現代辞源』（二〇一〇）で、「佛蘭西公使赴天京記」の次に示されている
のは、「英国自主之邦与中国平等，大英欽差大臣作為代国秉権大員，覲大清皇上
時，遇有碍於国体之礼，是不可行」（『中英天津条約』第三款 一八五八年六月
二十六日）である。アロー戦争（中国では第二次アヘン戦争）では、英仏連合
軍が北上して天津を制圧し、迫られた清王朝は列強と『中英天津条約』を結ん
だ。その『中英天津条約』に上記のような内容が見える。『中英天津条約』の英
語版を確認すると、その箇所は「He shall not be called upon to perform any 
ceremony derogatory to him as representing the Sovereign of an independent 

nation on a footing of equality with that of China.」に当たる。すなわち、
「平等」は「equality」の訳語であることがわかる。そして、前述のように、
一概に「平等」とはいうものの、状況によってその意味するところが異なり、
この「平等」はイギリスと中国が外交上同等の権利を有するという意である。 
 『中英天津条約』（一八五八）における「平等」は外交上同等の権利を指すも
のであり、人間の〈誰にも差別されない権利〉とは一定の距離がある。しかし、
「朝貢体制19」の優越感に慣れていた中国には非常に大きな衝撃であったであろ
う。『ブリタニカ国際大百科事典』には次のような記述が見える。 
 

これを中国を中心に成立していた階層的な世界秩序ととらえ，朝貢体制あ 
るいは冊封体制ということもある。しかしこうした階層的秩序や恩恵とし 
ての貿易は，主権平等に基づく近代西欧の国際関係や自由貿易の原則と対 
立し，19世紀，アヘン戦争により打ち破られた。 

『ブリタニカ国際大百科事典』 

                                                   
17 「天下の人々は私有物を持たない、すべての物は上主に帰す。上主は必要に応じてこれを運用する。天

下の人々はどこでも平匀（平等）、だれでも暖衣飽食できる」という意味である。 
18 太平天国は万民平等の理想社会を作ろうとしたが、結局それは表面的なことに過ぎなかった。 
19 中国の歴代王朝が東アジア諸国の国際秩序を維持するために用いた対外政策。中国の皇帝が朝貢をして

きた周辺諸国の君主に官号・爵位などを与えて君臣関係を結んで彼らにその統治を認める（冊封）一方，

宗主国対藩属国という従属的関係におくことをさす。（『百科事典マイペディア』） 



134 

 

 
 『近現代辞源』（二〇一〇）に示された「平等」の二例はいずれも外国との関
係において用いられたものである。そして、それらは、日本における新しい意
味の「平等」よりも時期的に早い点は留意されるべきところである。 
 
４ 古代中国語における「平等」 
 「平等」は仏教との関係が深いが、それは仏教の中国伝来による新造語であ
るか、それとも古くから中国語にあった語が仏教の世界に借用されたのか、「彫
龍中国古籍庫」、北京大学中国語言学研究中心（Center for Chinese Linguistics 
PKU）の古代中国語データベース、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古
代中国語データベースによって検証してみることにする。 
 

４．１ 仏教語としての「平等」 
 先に結論を言えば、「平等」は仏教の中国伝来による新造語である。下記の用
例（２）～（５）のように、早くも二世紀末期の仏教資料に既に姿を現してい
た。 
 

（２）視一切悉平等所致。常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。 
（支婁迦讖訳『仏説般舟三昧経』 一七九） 

〈日本語訳文〉一切悉く平等に観るところが致す。常に大慈大悲が有ると 
ころが致す。汝の功徳は計り知れるべからず〉 

  （３）觀平等。於一切。避郷里。遠親族。棄愛欲。履清淨。行無為。斷諸 
欲。 

（支婁迦讖訳『仏説般舟三昧経』 一七九） 

〈日本語訳文〉一切に於いて平等に観る。郷里を避け、親族を遠ざける。愛 
欲を棄て、清浄を履む。無為を行い、諸欲を絶つ。 

  （４）我觀一切，普皆平等，無有彼此，愛憎之心。我無貪著，亦無限礙。 
恒爲一切，平等説法，如爲一人，衆多亦然。 

（鳩摩羅什訳『妙法蓮華経・薬草喩品第五』 四〇〇） 
〈日本語訳文〉私が一切を観ずること、あまねくみな平等にして、彼と此と 
愛憎の心、有る無し。我は貪著する無く、亦た限て礙ぐる無し。恒に一切の 
為に、平等に法を説く。一人の為にするが如く、衆多のためにも亦然り20。 

 （５）是法平等、無有高下。 
（鳩摩羅什訳『金剛般若波羅蜜經』 四〇二） 

  〈日本語訳文〉是の法は平等にして、高下有ること無し21。 
 
 「平等」の仏教由来については、中国の『俗語佛源』（二〇〇八）と日本の『仏

教が生んだ日本語』（二〇〇一）などにおいても支持されている。以下に引用す
る。 
 

其実，這個常用語源於梵語 upeksa，意訳為舎，意為舎去一切差別相。佛 

                                                   
20 この訳文は興膳宏の『仏教漢語５０語』（岩波書店 二〇一一）の第一二一頁より引用したもの。 
21 この訳文は興膳宏の『仏教漢語５０語』（岩波書店 二〇一一）の第一二一頁より引用したもの。 
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教認為，一切事物在性体（即本質、共相、空性、心真如性等）上是没有任 
何差別的。在時間上，称為三世平等。如《圓覚経》巻上説：三世悉平等， 
畢竟無来去。在空間上，称為大小平等。如《華厳経》説：大世界即是小世 
界，小世界即是大世界。従佛性而言，衆生平等。如《涅槃経・梵行品》 
説：如来亦爾，於諸衆生非不平等，然於罪者心則偏重，於放逸者佛則慈 
念。不但衆生平等，而且怨親平等。22 

（中国佛教文化研究所『俗語佛源』天津人民出版社 二〇〇八） 
〈日本語訳〉実はこのよく使う語（平等）は梵語の upeksaに由来する。その
意味は舎であり、つまり一切の差別相を捨てることである。仏教ではすべて
の事物は性体（即ち本質、共相、空性、心真如性等）において差別がない。
時間において、「三世平等」と称す。『圓覚経』上巻曰く、「三世悉平等，畢
竟無来去」。空間において、「大小平等」と称す。『華厳経』曰く、「大世界即

是小世界，小世界即是大世界」。佛性から言うと、「衆生平等」である『涅槃
経・梵行品』曰く、「如来亦爾，於諸衆生非不平等，然於罪者心則偏重，於
放逸者佛則慈念」。衆生平等だけではなく、敵と親族も平等である〉 
 
ところで平等の逆は差別であり、差別がないことを平等と言う。そして中 
国伝来の後、この仏教特有の無差別の思想には、漢訳されて平等の語が与 
えられた。「平等」は本来、漢語になかった言葉である。その言葉、その 
意味は仏教が用意し、そして中国で漢字化され、日本に伝えられた。23 

（大谷大学『仏教が生んだ日本語』毎日新聞社 二〇〇一） 
 
 仏教の中国伝来に伴って造語された「平等」は仏教の世界で多用された。「SAT
大正新脩大藏經テキストデータベース 2015 版」で調べてみると、「平等」の用

例数は一八五六七にものぼる。そして、「平等引接」、「平等界」、「平等観」、「平
等心」、「平等大慧」、「平等方便」など、「平等」を語基とする造語も数多く見ら
れる。それほど「平等」が仏教に愛用されるのは、やはり仏教の基本理念であ
る「一切衆生をあまねく救う」と関係があると思われる。 
 
４．２ 一般語に転用された「平等」 
仏教は人々の生活と緊密な関係があった。「投機」、「普通」、「普遍」など多く

の仏教語が一般語に転用されたように、仏教語として誕生した「平等」も使わ
れているうちに、一般語に転用された。 
 

（６）大皮裏大樹，小皮裏小樹。生児不用多，了事一個足。省得分田宅， 
無人横煎蹙。但行平等心，天亦念孤独。 

（王梵志「大皮裏大樹」 唐） 

〈日本語訳文〉大きな皮が大きな木を包む、小さな皮が小さな木を包む。子 
供を多く生む必要はない、一人で足りるよ。田と宅を分けることも省かれる 

                                                   
22 中国佛教文化研究所『俗語佛源』（天津人民出版社 二〇〇八）第六十七～六十八頁。原文より抜粋し

たものである。書き写す時に『俗語佛源』の簡体字を日本漢字に書き直した。「于」、「尔」など現代日本語

に使わない漢字を「於」、「爾」のように旧字体を使用する。 
23 大谷大学『仏教が生んだ日本語』（毎日新聞社 二〇〇一）第一五五頁の内容を抄訳したもの。 
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し、子供に嫌がられることもない。平等心を持っていれば、神様もこの孤独 
な私を見捨てることないだろう。 

  （７）為学空門平等法，先斉老小死生心。 
（白居易「歳暮道情二首」 唐） 

〈日本語訳文〉空門の平等の法を学びし為に、先に老小死生の心を斉しく 
す。 
（８）台上忽見一点雲起，俄爾之間，重雲遍山。入此山者，自然起得平等 
之心。 

（圓仁『入唐求法巡礼行記』 九世紀） 
〈日本語訳文〉台の上に突然一点の雲が見え始め、瞬く間に厚い雲があま 
ねく山を覆い隠した。この山に入る者は自然に平等の心が起こる。 

  （９）伏願回営造之資，充疆場之費，使烽燧永息，群生富庶，則如来慈悲 

之施，平等之心，孰過於此？ 
              （司馬光『資治通鑑・二〇九巻』 一〇八四） 

〈日本語訳文〉造営用の資金を戦場の軍事費に当てることを深く深くお願 
いいたす。烽火を無くし、庶民を豊かにする。これはまさに如来慈悲の施 
し、平等の心そのもの。 

 
 仏教伝来による造語「平等」は仏教の基本理念を担うことから、その一般語
化するプロセスとしては、まず「平等」の理念が普通の文脈に何度も引用され、
よく謳われたことが考えられる。例えば、用例（６）は子供をたくさん作って
はいけないという趣旨であるが、必要に応じて仏教の「平等心」を詩の中に織
り込んでいるのである。用例（７）は大詩人の白居易が時代に翻弄された人生
を嘆き、結局仏教の世界で悟りを得た内容である。用例（８）は日本人留学僧

の圓仁による『入唐求法巡礼行記』に見られたものであり、霊山に踏み入れる
と自ずと心が静かとなり、「平等」の境地に達するということである。用例（９）
は人間の善行を仏教の平等心に例えたものである。 
 
  （10）A打槌唱云「施食呪願」。上座僧呪願了，行飯食。上下老少、道俗 

男女平等供養也。 
〈日本語訳文〉槌を打って「施食呪願」を唱える。上座の僧は呪願を終了 
後、食事をする。上下、老若、男女、道俗を問わず平等に供養する。 
  B山中説斎，不論僧俗、男女、大小，平等供養。 
  C童子一列，沙弥一列，大僧一列，尼衆一列，皆在床上受供養。施 
主平等行食。 

（圓仁『入唐求法巡礼行記』 九世紀） 
（11）若是倪善継存心忠厚，兄弟和睦，肯将家私平等分析，這千両黄金， 

弟兄大家該五百両，怎到得滕大尹之手？ 
（馮夢竜『喩世明言・滕大尹鬼断家私』 一六二一） 

〈日本語訳文〉もし倪善継は温厚な人、そして兄弟仲が良いなら、財産を 
平等に分けて、千両の黄金を兄弟二人はそれぞれ五百両あるはずだ、滕大 
尹が千両の黄金をもらう筋道がなかった。 

  （12）老太太、太太還説儞寡婦失業的，可憐，不夠用，又有個小子，足足 
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的又添了十両銀子，和老太太、太太平等。 
（曹雪芹・高鶚『紅楼夢』 十八世紀中頃） 

〈日本語訳文〉老太太、太太24は「あなたが寡婦だし、仕事もない、可哀想 
だ。金が足りないのに、子供もいる」と可哀想がって、また銀を十両付け 
加えた。これで老太太、太太と平等だ。 

 
 用例（10）～（12）の「平等」が〈各人の事実上の差異を一切捨象して一律
同じにする〉という意を表し、これは既に仏教の理念としての「平等」とは違
い、どちらかというと〈～～を均等に～～〉というやり方の問題である。そし
て、圓仁の『入唐求法巡礼行記』に「平等」が計七回出ていて、そのうちの五
回が上記の意味である。 

 

  （13）這位娘子，三停25平等，一生衣禄無虧；六府26豊隆，晩歳栄華定取。 
（蘭陵笑笑生『金瓶梅詞話万歴本』 一五七三～一六二〇） 

〈日本語訳文〉このお嬢さん、三停が平等だから、一生衣食に憂いがない体 
つきが整う。晩年必ず裕福な生活を得られる。 

  （14）他見孩児生得五官周正、三停平等，他問我是幾年、那月、那日、那 
時出世。 

（呉承恩『西遊記・第四十二回』 十六世紀） 
〈日本語訳文〉その子供は顔付きが整う、三停が平等だ。これを見た彼は「あ 
の子は何年、何月、何日、何の時に生まれたか」と私に聞いた。 

 
 用例（13）と（14）の「三停平等」の「三停」とは人相占いの術語であり、
顔全体を髪の生え際から眉までを「上停」、眉から鼻の下までを「中停」、鼻の

下から顎までを「下停」という三つに分けるというものである。占いでは「三
停」のバランスが取れたものはよいとされる。従って、ここの「平等」は〈各
人の事実上の差異を一切捨象して一律同じにする〉という意ではなく、〈各部分
のバランスが良い〉という意を表しており、興味深い転義である。 
 

（15）差科取高戸，賦役数千般。処分須平等，併檑出時難。 
（王梵志「当郷何者貴」 唐） 

〈日本語訳文〉差科27を裕福な家庭に課す、賦役は数えきれない。扱いは平 
等にしなければならない、「併檑28」が出る時は難しい。 
（16）天地平等，覆載無視，我今貧苦，非天地也。 

（司馬承禎『坐忘論』 唐） 

                                                   
24 「老太太」は主人の母親、「太太」は奥様を指す。 
25 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第一巻第二二九頁によると、「三停」とは「相法

術語。相面者以人体及面部各分三部，称上中下三停。三停斉等為福相」となる。 
26 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第二巻第三十五頁によると、ここの「六府」は

〈体つき〉と言う意味である。 
27 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）によると、「差科」は「令制で、歳役・雇役、または調・

庸などを課すること」となる。 
28 資料によって、「併檑」、「餅檑」、「併擋」といった表記が見られる。具体的にどんな意味かは当分不明

である。 
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〈日本語訳文〉天と地は平等、万物に対して偏りがない。わたしはいま貧 
困に陥っているが、天と地のせいではない。 
（17）秦夫人道：第三，等級尽滅，政法平等，民賊独夫不共戴天。 

（海上独嘯子『女媧石』 清の末期） 
〈日本語訳文〉第三、階層はすべて無くされ、法が平等である。国賊、横暴 
な独裁者は決して許せない。 

 
 用例（15）～（17）の「平等」は〈公正、偏りがなくて正しい〉という意味
である。ちなみに、現代日本語において、「平等」と「公正」は似て非なる一対
の言葉であり、その違いについては分かりやすく解説したものがある。 
 
  平等はそれぞれの状況を鑑みずに全員に対して同じ待遇を施す、しかし、 

公正ではそれぞれの状況に応じて待遇を変える。平等（Equality）は同一、
公正（equity）はフェアネスと言い換えられる。29 

 
 そもそも「平等」と「公正」との境界線は曖昧である。〈各人の事実上の差異
を一切捨象して一律同じにする〉の「平等」から「公正」へとに転義していく
のは自然なことであると考えられる。 
 
  （18）随伱掙得有田有地，幾代発迹，終是個叫化頭児，比不得平等百姓人 

家，出外没人恭敬。 
（馮夢竜『喩世明言・金玉奴棒打薄情郎』 一六二一） 

〈日本語訳文〉たとえ田んぼなどの財産があっても、上何代はそこそこ出 
世しても、結局乞食の頭という身分に過ぎないだろう。平等の百姓と比べ 

るもんではない、外ではまともに相手されないよ。 
  （19）高賛見女児人物整斉，且又聡明，不肯将他配個平等之人，定要揀個 

読書君子，才貌兼全的配他。 
（馮夢竜『醒世恒言・銭秀才錯占鳳凰儔』 一六二七） 

〈日本語訳文〉お嬢さんは素敵で聡明な方だから、高賛は決してお嬢さん 
を平等の人に嫁がせることはない。きっと書生から人物と才能が共に優れ 
た方を選ぶに違いない。 

  （20）十三妹道：噯哟！這郷村地方児，可那里去找個真読書種子呢？就有，
也不過是個平等郷愚，如何消受得妹子伱起？ 

（文康『児女英雄伝・第九回』 一八七八） 
〈日本語訳文〉あらら！こんな田舎のところにまともな書生なんていない 
よ。仮にいるとしても、平等の田舎書生に過ぎず、決してお姉さんと釣り 
合わないよ！と十三妹が言った。 

 
 用例（18）～（20）に見られる「平等百姓」、「平等之人」、「平等郷愚」など
の「平等」は〈普通、ありふれる〉という意である。明の時代（一三六八～一
六四四）の白話小説にこの意味用法がよく見られ、民間では既に定着していた
ものと思われる。この「平等」は意味合いだけではなく、形容詞的用法も従来

                                                   
29 サイト「http://buzzap.jp/news/20141111-equity-vs-equality/」による内容を要約したものである。 
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の名詞的用法とは異なっている。意味変化の可能性として、明の時代、民間に
おいて仏教用語の「平等」が〈平常、一般の等級〉というように、文字通りに
再解釈されたのではないかと推測される。 
 

（21）才守倶優者，挙以卓異30。劣者，劾以六法。不入挙劾者為平等。 
（趙爾巽『清史稿・第百十一巻』 一九二八） 

〈日本語訳文〉才能と人物は共に優れた者を「卓異」に推薦する。劣る者 
は六法を以て弾劾する。推薦と弾劾されない者は平等とする。 
（22）三十一年，定考覈州、県事実，分最優等、優等、平等、次等四級。 

（趙爾巽『清史稿・第百十一巻』 一九二八） 
〈日本語訳文〉三十一年、州と県の実績を評定する。評定結果は最優等、優 
等、平等、次等に分ける。 

 
 用例（21）と（22）の用例は趙爾巽の『清史稿』（一九二八）に見えるもので
ある。一九一四年に当時の大総統袁世凱が清史館を設立して、清朝の遺臣であ
る趙爾巽を館長に任命し、清史の編纂を開始させた。成立時期こそ遅いが、清
朝の史実を反映するものである。よって、文中の「平等」は清朝の官吏の等級
の一つである。また〈平常の、普通の等級〉という意であるのは、用例（18）
～（20）の「平等」の延長線にあったものと考えてよいであろう。 
 上記のように、「平等」は仏教の中国伝来による造語であり、本来の意味は〈釈
迦様は身分、出身の差を顧みず一切衆生を救済する〉、あるいは〈仏教の信者は
等しく悟りを得る資格がある〉などである。「平等」は仏教の基本理念を担うキ
ーワードであるため、仏教の世界ではよく用いられた。 
現在の中国において、仏教は一般人の生活から遠ざかる存在に見えるが、古

代中国においては仏教と人々の生活には緊密な関係があった。そうすると、当
然のように仏教の平等思想が人々の日常生活に影響していた。平等思想の浸透
とともに、「平等」という語も日常生活に用いられ始めた。そのプロセスとして、
最初は仏教の文言を引用し、謳歌する形で自分の心情、主張を表していた。そ
れが次第に、用例（10）～（12）のように〈一様、同様、同じ〉、用例（13）と
（14）のように〈バランスが取れること〉、用例（15）～（17）のように〈公正、
偏りがなくて正しい〉というように転義していった。一方、用例（18）～（20）
の〈普通、ありふれる〉という意味は転義というより、「平等」を民衆の理解に
よって〈平常、一般の等級〉というように再解釈されたものと考えられる。そ
して、用例（21）と（22）の清朝の官吏等級の一つを表す「平等」も〈平常、
一般の等級〉由来のものであると思われる。 
 
５ 〈誰にも差別されない権利〉としての「平等」 

〈法律の前にみんな平等〉という「法の下の平等」は全世界の共通理解であ
ろう。それ以外に、「男女平等」、「人種平等」、そして国と国の間の「外交上の

                                                   
30 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第一巻八五一頁によると、「卓異」は本来〈抜群、

突出、あるいは特に優れた人物〉と言う意味である。「清制，吏部定期考核官吏，文官三年，武官五年，政

績突出，才能優異者称為卓異」（清の制度では、吏部は定期的に官吏を評定する、文官は三年ごとに、武官

は五年ごとに評定する。成績が突出、才能が優れた者は卓異と称する）となる。 
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平等」などという言い方もある。これら数々の「平等」は従来の「平等」とは
本質的な違いがあり、この「平等」はだれにも奪われない、生まれつきの、差
別されない権利である。この〈誰にも差別されない権利〉としての「平等」は
例の『清史稿』（一九二八）にも数多く見られる。ここで、いくつかの用例を見
てみる。 
 

（23）複以為自由、平等、権利諸説由之未嘗無利，脱靡所折衷，則流蕩放 
佚，害且不可勝言；常於広衆中陳之。 

（趙爾巽『清史稿・列伝二百七十三』 一九二八） 
〈日本語訳文〉厳復は自由、平等、権利の所説を実施すれば有益かもしれな 
いが、何の制限も加えずそのままにしておけば、その害は計り知れないもの 
であると主張して、常にこの説を人の前に繰り返している。 

（24）①至是，定約十二条，大要認朝鮮為独立自主国，礼儀交際皆与日本 
平等，互派使臣。…以下省略… ②日本大詰問，以交際平等，何独尊中 
国？如朝鮮為中国属，則大損日本国体。 ③臣査西洋各国称帝称王，本 
非一律，要皆平等相交。 

（趙爾巽『清史稿・列伝三百十三』 一九二八） 
〈日本語訳文〉①よって、条約を十二条定めた。大体の内容は朝鮮が独立自 
主国、礼儀交際皆日本と平等、お互いに使臣を派遣するなど。②「交際平等 
なのに、何で中国だけを崇めている」と日本は詰問した。③わたしは西洋各 
国を精査して、帝国なり王国なりそもそも一つだけではないが、皆平等に付 
き合う。 

 
 用例（23）は中国近代の啓蒙思想家・翻訳家である厳復が「自由」、「平等」、

「権利」に対する態度を示したものである。「自由」、「平等」、「権利」は言うま
でもなく、西洋由来の概念である。そして、用例（24）①の条約は一八七六年
二月二十六日に調印された『日朝修好条規』であり、文中の「平等」は『日朝
修好条規』の第一款より引用してきたものである。 
 

朝鮮國ハ自主ノ邦ニシテ日本國ト平等ノ權ヲ保有セリ嗣後兩國和親ノ實 
ヲ表セント欲スルニハ彼此互ニ同等ノ禮義ヲ以テ相接待シ毫モ侵越猜嫌 
スル事アルヘカラス先ツ從前交情阻塞ノ患ヲ爲セシ諸例規ヲ悉ク革除シ 
務メテ寛裕弘通ノ法ヲ開擴シ以テ雙方トモ安寧ヲ永遠ニ期スヘシ。 

『日朝修好条規』第一款 
 

用例（24）の②は一八七七年に朝鮮の外交文書に中国のことを「上国」と称
したため、日本は大いに反発したという内容である。そして、用例（24）③は

一八八一年の李鴻章31の上奏文である。この「平等」は国と国の間の外交上の平
等を指す。『清史稿』には、ほかにも「美国憲法本人民平等」〈アメリカの憲法

                                                   
31 李鴻章（一八二三～一九〇一）は清末の政治家、曽国藩のもとで淮軍を組織して太平天国の乱を鎮圧し

た。以後四十年余にわたって両江総督・直隷総督・北洋大臣・内閣大学士を歴任、日清戦争・義和団事件

など重要な外交案件にかかわったほか、洋務運動の中心人物として清国の近代化に尽力した。 
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は本来人民平等を定めていた〉、「欲人皆平等」〈人皆平等を実現したい〉などが
見られ、今日言う各レベルの「平等」がほぼ出そろっていた。 
 

６ 新しい「平等」の由来 
 〈だれにも差別されない権利〉としての「平等」は、明らかに近代において
「西学東漸32」と共に西洋から舶来した概念である。 
 
６．１ 中国に新しい「平等」を生み出す土壌はなかった。 
新しい「平等」は西洋由来のものであるが、理想論としての平等思想は古代

中国の思想家たちによって様々な形で提起されている。しかし、それは今日言
う「平等」の中身とは根本的に違いがある。中国古代の平等思想と言えば、儒
家の「天下為公」が有名である。 

 
大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其 
子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。 

（戴聖『礼記・礼運篇』 前漢） 
〈読読文〉大道の行わるるや、天下を公と為し、賢を選び、能を与び、信を講
じ、睦を修む。独り其の親を親とせず、独り其の子を子とせず。老をして終
る所あり、壮をして用うる所あり、幼をして長ずる所あり、矜寡孤独廃疾の
者をして皆養う所あらしむ。33 

  
 確かに儒家の「天下為公」に「平等」の思想は見えるが、結局それは想像上
の理想論だけに止まる。儒学は、現実的には皇帝を頂点とする政治体制を擁護
し、長幼尊卑の倫理関係を重視するため、当然、だれにも差別されない権利と

しての「平等」思想を生み出すはずはなかった。 
儒家の「禮不下庶人、刑不上大夫」〈禮は庶民に下っては適用されず、刑は大

夫にまで上って適用されない〉とは違い、法家は「刑無等級」を主張し、いか
にも今日の「法律面前，人人平等」（法の下の平等）のように見えるが、これに
も本質的な違いがある。 
 
  所謂壹刑者、刑無等級。自卿相將軍以至大夫庶人、有不從王令、犯禁、亂 

上制者、罪死不赦。 
（商鞅『商君書・賞刑』 戦国時代（紀元前四〇三～紀元前二二一） 

〈日本語訳文〉いわゆる刑を一にするとは、刑の對象には階級など關係が 
ないということである。卿相・將軍から大夫・庶人に至るまで、王の命令 
に從わなかったり、禁を犯したり、上の制度を亂したりしたら、罪は、死 
罪で許しはしない34。 

 
 「刑無等級」とは言うものの、『商君書・修権』に「権者、君之所独制也」〈君
主は権力を独占する〉とあり、「刑無等級」は君主以下の人間に対するもので、

                                                   
32 西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むこと。 
33 読み下し文の出所：http://minoma.moe-nifty.com/hope/2009/05/post-52c1.html 
34 日本語訳の出所：http://www.geocities.jp/ichitsubo_de_gozaru/kanpishi/houtorei.html 

http://minoma.moe-nifty.com/hope/2009/05/post-52c1.html
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とても「法律面前，人人平等」（法の下の平等）とは言えない。そして、実際の
運用上においても、君主は法律より上の存在であることがわかる。法を犯した
太子に対して、商鞅35は「法之不行，自上犯之」〈法が効力を失うのは上の方が
法を犯したためである〉とする一方、「太子，君嗣也。不可施刑。」〈太子は君主
の後継者であるため、刑罰に処してはならない〉ため、結局太子の師を務めた
公子虔と公孫賈は罪がないのに、太子の代わりに処罰された。さらに言うと、
法家の言葉に「平等」という語もなかった。 
 このように、「法の下の平等」であろうが、「男女平等」であろうが、あるい
は「外交上の平等」であろうが、君主による中央集権制の古代中国においてそ
れを生み出す土壌はなかった。〈だれにも差別されない権利〉としての「平等」
思想は近代において西洋から舶来してきたものであり、漢字しか使わない中国
では従来の漢語「平等」を持って、それを表記したわけである。 

 
６．２ 宣教師たちによる新しい「平等」 
このように、〈だれにも差別されない権利〉の「平等」は近代において西洋か

ら舶来した概念であり、来華宣教師たちによって成立した可能性が高い。そこ
で、馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏（(Samuel Wells Williams）、麥都思（Walter 
Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）、盧公明（Justus Doolittle）
など早い時期の宣教師たちによる英華字典、そして、鄺其照、顏惠慶、赫美玲
(Karl E.G.Hemeling）等の英華字典36を調査した結果を下記に示しておく。 
 

①Equal All equal 皆平等 
②Nature  down from all the deified Budhs to crawling insects, is 
equally the same 上自諸佛下至蠢動此性正相平等 

（Robert Morisson『英華字典』 一八二二） 
 

 早くも Robert Morisson の『英華字典』（一八二二）に「equal＝平等」、「equally
＝平等」の対訳関係が見える。「all men are created equal37」〈全ての人間は
平等である〉、「Everybody is equal before the law」〈すべての人は法の前に
平等である〉が示すように、英語原語の「equal」に〈だれにも差別されない権
利〉という意味がある。そのため、①の「All equal 皆平等」は〈すべての人
が平等である〉という意であろう。 
 そして、「down from all the deified Budhs to crawling insects, is equally 
the same 上自諸佛下至蠢動此性正相平等」ともあって、この「平等」は明ら
かに仏教上の平等である。このことから、Robert Morisson が仏教から「平等」
という漢語を借りて、西洋由来の〈だれにも差別されない権利〉という新しい
意味を新たに付与したと考えられる。 

 Robert Morisson の『英華字典』（一八二二）に見える「equal＝平等」、「equally
＝平等」の対訳関係が、下記のように、それ以後の英華字典にも継承されてい
                                                   
35 ネット上で一般公開された『大辞林第三版』によると、中国、戦国時代秦の政治家。富国強兵の大改革

を断行、のちの法治主義の統一国家秦の基礎を作った。 
36 英華字典の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。記述の便宜

上、筆者は見出し語の下に横線を引き、そして番号を付けた。 
37 出典：アメリカ独立宣言（一七七六）United States Declaration of Independence 
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る。そして、⑦の「they are all equal 皆平等、大家平等」に至っては、「平
等」が間違いなく〈だれにも差別されない権利〉を指している。 
 

③Coequal 平等 
④Equal 相等、平等、平肩 

（Samuel Wells Williams『英華字典』 一八四四） 
⑤Equal  equal in rank 參竝、並肩、挨肩、平等  

       all equal 皆平等 
⑥equals 參眸、平等之人、匹配、匹儕、仵 

（Walter Henry Medhurst『英華字典』 一八四七～一八四八） 
  ⑦Equal  they are all equal 皆平等、大家平等 
         （Wilhelm Lobscheid『英華字典』一八六六～一八六九） 

  ⑧Equal in rank. Men Equal 平等之人 
      all are Equal 皆平等 

Justus Doolittle『英華字典』一八七二） 
  
６．３ 赫美玲の『官話』における「平等」 
来華宣教師たちによって、「平等」の新しい概念が早くに提供されていたにも

拘らず、中国における平等思想の受け入れはかなり遅かった。例えば、赫美玲
（Hemeling, Karl E. G.）の英華字典『官話』（一九一六）では、「平等」38は下
記のように書き記されている。 
 
⑨Equal  (部定)平等   

  ⑩Inequality  (部定)不平等 

  ⑪Equal opportunities  (新)機遇平等 
  ⑫State Equality of ～ s (Internat. law)  (Internat.)(部定)國級 

平等 
  ⑬Equality 13. Ideals of political ～ (部定)政治平等理想 
        14. ～ of states (部定)國級平等 
        15. Ideals of social ～ (部定)社會平等理想 
 
 上記⑨～⑬のように、(新)と(部定)のマークが訳語に多数見られ、(新)は新
しい概念を表すマーク、(部定)は「審定名詞館39」によって定められた学術用語
を表すマークである（「《官話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈
国威 二〇〇八）参照）。『官話』（赫美玲 一九一六）における(新)と(部定)の
マークの付いた訳語は日本語由来の可能性があると考えられる。 
〈だれにも差別されない権利〉を意味する「平等」は Robert Morisson が一

八二二二の『英華字典』に既に訳語とされていたにも拘わらず、一九一六年の
『官話』においてこれだけの訳語に(新)と(部定)のマークが付いていたという
ことは、中国における近代知識の吸収の遅さを如実に物語っている。 

                                                   
38 『官話』（赫美玲 一九一六）において「平等」は計二十一回出ているが、ここでは(新)と(部定)のマ

ークの付いた訳語だけを示しておく。 
39 当時の学術用語の混乱を収拾するために、清王朝は一九〇九年九月に審定名詞館を設置した。 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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７ 古典日本語における「平等」 
 これまで中国における「平等」を見てきたが、ここで日本に目を向けたいと
思う。ジャパンナレッジの「日本古典文学全集」、東京大学史料編纂所の「古記
録フルテキストデータベース」や「古文書フルテキストデータベース」、及び彫
龍中国古籍庫の日本古典書籍40等を調査した結果を次に示す。 
 
７．１ 仏教用語としての「平等」 
 仏教の中国伝来に伴って新しく造語された「平等」は仏教とともに日本にも
伝わってきた。下記の用例（25）、（26）、（27）のように古典日本語の資料にお
いても仏教語の「平等」を確認できた。 
  

  （25）尼答之言、「仏平等大慈悲、為一切衆生、流布正教。何故別制我」 
（景戒『日本霊異記』 八二三年頃） 

〈現代語訳〉すると、尼は「仏さまは平等の慈悲心を持っておられるので、 
いっさい衆生のために正しい教えをひろめなさる。どういうわけで特にわた 
しをのけ者にするのですか」と尋ねた。 

  （26）それより以来、上一人より下万人に至るまで、道俗貴賤、首を傾け、 
踵を継ぐ事、今に絶えず。本仏既に平等一子の願ひまします。住持の僧 
侶、何ぞ彼の誓約を忘れたまはんや。 

（作者未詳『保元物語』 一二一九～一二二二年頃） 
〈現代語訳〉それ以来、上は天皇から下は万人に至るまで、道俗貴賤、こ 
こに詣ること今に絶えることはない。本仏は平等一子の悲願をお持ちであ 
る。住持の僧侶はこの誓約を忘れてはならない。 

  （27）十九日、丁丑、晴、払暁下向宇治、参平等院開経蔵、聊依有可見書 
籍也。 

（近衛兼経『岡屋関白記』 建長三年七月） 
  
 用例（25）と用例（26）の「平等」は明らかに仏教語として使われ、〈仏は一
切衆生を等しく救済する〉という意である。用例（27）は高い漢文素養を持つ
公卿による漢文であり、文中の「平等院」は由緒のあるお寺だけに、古文書に
頻繫に登場していた。 
 
７．２ 「平等」は一般語化されたか？ 
 古代中国語において「平等」は一般語化され、〈一律、同じ〉、〈各部分のバラ
ンスが取れること〉、〈公正、偏りがなくて正しい〉、〈普通、一般〉などの転義
を生み出した。これに対して、古代日本語において「平等」が一般語化した意

味で用いられることはほぼ皆無の状態であり、稀に見られる一般語化した例は
個別的な事象であると見なしたほうがよいであろう。 
 
  （28）A惣計七僧法服并布施料物，混合准價，平等布施，並用正稅。 

                                                   
40 彫龍中国古籍庫は超大型漢字古籍全文検索データベース、目前収録文献は一万七千余り、約二十五億字。

その中には「日本古典書籍」が含まれている。 

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W16/16.ctl','srch02')
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W16/16.ctl','srch02')
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W10/10.ctl','srch02')
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     B凡公私齋會，講師已下平等行食。 
（藤原忠平『延喜式・第二十一巻』 九二七） 

 
用例（28）A、B、そして『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）に示された「凡

布施東西両寺並畿内諸寺常住僧尼料、〈略〉毎年九月以前僧綱請取平等施之」は、
いずれも『延喜式』（九二七）を出典とするものである。用例（28）Aの「平等
布施」は〈平等に布施をする〉、Bの「平等行食」は〈平等に食を行う〉という
意味を表し、ここの「平等」は〈各人の事実上の差異を一切捨象して一律同じ
にする〉と解釈される。 
『延喜式』における「平等」は仏教に関する文脈で用いられているが、〈仏の

前にみんな平等、みんな平等に悟りを得る資格がある〉といった仏教の教義で
はなく、そこから発生した「均等的に」という意味を表すものである。これは

用例（10）の『入唐求法巡礼行記』（円仁 九世紀）における「平等」と同じニ
ュアンスである。 
 

  （29）東□段ニハ東長柄進官二段在之、平等ニ四段ニ支配之、仍而計六段 
也。  

（『国会図書館所蔵文書』 保元二年四月十九日） 
  （30）A御分国中、此中之支配親疎有之に付被召替候間、今度者惣支配平 

等に可有之義肝要候。 
  B今度被召替候支配之賦、惣並平等に候之間。 

（島津家久袖判條書 寛永十一年卯月四日） 
  （31）在々所々之者共に田畠致平等。 

（島津光久袖判定書 万治二年正月十一日） 

 （32）青花用蘇泥勃青至成化其青巳盡只用平䓁青料。 
（「宣窑水中亟」 市河寛斎（一七四九～一八二〇）） 

（33）新前なりし去々歳まで、一菰にも寝かされし、兄弟品の寛解ならば、 
恩愛平等、血をわけし、虱こそあれ恨みはなし。いかでよろしく宜く。 

（曲亭馬琴『近世説美少年録』 一八二九～一八三二） 
〈現代語訳〉新参だった一昨年まで、俺を同じ菰に寝かしてくれた兄貴分の 
仲裁ならば、恵みは平等、血を分け合った虱はあっても恨みはない。どうか 
よろしく、よろしく。 

 
 用例（29）～（33）の「平等」は仏教以外の資料に見えるもので、「平等」の
一般語化した例と見てよいであろう。しかし、量的に少なく、また和文系の資
料には用いられておらず、候文あるいは日本漢文などの硬い文章で使われてい
るだけである。 

 用例（29）～（31）の「平等」は〈一律同じ、均等的に〉、あるいは〈公正的
に〉の意味を表すと見られるが、両者の意味が近すぎることから、その意味上
の区別を判断するのは非常に難しい。一方、用例（32）は中国の青花陶磁器に
関する内容であり、文中の「平䓁青料」は〈一般の、普通の材料〉という意を
表す。〈一般の、普通の〉という意味を表す「平等」は管見ではこの一例のみで、
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詳しく調べたところ、これは中国の資料をそのまま引用したものであることが
分かった。 
 
宣徳明朝極盛時也，選料制択，画器題款，無一不精，青花用蘇泥勃青，至 
成化其青己尽，用平等青料，故論青花，以宣徳為最。 

  （『陶説』朱琰 一七七四） 
 
そして、用例（33）の『近世説美少年録』（曲亭馬琴 一八二九～一八三二）

における「恩愛平等」の「平等」は、曲亭馬琴が仏教語から借りてきた語か、
それとも典拠があるのかは不明である。しかし、文中の「寛解」は『近世説美
少年録』（一八二九～一八三二）に計八回用いられており、明らかに中国語由来
の語であるが、古典日本語の文学作品には見えない語である。そして、一回目

の「寛解」に「四「自親ノ骨肉、是レ一時些ノ不是ナル処有リト雖モ、只ダ宜
ク好好ニ寛解スベシ」（初刻拍案驚奇41・十六）」という注釈が付いていることか
ら、用例（33）は中国の文学作品に典拠があるのではないかと推測されるが、
今のところ確証を得ていない。 
上記のように、仏教語の「平等」が仏典とともに中国から日本に伝わってき

たが、中世から近世になると、違う意味で用いられるようになっている。『日本
国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）が示すように、『日葡辞書』（一六〇三
～一六〇四）に「平等」が収録されている。そこで、筆者は森田武の『邦訳日
葡辞書索引』（一九八九）によって調べてみたところ、該当する部分は次の通り
であった。 
 
 Biodo.ビャゥドゥ（平等）tairacani fitoxi（平らかに等し）平らかな物 

がでこぼこなく揃っていること。また，比喩．平等，公平． 
Biodo.ビャゥドゥ（平等）また，おしなべて． 
Biodona. ビャゥドゥナ（平等な）均等な（もの），または，平らかな（も 
の）．また，公平・同等な（もの）． 
Biodoni.ビャゥドゥニ（平等に）例，Biodoni mono-uo vosamuru.（平等 
に物を治むる）均等，公平に治める．Biodoni monouo kubaru（平等に物 
を配る）物を均等に分配する．42 

 
『日葡辞書』では「平等」、「平等な」、「平等に」のように「平等」が詳細に

書き記されている。そのうち、〈公平に、均等に〉という意は古代日本語にも見
られるもので、これが中国語だけでなく、日本語でも次第に一般語化して言っ
たものとみられる。 
一方、前に『信長記』（小瀬甫庵 一六二二）において見られた「谷峯（ミ子）

平等（ビヨウトウ）ニ成」の「平等」が〈でこぼこがなく、そろっているさま〉
という意味であったように、『日葡辞書』にも「（平らかに等し）平らかな物が
でこぼこなく揃っていること。また，比喩．」と記述されている。ここでは副詞
ではなく、事物が「平らかに等し」というように形容詞として用いられたもの

                                                   
41 明代末期(十七世紀前半)に出版された凌濛初編の口語体短編小説集である。 
42 森田武『邦訳日葡辞書索引』（岩波書店 一九八九）第五十七頁。 
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である。おそらく、中世において「平等」を「平らかに等し」と訓読して、事
物の様態を示すという用法を生じさせたものと見られ、仏教語からの派生義で
ある可能性が高いが、現段階では明確な答えを得ていない。 
 
８ 近代日本語における「平等」 
 近代日本語において西洋由来の〈誰にも差別されない権利〉を意味する「平
等」の使用が多く見られ、これは近代的な国民意識の芽生えと見てよいであろ
う。 
 

（34）國法妻妾ヲ同視シ又其生子ノ權理ヲ平等ニス故ニ余今茲ニ我邦人倫 
ノ大本未タ立タサルヲ辨シ其風俗ヲ害ヒ開明ヲ妨クルノ状ハ他日又之ヲ 
論セント欲ス。 

（森有礼「妻妾論」 一八七四） 
  （35）故ニアテンス國モ亦其人民中猶奴隷ト号スル者アリテ此等ノ人ハ恰 

モ血氣アル器機ノ如ク敢テ自由ノ權ヲ有スル能ハスト雖モ苟モ國民ノ稱 
アル者ハ互ニ平等ノ權ヲ有シ直ニ政治上ノ自由ヲ保スル。 

（「リボルチーの説（二）」箕作麟祥 一八七四） 
  （36）第一、人ハ己レノ權理ニ關シテハ全ク自由平等ニ生出シ、且永久然 

ルモノトス。 
（「人間及市民權理の發布」池本吉治 一八八七） 

  
 上記用例（34）～（36）のように、日本では一八八〇年代以降〈誰にも差別
されない権利〉を根底とする「平等」が圧倒的に多かった。しかし、一概に〈誰
にも差別されない権利〉とは言っても、「平等に生きる権利」とか、「法律の前

にみんな平等」とか、「財産の平等分配」とか、その意味するところは文脈によ
ってさまざまである。 
 〈均等的に〉、〈公平的に〉、〈平らに〉などのように、「平等」の転義が微妙に
違っているため、明治時代の「平等」を考察するにあたって、ここでは「平等
に」をキーワードとして考えてみたい。現代日本語における「平等」の根底に
〈誰にも差別されない権利〉という意識が働いているため、「平等に」と言えば、
下記の用例（37）のように、大抵人間を対象として〈人間それぞれの個性を捨
象して一律同じに扱う〉という意味を表す。 
 
  （37）英国の国民投票では広告支出の上限が設定され、テレビＣＭの放送 

枠が残留・離脱の両派の代表に平等に無料で割り当てられたが、同氏は 
情報の質を問題視。「公平な立場での情報が少なかった」と振り返った。 

（朝日新聞 二〇一七年七月十五日） 

 
一方、明治時代の「平等」は日本語に確立されたばかりだけに、明治時代な

らではの使い方も見られる。 
 
  （38）西班牙船を要撃するや大抵先づ之を砲撃して其の膽を奪ひし後其の 

船に躍り入りて乘客及び乘組員を殺害若くば制縛し其の裝貨を拿收して 
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其の火伴の規約に依り之を平等に均分するなり。 
（「亜歴セルカーク」森田思軒 一八九五） 

 
 用例（38）は海賊が西班牙商船を襲撃して、略奪してきた金品を均等に分け
合うことを表す。今日の「平等」に〈誰にも差別されない権利〉の意識が根底
にあるため、こういう卑しい行為に決して「平等」を使ってはならない。 
 
  （39）菌床の面積及形状は敢て一定の規則あるに非ざれども、實驗上最も 

便利とする所は高さ一尺五寸乃至一尺六寸にして、其幅は下部にて大約 
之と相同じくするを可とす、而して其外面は凸凹なく、平等に壓着すべ 
し。 

（「農業」作者不明 一八九五） 

  （40）此ワニスを用うるときには木製器具を豫め薄膠水或は亞麻仁油「ワ 
ニス」にて塗り、其地が充分に乾燥したるとき、前記の「コパル、ワニ 
ス」を善き刷毛にて平等に塗るべし。 

（「工業世界」金子篤寿 一九〇九） 
 
 現代日本語において「平等」は基本的に人間にだけ使うのに対して、用例（39）
と用例（40）のように、明治時代においては、ものにも使えていた。そうする
と、用例（39）と（40）は〈まんべんなく、均等に〉と解釈される。 
 

（41）日本國を世界第一の大國と誇るものあり、雷を鬼神なりと怖る〻も 
のあり、天狗を信ずるものあり、狐狸を拜するものあり、此の如く不平 
等を來したる所以のものは何ぞや、或は士族平民の相違あるが爲め歟、 

或は貧富の相違あるが爲め歟。 
（「嗟呼國民之友生れたり」作者不明 一八八七） 

（42）而して資本を投ずべき事業に於ても、尋常ありふれたるものは、大 
抵其利益は平等（へいとう）なり、何となれば最も利益ある事業あらば、 
何人も争ひて其事業に従ふべきに、世の利益平等の権衡は、米屋、酒屋、 
炭屋と各其分を守らしめ。…省略…、要するに利益の割合は大低平等な 
り。 

（作者不明『社会叢書第五巻・資本の活用』民友社 一八九六） 
  （43）又諸隧道の通風は完全にして列車は殆ど隧道に適合し 爲に恰も喞子 

の如き作用を爲すが故に隧道中には新鮮の空氣が間斷なく循環し、其温 
度も亦甚平等にして夏は冷凉冬は温暖なりと云ふ。 

（「工業世界」金子篤寿 一九〇一） 
  （44）僧侶が工場を持つて事業をすると政府は其材料に税を課せない。だ 

から一般の企業界は僧侶に壓せられて振はない。前内閣は之を平等にし 
ようと企てゝ僧侶の壓迫を蒙り、保守黨に乘ぜられて、遂に倒れたので 
ある。 

（「名士の西班牙観」市来政方 一九〇九） 
  （45）銀行が破産する場合には財産の総額と債務の総額とを対照し、一定 

の比例を以て平等に各債権者に弁済すべく、或債権者にのみその者の負 
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える債務と債権を同額にて相殺し得ざるは明かなり。 
（時事新報 一九二七年八月二十日） 

 
 用例（41）の「不平等」は雷、天狗、狐狸などのように、民衆の信仰対象が
統一されていないことを指す。用例（42）の「平等」には、「へいとう」のルビ
が付されていて、ここでは尋常の商売の利益は普通であることを表す。これが、
恐らく仏教由来の「平等」を〈平らに等しい〉というふうに文字通りに再解釈
しようとして、漢音読みによって用いられたものであろう。用例（43）の「平
等」はトンネルの中の温度が安定していることを表す。用例（44）と用例（45）
の「平等」は〈公平〉と解釈されるべきである。 
 
９ まとめ 

 「平等」という語は仏教の中国伝来に伴って造語された漢語である。仏教に
とって「平等」は重要な概念であり、仏教は平等な宗教と言ってもよい。そも
そも身分差別の厳しいカースト制度に反して、釈迦があまねく一切衆生を救う
理念を持っていた。そういう意味で一切衆生が釈迦の前には平等であり、また
仏教を信じる者は誰でも悟りを得る資格を有していた。これも一種の平等であ
る。このように、仏教の平等観は仏教を支える重要な概念である。 
 仏教は人々の生活と緊密な関係があって、仏教由来の言葉も次第に一般生活
に浸透していったが、これがいわゆる仏教用語の一般語化である。古代中国語
において「平等」が〈一様、同様、同じ〉、〈バランスが取れること〉、〈公正、
偏りがなくて正しい〉など様々な転義が発生した。一方、古代中国語に見られ
た〈普通、ありふれる〉を意味する「平等」は仏教用語からの転義というより、
一般民衆に〈平常、一般の等級〉というふうに再解釈されたものであると考え

られる。古典日本語における「平等」について、仏教の原義を保ちながら、〈一
様、同様、同じ〉、〈公正、偏りがなくて正しい〉と転義する一方で、〈でこぼこ
がなく、そろっているさま〉という意も派生していった。 
 近代に入って、西洋から自然科学、人文科学が怒涛のように東アジア諸国に
押し寄せてきた。当然のように、天賦人権論に基いた西洋の平等思想も中国、
そして日本に伝わってきた。中国では、早く Robert Morissonの『英華字典』（一
八二二）に「All equal 皆平等」の対訳関係が見られ、それ以降の宣教師たち
による英華字典にも受け継がれていた。『遐迩貫珍・第二号』（一八五四年二月）
にはその使用例も見え、仏教語の「平等」は近代において〈誰にも差別されな
い権利〉という重要な価値観を担うようになってきた。 
 一方、近代日本語において一八七〇年代中頃から<誰にも差別されない権利>
を意味する「平等」が盛んに使われ始めた。この新しい「平等」を成立時間の
早さから考えると、訳語としての意味用法は英華字典から日本語に影響を与え

たと見られるが、西洋の天賦人権論に基づい「平等」という思想の普及は一八
七〇年代中頃から始まり、日清戦争後に中国語へと逆輸入されたのである。 
 そして、『漢語便覧』（一八七〇）、『新撰字類』（一八七〇）などのように、明
治時代初期の一部の漢語字典においては、「平等」に対して「へいとう」のルビ
が付されたことがある。これは意図的に「平等」の持つ仏教的色彩を払拭して
漢音読みの漢語に仕上げようとする試みであった。ただし、「へいとう」の読み
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は極々僅かであり、結局は仏教語由来の呉音読みの「平等」が、新しい価値観
を意味するものとして、そのまま用いられてきたのである。 
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第二節 漢語「差別」についての考察 
                      

１ はじめに 
 現代の日本社会において「平等」と「差別」は正反対の意味を成す一対の重
要な概念である。差別をなくし、平等な社会を作るのが日本社会の理念である。
例えば、「日本国憲法」1第十四条に「すべて国民は、法の下に平等であつて、人
種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない」とある。ここの「差別」は〈偏見や先入観などをも
とに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること〉の意である。 
 一方、現代中国語における「差別」は単なる〈差〉〈違い〉という意味だけで、
現代日本語に見られる〈不利益・不平等な扱いをすること〉という意味では用
いられない。しかし、「差別関税」「差別待遇」「無差別級」「無差別殺人」など、

いくつかの用語において現代中国語と現代日本語との共通点が見られる。これ
らの用語は偶然の一致とは考えられず、近代における日中語彙交流史を考える
と、日本語から中国語に借用された可能性が大きい。 
 さらに「差別」の語源を探ると、「常觀色相、男女好醜、起種種差別」〈常に
色相2を観察し、男と女、好いと醜い、種々の差別が起こっている〉3のように、
中国東晋の僧・僧肇による漢訳仏典である『宝蔵論』に既に「差別」が見られ
る。日本における「差別」がどのような過程を経て、仏教用語から今日の〈不
利益・不平等な扱いをすること〉という意味に変遷したのか、また、「差別関税」
などの用語はいつ造語され、いつ中国語に借用されたのか、これらの問題を解
明するためには、「差別」の語誌を解明する必要がある。 
 
２ 現代日中両国語における「差別」の異同 

２．１ 現代日本語における「差別」 
 「差別」という語について、『日本語大辞典 第二版』（講談社 一九九五）
には、「➀差をつけて区別すること。Distinction ②偏見などから、他よりも
低く扱うこと」4と見える。他の辞書には多少の記述の違いが見られるものの、
基本的には上記のように二つに分類される。 
そこで、まず現代日本語における「差別」の使用実態を把握するべく、朝日

新聞記事データベース、現代日本語書き言葉均衡コーパスなどを調査すると、
「差別」は〈②偏見などから、他よりも低く扱うこと〉という意味で一般に使
われていることが確認できる。例えば、朝日新聞記事データベースには下記よ
うなの用例が見られる。 
 

（１）「格差是正を目的に裁判をしたのに、裁判長にも差別された。何一 
つ納得できない」。後呂らは控訴した。 

                （朝日新聞 二〇一七年五月二十二日） 
（２）佐藤さんによると、差別は法律で禁じられたが、今でも差別意識は 

                                                   
1 一九四六年十一月三日公布、翌一九四七年五月三日施行。 
2 『日本国語大辞典 第二版』によると、「色相」は〈物質的存在がそなえる生滅無常のすがたをいう。

肉眼で見ることができる一切の外物。かたち。さま。〉という意である。 
3 日本語の訳文は筆者によるもの、以下同様。 
4 梅棹忠夫他監修『日本語大辞典 第二版』（講談社 一九九五）第八六六頁。 
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根強く、特に女性は人身売買や性的虐待の対象にされやすいという。 
               （朝日新聞 二〇一七年五月十九日） 
 

 現代日本語においては、上記の用例（１）と（２）のような「差別」がメイ
ンとなっている。特に「～を差別する」、あるいは「～が差別される」と言うと、
〈あるものを正当な理由なしに、他よりも低く扱うこと〉の意が連想される。
さらに「人種差別」、「差別意識」、「障害者差別」、「差別語」、「差別待遇」とい
った語も日常生活でよく耳にする。 
 一方、本来の意味である〈➀差をつけて区別すること〉は、「差別化」という
形で用いられている、あるいは、「区別」などで言い換えられている。例えば、
朝日新聞記事データベースでは下記の用例が見られる。 
 

（３）県産の米や水に加え、酵母も新たに作ることで「岐阜の味として差 
別化したい」と同センターの担当者は意気込む。 

                 （朝日新聞 二〇一七年五月二十日） 
（４）コンビニでもカーネーションを売るようになったので、花屋も差別 
化するために力を入れた」と解説する。 

                  （朝日新聞 二〇一七年五月三日） 
（５）日韓が慰安婦問題を抱えていることに関し、「政治問題と民間交流 
は区別し、交流を活発に進めるべきだ」と指摘。 

                （朝日新聞 二〇一七年五月二十日） 
 

 用例（１）（２）の「差別」は人権上決して許されない行為であるが、用例（３）
（４）の「差別化」は〈他との違いや独自性を明確に打ち出すこと〉という意

味である。そして、「差別化戦略」、「差別化を図る」といった言葉のように、ビ
ジネスの世界においては、むしろプラスの意味で使われている。他方、言い換
えの「区別」には「差別」のような強烈な色彩は見られず、単に〈違いによっ
て他と分けること〉の意である。 
 現代日本語において、「差別」は本来の意味を「差別化」と「区別」などの代
替表現に譲ったものの、「差別関税」「無差別曲線」「無差別級」といった貿易・
数学・スポーツの用語に名残りを留めている。 
 
２．２ 現代中国語における「差別」 
 現代中国語における「差別」について、『現代漢語詞典第六版』（商務印書館 
二〇一二）には下記の記述が見える。 
 

【差別】chabie 名 形式或内容上的不同：毫無～；縮小～；両者之間～ 

很大。5 
〈日本語訳文〉名詞 形式、あるいは内容の違い。 

 
 現代中国語では、日本語と違って、「差別」には名詞的用法しかない。日本語
に見られる「～を差別する」、あるいは「～が差別される」のような動詞的用法

                                                   
5 呂叔湘他『現代漢語詞典第六版』（商務印書館 二〇一二）第一三三頁。 
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は見当たらない。そして、意味的にも、日本語の「人種差別」に見えるような
マイナスの意味もない。さらに、「差別化戦略」のような、プラスの意味で用い
られることもない。現代中国語データベース「語料庫在線」6で検索したところ、
下記のような用例が見られた。 
 

（６）例如，非洲的民族与美洲的民族，在生産和生活水平方面有很大的差 
別，但在它們之間还没有法権関係時，它們之間的差別只是差別，不是不 
平等。 

    （顧肇基『新時期意識形態問題』光明日報社出版社 一九九〇） 
〈日本語訳文〉例えば、アフリカの民族とラテンアメリカの民族は生産、 
生活の水準において大きな「差別」（差）がある。しかし、法的権力と結び 
つかない限りその「差別」（差）はただの「差別」（差）であり、不平等で 

はない。 
 

 ちなみに、現代日本語における「人種差別」の「差別」は現代中国語の「岐
視」に当たる。 
 

（７）人民政府建立以後，廃除了民族圧迫、民族岐視政策，民族不論大小， 
一律平等。 

             （胡起望他『盘村瑶族』民族出版社 一九八三） 
〈日本語訳文〉人民政府が出来た以後、民族圧迫、民族を「岐視」（差別） 
する政策を廃止した。民族は大小を問わず、一律平等である。 
 

２．３ 現代中国語と現代日本語における「差別」の共通点 

 上記のように、現代中国語における「差別」の意味用法は現代日本語におけ
るそれと大きな違いが見られる。しかし、「差別待遇」、「差別関税」、「無差別級」
などいくつかの用語においては両者に共通点が見える。 
 

（８）不把“一碗水端平”，而是対不同区域的消費者実行差別待遇，長此 
以往，相関跨国企業在中国消費者心目中的形象恐難維持。 

                （人民日報 二〇一六年七月二十九日） 
〈日本語訳文〉一律平等ではなく、異なる地域の消費者に対して「差別」 
待遇を施す。長くなると、中国人消費者におけるそういう国際企業のイメ 
ージは崩れる恐れがある。 
（９）美国是利用差別関税実行貿易岐視的国家，它的進口税率分為三類， 
即普通税率，優恵税率和普遍優恵制税率。 

              （人民日報 一九八一年六月二十七日） 

〈日本語訳文〉アメリカは「差別」関税を利用して不平等貿易を行う国で 
ある。アメリカの輸入税率（import tariff）は三分類でき、即ち基本税率 
（General Tariff Rate）、特恵税率（preferential duty）、一般特恵関税 
制度（Generalized System of Preferences）である。 
（10）10月 24 日，在武漢挙行的第六届全国城市運動会柔道男子無差別級 

                                                   
6 語料庫在線 http://www.cncorpus.org/index.aspx 
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決賽中，済南市選手魏向軍（右）戦勝瀋陽市選手孟建波，獲得冠軍。 
                （人民日報 二〇〇七年十月二十五日） 

〈日本語訳文〉十月二十四日に武漢市で行われた全国城市運動会男子柔道 
無「差別」級決勝において、済南市の選手・魏向軍（右）は瀋陽市の選手・ 
孟建波に勝ち、優勝した。 
 

 一方、現代中国語においてしばしば耳にする「無差別殺人」という表現は間
違いなく、現代日本語由来の語である、。例えば、「無差別殺人是一種反常自殺？」
（『方園』 二〇一三年九月）には、下記のような記事がある。 
 

“無差別殺人”概念源於日本，但如今在中国，這個詞愈来愈多地出現在公 
衆視野。 

〈日本語訳文〉「差別」殺人という言葉は日本に由来する。しかし、現在の 
中国においてこの言葉はますます広がっている。 

 
３ 辞書記述 
 そこで、日中両国の代表的な辞書における「差別」の記述を確認することに
する。 
 
３．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）7では、「差別」の意味を次の
ように示している。記述がやや長いが、後述における考察の便宜上、すべて掲
げることにする。 
 

(１)けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。しゃ 
べち。しゃべつ。 

＊大乗掌珍論天暦九年点〔九五五〕「自他宗に於て計度すること差別（サ 
ベツなる）をもちて」 

＊西洋道中膝栗毛〔一八七〇〜七六〕〈仮名垣魯文〉五・上「船中港の差 
別（サベツ）なく洒落ちらしたる瓢軽同志」 

＊花ごもり〔一八九四〕〈樋口一葉〉三「小と大との差別（サベツ）を知 
りたらば」 

＊学生と教養〔一九三六〕〈鈴木利貞編〉教養としての自然科学〈石原純〉 
「始めて之をすべての非科学的仮説から差別することができるのであら 
う」 

＊陳書‐劉師知伝「此与 梓宮部伍 、有 何差別 」 
(２)特に現代において、あるものを、正当な理由なしに、他よりも低く扱 

うこと。 
＊欅の芽立〔一九三六〕〈橋本英吉〉二「『家』は貧乏とか金持とかいふ 
点で差別されない」 

＊富士のみえる村で〔一九五一〕〈金達寿〉「いわば私たちも岩村と同じ 

                                                   
7 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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被圧迫・差別のなかで生きてきていた」 
(３) しゃべつ（差別）。 
補注 現在では「サベツ」と読むのが普通であるが、明治中ごろまでは「シ 
ャベツ」の読みの方が多く見られる。 
 

 〈➀差をつけて区別すること〉という意味が古いことが示されている。そし
て、中国の『陳書・劉師知伝』の用例を掲げてあり、中国語由来の意味である
ことがわかる。一方、〈②正当な理由なしに、他よりも低く扱うこと〉という意
味はそれほど歴史が長くない。これは中国語に見られない日本独自の用法であ
る。 
そして、「しゃべつ」との関連性が書かれているため、『日本国語大辞典第二

版』から次に引用する。 

 
  （「しゃ」は「差」の呉音） 

(１)仏語。万物の本体の、一如平等であるのに対し、その万物における高 
下、善悪などの特殊相のこと。 

＊雑談集〔一三〇五〕九・率都婆之事「平等者諸法の差別（シャベツ）は 
翳眼（えいがん）、我相の前の仮相猶空花の如し」 

＊二日物語〔一八九二〜一九〇一〕〈幸田露伴〉此一日・六「平等の見は 
我が敵なり、差別（シャベツ）の観は朕が宗なり、仏陀は智なり朕は情 
なり」 

(２)区別すること。けじめをつけること。また、分別があること。さべつ。 
＊色葉字類抄〔一一七七〜八一〕「差別 シャヘツ」 
＊風姿花伝〔一四〇〇〜〇二頃〕三「能に上、中、下のしゃべつあるべし」 

＊仮名草子・悔草〔一六四七〕上「いとけなき人。七つの年迄は多くは物 
の差別（シャベツ）なし」 

＊浄瑠璃・出世景清〔一六八五〕一「きゃつは其日やとひのにんそくにて、 
しゃべつもしらぬ下らうなれは」 

＊滑稽本・大千世界楽屋探〔一八一七〕中「精進物でも堪忍せうが、酒は 
かならず備て貰てへてネ。何の差別（シャベツ）はなしさ」 

＊花柳春話〔一八七八〜七九〕〈織田純一郎訳〉五二「彼我の差別（シャ 
ベツ）を問ふに まあらず」 

＊青春〔一九〇五～〇六〕〈小栗風葉〉春・一「抑も天地の間には、何時 
の時からか差別（シャベツ）と云ふものが出来た」 

 
３．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。記述

を『日本国語大辞典』に合わせて整え、用例に成立年代を付して対照できるよ
うに示した。 
 

（１）差異；不同。〈差異、違い〉 
＊百喩経・人謂故屋中有悪鬼喩〔五世紀末〕〈求那毘地〉「然諸衆生横計 
是非，強生諍訟，如彼二人等無差別」 

http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=200201fe2ebe2a1hH61F
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＊送寿聖聡長老偈〔蘇軾〕〈一〇八四〉「此二人者，有何差別。」 
＊日出・第四幕〔曹禺〕〈一九三五〉「頭等貨，三等貨，都是這麼一説， 
差別倒是很有限。」 

（２）区別，分別。〈区別，分別〉 
＊読司馬法〈六韜〉〔姚鼐〕〈清〉「余嘗謂周秦以降，文辞高下，差別頗 
易。」8 

 
 『日本国語大辞典第二版』と『漢語大詞典』の記述によると、「差別」は仏教
由来の言葉、その後、中国語においても日本語においても一般語化したもので
ある。ただし、日本語の字音読みは漢音、呉音の区別があり、仏教の世界では
呉音に従って「しゃべつ」と発音され、漢音読みは「さべつ」となっている。「障
碍9」「変化」などの仏教由来語が、仏教の世界では呉音で「しょうげ」「へんげ」

と読まれるが、日常生活においては漢音で「しょうがい」「へんか」と読まれる
のと同様である。このように、「差別」が「さべつ」と読まれることは、一般語
として認識された重要な手がかりともなる。 
 
４ 先行研究 
 「差別」の由来に関しては、中国側、日本側ともに仏教伝来による造語と指
摘されている。例えば、中国の『俗語佛源』（二〇〇八）には「差別」について
下記のような記述がある。 
 

此詞出于佛経。《百喩経・人謂故屋中有悪鬼喩》：“然諸衆生横計是非， 
強生諍訟，如彼二人等無差別。”然而，在佛学上，“差別”主要是針対“平 
等”而言的，指的是在現象上，一事物区別于其他事物的“自相”。佛教認 

為，世間種種差別相都是由衆生“業力”的不同而造成的。10 
（『俗語佛源』中国佛教文化研究所 二〇〇八） 

〈日本語訳文〉この言葉は仏教の経典に由来する。《百喩経・人謂故屋中有 
悪鬼喩》：“然諸衆生横計是非，強生諍訟，如彼二人等無差別。”しかし、仏 
教学における「差別」は主に「平等」に対して言う語である。現象界にお 
ける一事物をほかの事物と区別するための「自相」である。仏教において 
世間の種々の差別相は衆生の業力によるものと見做している。 

 
 一方、日本の『仏教語入門』（宮坂宥勝 一九八七）にも同じ趣旨の記述が見
られる。 
  

現在では「さべつ」と発音するが、歴史的な読みでは「しゃべつ」。『日 
葡辞書』にも「Xabet. シャベツ（差別）Vacachi,tcu（別ち、つ）相違・ 

区別」とある。平等の対。一般的には相違・区別の意で、「差別する」と 
いう動詞は階級社会を予想していう場合が多い。分別（思慮の意）と同義 

                                                   
8 羅竹風他『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社 一九八六）第二巻第九七五頁。 
9 現代日本語において「障害」に統一されている。しかし、最近「障害者」の漢字表記に関して様々な議

論があり、「障碍者」にすべきという意見も多い。 
10 中国佛教文化研究所『俗語佛源』（天津人民出版社 二〇〇八）第一七六頁。 
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にも用いる。本来、仏教語で万有一切の本性が平等であるのに対して、個 
別的存在が固有の個性をもつことによって具体的な差異を示す意味。サン 
スクリット語のヴィシェーシャナ（visesana）の訳語。原語は異なって分 
ける意。差別門・差別縁・差別真実など。平等のうちにも個性を認め固有 
の価値ありとするのを善差別という。11 

（『仏教語入門』宮坂宥勝 一九八七） 
 
５ 古代中国語における「差別」 
 「差別」が仏教伝来による造語かどうか、「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国
語言研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）の古代中国語データベ
ース、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベースによ
って、調べてみた。その結果、「差別」という語は確かに当初、仏教語として誕

生し、その後、一般語に転用されたことが確認されるが、以下、それについて
述べる。 
 
５．１ 仏教語としての「差別」 
 「差別」は西晋時代の僧・法炬による『阿闍世王問五逆經』に最も早く見ら
れる。 
 

（11）比丘白言。彼發意成就。因縁不成就者。此二事有何差別。世尊告曰。 
比丘。發意成就。因縁不成就。此是濡根。發意不成就。因縁成就。比丘 
此是利根。比丘白言。鈍根利根。有何差別。 

        （『阿闍世王問五逆經』法炬 西晋（二六五～三一六）） 
〈日本語訳文〉比丘曰く、彼は成就せよと決意したが、縁によって成就で 

きなかった。この二つに何か差別が有るか。世尊告げて曰わく。比丘、成 
就せよと決意しても縁によって成就できなかった、これは濡根だ。成就せ 
ぬと決意したが、縁によって成就できた、これは利根だ。比丘曰く、鈍根 
と利根、何か差別があるか。 
（12）世尊。我坐菩提樹下。於一念中成阿耨多羅三藐三菩提已。願我世界 
無有日月光明晝夜差別除華開合。我成阿耨多羅三藐三菩提已。當以光明 
遍照三千大千世界。 

           （『悲華経』曇無讖（三八五～四三三） 北涼） 
〈日本語訳文〉世尊。私は菩提樹の下に座す。一念の中に於いて阿耨多羅 
三藐三菩提12を成した。願わくは、わが世界に日月光明、昼夜の差別がなく、 
花の開合13だけは除く。わたしは阿耨多羅三藐三菩提を成し、光明を以て三 
千大千世界に遍く照らすべし。 
（13）一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念則無境界差別之相。 

         （『大乘起信論』實叉難陀（六五二～七一〇） 唐） 
〈日本語訳文〉一切の諸法は、ただ迷妄の執心によって差別がある。若し 

                                                   
11 宮坂宥勝 『仏教語入門』（筑摩書房 一九八七）第九十三頁。 
12 『日本国語大辞典第二版』によると、（｛梵｝anuttara samyak  sambodhi の音訳。無上正遍知、無上

正等覚とも訳す。真理を悟った境地。この上なくすぐれ正しく平等である悟りの境地。） 
13 花びらが開いたり、合したりするという意と考えられる。 

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/satdb2015.php?nm=%E5%AF%A6%E5%8F%89%E9%9B%A3%E9%99%80&np=tr
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心念を離れれば、即ち境界、差別の相がない。 
 

 上記の用例（11）、（12）、（13）に示したように、仏教の世界における「差別」
は現代語の〈違い、差異、区別〉に当たる。「差別」を造語法で言うと、同義字
「差」と「別」による並列関係である。「差」と「別」について『漢語大詞典』
（羅竹風他 一九八六）には下記のような記述が見える。 
 

➊《荀子・栄辱》：使有貴賤之等，長幼之差，知愚能不能之分。14 
〈日本語訳文〉貴賤の等級、長幼の差、智と愚、能と不能の分別をあらし 
める。 
❷《礼記・楽記》和，故百物皆化；序，故万物皆別。鄭玄注：別，謂形体 
異也。15 

〈日本語訳文〉和，故に万物皆化する；序，故に万物皆別する。鄭玄の注： 
別；いわゆる形体の異なりである。 
 

 「差別」は仏教由来の語であるが、仏教における「差別」をどう理解すべき
かに関して、筆者は二つの次元で考えるべきだと考えている。まずは、世の中
の諸々の形体の物理的な違い、これを仏教の文脈によって〈違い、差異、区別〉
と解釈される。一方、なぜ世の中の諸々の形体に違いがあるのか、これは仏教
の世界観では、そのものの業力によるものである。このように、仏教において
は、〈世の中の諸々の形体の違い〉を理論的に、総じて「差別」と称するのであ
る。 
 「差別」が仏教の経典に多用されている点については、『仏教漢梵大辞典』（平
川彰 二〇〇三）を見ると、「差別」に関連する語16が多く収録されていること

でもわかる。 
 

差別 差別上上昇進 差別之相 差別分別 差別心 差別効能 差別名 
差別因縁 差別行相 差別…成立 差別更待餘因 差別求 差別身 差 
別性 差別法 差別則無有邊 差別建立 差別相 差別眞實 差別假立 
尋思 差別欲 差別智 差別衆名 差別義 差別義門 差別道理 差別 
慧 差別趣障 差別證 （計三十語）  

（『仏教漢梵大辞典』平川彰 二〇〇三） 
 

５．２ 一般語に転用された差別 
 「投機」、「普通」など多くの仏教用語が一般語に転用されたように、仏教語
として誕生した「差別」も用いられているうちに、一般語に転用されていった。 
 

（14）上至天子，下及庶人，貴賤等級，尊卑差別，吉凶所用，罔不畢備。 
                     （『北史』李延寿 六五九） 
〈日本語訳文〉（『四序經』）上は天子に至り、下は庶民に及ぶ。貴賤の等級、 

                                                   
14 羅竹風他『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社 一九八六）第二巻第九七三頁。 
15 羅竹風他『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社 一九八六）第二巻第六二三頁。 
16 平川彰『仏教漢梵大辞典』（霊友会 二〇〇三）第四一〇～第四一一頁。 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&search-alias=books-jp&field-author=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&search-alias=books-jp&field-author=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&sort=relevancerank
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%BB%B6%E5%AF%BF
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&search-alias=books-jp&field-author=%E5%B9%B3%E5%B7%9D+%E5%BD%B0&sort=relevancerank
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尊卑の「差別」、吉凶の所用、すべてを網羅している。 
（15）因論今宗室与漢差別。漢宗室只是天子之子封王，王子封候，嫡子世 
襲，支庶以下皆同百姓，只是免其繇戍，如漢光武帝皆是起於民間也。 

                 （『朱子語類』黎靖徳 一二七〇） 
〈日本語訳文〉今宗室と漢との「差別」を論ずる。漢の宗室はただ天子の 
子が王と封され、嫡子はそれを世襲するだけ。支庶以下は百姓と同然、た 
だその戍役を免じるのみ。例えば、漢の光武帝17など皆民間より興した。 
（16）近代商於日本、占城、呂宋、佛郎机諸国者，問以星斗河漢，皆云躔 
度方向，与中華毫無差別。是数国者，在閩広東南，不知幾万里矣。 

                （『万暦野獲編』沈徳符 一六〇六） 
〈日本語訳文〉近頃、日本、チャンパ、ルソン、佛郎机（ポルトガルとス 
ペインを指す）諸国と商売をやっている者にそちらの風土を聞くと、皆中 

華と全く「差別」がないと云う。此の数国は福建・広東の南にあり、何万 
里の距離があるかは知らない。 
 

６ 古典日本語における「差別」 
 古典日本語における「差別」について、ジャパンナレッジの日本古典文学全
集データベース、東京大学史料編纂所の諸データベース、大正新脩大藏經テキ
ストデータベースを調査結果は、以下の通りである。 
 

（17）涅槃経云、「雖得人獣尊卑差別、宝命重死、二倶無異云々」。 
                    （『日本霊異記』景戒 八二三） 

〈現代語訳〉〈涅槃経に、「人と獣の違いの中に、貴賤の差があるけれど、 
命をたいせつにし、死を重視するというこの二つは、人間だろうが鳥獣だ 

ろうが、異なるところがない……。」18 
（18）諸道に浅深を探り、諸事に浮沈を計り、万機に補佐として親疎の差 
別なかりき。 

                （『保元物語』作者不明 鎌倉時代） 
〈現代語訳〉諸道のたしなみは深く、事に当たっては冷静な判断を示し、 
執政に際しても公平無私であった。 
（19）雑人めらがえいやづきをして、物の差別も聞こえ候はず」と申しけ 
れば、「小舎人を召して、放逸に当たり出だせ」とぞ仰せられける。 

                  （『義経記』作者不明 室町初期） 
〈現代語訳〉「雑人たちが騒いでいて、どちらか見分けもつきません」と申 
し上げると、「小舎人を呼んで、手荒く取り締って追い出してしまえ」とお 
っしゃった。 
（20）但至毀神社之罪者、依大小之差別有軽重之沙汰事也云々。 

                （『建内記』万里小路時房 室町中期） 
〈現代語訳〉ただし、神社を毀損する罪に至っては、大小の差別に依って 

                                                   
17 漢の光武帝・劉秀は平凡な漢宗室の一人であったが、王莽による簒奪後の新末後漢初に混乱を統一し、

漢王朝の再興として後漢王朝を建てた。「漢委奴国王」の金印を倭の奴国の使節に与えたとされている。 
18 用例（17）、（18）、（19）の現代語訳文はジャパンナレッジの日本古典文学全集データベースによるもの

である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E5%AE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E8%8E%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%92%E5%A5%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%9C%AB%E5%BE%8C%E6%BC%A2%E5%88%9D
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軽重の沙汰がある事であるという。 
 

 中国の仏教経典において「差別」は多用され、仏教のルートで日本に伝わっ
てきた。用例（17）の『日本霊異記』は日本最古の仏教説話集、その中には『涅
槃経』の言葉が引用されている。そして、用例（18）の『保元物語』と用例（19）
の『義経記』は軍記物語、用例（20）の『建内記』は公卿の漢文資料であり、
当時において「差別」は漢文および和漢混淆文において使われていたことがわ
かる。 
 
７ 「しゃべつ」から「さべつ」へ 
 日本語において「差別」は呉音読み「しゃべつ」として古くから使われてい
たが、その読み方が漢音読み「さべつ」と読まれるようになったのはいつ頃か

らか、この点に関して、『明治期漢語辞書大系第一期』（松井栄一他 一九九五）
に収録された明治初期の漢語辞書を調べてみた。その結果、『内外新報字類』（一
八六八）、『新令字解』（一八六八）、そして『布令字弁初編～七編』（一八六八～
一八七二）には「差別」自体が収録されていなかった。一方、『漢語字類』（一
八六九）には次のように記されていた。 
  

羊ノ部 ～別 差別〔さべつ〕 ワカチ19 
   
 それ以降の『掌中早字引集:布令日誌必用』（一八七〇）、『新撰字解』（一八七
二）、『漢語類苑大成』（一八七三）、『広益熟字典・仮名引之部』（一八七四）な
どでも、「差別・さべつ」を確認できた。しかし、「差別・しゃべつ」は見つか
らなかった。そして、幕末・明治期の日本語を忠実に記録したヘボンの『和英

語林集成』の諸版20を調べてみたところ、『和英語林集成』における「差別」は
「シャベツ」と発音されており、「サベツ」は見当たらなかった。 
  

SHABETSU シャベツ 差別 n. Difference,distinction 
       Syn.WAKACHI,KEJIME,WAIDAME,KUBETSU.21 
 
 明治初期の漢語字典には「差別・さべつ」がある一方、「差別・しゃべつ」が
見つからず、他方、『和英語林集成』の諸版には「シャベツ」だけあり、「サベ
ツ」は見つからなかった。この不一致は、明治初期の漢語字典類が必ずしも当
時の「差別」の発音を忠実に記録しているわけではないことによるように思わ
れる。かりに忠実に記録したならば、少なくとも「差別・しゃべつ」も示すは
ずである。当時の日常生活でよく耳にする「差別」は、漢音で読むならば「さ
べつ」となるということを、明治初期の漢語字典類が教示しているのではなか

ろうか。 
 大槻文彦の『言海』（一八八六）に至っては下記のように、本来の「しゃべつ」

                                                   
19 松井栄一他『明治期漢語辞書大系二』（大空社 一九九五）第二二六頁。 
20 『和英語林集成初版』（一八六七）、『二版』（一八七二）、『三版』（一八八六）。 
21 明治学院大学図書館デジタルアーカイブス・デジタル和英語林集成・『和英語林集成三版』（一八八六）

第五五四頁。 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E6%9D%BE%E4%BA%95%E6%A0%84%E4%B8%80&search-alias=books-jp&field-author=%E6%9D%BE%E4%BA%95%E6%A0%84%E4%B8%80&sort=relevancerank
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021052&start=1
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021052&start=1
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021052&start=1
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021057&start=1
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021060&start=1
https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B149845345307019&bibid=BB21021062&start=1
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E6%9D%BE%E4%BA%95%E6%A0%84%E4%B8%80&search-alias=books-jp&field-author=%E6%9D%BE%E4%BA%95%E6%A0%84%E4%B8%80&sort=relevancerank
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とともに漢音読みの「さべつ」も見出しに見える。そして、山田美妙の『日本
大辞書』（一八九二）にも『言海』と同様の記述が見られる。 
 
  さべつ（名）差別（しゃべつ）ニ同ジ。 
  しやべつ（名）差別 ケヂメ。サベツ。区別。辨別 
 
 一方、当時の「朝日新聞」を調べたところ、「朝日新聞」では大体一八八〇年
代から「差別」を「さべつ」と読み始め、時期的に『言海』の記述と符合して
いる。「読売新聞」においても同様の動きが見られ、一八七五年に「差別・さべ
つ」が既に出ていたが、その後は「差別・しゃべつ」の連続して見える。大体
一八八二年以降になると、ようやく「差別・さべつ」で安定する。 
このように、日本語における「差別」の一般語化は古かったが、幕末・明治

期に至って漢音読みに転換するのは、当時の漢語尊重の時代背景と深い関係が
あると考えられる。 
 

（21）此まで内閣に行はるる薩長党派の名を消除して出身の地の差別（し 
ゃべつ）なく事を謀り朝家の御為誠忠□て盡すべしと人に向つて揚言せ 
らるる。 

                  （朝日新聞 一八八一年十月十九日） 
（22）恋に貴賤の差別（さべつ）なく盲躄唖聾眇目鼻欠菊石といへど色で 
持たる世の中なれば此程の咄しは差して珍らしといふにあらねど。 

                 （朝日新聞 一八八一年十二月十八日） 
（23）貴賤の差別（さべつ）なしといへば恋てふものばかりかと思ひしが 
盗賊も亦この差別（さべつ）せぬものを見江舊臘廿五日の夜京都上京区 

下長者町衣棚通西へ入る町に住せらるる当時空飛ぶ鳥も落るてふ岩倉 
右府公の御妹君の御館へ幾名の盗賊忍び入り。 

                 （朝日新聞 一八八二年一月二十五日） 
  
８ 差別に関する造語 
８．１ 差別関税 
 「差別関税」は貿易上の重要な概念である。『日本国語大辞典』（小学館 二
〇〇二）に、次のような記述がある。 
 

輸入貨物の産出国や商品の種類などに応じて一般税率とは異なる税率を 
課す関税。割増関税と割引関税とに大別され、前者には報復関税、補償関 
税、相殺関税、ダンピング防止関税など、後者には特恵関税、互恵関税な 
どがある。 

＊袖珍新聞語辞典〔一九一九〕〈竹内猷郎〉「差別関税 Differential Duty 
 貨物原産地の別又は船舶の異同或は条約の関係等に依り同種の貨物に対 
し差別的税率を課する関税」 

 
 今回の調査では、用例（24）～（26）のように、さらに古い時期の使用例を
確認できた。そして、用例（25）のように、当初「区別関税」と「差別関税」



162 

 

の両方が使われていたが、やがて「差別関税」に一本化されたようである。 
 

（24）チャンバレンは之を千八百九十六年全国商業会議所連合会に提出し 
又翌千八百九十七年更に殖民地首相会議に於て此問題に就き議論する 
所あり固より直に其目的を達するの容易ならざるは明白にしてチャン 
バレンも亦準備時代たるを承認するが如し然れども千九百二年に於け 
る英皇戴冠式に際して殖民地首相会議の討議は更に本国殖民地間の貿 
易上の関係を密接ならしむべき方法として直に自由貿易を行ふこと能 
はざるを以て各殖民地は差別関税の方法を以て英本国の製造品の輸入 
税を奨励するの必要を認めたり。22 

                （『商業経済政策』関一 一九〇三） 
（25）以上論ずる所は、一般関税則に関する概論なり。然るに孰れの関税 

則に於ても、往々にして「区別関税」又は「差別関税」Differential 
 Duties or Differential Discriminating Duties，Differentialzolle 
 oder Unterscheidungszolle なるもの附随す。区別関税とは特殊の目 
的を達せむが為め同種の輸入貨物に対し税率に区別を設くるものをい 
ふ。23         

                （『商業政策』津村秀松 一九一一） 
（26）貨物同盟とは連合国及び同盟に加入したる中立国の間に所謂差別関 
税を設け関税政策を以て同盟国相互の貿易上の利益を保護し同盟側の貿 
易に打撃を与ふるを目的とす。               

                 （朝日新聞 一九一六年三月十四日） 
 
 「差別関税」は現代中国語に存在している。『辞海』（夏征農 一九九九）で

は下記のような記述があり、『日本国語大辞典』の辞書記述とほぼ同じ趣旨であ
る。 
 

差別関税 有広狭ニ義。広義的指対進口商品，按不同国家、価格或進口方 
法，依不同税率征収的一種関税。可以分為三種：（１）按国家不同而征収 
的差別関税，如*報復関税；（２）按価格不同而征収的差別関税，如*傾銷 
関税；（３）按進口方法不同而征収的差別関税，…以下省略…24 
〈日本語訳文〉差別関税 広義と狭義の二義がある。広義の差別関税は輸 
入商品に対して国家、価格、輸入方法などによって異なる税率で関税を収 
めるもの。（以下省略） 

 
 現代中国語における「差別関税」はいつ頃から使用されたのか、「清代外交檔
案文献匯編」「晩清期刊、民国時期期刊全文数据庫」「中国近代報刊数据庫」「大

公報」などの資料によって調べたところ、「申報」25の次の例が最も古かった。 
 

                                                   
22 関一『商業経済政策』（大倉書店 一九〇三）第二七三頁。 
23 津村秀松『商業政策』（宝文館 一九一一）第一七三頁。 
24 夏征農『辞海』（上海辞書出版社 一九九九）第二二〇頁。 
25 一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊。中国近現代史の百科全書と言われるほど重

要な新聞紙である。 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803092
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803125
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803092
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（27）（張伯倫）氏於九十六年全國商業會議所聯合會。及翌年殖民地首相會 
議時。討論帝國關税同盟之問題千九百二年英皇行戴冠式時殖民地首相會 
議。更議母國與殖民地間。密接貿易上關係之法令各殖民地以差別關税法。 
奬勵母國製造品之輸入税。 

                   （申報 一九〇七年十一月十二日） 
 
 「申報」における最初の用例は一九〇七年であり、用例（24）『商業経済政策』
（関一 一九〇三）より遅れている。そして、申報の内容を用例（24）の点線
部分と照らし合わせてみると、類似している点が多く、『商業経済政策』の内容
を抄訳した感が否めない。さらに言うと、「申報」に「差別関税」は計九回出て
いるが、用例（28）のように、そのうち日本のことに言及している箇所が八回
ある。さらに、Robert Morrison（一八七二～一八三四）、Walter Henry Medhurst

（一七九六～一八五七）、そして Wilhelm Lobscheid（一八二二～一八九三）な
どの宣教師による英華字典も調査したが、「差別関税」は見当たらなかった。こ
うしてみると、現代中国語における貿易概念の「差別関税」は、二十世紀初頭
に日本から借用されてきた語であることは疑いない。 
  

（28）關於無條約狀態下之日美通商關係、美政府已於去年十二月二十二日、 
根據格蘭特大總統一八七二年之布告、發表聲明、即美已決定、苟日本方 
面對於美國貨不課以差別關税、則美國對於日本貨亦不課以差別關税是、 
…以下省略… 

                 （申報 一九四〇年一月二十三日） 
〈日本語訳文〉無条約状態下の日米通商関係に関して、米政府は昨年度十 
二月二十二日にすでにグラント大統領（Ulysses S. Grant）の一八七二年 

の布告に基き、声明を公表した。即ち、若し日本は米国に差別関税を課さ 
ないと、米国も日本の製品にも差別関税を課さないこと。 
 

８．２ 差別待遇 
 「差別待遇」について『日本国語大辞典 第二版』（小学館 二〇〇二）には、
下記のような記述がある。 
 
  正当な理由なしに、他よりも低い待遇をすること。また、その待遇。 

＊女工哀史〔一九二五〕〈細井和喜蔵〉八・二四「従業員の累進余りに甚 
しき差別待遇を改めさへすれば」 

＊日本国憲法〔一九四六〕一六条「かかる請願をしたためにいかなる差別 
待遇も受けない」 

 

 調査した範囲では、日本語における「差別待遇」は一九〇〇年まで遡れる、
当初、貿易に使われていたが、一九一九年に日本がパリ講和会議の国際連盟委
員会において「人種的差別撤廃提案」（Racial Equality Proposal）を提出した
のをきっかけに、朝日新聞など当時の新聞で大々的に報道された。そして、用
例（32）のように、中国の「申報」にもいち早く日本の提案情報をキャッチし
て中国国内に伝えている。 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803092
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803092
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA%E8%AC%9B%E5%92%8C%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E7%9B%9F
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（29）本年東北四省ニ於テハ燐寸専売制ヲ布キ、邦人ノ燐寸製造又ハ輸入 
ニ妨害ヲ加ヘテ居ル。又「ワシントン」九ケ国条約第五条ニ於テハ、支 
那ニ於ケル同鉄道ヲ通シ不公平ナル差別ヲ行ハサル旨明定シ居ルニ拘ラ 
ス、支那側ニテハ我方及外国ノ屡次ノ抗議ヲ顧ミス右規定ヲ以テ外国品 
相互間ニ於ケルモノト曲辯シ、支那国内製品ニ対シテ鉄道運賃ヲ軽減シ 
外国品ニ差別待遇ヲ與ヘテ居ル。26 

    （『満洲ニ於ケル支那側ノ条約蹂躪』外務省情報部 一九〇〇） 
（30）華盛頓来電 米国上院委員会は関税案中に排米的差別待遇に報復す 
る為め税を課し又珈琲、茶、絹、織物類を始めとし△種の物品に対する 
税率を中止する権能を大統領に附興する項目を挿入したり。 

               （朝日新聞 一九一三年六月二十二日） 

（31）外人差別待遇禁止案 ▽米人対日好感の一證左 華盛頓来電 或州 
が財産若くは或る私法上の特権の享受上外国人に対して区別取扱を為す 
法律制定の権を禁止する憲法修正案下院に提出されたり。 

                 （朝日新聞 一九一七年三月五日） 
（32）東京電 憲政會有志議員等於昨日會合决議將乘此次平和會議之機會 
運動撤除國際間之人種的差別待遇并將與中國國民相呼應以期動威爾遜 
大總統。 

                   （申報 一九一九年一月二十五日） 
〈日本語訳文〉〈東京電 憲政会の有志議員は昨日会合して今回の平和会議 
の機に乗じて、国際上の人種的差別待遇撤廃を求め、そして中国国民と連 
動してウィルソン大統領に働きかける。 
（33）日本最近之民潮  (四 )鮮人勿論一般外人勞動者無差別待遇其外尚 

有解雇條件二條(一)不論事情如何須一月以前預告勞動者且解雇時須支 
給九十日解雇金(二）二月以前須將解雇者職業人員及時日報告地方職業 
介紹。 

                    (大公報 一九二〇年九月六日） 
〈日本語訳文〉日本の最近の民の動き（四）朝鮮人は勿論、一般の外国人 
労働者も無差別待遇されるほかに解雇条件が二ヶ条ある。（以下、省略） 

 
８．３ 無差別級 
 「無差別級」はスポーツ用語であり、柔道などの格闘技における体重別階級
のうち、体重が無関係である階級のことである。「無差別級」の「無差別」も、
用例（34）のように、元来仏教由来の言葉で、「むしゃべつ」と読むはずである。
その後、「差別」と同じように広く一般に使われ、〈差別がないこと、または差
別をつけないこと〉という意を表すようになった。柔道における「無差別級」

が社会一般に知られるきっかけは、一九六四年の東京オリンピック大会である。
当時、柔道が初めてオリンピックで正式種目に加えられ、男子の軽量級、中量
級、重量級、そして無差別級が設けられた。日本選手は無差別級以外の三階級
の金メダルを取った。他方、「無差別級」が中国のメディアに出始めたのはかな
りの後のことで、例えば「人民日報」においては、一九八三年以降柔道の「無

                                                   
26 外務省情報部『満洲ニ於ケル支那側ノ条約蹂躪』（一九〇〇）第二十九～第三十頁。 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1157552
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BC%E9%97%98%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%88%A5%E9%9A%8E%E7%B4%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%88%A5%E9%9A%8E%E7%B4%9A
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1157552
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差別級」に関する報道が見え始める。 
 

（34）華嚴云。佛法世間法。若見其眞實。一切無差別。亦此理也。其差別 
在人不在法也。忠義姦邪與生倶生。忠義者處姦邪中。如清淨摩尼寶珠置 
在淤泥之内。雖百千歳不能染汚。何以故。本性清淨故。 

                   （『大慧普覺禪師語録』蘊聞 宋） 
（35）国際柔道連盟（会長嘉納履正氏）はかねて IOC（国際オリンピック 
委員会）から東京オリンピックの柔道が世界選手権大会をかねるかどう 
かの回答を求められていたが、東京大会の四階級（無差別、重、中、軽 
量）のうち無差別級試合だけを世界選手権とする意向が欧州諸国に強い 
ので、その実情を十五日までに IOC のオットー・メイヤー書記長に報告 
することになった。 

                 （読売新聞 一九六二年三月七日） 
（36）最終日の十三日は重量級、無差別両階級の予選リーグ、決勝トーナ 
メントが行われ、重量級は重松選手が、無差別級は村井選手がそれぞれ 
優勝した。 

                （朝日新聞 一九六三年十月十四日） 
（37）成年組６０、６５、７０、７８公斤的前１２名和８６、９５、９５ 
公斤以上級、無差別級的前８名共８０名運動員将参加全運会比賽。 

                 （人民日報 一九八三年四月一日） 
〈日本語訳文〉成年組６０、６５、７０、７８キロの各上位１２名と、８ 
６、９５、９５キロ以上の階級、無差別級の各上位８名の計８０名の選手 
が全国大会に参加する。 

 

９ 不当な扱いとしての「差別」 
 現代日本語において「差別」と言うと、まずは〈あるものを、正当な理由な
しに、他よりも低く扱うこと〉の意と捉えるであろう。「差別」は、現在の意味
に転義したポイントはその動詞化であると考えられる。管見によれば、「差別」
が動詞として使われるのはだいたい一九一〇年代からである。 
 

（38）重複するか知らぬが不良少年の犯罪行為を差別すれば(一)硬派(二) 
軟派(三)盗児団の三種となる、硬派は喧嘩口論を好み男色を漁り団体を 
組織し又は徒党を組んで帝都を横行する。軟派は外面丈けは温良の風を 
装い女子の誘惑を事とし大抵の場合単独行動を執るのである。盗児団は 
一定の職業住所無き不良少年の類だ。 

               （中央新聞 一九一二年六月二十七日） 
（39）所で此等各地方から送って来る米の品質は固より千差万別である、 

実際今日大阪における格付米は二十六七等に差別され上米中の最優等 
のものと下米の裾と一石につき一円六七十銭も値開きがある位である。 

              （大阪毎日新聞 一九一六年十月十二日） 
 

用例（38）の「犯罪行為を差別すれば」、用例（39）の「二十六七等に差別さ
れ」の「差別」は動詞として使われているが、単なる〈物を区別する〉という
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意である。一方、下記の用例（40）と（41）の用例は〈差をつけて物を不当に
区別する〉と解釈すべきである。 

 
（40）現在各階級が増給問題の烽火を挙げているにも拘らず郵船の下級船 
員は先ず一時的の小康を示しているが一方会社高級船員約一千名の中其 
半数を占めている地方商船学校出身者は残り半数を占める東京商船学校 
出身者と比較して昇給其他あらゆる待遇上において差別される事が甚だ 
しいと不平を漏している。 

               （大阪時事新報 一九一七年七月二十八日） 
（41）階級は旧韓国時代に両班と称する貴族と平民の外に白丁と称する特 
殊民があり、日韓併合以来幾分其の区別は緩和されている以前は白丁に 
対し全く人間扱いをしなかった、また現今でも近隣の交際は勿論、婚姻 

などは絶対に差別され不合理に社会の冷遇と虐げを受けていて。 
                 （大阪毎日新聞 一九二三年五月一日） 
 
１０ まとめ 
 「差別」という語は中国への仏教伝来による翻訳語である。仏教の世界にお
ける「差別」は〈世の中の諸々の形体の物理的な違い〉を言う。それは、仏教
の世界観ではそのものの業力によるものであると捉えられるからである。仏教
における「差別」と「平等」は一対の概念である。中国で仏教語として誕生し
た「差別」は、その後、仏典とともに日本にも伝えられた。そして、中国にお
いても日本においても「差別」は一般語となり、広く用いられるようになり、〈差、
区別、違い〉という意味を有するようになった。 
 日本語において「差別」は長い間呉音読みに従って「しゃべつ」と読まれて

いたが、幕末・明治期に入り、漢文尊重の時代背景もあって、漢音で「さべつ」
と読まれ始め、次第に仏教世界から脱却していった。そして、「差別」を基に「差
別関税」「差別待遇」などの用語が造語され、その後中国語に伝わっていった。 
 現在の〈あるものを、正当な理由なしに、他よりも低く扱うこと〉という意
味の「差別」は、一九一〇年代から日本語に見られるようになり、意味変化の
重要なきっかけは「差別」の動詞化であると考えられる。「区別する」は単なる
〈物を分別する〉という意であるが、「差別」は語頭の「差」が強調されるよう
になり、次第に〈差をつけて区別する〉となってしまった。物の品質に差をつ
けていくつかの等級に分けるのは問題ないが、人間を「差別」の対象にするの
は人権上許されないことである。このように見ると、「差別」の動詞化は重要な
要因であるが、日増しに尊重された人権も〈あるものを、正当な理由なしに、
他よりも低く扱うこと〉という意の「差別」を生み出した大きな要因であろう。  
 現在、ビジネスの世界でプラスの意味で使われている「差別化」は〈他との

違いや独自性を明確に打ち出すこと〉という意である。その根底には、やはり
〈差をつけて他社の商品と区別する〉というニュアンスが見え隠れしている。
「差別化」という言葉が日本においてどこまで生き残れるか、興味深いところ
である。 
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第五章 「結果」と「成果」 
 

第一節 漢語「結果」についての考察 
 

１ はじめに 
 〈物事の結末〉を意味する「結果」も日中同形語の一つである。「結果」はし
ばしば両国の言語研究者の研究対象となり、意味用法について解き明かされて
きた。しかし、中日語彙交流の視点から「結果」を改めて歴史的に考察した結
果、以下のようなことが分かった。この語は仏教伝来に伴って中国で造語され
たもので、古代中国語で一般語化された。他方、近代において「result」など
の対訳語として、日本語でも使われるようになり、二十世紀初頭、日本語で成
立した「結果」の新しい意味用法がまた中国に逆輸入されたという複雑な軌跡

が見える。仏教語から一般語へ、そして英語、日本語、中国語の三国語も絡ん
でいるのである。そのため、日本語における「結果」を論じる時に、中国語に
目を向けないとその由来が曖昧で明確にすることができない。一方、中国語に
おける「結果」を論じる際に、近代における日中語彙交流史の背景を把握でき
ないと、うまく説明できない部分が多い。 
 よって、本節では「結果」を歴史的に考察するものである。また、中国の言
語研究者に「日中語彙交流」という新しい視点を提供できれば幸いである。 
 
２ 辞書記述 
 まずは、日中両国の代表的な辞書における「結果」の記述を確認することに
する。 
 

２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「結果」の意味を次の
ように示している。記述はやや長いが、後述における考察の便宜上、すべて掲
げることにする。 
 
  (1)（─する）植物が実を結ぶこと。また、その結んだ実。結実。 

(2)（─する）ある行為が終わりになること。終えること。ある状態や段 
階に帰着すること。また、その終わりになった状態。ある原因や行為など 
から達した結末の状態。 
＊自由之理〔一八七二〕〈中村正直訳〉四「人民の情と合和して、かかる 
 結菓となりしなり」 
＊浮雲〔一八八七〜八九〕〈二葉亭四迷〉二・一二「私の為めには尤も忌 
 むべき尤も哀む可き結果が生じはしないかと危ぶまれるから」 

＊露団々〔一八八九〕〈幸田露伴〉一五「失礼を免し給へ、試験は既に結 
 果（ケックヮ）せり。御帰りなされ」 
＊古典と現代文学〔一九五五〕〈山本健吉〉詩の自覚の歴史・三「長歌は 
 人麻呂とともに亡びたと言ってもいいのであって〈略〉そしてそれがそ 

                                                   
1 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）を

利用する。 
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 の後一千年の詩的貧困を結果したと思えば、文学史上彼の立たされた位 
 置はまことに運命的と言うべきであり」 

  ＊琵琶記‐両賢相 「風餐水宿、甚日能安妥、問 天天怎生結果」 
(3)（連体修飾語をうけて）原因を述べる部分につけて、その原因によっ 
て、ある事態が生じることを表わす。 
＊国民性十論〔一九〇七〕〈芳賀矢一〉八「日本の気候家屋の割合にリウ 
 マチスの少いのは、全く日本人が銭湯を好む結果だらうと」 
＊長谷川君と余〔一九〇九〕〈夏目漱石〉「其の幾分は、学問の結果、自 
（おのづ）から此（ここ）に至ったものと鑑定した」 

  (4)（前文をうけて副詞的に用いる）結局。つまり。 
＊男の遠吠え〔一九七四〜七五〕〈藤本義一〉女にはなぜ作曲家がいない？ 
 「そこで、女のものの考え方について非作曲家的なところを考えてみた。 

 結果、女の考え方というのは、１＋１は２であるということだ」 
 

補注 「忠義水滸伝解‐二一回」には、「結果モトハ仏語也。ソレヨリ転 
    シテ万事物事ノシマイヲツケ片付ルコトニナルナリ」とある。 

 
 （１）の「結果」は〈植物が実を結ぶこと〉で、「結」〈結ぶ〉と果〈果実〉
による「VO型」の造語である。（２）の「結果」は〈物事の結末〉という意味を
表し、（１）の比喩表現から発達した用法であると考えられる。人間の諸々の行
い、そして、物事の成り行きを植物の「発芽」、「開花」、「成長」、「結果〈実を
結ぶ〉」という自然の営みに例えたものであろう。 
現在日本語では、「結果」は名詞的用法と副詞的用法だけを有し、動詞的用法

はないのに対して、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）に示された『露団々』

（幸田露伴 一八八九）の用例は動詞の用法である。 
 
  今や三番目の室に来かゝりて、 
  ぶん「哲学者か」。 
  てつ「左様で御座ります」。 
  えん「先生」。 
  ぶん「失礼を免し給へ、試験は既に結果せり。御帰りなされ」。2 
 
 さらに『日本国語大辞典第二版』では次の用例として挙げられた『古典と現
代文学』（山本健吉 一九五五）の「その後一千年の詩的貧困を結果したと思え
ば」の「結果」も動詞の用法である。日本語における「結果」の動詞的用法は
いつ誕生したか、また、いつ消滅したか解明する必要があろう。 
 （３）の「結果」は使い方の問題であって、意味上では（２）と同じである。

しかし、興味深いのは、（２）が単なる〈終り、結末〉を表すのに対して、（３）
が「原因→結果」の因果関係を強調している点である。もちろん、因果関係を
日本人は古くから仏教から学んでいたが、それは近代哲学上の因果関係とは根
本的な違いがある。仏教における因果関係、もしくは「因果応報」に関して、『日
本国語大辞典第二版』（二〇〇二）によって次に示しておく。 

                                                   
2 幸田露伴『露団々』（金港堂 一八八九）第一〇二頁。 
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【因果応報】 善悪の因縁に応じて吉凶禍福の果報を受けること。善因に 
は富楽などの善果を受け、悪因には貧苦などの悪果を受けること。現在で 
は悪因悪果にかたよった意味に用いることが多い。因果報応。 
 

 仏教における因果関係（因果応報）とは、簡単に言うと、〈善根を積めば果報
を受け、悪業を重ねたら悪果を受ける〉ということである。しかし、こういう
因果関係はあくまでも人を良い方向に導くための理想論に過ぎず、科学性と客
観性に乏しい。極端な話をすると、極悪の殺人鬼は厳罰されるはずであるが、
見事に罪を隠し、天寿を全うすることも十分あり得る。 
一方、近代哲学上の因果関係は名前だけを仏教語から借りたもので、科学性

と客観性を持つことが仏教の因果関係（因果応報）とは根本的に異なる。哲学

上の因果関係は、我われ人間が世界を認識する上で非常に重要な方法論である。
例えば、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）に示された用例を見てみる。 
 

＊国民性十論〔一九〇七〕〈芳賀矢一〉八「日本の気候家屋の割合にリウ 
 マチスの少いのは、全く日本人が銭湯を好む結果だらうと」 

 
 日本の気候、家屋のことを考えると、リウマチスが多いはずなのに、結果的
に〈リウマチスの少い〉原因は〈全く日本人が銭湯を好む〉わけである。まず、
こういう医学上の因果関係は仏教の範囲外である。ここでは「銭湯を好む」と
「リウマチスにかかりにくい」という因果関係を科学的に立証できることが重
要である。例えば、日本のあちこちの温泉施設に貼ってある「効能紹介」には
「リューマチに効能がある」と書かれていることが多い。 

 一九〇七年の時点で、こういう用例が存在しているということは日本におけ
る近代哲学の発展と大いに関係があると思われる。 
 （４）の「結果」は副詞的用法であるが、現代日本語においては、「結果」だ
けを句頭に置き、副詞的役割を果たさせる用例は非常に少ない。多くは、下記
の用例（１）（２）のように、「その結果」、「～た結果」、あるいは「動詞性名詞
の結果、」3の形で多用されている。例えば、筆者が朝日新聞データベースで検索
してみると、「、結果、」と「。結果、」の用例は僅か三〇九件と二二一五件であ
るのに対して、「その結果、」は四九五五五件、「～た結果、」は六一三九七件で
ある。4「結果」の副詞的用法はいつ成立したのか、これも課題の一つである。 
 

（１）その結果、両親とも大学以上を卒業した家庭では、虫歯治療を受け 
 た子の割合は２歳半で５・６％、５歳半で３１・５％だった。 

                  （朝日新聞 二〇一七年六月二十日） 

（２）かつての切手収集ブームに今は亡き伯父も夫もしっかりと乗った結 
 果、我が家に切手帳が３冊ほどあります。 
                （朝日新聞 二〇一七年六月二十日） 

                                                   
3 「交渉の結果」とか、「司法解剖の結果」とかのようなものである。 
4 朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアルを使用し、調査期間は「一九八五～現在」とする。そして、

「交渉の結果、」のような組合せは今回調査の対象としない。 
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 現代日本語における「結果」の由来に関して、『日本国語大辞典第二版』（二
〇〇二）では古い用例として「＊琵琶記‐両賢相 「風餐水宿、甚日能安妥、問
天天怎生結果」を示しており、中国語由来であることを物語っている。 
『琵琶記』は元末・明初の高則誠による戯文であり、『還魂記』とともに南曲

の二大傑作とされている。「彫龍中国古籍数据庫」に収録された『蔡伯喈琵琶記』
5を調べ、「風飡水臥甚日能安妥問天天怎生結果」の原文を確認できた。 
 さらに、『日本国語大辞典第二版』の補注では「「忠義水滸伝解‐二一回」に
は、「結果モトハ仏語也。ソレヨリ転シテ万事物事ノシマイヲツケ片付ルコトニ
ナルナリ」とある」6と書かれており、仏教語由来であることが明記されている。 
  
２．２ 『漢語大詞典』の記述 

 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。記述
を『日本国語大辞典』に合わせて整え、用例に成立年代を付して対照できるよ
うにした。 
   
  （1）佛教以種樹栽花比喩人的行事，結果比喩人的歸宿。〈仏教において 

 花木を植えることで人間の行いを喩える。「結果」は即ち人間の結末の 
 たとえである。7〉 
＊六祖大師法寶壇經•付囑品〔恵昕〕〈九六七〉「吾本來茲土，傳法救迷 
 情。一花開五葉，結果自然成。」 
＊玉照新志・巻三〔王明清〕〈宋〉「伏願來吉祥於天下，脱禁錮於人間。 
 既往修來，收因結果。」 

  ＊閲微草堂筆記•灤陽消夏錄五〔紀昀〕〈清〉「既已種因，終當結果。」 

（2）用以指人事的最後結局。〈結末、人間の場合を指す。〉 
  ＊二刻拍案驚奇・巻十二〔凌濛初〕〈一六三二〉「只為朱晦翁還有一件為 

 着成心上邊硬斷一事，屈了一個下賤婦人，反致得他名聞天子，四海稱揚， 
 得了個好結果。」 

  ＊紅楼夢・第四十六回〔曹雪芹8〕〈一七九一〉「你們自以為都有了結果 
 了，將來都是做姨娘的。」 

  ＊懷念蕭珊〔巴金〕〈一九七九〉其實這是她的一片痴心，結果只苦了他自 
 己。」 
（3）成就；成果。〈出来栄え、成果〉 

  ＊巧團圓•解紛〔李漁〕〈清〉「你看他一貌堂堂，後來不是沒結果的。」 
  ＊陀螺・五〔茅盾〕〈一九二九〉「現在她老人家已經把一天工作的結果分 

 成了六七小堆，等待照例的同時分配，因為孩子們嚷得太厲害，就先給 
 了。」 

  （4）謂殺死。多見於早期白話。〈殺すこと、早期の白話文によく見える。〉 
＊燕青博魚・第四摺〔李文蔚〕〈元〉「我們且結果了那個綁的去，與你拔 

                                                   
5 『蔡伯喈琵琶記』（高則誠 元末明初）清康熙十三年陸貽典抄本。 
6 長澤規矩也『唐話辞典類集第三集』（汲古書院 一九七一）第六十九頁。 
7 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 
8 『紅楼夢』は中国四大名著の一つ、通行本は全百二十回である。前八十回は曹雪芹の作、後四十回は後

人の補作である。 

http://www.kyuko.asia/author/a3099.html
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 了這眼中的釘子呢。」 
  ＊水滸傳・第四十九回〔施耐庵〕〈一五八九〉「他又上上下下都使了財物， 

 早晚間要教包節級牢裏做翻他兩個，結果了性命。」 
  ＊吶喊•藥〔魯迅〕〈一九一九〉聽説今天結果的一個犯人，便是夏家的孩 

 子。」 
  （5）引申指料理喪葬事項。〈転じて、葬式などをやること。〉 

＊水滸傳・第二十二回〔施耐庵〕〈一五八九〉「宋江道：這箇容易。我 
 去陳三郎家，買一具棺材與你……我再取十兩銀子與你結果。」 
＊紅楼夢・第一〇七回〔曹雪芹〕〈一七九一〉「賈母又道：我所剩的東西 
 也有限，等我死了，做結果我的使用。」9 

 
 「結果」が仏教由来の言葉であるということが、『日本国語大辞典第二版』（二

〇〇二）の補注と同じように記されている。そして、意味（２）は〈結末、人
間の場合を指す〉としているが、現代中国語における「結果」は人間は勿論、〈物
事の結末〉のように世の中の諸々に広く使える。しかし、古代中国語において
は〈人間の結末〉だけを指したかどうか、検討を加える必要がある。 
 さらに意味（３）は〈出来栄え、成果〉という意味である。しかし、現代中
国語において「結果」と「成果」ははっきりと使い分けられている。「結果」は
単なる〈物事の結末〉であり、当然、良い結果と悪い結果の区別があるのに対
して、「成果」は紛れもなく〈好い結果〉だけを指す。 
意味（４）の〈殺すこと〉は現代中国語において主に小説などに使う俗語で

ある。意味（５）は意味（４）の延長線にあるものである。 
 このように、中日両国における「結果」に纏わる問題は複雑であり、現代語
の知識だけではなかなか説明が付かないことから、本節では「結果」の語誌を

解明してみたいと思う。 
 
３ 古代中国語における「結果」 
 古代中国語における「結果」の使用実態を究明すべく、「彫龍中国古籍庫」、
北京大学中国語言学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、台湾中
央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベースを調べた。結果は
以下の通りである。 
 
３．１ 仏教用語としての「結果」 
 「結果」は最初は仏教の経典に登場したもので、仏教の中国伝来による造語
であると考えられる。 
 
  （３）一切衆生未解脱者。性識無定。惡習結業、善習結果。爲善爲惡、逐 

境而生。 
                 （『地藏菩薩本願經』實叉難陀 唐） 

〈日本語訳文〉一切衆生、未だ解脱出来ていない者は心性が不明、心識が 

                                                   
9 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第九巻第八〇五頁。 

 中国語の資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直す。「你」、「们」など一部現代日本

語で使わない漢字は、「伱」、「們」のように旧体字で示す。 
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混迷している。悪業を重ねたら悪業を成し、善行を積めば果報を受ける。 
これらはすべてが彼らの境遇によるもの。（朱に近づけば赤くなり、墨に近 
づけば黒くなるということに当たる。 
（４）如是等閻浮提衆生。身口意業、惡習結果。百千報應、今麁略説。如 
是等閻浮提衆生業感差別。地藏菩薩百千方便而教化之。 

                 （『地藏菩薩本願經』實叉難陀 唐） 
〈日本語訳文〉これ如き閻浮提の衆生は身体、口、意による悪業、悪習が 
結末したため、百千の報応を受ける。今はただ簡略に話しただけ。これ如 
き閻浮提の衆生に業力の差別があり、地蔵菩薩は百千の方便を以てこれを 
教化する。 

  （５）祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。 
                     （『法演禅師語録』才良 宋） 

〈日本語訳文〉祖師曰く、吾れ本と茲の土に来たり、法を伝えて迷情を救 
う。一華五葉を開き、結果自然に成る。 
 

 仏教の世界における「結果」は〈人間の行いによる結末〉という意味を表す。
そして、用例（３）のように、一般的に〈果報を結ぶ、受ける〉と解釈され、
専ら好い意味で使われていたが、用例（４）のように、稀に〈悪業、悪習の結
末〉を意味することも見受けられる。 
そして、用例（５）の「結果自然成」は〈結果はその人の努力で自然に生ま

れてくる〉という意味を表し、現在においても禅宗の真髄が込められた教えと
して人々によく用いられる表現である。「一花開五葉。結果自然成。」を言語学
的に言うと、「結果」は「花開」と対となる。「結果」を文字通りに解釈すれば
〈実を結ぶ〉という意味となるが、ここでは明らかに〈人間の行いによる結末〉

を意味する比喩表現である。 
  
３．２ 〈植物が実を結ぶこと〉を意味する「結果」 
 「結果」を現代語の感覚で文字通りに解釈すれば、〈植物が実を結ぶこと〉と
なる。植物が実を結ぶことは自然界の永遠不変の営みである。そうすると、通
常通りに考えると古代中国語において「結果」という言葉は古くからあったは
ずである。しかし、古代中国語において、〈植物が実を結ぶこと〉の「結果」の
用例は非常に少なく、また時期的にかなり遅いようである。 
 
  （６）進火消陰始一陽，千歳仙桃初結果。 
                         （「谷神歌」呂岩 唐） 
  （７）楊柳飛綿何処去，李花結果自然成。 

                  （「唐受命谶」詠み手知らず 唐） 

 
 用例（６）と（７）は〈植物が実を結ぶこと〉を表す「結果」の早い時期の
用例である。ただし、唐（六一八～九〇七）にまでしか遡れなかった。そして、
用例（６）の「千歳仙桃初結果」は〈千年の仙桃が初めて実を結ぶ〉という意
味を表し、植物界の自然現象を描写するものではなく、神々のフィクションの
世界を描くものである。 

http://www.ctrans.org/search.php?word=%E8%B0%B6
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一方、用例（７）の「李花結果自然成」は〈スモモの花は咲き、実を結ぶこ
とは自然の成り行きである〉の意で、明らかに禅宗の名句である「一花開五葉、
結果自然成」を真似したものであると考えられる。確実に〈植物が実を結ぶこ
と〉を表す「結果」は、調査した範囲では下記の（８）が最も早かった。 
 

（８）譬如果木，自春而抽莖發枝，至夏而開花布葉，至秋而結果成實，要 
 其發生之源在於根株，故曰正在根株、不失其素。謂不失其本然之性也。 

                （『周易參同契注』儲華谷 南宋中期頃） 
〈日本語訳文〉たとえば、果物の木は春から芽生え、枝を伸ばす。夏に至 
ると花が咲き、葉が生い茂る。秋に至ると結果成実する。すべての源は根 
にあり、故に「正在根株、不失其素。」と曰く。すなわち本性を失うべから 
ず。 

 
 後漢（二五～二二〇）の魏伯陽による『周易参同契』を南宋（一一二七～一
二七九）の儲華谷が注釈をつけて『周易參同契注』を完成させた。儲華谷によ
る注の部分には「至秋而結果成實」という文句があり、この「結果」こそが確
実に〈植物が実を結ぶこと〉を表す。ちなみに、『周易參同契注』が成立した南
宋中期まで、中国人は〈植物が実を結ぶこと〉を表現した語には、下記の「結
実」、「成実」、そして「結子」などが相当したと考えられる。 
 
  （９）結実商秋，敷華青春。 
           （『景福殿賦』何晏 魏明帝時代（二二六～二三九）） 
 
 魏明帝が河南省の許昌に景福殿を造営させ、景福殿の落成を記念すべし、当

時の文人に賦を作らせた。何晏による『景福殿賦』の中の「結実商秋，敷華青
春」は〈秋に結実、春に開花する〉という意味である。 

 
（10）又草木五谷，以陰陽気生於土，及其長大成実，実複入土，而後能生， 
 犹人与禽獣昆虫，皆以雄雌交接相生。 

（『桓子新論』桓譚 後漢（二十五～二二〇）） 
〈日本語訳文〉又草木、五穀は陰陽の気を以て土から芽生え、成長して成 
実に及ぶ。実は再び土に入り、その後また成長する。人間、家禽、野獣、 
昆虫が雌雄を以て交尾して繁殖するのと同じである。 
（11）王祥事後母朱夫人甚謹。家有一李樹，結子殊好，母恒使守之。時風 
 雨忽至，祥抱樹而泣。 
          （『世説新語』劉義慶 南朝宋（四二〇～四七九）） 
〈日本語訳文〉王祥という方は継母の朱夫人に対して小心翼々ほど親孝行 

をしている。庭にスモモの木が一本あり、結実が殊に良いから、継母は常 
に王祥に木を大切に見守らせる。ある日、急に暴風雨が襲い掛かってきた 
ため、王祥はスモモの木を抱えて大泣きした。 

  
 このように、古代中国語においては「結実」、「成実」、「結子」などが〈植物
が実を結ぶこと〉の意を表していたが、仏教の中国伝来とともに造語された「結

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E6%BC%A2-61648
https://kotobank.jp/word/%E9%AD%8F%E4%BC%AF%E9%99%BD-1299165
https://ord.yahoo.co.jp/o/dic/RV=1/RE=1498199809/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rb3RvYmFuay5qcC93b3JkLyVFNCVCRCU5NSVFNiU5OSU4Rj9kaWM9ZGFpamlyaW4-/RS=%5eADBtq4CXoiHSNkBE5HvAypRsMmxvWo-;_ylt=A2RivcmBZUtZ4DYATw1Umfd7
https://ord.yahoo.co.jp/o/dic/RV=1/RE=1498199809/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rb3RvYmFuay5qcC93b3JkLyVFNCVCRCU5NSVFNiU5OSU4Rj9kaWM9ZGFpamlyaW4-/RS=%5eADBtq4CXoiHSNkBE5HvAypRsMmxvWo-;_ylt=A2RivcmBZUtZ4DYATw1Umfd7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2
https://ord.yahoo.co.jp/o/dic/RV=1/RE=1498202429/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rb3RvYmFuay5qcC93b3JkLyVFNCVCOCU5NiVFOCVBQSVBQyVFNiU5NiVCMCVFOCVBQSU5RT9kaWM9ZGFpamlyaW4-/RS=%5eADB5d__foXhCgxcqlNUWha6maGQZiI-;_ylt=A2RimE.9b0tZbgsA.S9Umfd7


174 

 

果」によって、だいたい南宋の時代から実生活の中で〈植物が実を結ぶこと〉
を表すようになったと見られる。そのきっかけは恐らく禅宗の名句である「一
花開五葉、結果自然成」によるものではなかろうか。「一花開五葉、結果自然成」
は禅宗の神髄を教示する名句として広く知られるようになり、「花開」と「結果」
とが対表現になるという意識が広がったかと考えられる。 
 現代中国語において〈植物が実を結ぶこと〉を表す表現としては「結果」が
最もよく使われる。「結子」は、狗尾草のような草類に使うぐらいで、「結実」、
「成実」は既に姿を消している。こう見ると、仏教由来の「結果」は出遅れた
ものの、従来の「結実」、「成実」、「結子」などを退け、逆転を成し遂げたので
ある。 
しかし、少なくとも十九世紀の中国語ではこの四者はいずれも使われていた。、

来華宣教師の Wilhelm Lobscheid（中国語名は羅存德）の『英華字典』を見れば

如実にわかる。 
 

to bear or bring forth fruit 結菓、結實、結子 
Unfruitfulness 不結菓的、不結實的 
Unproductive as land &c.不成實的、不結菓10 
            （羅存德『英華字典』 一八六六～一八六九） 
 

ちなみに、古代中国語において「実」と「果」は別概念である。「実」は草と
木などを総括する上位概念であるのに対して、「果」は単なる〈木の実〉を意味
する。 
 
  果，木実也。象果形在木上。          

                   （『説文解字』許慎 一〇〇） 
  〈日本語訳文〉果，木の実なり。果の形をして木の上にある。 
 
  木実為果，草実為蓏。              

                   （『五経正義』孔穎達 初唐） 
〈日本語訳文〉木の実は果、草の実は蓏。 
 

一般的に〈植物が実を結ぶこと〉を表す「結果」は古代中国語から仏教の世
界に転用されたと考えられがちである。しかし、事実はむしろ逆で、現代中国
語における〈植物が実を結ぶこと〉を表す「結果」は実は仏教由来の言葉であ
る。 
 
３．３ 〈人間の始末〉を表す「結果」 

 仏教の世界における「結果」は最初〈果報を結ぶ〉から来た造語である。誕
生当初、〈悪業の報い、悪習の結末〉という用法も見られるが、全体的に見ると、
〈善業の報い、良い結末〉という用法が圧倒的に多い。この点については、「果
報」の意味変遷に絡んでいることから、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）

                                                   
10 以上の辞書記述はそれぞれ『英華字典』（羅存德 一八六六～一八六九）の第八七六頁、第一八七〇頁

と第一八八一頁に当たる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E6%85%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%B5%8C%E6%AD%A3%E7%BE%A9
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における「果報」の語誌を次に引用する。 
 

元来、仏教語として善悪の価値判断を持たない中立的な「報い」という意 
味であった。それが、一六世紀末から一七世紀初頭にかけての時期に、プ 
ラスの場面にもっぱら用いられるようになり、やがて語義自体が「金持ち」 
「幸運」といったプラスの意味へと傾いていった。この意味変化の背景に 
は「因果」という語との体系的関わりがあると考えられる。 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二） 
 

ここで「善果報」、「惡果報」の例を次に示しておく。 
 
（12）又惟無三昧経云。…一部省略…。一善念者，亦得善果報；一惡念者， 

亦得惡果報。 
（『法苑珠林第六十二巻』道世 六六八） 

〈日本語訳文〉又『惟無三昧経』に曰く、…一部省略…。一善念を持つ者 
は又善の果報を得る；一悪念を持つ者は又悪の果報を得る。 

 
用例（12）を見ればわかるように、当初「果報」は善悪の価値判断を持たな

い中立的な〈報い〉という意味であった。 
仏教の世界において〈善業の報い、良い結末〉として多用された「結果」は

やがてそのまま日常生活に用いられ、特に「収因結果」11、「開花結果」など仏
教由来の四字熟語がその日常化を助長したと考えられる。 
 
  （13）我有五重深深願。…中略…。第四願永不分散，五願奴哥収因結果， 

做個大宅院。 
（『能改齋漫録』呉曽 一一九〇） 

〈日本語訳文〉わたしには五つの深い深い願望が有る。…中略…。第四願 
は永遠に別れないこと。第五願は兄貴は因を収め結果して、大きな屋敷を 
持つようになること。 
（14）傾心来往了多時，畢竟納了厳蕊為妾。厳蕊也一意随他，遂成了終身 
結果。 

（『二刻拍案驚奇』凌濛初 一六三二） 
〈日本語訳文〉互いに心が通い、長く付き合った末に、厳蕊を妾に迎えた。 
厳蕊も彼への思い一途で、遂に人生の結果を成した。 
（15）三綱已絶，不久必有禍乱。我以後必不能有甚好結果。 

（『封神演義』陸西星か 明） 
〈日本語訳文〉三綱12は既に廃絶している。遠からず必ず禍がある。将来、 

わたしにも決して良い結果がない。 
（16）務徳大加嗟嘆而別。後来打聴任生郁郁不快，不久竟死于大尉府中。 

                                                   
11 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第三八三頁。 

「謂了卻前縁，得到結果。舊有因果報應之説，謂前有因縁則必有相對的後果。」亦作「收因種果」、「收園

結果」、「收縁結果」。 
12 『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）によると、「三綱」は儒教で、人間の重んずべき君臣・父子・夫

婦の三つの道をいう。多く「三綱五常」と熟して用いる。 
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這是行淫的結果。 
（『二刻拍案驚奇』凌濛初 一六三二） 

〈日本語訳文〉務徳（人名）は大いに嘆いて別れた。後ほど任という書生 
の状況があまり芳しくないと聞いた。まもなくして何と大尉の府中にて死 
を遂げた。これは淫を行う結果である。 
 

上記の用例（14）～（16）とは違い、現代中国語において下記の用例（17）、
（18）のように、「結果」は〈人間の結末、最終的運命〉の意よりも、〈物事の
結末、終わり〉の意で用いられることが圧倒的に多い。「語料庫在線」の現代中
国語データベースで検索したところ、最初の一〇〇例のうちに、〈人間の結末、
最終的運命〉の「結果」は僅か七例であるのに対して、〈物事の結末、終わり〉
の「結果」は九十一例13もあった。 

しかし、古代中国語では、〈物事の結末、終わり〉の「結果」は見つからず、
いずれも上記の（14）、（15）、（16）のように〈人間の結末、最終的な運命〉を
表している。要するに、「結果」は一般語に転用されたものの、仏教の語源意識
がまだ色濃く残されていた。従って、中国語において「結果」の対象が人間以
外のものに広がったのは、恐らく近代哲学上の因果関係（原因と結果）と関係
があるように思われる。 
 
（17）資産階級革命的勝利，只是它利用了農民革命的結果。 

（周良宵「対農民戦争反封建性質的理解」新建設雑誌社 一九六四） 
〈日本語訳文〉資産階級革命の勝利は農民革命の結果を利用しただけに過 
ぎない。 
（18）宇宙的創生不是我們所理解的内因和外因作用的結果。 

（段景蓮『哲学有無体系之我見』中国大百科全書出版社 一九九〇） 
〈日本語訳文〉宇宙の創生は我々が理解しているところの内因と外因の作 
用による結果ではない。 

 
３．４ 〈人を殺す〉を表す「結果」 
 現代中国語において「結果」は基本的に〈物事の結末、終わり〉という意味
で使われている。これに対して、用例（19）のように、俗語、隠語としては日
常会話、あるいは小説などで〈人を殺す〉の意でも使われている。古代中国語
において「結果」は用例（20）、（21）、（22）のように、名詞というよりむしろ
動詞的な用法がメインであった。 
 

（19）就在那一瞬間，我把準備好的手榴弾扔過去，結果了敵人的性命。 
（人民日報 一九九六年九月一日） 

〈日本語訳文〉その一瞬、わたしは用意しておいた手榴弾を投げ出して、 
敵兵を殺した。 
（20）予先問獄官責取病状，将沈鏈結果了性命。 

（『全像古今小説第四十巻・沈小霞相会出師表』馮夢竜 明） 

                                                   
13 「《南京条約》的結果」のような名詞がほとんどであるが、「結果他失敗了。」のような副詞的な使い方も

すこし含まれている。しかし、いずれにしても意味的に〈物事の終い、終わり〉と解釈して問題がない。 
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〈日本語訳文〉先に牢屋の官吏に病状を聞き出してから、沈鏈を殺した。 
  （21）粛曰：当用何作退之？瑜曰：吾自去和他説話。好便好；不好時，不 

等他取南郡，先結果了劉備。 
（『三国演義』羅貫中 明） 

〈日本語訳文〉魯粛曰く：どんな策を以て相手を退くの？周瑜曰く：わた 
しは交渉に行く。話がうまく進めばそれでよいが、話がうまくできなかっ 
たら、南郡を取らせずにまずは劉備を殺そう。 

  （22）番王道：這和尚在里面，怎么結果他？ 
     真君道：到了午時三刻，便就化做了血水，就是他的結果。 

（『三宝太監西洋記』羅懋登 一五九七年頃） 
〈日本語訳文〉番王曰く：和尚がこの中14にいる、どうやってころせればい 
いの？真君曰く：午時三刻15になったら、血と水と化してしまう、これぞ和 

尚の結末だよ。 
 
 明代になって、白話文の資料に「結果」は〈人を殺す〉という意味で頻繁に
使われるようになった。鶏、豚など人間以外の動物に使われていた痕跡は見つ
からない。要するに、一般語に転用されたものの、仏教における〈人間の結末〉
という語源意識が色濃く残されていたと考えてよい。そして、下記の用例（23）
と用例（24）のように、〈人間を殺す〉という意味から〈葬式、死後の始末をす
る〉という意味も発生したが、用例数が少なく、それほど発達した用法ではな
かった。 
 

（23）宋江道：這個容易。我去陳三郎家買一具棺材与伱。仵作行人入殮時， 
我自分付他来。我再取十両銀子与伱結果。 

（『水滸伝』施耐庵 一五八九） 
〈日本語訳文〉宋江曰く、これは簡単なことだ。わたしは陳三郎の店へ棺 
桶を一つ買ってあげる。検死人が死体を検査、納棺する際、わたしは陳三 
郎も呼んでくる。そして、また銀を十両あげ、後始末のことをお願い。 
（24）方君遂日坐愁城中，抑抑以死。死五日不得殮，賴郝少山大令出任棺 
槨、衣衾，始得草草結果。16 

（申報 一八八八年三月十七日） 
〈日本語訳文〉方君は毎日憂愁に沈み、遂に帰らぬ人となった。死後五日 
経っても葬儀が行われず、幸い郝少山が金を出して棺桶、故人用の衣裳を 
買ってくれたおかげで、お粗末ながら一応葬儀を行った。 

 
３．５ 「結果」に関する諸問題点 
 古代中国語における「結果」の使用状況と意味合いを一通り見てきた。ここ

で「結果」に関する諸問題点をまとめておく。そして、「結果」についての研究
は日本でも中国でも成されているので、さらにこれらの先行研究にも触れるこ

                                                   
14 前後の文脈によると「吸魂瓶」（魂を吸い込む瓶）というものである。相手の名前を唱え、「はい」と応

じてくれたら、その相手の魂がこの「吸魂瓶」に吸い込まれる。 
15 中国古代の時間単位である。 
16 原文には句読点が付いていない、句読点は筆者がつけたものである。 
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とにする。 
 
３．５．１ 「結果」は「結裏」に由来するものか？ 
 「結果」という語の由来について、中国の言語学者である呂叔湘が「釈“結
果”」（一九八二）17では、「結果」は「結裏」という語に由来するものであると
指摘した。その後、この結裏由来説を踏襲する研究者18も少なくない。この「結
裏」由来説について、具体的に見てみたい。 

 
（25）儼兄弟五人，皆不為相，兼總無壽，其間唯四哥稍得，然結裹得自家 
兄弟姉妹了，亦住不得。         （底本は『百川学海』） 

（『丁晋公談録』撰者不明 宋） 
 

一二七三年に成立した『百川学海』では、撰者不明の『丁晋公談録』が「乙
集」に収録されている。『百川学海』版の『丁晋公談録』では、「然結裹得自家
兄弟姉妹了亦住不得」となっている。 
一方、『百川学海』より早めに成立した『事実類苑』（江少虞 一一四五）で

は、撰者不明の『丁晋公談録』が第四十八巻に収録されている。しかし、『事実
類苑』版の『丁晋公談録』では、該当する部分が「然結果得自家兄弟姊妹了亦
住不得」となっている。これによって「結裏」由来説が導き出された。 
 
可見“結裏”原是宋人尋常言語，“裏”字又簡写作“果”，到後来就把本 
字忘了。 
〈日本語訳文〉よって、「結裏」は宋の時代の人が良く使う言葉である。「裏」 
の字は略して「果」と書く。その後、遂に本字（裏）を忘れてしまった。 

 
 しかし、この一例を以て結裏由来説を唱えるのはいささか性急な印象を受け
るとともに、時間的に言うと、『事実類苑』の中の「結果」は『百川学海』の中
の「結裹」より早い。また、唐代の仏典には既に「結果」が用いられているこ
となどから、「結裏」由来説は根拠が不足している。この点に関して、楊琳（二
〇一三）にも同様の指摘が見られる。 
   
  “結裏”与“結果”原是両個互不相幹的詞，但因読音相同，典籍中常有混 

用。19 
〈日本語訳文〉「結裏」と「結果」はそもそも関係のない言葉であるが、発 
音が同じであるため、典籍においてしばしば混同されている。 
 

３．５．２ 「結果」に〈衣裳・身なり〉という意味があるのか？ 

 中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）では、「結果」の意味として〈衣
裳・身なり〉が挙げられている。そして、中国国内の一部の中国語研究者20もこ
                                                   
17 呂叔湘「釈“結果”」（『中国語文』 一九八二（六））第四二二頁。 
18 江藍生・曹広順『唐五代語言詞典』（上海教育出版社 一九九七） 

王佳毅『由“結果”連接的複句研究』（湖南師範大学修士論文 二〇〇五） 
19 楊琳「“結裏”与“結果”的源流及糾葛」（『語言研究』第三十三巻第一期 二〇一三年一月） 
20 楊琳「“結裏”与“結果”的源流及糾葛」（『語言研究』第三十三巻第一期 二〇一三年一月）第一一〇
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の説を支持している。 
 
  補義条目 装束；打扮21 
  ➊《敦煌変文集·維摩詰経講経文五》： 「希奇魔女，一萬二千，最異珍珠， 

千般結果。」 
❷敦煌本《老子化胡経·老君十六変詞》： 「一變之時，生在南方亦如火， 
出胎墮地能獨坐……父母世間驚怪我，復畏寒凍來結果，身着天衣誰知我？」 

 
 確かに上記➊❷の「結果」は意味的には〈衣裳・身なり〉と解釈すべきであ
るが、今まで見てきた「結果」のそれぞれの意味とは大きなギャップがあり、
疑問を禁じ得ない。呂叔湘の「釈“結果”」（一九八二）には、❷の『老子化胡
経』の用例が引用されているが、これに該当する部分は「結果」ではなく、「結

裏」である。「結裏」の「裏」は中国語では「包む」という意味があるため、「結
裏」ならば首肯できる。 
 
  父母世間驚怪我，復畏寒凍來結裏，身着天衣誰知我。（老子化胡経，成都 

二仙庵翻印敦煌石室本。以下省略）22 
 
 さて、❷に関して、『漢語大詞典』（一九八六）では「結果」であるのに対し
て、呂叔湘の文章では「結裏」であるかをめぐって、少し出典の『老子化胡経』
について触れておく。仏教の中国伝来と流布に伴って、中国土着の道教との衝
突が顕著化した。これを背景に四世紀初め頃、晋の道士・王浮が『老子化胡経』
を著した。道教の老子が西のインドに入り、生れ変って仏陀となるか、もしく
は仏陀を弟子にして、仏教を広めたと説き、道教の優位を主張していた。    

この『老子化胡経』（王浮 晋）がしばしば宗教争いの火種となるため、一二
五八年にフビライ・ハンの主催で空前の「佛道大弁論会」が行われ、道教が惨
敗という結果であった。そのため、『老子化胡経』が禁書とされ、その後逸失し
た。しかし、一九〇〇年に敦煌莫高窟の一室より発見された「敦煌遺書」の中
には唐玄宗時期（在位七一二年～七五六年）に成立した『老子化胡経』の写本
の一部が発見された。 
 現在、「大正新脩大藏經」を初め、『老子化胡経』の関連資料ではいずれも「結
果」となっている23。しかし、呂叔湘の文章によれば、「老子化胡経，成都二仙
庵翻印敦煌石室本。」（出典の『老子化胡経』は成都二仙庵が印刷した敦煌石室
本である）があるため、「結裏」こそ本来の表記であったことは明確である。 
 中国語では「果」と「裏」は発音が同じであるため、歴史的に見ると、確か
に「結果」と「結裏」の混同が見られる。一つの語は混同、誤用によって新し
い意味が成立されたこともしばしば見受けられるが、それは一定の量に達して

                                                                                                                                                     
頁の（５）に当たる部分。 
21 サイト「国学大師」に収録された電子版『漢語大詞典』によるものである 
22 呂叔湘「釈“結果”」（『中国語文』 一九八二（六））第四二二頁。 
23 筆者は「大正新脩大藏經」、そして羅振玉の『敦煌石室遺書百廿種』（黄永武主編『敦煌叢刊初集』新文

豐出版公司 一九八五 の第六冊～第八冊）などの資料を調べたところ、該当する部分は何れも「結果」

である。しかし、成都二仙庵の『老子化胡経』（正式名称は『老子西昇化胡経敦煌石室残巻』）はフランス

の図書館に所蔵された「敦煌遺書」の影印を翻刻したものである。 
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からの話である。筆者の調査範囲では、〈衣裳・身なり〉という意味を表す「結
果」はほぼ皆無の状態である。よって、「結果」は「結裏」から〈衣裳・身なり〉
の意味を吸収したという説は成り立たない。 
 
３．５．３ 「結果」は仏教由来の言葉である。 
 「結果」は元々古代中国語に存在していた語であり、〈木が果実を結ぶ〉とい
う意味を表す。それを仏教の世界に借用し、比喩的に〈人間の結末〉を表すよ
うになったという説が、学界では定説になっているようである。例えば、「“結
果”的語法化歴程及語用特点」（周卒吉 二〇〇八）では、下記の記述がある。 
 
  可見，在隋唐五代，“結果”主要仍是動賓結構，意為長出果実，被佛教采 

用並通過比喩派生出了指人的帰宿。24 

〈日本語訳文〉よって、隋唐五代において「結果」は相変わらず動詞と目 
的語の構造、果実を結ぶという意味である。仏教に取り入れられ、比喩的 
に人間の結末を表す。 

 
 しかし、これまで述べてきたように、仏教において「結果」が誕生するまで、
古代中国語には「結果」の姿は見られないということは明らかである。古く〈果
実を結ぶ〉として用いられていたのは「結実」、「成実」、「結子」などの表現で
ある。仏教において「結果」は〈果報を結ぶ〉という意識で造語され、最初は
〈人間の行いによる結末〉を意味していた。つまり仏教における因果関係の「果」
に当たる。のちに、「一花開五葉、結果自然成」のように、「開花」、「結果」と
いうセットで広く使用されるようになった。「普通」、「普遍」などの仏教用語が
一般語に転用されたように、「結果」も次第に一般語となったということであっ

て、「結果」は仏教の世界に取り入られた語ではなく、仏教語の「結果」が一般
語化されたのである。 
 

３．５．４ 「結果」の対象の拡大 
これまでの「結果」の語誌研究は、特に品詞論の立場からその使い方を論じ

るものが多かった。例えば、よく論じられる「結果」の「連詞的用法」25につい
て見てみよう。姚双雲（二〇一〇）では下記のように指摘されている。 
  
  ➊連詞“結果”最初大約出現在明代。 
  ❷“結果”的連詞用法，一直到十九世紀末至二十世紀初，才被広汎使用。 
  ❸誘発“結果”由名詞向連詞語法化的因素有三：交際的語用因素、認知的 

心理因素、語言的内部因素。26 
 

 〈日本語訳文〉 

                                                   
24 周卒吉「“結果”的語法化歴程及語用特点」（『漢語学習』 二〇〇八年十二月第六期）第六十六頁。 
25 現代中国語のほうでは「連詞的用法」がよく論じられている。例えば、姚双雲「連詞”結果”的語法化

及語義類型」（『古漢語研究』 二〇一〇年第二期）などがある。中国語で言う「連詞的用法」は日本語の

副詞的用法に相当する。日本の研究論文として髙橋圭子・東泉裕子「近代語コーパスにみる「結果」の用

法」（『第 6回コーパス日本語学ワークショップ予稿集』 国立国語研究所二〇一四年九月）などがある。 
26 姚双雲「連詞“結果”的語法化及語義類型」（『古漢語研究』 二〇一〇年第二期）第六十二頁。 
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➊連詞としての「結果」は大体明の時代に出た。 
❷「結果」の連詞的用法は十九世紀末二十世紀の始め頃、ようやく広く 
使われ始めた。 

❸「結果」を名詞から連詞へと変化させた素因は三つある。交際的語用 
素因、認知的心理素因、言語の内部素因。 

  
 姚双雲（二〇一〇）では、「結果」の「連詞的用法」の成立を明の時代とし、
そして、成立要因を「交際的語用素因」、「認知的心理素因」、「言語の内部素因」
というように詳しく分析している。「連詞的用法」が明の時代に成立したのを裏
付ける証拠として姚双雲が挙げた例文はいずれも『剪灯新話』によるものであ
る。その一つを次に示す。 
 

(14’)田横開始的時候与漢高祖一様都是南面称尊的，所以耻于改称為臣、 
逃亡蝸居在海島本来可以老死在那里，但是(因為)被大王小侯的話所欺騙， 
結果走到距東都洛阳還有三十里的地方自殺而亡。27 

（『剪灯新話』巻一） 
 

 姚双雲が示す例文は『剪灯新話』の原文ではなく、現代中国語訳である。こ
れに該当する『剪灯新話』の原文は次の通りである。 
 
  横始与漢祖俱南面称孤，耻更称臣，逃居海島，可以死矣，乃眩于大王小侯 

之語，行至東都而死。 
（『剪灯新話』瞿佑 一三七八頃） 

 

  すなわち、「結果」の使用は見えないのである。一方、周卒吉（二〇〇八）
では、「結果」の「連詞的用法」の成立を近現代としているが、これもまた問題
点が多い。まず、中国歴史の近代は一八四〇年のアヘン戦争から一九四九年の
新中国成立まで、現代は新中国成立から現在に至るまでである。周卒吉の「近
現代」はいつのことを指すかはわからない。そして、用例成立の時期を分別し
ないことは語誌研究として残念である。 
 

（26）経人大有関方面与財政部一起重新研究，結果財政部修改了那個予算 
報告。 

（周大平『加強立法促進科教文衛改革』瞭望週刊社 一九八八） 
〈日本語訳文〉人民代表大会の関係部門が財政部と再び研究した。結果、 
財政部はその予算報告を修正することとなった。 

 

用例（26）の「結果」は「連詞的用法」であるが、その前提は「結果」の対
象が〈人間の結末〉から〈物事の終り、結末〉への拡大である。「結果」の対象
拡大がなければ、このような用例は成り立たない。これまで、「結果」の対象が
人間から物へと拡大していったことが、意味的に変わりがないという理由で、
無視されがちであった。しかし、この「対象の拡大」こそが、現代中国語と日

                                                   
27 姚双雲「連詞”結果”的語法化及語義類型」（『古漢語研究』 二〇一〇年第二期）六十三頁。 
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本語における「結果」を読み解くカギであると思われる。「結果」の対象がいつ
から人間から物に広がったのか。また、どのようなきっかけで対象が拡大した
のか、これは「西学東漸」28と関係している可能性が高いと考えられる。さらに
は、近現代の中国語を考える上で、近代において語彙、文法などの面から中国
語に大きな影響を与えた近代日本語についても、大いに意識しておく必要があ
り、以下、そのような立場から考察を進めることにする。 
 
４ 近代中国語における「結果」 
近代中国語における「結果」について申報データベースを中心に調査した。

一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊の「申報」は、時期
的にも近代中国語の変動期をカバーできる格好の資料である。 
 

４．１ 〈物事の結末〉を意味する「結果」の登場 
一八七二年から一九〇〇年にかけて「申報」に使われていた「結果」はいず

れも古代中国語に見られる用法である。しかし、一九〇〇年に用例（27）のよ
うな〈物事の結末〉を表す「結果」が見え始めた。 
 
  （27）香港循環日報云，美人某氏謁見水師提督刁威氏。論及中國時勢，提 

督謂中國此次戰爭將來結果，必如美國初議，洞開重門多闢商埠。29 
（申報 一九〇〇年七月二十七日） 

〈日本語訳文〉香港の「循環日報」が報じるところによると、アメリカ人 
の某氏が水師提督の刁威氏に謁見した。中国の時勢も論じ、提督はこう断 
言した。今回の戦争における中国の結果は必ずアメリカが最初提議したよ 
うに、門戸が再び開かれ、通商埠頭を多く開かざる得ない。 

 
この「結果」は〈戦争の結末〉を意味している。従来の〈人間の結末〉とい

う枠を出て、現代中国語における「結果」の意味用法にも繋がっているため、
重要な意義を持っている。 
「申報」では一九〇〇年に〈物事の結末〉を表す「結果」が見え始め、その

後、異常な増長ぶりを見せる。例えば、一九〇四年の「申報」では「結果」の
使用例が計二十例あり、「戦争結果」、「巴而幹戦事之結果」などのように、いず
れも〈物事の結末〉という意味である。少なくとも「申報」では一九〇四年以
降〈物事の結末〉を表す「結果」が完全に優位に立っている。 
 

（28）近日譯事勃興，西史出版者日多。然皆寥寥數帙，未爲巨觀。而於近 
 世文明、諸國政敎之分化、人文之發展、社會之推遷、交涉之奇變；原因 
結果、事理繁頣者，率以數語了之。 

（申報 一九〇四年一月十四日） 
〈日本語訳文〉近来、翻訳が盛んに行われていて、西側の歴史に関する書 
籍の出版が日増しに増えている。しかし、いずれも僅かな枚数で、鳥瞰で 

                                                   
28 西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むこと。 
29 「申報」の用例に句読点が付いていない。文を分かりやすくするために、筆者は中国語の感覚で句読点

を付けておく、以下同様。 



183 

 

きるものはない。近世の文明、諸国政教の分離、人文の発展、社会の変遷 
外交交渉の変化などの原因と結果について、複雑なものなら、往々にして 
僅かな言葉で済ませている。 

 
用例（28）の「結果」は〈物事の結末〉という意を表すが、「原因」とセット

で使われていることが注目される。「原因」という語自体の歴史は古いが、古代
中国語において「原因」、「結果」がセットとして使われる例はなかった。 
 「原因」と「結果」がセットとなるのは「申報」で一九〇四年初登場以来、
頻繁に使われ始める。これは単に二つの語を並べて記す程度の用法上の問題で
はなく、より客観的に世界の物事を認識する方法論に基づく用法である。例え
ば、下記の用例（29）を見てみよう。 

 

（29）述日本貨幣制度調査會事實（譯）（續） 
第一條貨幣制度調査會屬大藏大臣之監。督調査審議左之事項。一近時金 
銀價格變動之原因。及其一般之結果。 

（申報 一九〇七年十二月十二日） 
〈日本語訳文〉第一条、貨幣制度調査会は大蔵大臣の監視下に属している。 
左の事項を調査、審議すること。一、近日金銀の価格変動の原因、及びそ 
の一般的な結果。 

 
 「述日本貨幣制度調査會事實」（日本貨幣制度調査会事実を陳べる）というタ
イトルを見れば、当時の日本のことを紹介したことが分かる。そして、この「原
因」と「結果」とは、金銀価格変動の要因とその影響を表す。客観的に観察、
分析することで、要因と影響との必然的なつながりを見出そうとするものであ

る。 
 さらに、清王朝の外交文書である「清代外交檔案匯編」を調べたところ、〈物
事の結末〉を表す「結果」は一九〇七年に見え始める。「清代外交檔案匯編」に
「結果」が四十例あり、そのほとんどが〈物事の結末〉という意であった。し
かも、ほとんどが日本に関する外交文書に用いられ貞 rた。 

 
（30）東三省總督徐世昌奉天巡撫唐紹儀致外務部電 
光緒三十三年十一月初六日到收發電檔 
齋藤語塞情，知再提他條，亦不能得爭勝之結果，始無言而退。30 

〈日本語訳文〉斎藤は言葉に詰まり、さらにほかのことを言い出しても勝 
利の結果が得られないから、無言で立ち去った。 

 
４．２ 「結果」の連詞的用法 

「申報」では一九〇〇年に〈物の結末〉を表す「結果」が見え始め、その後、
猛烈な勢いでこの意味が普及し、定着していった。これが「対象の拡大」とい
う「結果」の連詞的用法に繋がっていると考えられる。 
「結果」の連詞的用法を考察する上で、「～～、結果～～」という構文をまず

                                                   
30 原文には句読点が施されていない、句読点は筆者がつけたものである。そして、光緒三十三年は一九〇

七年である。 
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は対象とすることにしたい。ただ、「申報」では当初、句読点が付いていなかっ
たため、より綿密な分析が必要であるが、管見では下記の（31）が早い例であ
る。 
 

（31）齊謂俄人致敗之由實以日人合力用最劇烈之砲火先攻上號戰門艦上之 
觀戰臺及觀戰臺一經砲攻結果遂致戰艦上之消息不靈而戰艦之功用亦因之 
破壞而終歸於遇險也。 

（申報 一九〇五年八月七日） 
〈日本語訳文〉ロシアの（日本海海戦）敗戦した理由について（アメリカ 
海軍の方）口を揃えて一斉に言うのはこうだ。日本軍は猛烈な集中砲火で 
まずロシア海軍の旗艦の観戦台を砲撃した。結果、旗艦の指揮システムが 
利かなくなった。そのため、旗艦としての役割は果たせなかった。結局難 

を逃れなかった。 
 
 それまでの「結果」は、一般に「戦争結果」、あるいは「～～其結果」、「～～
之結果」のように名詞として使われていた。しかし、「及觀戰臺一經砲攻結果遂
致戰艦上之消息不靈」はそれと違っていて、「及觀戰臺一經砲攻、結果遂致戰艦
上之消息不靈」のように、文を切り分けるべきである。「結果」は後句の先頭に
置かれ、統語的な役割を果たしている。「結果」が後句の先頭に立ち、統語的な
役割を果たす連詞的用法が「申報」で大量に見られるのはほぼ一九二〇年以降
のことである。 
 
（32）翌年三月三日、參院大會對於婦女參政案是否可以加入聯邦憲法爲修 
正案之問題、爲投票之表决。結果贊成者祗多一票。據法不成立。（法定 

應有三分之二之多數） 
（申報 一九二〇年十二月二十六日） 

〈日本語訳文〉翌年三月三日、参議院大会は婦女参政案が連邦憲法の修正 
案に入れるべきかどうかについて投票表決した。結果賛成者は僅か一票し 
か多くない。法律によって成り立たなかった。（三分の二を超えるべきだと 
法律が定めている）。 

 
 用例（32）の原文には原作者による句読点が施されていて、「結果」は後句の
先頭に立っている。それだけではなく、文脈から見ても「結果」は後ろの文に
かかり、統語的な役割を果たしている。従って、この「結果」は連詞的用法と
見なすべきである。そして、用例（33）の「結果」も連詞的用法である。 
 

（33）乘俄不備、大敗俄國。結果日得薩哈連南部及遼東半島。俄國承認日 

本、在高麗有保護權。 
（申報 一九二一年九月十一日） 

〈日本語訳文〉ロシアの不備に乗じて、ロシアを無残に負かした。結果日 
本はサハリン南部及び遼東半島。ロシアは高麗における保護権をロシアは 
承認することとなった。 
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 連詞的用法が見え始めた一九〇五年から、定着し始めた一九二〇年代までの
十五年間には、「～～。其結果～～」という中間的な用法も目立つ。 

 
（34）乃以愛國社之名義。飛檄全國。游説之士東西奔走。其結果竟能得二 
府二十二縣十三萬人之贊同。 

（申報 一九〇八年三月九日） 
〈日本語訳文〉（板垣退助）が愛国社の名義で檄文を全国に飛ばした。弁舌 
の士は東奔西走、その結果何と二府二十二県十三万人の賛同を得た。 

 
上記のように、二十世紀初頭の中国語資料に見られる〈物事の結末〉を意味

する「結果」及び「結果」の連詞的用法は何に由来するのか、次のような三つ
の可能性が想定される。 

 
１ 中国人によるもの。 
２ 来華宣教師たちによる翻訳語。 
３ 当時の日本語からの借用語。 

 
５ 英華字典類に見られる「結果」 
 まず、来華宣教師たちによる翻訳語に由来するか否か、馬禮遜（Robert 
Morrison）、衛三畏（(Samuel Wells Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、
羅存德（Wilhelm Lobscheid）、盧公明（Justus Doolittle）、司登得(George Carter 
Stent)等、早い時期の宣教師たちによる英華字典、そして、鄺其照、顏惠慶、
赫美玲(Karl E.G.Hemeling）等の英華字典31を調査した。 
 一八二二年に成立した馬禮遜（Robert Morrison）の『英華字典』に「結果」

は計十一回登場する。まずは➀、②のように、〈植物が実を結ぶ〉を意味する「結
果」が確認できる。そして、➂と➃のように比喩的に〈植物が実を結ぶ〉を〈人
間の結末〉に使うものもある。さらに⑤のようなものもある。 
いずれにしても、馬禮遜の『英華字典』における「結果」は「result」、「upshot」

「event」の訳語と見てもよいが、〈植物が実を結ぶ〉及び〈人間の結末〉など、
当時の中国語における「結果」の使い方が色濃く反映されている。しかし、こ
れは「結果」の対象が人間から物事への拡大に繋がる重要な一歩である。なぜ
かとうと、英語の「result」、「upshot」、「event」は人間だけではなく、物事の
結末も意味しているわけである。これらの英語に対訳することによって、「結果」
の対象が拡大したと考えられる。 
 

➀ABUNDANCE Abundance of leaves, 樹葉茂盛; and little fruit 結果    
少 

②BRING To bring forth fruit 結果 
➂FRUIT Fruit of a person's conduct, the result of their actions is 
 expressed by 結果 This is the fruit of their conduct 這就是他的 
結果 

                                                   
31 英華字典の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。記述の便宜

上、筆者は見出し語の下に横線を引き、そして番号を付けた。 
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  ➃RESULT consequence, is expressed by 結果, forming fruit: and by 
 收梢, Don't know what will be the result hereafter 將來不知作何 
結果 

  ⑤EVENT  The upshot or event 結果 
（Robert Morisson『英華字典』 一八二二） 

 
馬禮遜（Robert Morrison）の『英華字典』では「result」と「結果」の対訳

関係はまだそれほど明確ではなかったが、それ以降の「英華字典」では次第に
「result」＝「結果」という対訳関係が明確に成立したと見られる。例えば、
⑥のように、麥都思（Walter Henry Medhurst）の『英華字典』（一八四七～一
八四八）では、見出し語「result」の下に「consequences 結果、收梢」と
ある。羅存德（Wilhelm Lobscheid）の『英華字典』（一八六六～一八六九）と

なると、⑦のように、「to result in good 結好菓」、「to result in evil 結
惡菓」など、さらにその対訳関係が明確となる。 
それ以降の『英華字典』も「result」＝「結果」という対訳関係を継承して

いる。⑧は鄺其照の『華英字典集成』（一八九九）、⑨は顏惠慶の『英華大辭典』
（一九〇八）、⑩は商務書館の『英華新字典』（一九一三）、そして、⑪は赫美玲
の『官話』（一九一六）である。 
 

  ⑥result consequences 結果、收梢 
（Walter Henry Medhurst『英華字典』（一八四七～一八四八）） 
 

  ⑦result to result in good 結好菓 
       to result in evil 結惡菓、惡關係 

       what are the results 結何果乎 
（Wilhelm Lobscheid『英華字典』 （一八六六～一八六九）） 
 

  ⑧result to result in good 好結果 
（鄺其照『華英字典集成』 一八九九） 
 

  ⑨result to follow as a consequence, 究竟, 效果, 歸結, 結果 
       to result in good, 致有好結果 
       to result in evil, 致有惡結果 

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
 
  ⑩result 關係、結果、應驗、到底、結尾、終局 

（商務書館『英華新字典』 一九一三） 

 
  ⑪result 效驗、效果、結果、成績、收塲、成效、效、果實 
       Economic  result 經濟之結果（新） 
       (from) 是……的結果 
       (In)  有……結果 

Result in good, 有好結果 
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（赫美玲『官話』 一九一六） 
 
 中国語における「結果」の意味用法の変遷には、いくつかの問題点がまだ残
されている。まず、馬禮遜（Robert Morrison）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）
などの宣教師は早くも当時の中国人に「result」＝「結果」という対訳関係を
提供したにもかかわらず、二十世紀初頭の中国語資料にようやく〈物事の結末〉
を意味する「結果」が見え始めるのである。そして、一旦見え始めると、一気
に普及、定着するという、異常な状況をどのように説明すればよいか。また、
一九二〇年代以降に徐々に普及した「結果」の連詞的用法はそれらとどのよう
に関係するのであろうか。これらの疑問を解明するためには、日清戦争以降、
多くの中国人留学生が多くの和製漢語を逆輸入したという観点も検証しておく
必要がある。そこで、次に日本語における「結果」の歴史を見ることにする。 

 
６ 古典日本語における「結果」 
６．１ 仏教語としての「結果」 
 『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）の記述によると、最も早い用
例は中村正直『自由之理』（一八七二）である。 
 

＊自由之理〔一八七二〕〈中村正直訳〉四「人民の情と合和して、かかる 
 結菓となりしなり」 

 
 ただし、中村正直の「自由之理」（一八七二）に出ているのは「結果」ではな
く、「結菓」である。そこで、古典日本語における「結果」「結菓」などについ
て、Japan Knowledge Lib の『新編日本古典文学全集（小学館）』データベース、

東京大学史料編纂所の諸データベースで検索してみたところ、次のような結果
が得られた。 
 

（35）敢問諸人、因甚麼如此、経曰、凡人当収因結果時験生処有五所、夫 
暖気在脚心死人地獄、在心終生人道、在頂逝生天証候也。 

（鹿王院 貞治三年（一三六三）六月十五日） 
（36）慈愍一切出於天性、故衆自服、人亦懐焉、臨其収因結果之際明白如 
常、但以先師十三年忌辰在近不待而逝為深恨耳。 

（鹿王院 貞治三年（一三六三）九月十二日） 
 
 『新編日本古典文学全集』に収録された作品、及び東京大学史料編纂所の古
文書には、次項で述べる食べ物の意味以外での「結果」の使用はほとんど見え
ず、わずか二例であり、（35）（36）ともも明らかに仏教関係のものである。 

「結果」はそもそも仏教伝来による造語であるため、次に「大正新脩大藏經
テキストデータベース 2015 版」で検索してみたところ、「結果」は計二四五件
ヒットしたが、「結菓」は僅か七件であった。 
『大正新脩大藏經』に見える「結果」と「結菓」は意味的に変わりがないが、

量的に言うと「結果」のほうが圧倒的に多い。仮に中村正直が仏教からヒント
を得て「ケッカ」を訳語として使い出したのだとしたら、「結果」を選ぶのが穏
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当ではなかろうか。なぜ中村正直があえて「結菓」を選んだのか、この点も考
える必要があると思われる。 
 
６．２ 食べ物としての「結果」 
「新編日本古典文学全集」には、食べ物を意味する「結果」が用いられた例

があった。『日本国語大辞典第二版』などの説明を読むと、現代中国の「麻花」、
あるいは「油条」ではないかと推測される。食べ物としての「結果」は、本論
で取り扱う「結果」とは直接には関係がないため、以下に簡単に示しておく。 
 
（37）四天王の者ども、真中へ乱れ入り、蜘蛛手、結果、十文字に斬りな 
し、 

（「酒伝童子絵」 室町） 

〈現代語訳〉四天王の人々は、そのまん中へあらあらしくおし入り、蜘蛛 
手、結果、十文字というように、はげしく刀をふりまわして鬼どもを斬り 
たおし。 

 
用例（37）の「結果」について、『日本古典文学全集』によると、「かくなは」

と訓読みされる。そして、下記の注釈が施されている。 
 
「結果かくなは」は、「かくのあは」と同じで、暇を結んだ形をした、油 
で揚げた菓子であって、その菓子の形のように、転変自在に刀で斬り結ぶ 
こと。 

 
この点に関して、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）でも同じ趣旨の記述

を確認できた。しかし、食べ物としての「結果」は発音が「かくのあわ」、ある
いは「かくなわ」である。 
 

古代の菓子の名。小麦粉を練って緒を結んだ形に作り、油で揚げたものか。 
かくなわ。 
＊十巻本和名類聚抄〔九三四頃〕四「結果 楊氏漢語抄云結果〈形如結緒 
世間亦有之 今案加久乃阿和〉」 

 
６．３ 中国の白話小説がもたらしてきた「結果」 
 時代が江戸時代に下ると、曲亭馬琴の『近世説美少年録』に「結果」が計十
回見える。「おしかたづける」というルビが付されているが、「その陶奴を結果
て」、「彼奴を結果て」などから見ると、明らかに中国の白話小説から借りてき
た言葉である。 

 
（38）先（まず）その陶奴を結果て（おしかたづけ）爾後（そののち）阿 
夏を殺すべし。 

（曲亭馬琴『近世説美少年録』第五回 江戸） 
〈現代語訳〉先にその陶という奴をかたづけてから、その後でお夏を殺そ 
う。 
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（39）いかで彼奴（かやつ）を結果（おしかたづけ）て、本意（ほゐ）を 
遂（ごげ）んと思ふなり。 

（曲亭馬琴『近世説美少年録』第八回 江戸） 
  〈現代語訳〉どうにかして彼を殺して願いをかなえたいと思うのだ。 
  （40）はやく結果（おしかたづ）けたれば、後産（あとはら）は病（やま） 

ねども、心憎きは宗好なり。 
（曲亭馬琴『近世説美少年録』第二十回 江戸）  

〈現代語訳〉その盗人めは、だまし討ちして早いことかたづけたから、後 
の心配はないけれども、憎々しいのは宗好だ。 
 

 古代中国語では仏教由来の「結果」は一般語に転用され、〈人間の結末〉、〈人
を殺す〉、〈葬儀などの後始末〉などのように、さらに意味用法が発達した。一

方、仏典とともに日本に伝わってきた「結果」には一般語化の現象が生じなか
った。江戸時代、中国の白話小説の影響で曲亭馬琴の『近世説美少年録』にお
いて「結果」が〈人を殺す〉という意味で使われていたが、白話小説からの影
響は限定的であった。 
 これらのことから、現代日本語における「結果」は上記のものと関係なく、
新しく誕生してきたものと見てよかろう。現代日本語における「結果」の誕生
について、髙橋圭子・東泉裕子（二〇一四）に、次のような記述がある。 
 
  西洋の思想や学問上の概念の訳出にあたり、中国で編纂された華英・英華 

辞典が幕末から明治の日本にも大きな影響を与えたことはつとに知られ 
ているが、Morrison （1815-23 刊）や Medhurst（1842-43 刊）の華英辞 
典の「結」の項には、「結果」という語は見当たらない。一方、Lobscheid  

の英華辞典の記述を見ると、「結果」という１つの語はこの頃未成立であ 
り、「結」という動詞と「果／菓」という名詞としてそれぞれ用いられて 
いたようである。その後、1870 年代から 80 年代にかけ、「結果」とい 
う語が成立し、現代につながったかと想像されるが、現段階では断定でき 
ない。更なる調査が必要である。32 

 
 「Morrison （1815-23 刊）や Medhurst（1842-43 刊）の華英辞典の「結」
の項には、「結果」という語は見当たらない。」と書かれているが、実際には確
認することができる。 
 
７ 近代日本語における「結果」の誕生 
 近代日本語における「結果」の早い使用例として、『日本国語大辞典第二版』
（二〇〇二）には、中村正直の「自由之理」（一八七二）からものが示されてい

る。 
 

（41）公衆〔即チ政府〕ニテ禁制スルノ権アリトイエル説アリテ。人民ノ  
情ト合和シテ。カカル結菓トナリシナリ。 

                                                   
32 髙橋圭子・東泉裕子「近代語コーパスにみる「結果」の用法」（第 6回コーパス日本語学ワークショッ

プ予稿集 二〇一四年九月国立国語研究所）第一〇四～第一〇五頁。 
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（中村正直訳『自由之理』第四巻 一八七二） 
  
 周知のように、中村正直の『自由之理』は「On Liberty」の訳書、当時の自
由民権運動に影響を及ぼした。原著の『On Liberty』はジョン・スチュアート・
ミルによる自由についての政治学の著作である。用例（41）の内容は原文の「the 
state of things they describe is not only a conceivable and possible, but 
a probable result of democratic feeling, combined with the notion that the 
public has a right to a veto on the manner in which individuals shall spend 
their incomes.」にあたる。ここの「結菓」は英語「result」の翻訳語である
ことが分かる。 
さらに、「結果」をめぐって、「国立国会図書館デジタルコレクション」を中

心に調べてみた。 

 
（42）第七回 志那ニ於テハ奢侈ノ結果恐ル可キ禍害ニ到ルヲ論ス 

（何禮之訳『萬法精理』巻七 一八七五） 
 

『萬法精理』の原作者はフランスの啓蒙思想家モンテスキューである。『萬法
精理』の翻訳に関して、何禮之は本書の凡例にこう書き記している。 
 

〇原書ハ「デ井・スピリット・オフ・ラウス」ト題シ法律ノ精神ト云フ義 
ナリ故ニ萬法精理ノ名ヲ下ス今重譯スル所ノ書ハ即チ佛書ヲ英文に翻訳 
シタルモノニテ千七百六十八年蘇格蘭ノ都府伊丁堡ニ於テ刊行セル第四 
版ノ古本ニ係ル 

 

 これを手掛かりに『The Spirit of Laws』で用例（42）に該当する内容であ
る「7.Fatal Consequence of Luxury in China」を見つけた。『萬法精理』の中
の「結果」が「Consequence」の翻訳語であることが分かる。 
  

（43）第一章 千七百八十八年ヨリ千八百年ニ至ル 
佛国ノ革命幷ニ銀行及ビ貨幣上ニ波及セル革命ノ結果 

（田口卯吉訳『大英商業史. 三』 一八七九） 
  （44）第四章 千八百六十七年 

巴里萬國博覧会ニ於テ大英ノ勤業及其結果 
（田口卯吉訳『大英商業史. 三』 一八七九） 

 
森下澄男（一九六八）33によると、田口卯吉訳の『大英商業史』は Leone Levi

の『History of British commerce, and of the economic progress of the British 

nation, 1763-1870』を底本としている。原本と照らし合わせてみると、用例（43）
は「the french revolution and its effects on banking and currency」に該
当し、「結果」は「effects」の翻訳語であることが分かる。そして、用例（44）
は「british industry at the paris universal exhibition an its results」

                                                   
33 森下澄男「西洋商業史移入の一齣 ――田中卯吉訳『大英商業史』を中心として――」（『同志社商学』 

一九六八）四一八～四一九頁。 
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に該当し、「結果」は「results」の翻訳語であることが分かる。 
以上の四例は近代日本語における「結果」の使用例として早く、いずれも外

国の書物の日本語訳書に出ていることが注目される。一八七〇年～一八七九年
の間に「結果」の使用例は計八例見出すことができたが、そのうち六例が外国
の書物の日本語訳書によるものである。この点から見ると、「結果」は西洋の言
語に対訳するために、新しく造出されたものと考えられる。 
さて、近代日本語における「結果」は一体どういうプロセスで造出されたの

か、まずその英語対訳語を見てみる。 
 
結菓 result       中村正直『自由之理』（一八七二） 
結果 Consequence     何禮之『萬法精理』（一八七五） 
結果 effect       田口卯吉『大英商業史』（一八七九） 

     Results 
 
 外国語の翻訳に当たって、目的の原語をいくつかのパーツに切り離して、逐
語という手法で意訳すれば、偶然に同じ訳語にたどり着く可能性もある。しか
し、「結果」の場合はそれと異なり、三人の翻訳者、そして「result」、
「consequence」、「effect」を同じ訳語に導く可能性は極めて低い。唯一の可能
性は外国語との対訳辞書から訳語を取ったということであろう。 
さて、一八七二年前後の英和・和英辞書類に「結果」という訳語があるか否

か、いくつかの英和・和英辞書を調べてみたところ、結果は以下の通りである。 
 

『改正増補英和対訳袖珍辞書』（薩摩学生 一八六九） 
Consequence, s. 宥メ・慰メル of little Consequence 安慰 

Effect,s 効験・功績・続き・事ノ次第・終り・業実 to take effect， 
働キヲスル words to this effect，此意ノ語 
result，s 成果・出来栄・飛返ルヿ 
 
『英和・和英語林集成』再版（ヘボン 一八七二） 
Consequence，n. Yuye. In consequence,yuye ni, ni yotte, ni tsuite. 
 Of consequence, tai-setsu 
Effect ,n. Sei, yuye, waza, shoi; kiki, shirushi. To do for effect,  
hito no me ni tatsu yo ni suru. Of no effect, yo ni tatanu, shirushi 
 nashi.Effects, nimotsu, kagu, shochi no mono. 
Result，n. Owari, hate, sei, yuyue, waza, hata-shite, ni yotte.34 

 
『英和字彙 : 附音插図』（柴田昌吉・子安峻 一八七三） 

consequence 関係、効験、結局、迹、緊要、利益、感動 in consequence 
 故ニ因テ a matter of consequence 緊要ノ事 
Effect 成就、功績、成果、効験、関係、利益、意思、事実 words to  
this effect 其意ノ語 to gire effect to 施行スル 

                                                   
34 再版（一八七二）の和英の部には「結果」が収録されていない。そのため、英和の部に見られる「result」、

「Consequence」、「effect」に関する内容を示しておく。 
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  Result 跳反、関係、成果（ナリハテ）、結果（デキバエ）、落着、決議 
 
 上記のように、「consequence」と「effect」＝「結果」の訳語関係は当時の
英和・和英辞書類には掲載されていなかった。「result」＝「結果」だけが柴田
昌吉・子安峻『附音插図英和字彙』（一八七三）に確認できた。しかし、『附音
插図英和字彙』の中の「結果」は柴田昌吉・子安峻による造語というよりも、
当時の中国の英華字典から取ってきたものであると考えられる。 
参考として、Robert Morrison と Samuel Wells Williams の『英華字典』に見

られた関係内容を下記のように示しておく。両者の『英華字典』では既に
「result」、「consequence」、「effect」＝「結果」の対訳関係が見えている。そ
れ以降の Walter Henry Medhurst（一八四七～一八四八）、Wilhelm Lobscheid
（一八六六～一八六九）、Justus Doolittle（一八七二）等の英華字典もこうい

う対訳関係を継承していた。 
 
  Robert Morrison の英華字典（一八二二） 
  見出し語：Result  consequence, is expressed by 結果 Don't know 

 what will be the result hereafter 將來不知作何結果 
見出し語：effect What will be the effect 將有甚麽結果 
 
Samuel Wells Williams の英華字典（一八四四） 
見出し語：result 關係、結果、收梢 
 

以上述べたように、近代日本語における「結果」は、一八七〇年代西洋学問
の日本移入に伴って新しく誕生したものである。そのルーツは来華宣教師によ

る英華字典に見られる「result」、「consequence」、「effect」＝「結果」の対訳
関係である。そして、中村正直の『自由之理』（一八七二）に見られた「結菓」
は実に Walter Henry Medhurst の『英華字典』（一八四七～一八四八）にも確認
できた。 
  
  CONSEQUENCE  fruits 菓實、結菓 
  EVENT  issue 結菓 
  FRUIT  to bring forth fruit 結菓35 
    （『英華字典』Walter Henry Medhurst （一八四七～一八四八）） 
 
英華字典から借用されてきた「結果」は一八八〇年代既に普及していたよう

である。例えば、国立国会図書館デジタルコレクションで検索したところ、一
八七〇年～一八七九年の間の使用例は前述のように八例であったが、一八八〇

～一八八九年の間には一気に一六九例に増加する。そして、一八九〇～一八九
九年の間には、さらに急増して五三一例に達するのである。 
近代日本語における「結果」はまず名詞として使われていた。そして、「公債

                                                   
35 Walter Henry Medhurst の『英華字典』（一八四七～一八四八）では「結果」というより「結菓」のほ

うが多く用いられていた。可能性として中村正直が『自由之理』を和訳した時に Walter Henry Medhurst

の『英華字典』を参考したのではないか。 
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ノ不幸ナル結果ヲ論ス」、「水産博覽會ノ結果」、「問答酒客ノ結果ヲ論ス」、「身
代限處分ニ依リ財産ニ及ボス所ノ結果」などのように、基本的に〈物事の結末〉
という意味を表した。古典中国語に見られる〈植物が実を結ぶ〉、〈人間の最終
的運命〉、〈葬儀などの後始末〉はまったく見当たらなかった。これは中国語か
ら「結果」を借用したが、英語の「result」、「consequence」、「effect」という
意味で新たに使われたためである。 
他方、来華宣教師たちが早くも「result」、「consequence」、「effect」＝「結

果」の対訳関係を提供したにもかかわらず、中国語資料には二十世紀初頭まで
〈物事の結末〉を意味する「結果」が見られないのは、洋学に対する認識の変
化と大きく関わっている。長い間、中国は世界の中心、中華文化の優越感に浸
っていたため、、宣教師、外国の使節たちがもたらしてきた西洋の新しい文物を
「奇技淫巧」36と軽蔑し、目を向けようとしなかった。その後、日清戦争以降、

多くの和製漢語が中国語に逆輸入されたが、この「結果」もその典型の一つで
ある。二十世紀初頭の中国語資料にようやく〈物事の結末〉を意味する「結果」
が見え始めるのは近代日本語の影響なのである。 
 
８ 「結果」の副詞的用法について 
 現代日本語において、「結果」は名詞として使われると同時に、下記の用例（45）
のように副詞的用法を有している。 
 
  （45）情報公開に向けた「姿勢」は評価できるが、それによる都民のベネ 

フィットは不明確で、結果、混乱と停滞を招いているだけだから。 
（朝日新聞 二〇一七年六月二十八日） 

 

 「結果」の副詞的用法の成立について、髙橋圭子・東泉裕子（二〇一四）で
は詳しく述べられているので、次に引用しておく。 
  

「結果」の用法拡張の過程において、初期の段階では「中間用法（名詞寄 
り）」に「N の結果において」「V 結果として」といった多様な形式が見 
られるが、やがて「結果」の先行部分は「その」に、後続部分は「として」 
に収斂されていき、さらに、先行・後続部分の脱落により単独で副詞とし 
て用いられるようになったと考えられる。37 

  
 「結果」の副詞的用法の成立のプロセスに関しては賛同するものの、副詞的
用法の派生に関して、少し違う考え方を持っている。髙橋圭子・東泉裕子（二
〇一四）では、下記の用例（46）を初出としている。しかし、それより一年前
の用例（47）の中の「結果」も間違いなく副詞的用法である。 

さらに言うと、用例（48）の「結果」も副詞的用法と見なすべきである。原
文に句読点が施されていないため、「～～、結果～～」の形になっていない。し
かし、文脈から判断して、「…天地の正道に戻る故に/結果/常に希望と伴はず期

                                                   
36 快楽だけを求めた不必要な技や度を越した技巧のことである。 
37 髙橋圭子・東泉裕子「近代語コーパスにみる「結果」の用法」（第 6回コーパス日本語学ワークショッ

プ予稿集 二〇一四年九月国立国語研究所）第一〇七頁。 



194 

 

する所…」というように理解される。 
 
  （46）のでありますから、結果其物も亦三樣の類型に（朝永三十郎「学究 

漫録」、初出「精神界 第二卷一一、一二號」1902 年 11、12 月） 
  （47）獨逸の如きは宗教を重ずる國でありますからして、結果彼れヘツケ 

ル氏は迫害を受けて、一時排斥せられましたが、 
（井上豊太郎「人種強健策」太陽 一九〇一） 

（48）其行ふ所既に天地の正道に戻る故に結果常に希望と伴はず期する所 
の大利未だ興らずして不意の大害既に到るに逢う 

（吉田熹六「政治の善惡」国民之友 一八八八） 
 
９ 「結果」の動詞的用法 

 現代日本語の感覚で言うと、「～～を結果する」というのは違和感を覚える表
現である。しかし、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）では、「結果」の動詞
的用法として次の二例が出されている。 
 

＊露団々〔一八八九〕〈幸田露伴〉一五「失礼を免し給へ、試験は既に結 
果（ケックヮ）せり。御帰りなされ」 

＊古典と現代文学〔一九五五〕〈山本健吉〉詩の自覚の歴史・三「長歌は 
人麻呂とともに亡びたと言ってもいいのであって〈略〉そしてそれがそ 
の後一千年の詩的貧困を結果したと思えば、文学史上彼の立たされた位 
置はまことに運命的と言うべきであり」 

 
上記の用例を見ると、日本語において「結果」の動詞的用法は歴史的には存

在していたことがわかる。そのため、今回「結果」の動詞的用法についても調
査した。 
 
  （49）若し善く斯の如くならば萎靡不振の牧畜業は肉と皮の二途より刺戟 

せられて格段なる進歩をなし、肉価は自から低廉となりて其消費額漸増 
し、屠殺頭数の自然的増加を結果するに至り、我製革業は其原料を自給 
自足し得る独立の境に進むことを得べし。 

（中外商業新報 一九一三年十一月三日）   
（50）議席数の減少は、議員を厳選する意味においていわれるのであるが、 
従来通り立候補制度は、選挙区を小にすると同じく、むしろ旧体制を結 
果しないか、どうか。 

（大阪朝日新聞 一九四〇年十一月四日） 
 

 用例（49）（50）の「結果」は間違いなく動詞的用法である。この動詞的用法
は個人による特殊な使い方ではなく、当時よくあった使い方である。例えば、
神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞記事文庫で「を結果」をキーワー
ドとして調べて、動詞的用法と判断できたものは、一九一三年は九件、一九一
四年は二件、一九一五年は十一件であった。 
 「結果」の動詞的用法については日本語の特性によるものであろう。日本語に
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おいては、動詞性の名詞に「する」を付ると、動詞化することができる。した
がって、動詞となった「結果する」は〈～～を終わりにする〉という意味を表
す。いずれにしても、これも「result」、「consequence」、「effect」＝「結果」
という対訳関係を根底にしている。江戸時代の曲亭馬琴の『近世説美少年録』
に見える「いかで彼奴を結果（おしかたづけ）て」、「その陶奴を結果（おしか
たづけ）て」の「結果」とは関係ない。 
 このような「結果」の動詞的用法は二十一世紀の現在においてもごく僅かで
はあるが、新聞記事で確認できた。 
 
  （51）操作された「異界」への盲信が暴力を結果したオウム真理教事件、 

そして自らの内部の「異界」に支配され、犯罪を犯したあの酒鬼薔薇聖 
斗少年の事件のショックを著者は真正面から受け止める。 

（読売新聞 二〇〇一年一月十四日） 
  （52）最近は同性婚の認知を迫る者もいる。若い世代ばかりではない。高 

齢化は婚姻期間の長期化を結果し、離婚の大きな誘因となっている。 
（読売新聞 二〇〇五年五月十五日） 

 
１０ まとめ 
 「結果」という語は仏教伝来に伴って中国で造語されたものである。当初は
〈果報を結ぶ〉という意識で、〈人間の行いによる結末〉を意味していた。仏教
における「果報」はそもそも善悪の価値判断を持たない中立的な〈報い〉とい
う意味であったため、造語当初の「結果」も〈よい結末〉と〈悪い結末〉の相
反する意味を有していた。「果報」の意味が「金持ち」「幸運」といったプラス
の意味へと傾いていったことにも影響され、仏教の世界において「結果」は次

第に〈悪い結末〉の意味が消え、専ら〈よい結末〉で使われた。仏教の世界で
多用されるうちに、仏教の因果関係を表す表現として「収因結果」、「開花結果」
などの熟語が造出された。仏教は人々の生活と緊密な関係があり、特に仏教の
因果関係は日常生活に浸透していった。そのため、仏教語の「結果」も次第に
一般語化された。このうち、〈植物が実を結ぶ〉を意味する「結果」は仏教から
借用された意味であり、その成立に「開花結果」という熟語の役割が大きかっ
たと思われる。 
 一般語化された「結果」は〈植物が実を結ぶ〉を意味するだけではなく、名
詞として〈人間の結末〉を意味している。しかし、古代中国語において〈物事
の結末〉を意味する「結果」は見つからなかったため、一般語化されたものの、
仏教の語源意識が強く残されていたと考えられる。さらに動詞として〈人間を
殺す〉という意味は明の時代白話小説で発達して、現代中国語にもその姿が見
られる。〈人間を殺す〉の延長線にあるのは〈葬儀などの後始末〉という意味で

あるが、これはあくまでも少数派であり、十分発達した意味用法とは言えない。 
 現代中国語における「結果」の連詞的用法の成立には、前提として「結果」
の対象が人間から物事へと拡大したことにある。これに関して、十九世紀中国
に来た宣教師が早くも「result」、「consequence」、「effect」＝「結果」という
対訳関係を提供したが、当時の中国人はそれを利用しなかった。ただし、英語
の対訳によって「結果」の対象が人間から物事へと拡大したのである。 
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十九世紀七十年代、中村正直などの日本人学者は中国の英華字典から
「result」、「consequence」、「effect」＝「結果」という対訳を借用して、近代
日本語における「結果」を生み出した。日本語として誕生した「結果」の根底
となるのは英語の「result」などであるため、古代中国語に見られた〈人間の
結末〉とか、〈人を殺す〉とかいった意味が見られなかった。近代日本語に見ら
れる「結果」は〈物事の結末〉という意味で主に名詞として使われていた。そ
して、「その結果」、「結果として」といった中間的な表現から徐々に副詞的用法
も発達していった。さらに、日本語の特性上、サ変動詞語尾「する」をつけて
「結果する」という動詞的用法も歴史的に発達したが、現在では廃れた表現に
なっている。 
 そもそも古代中国語において「結果」が〈人間の結末〉を意味していたので、
〈物事の結末〉へ転換は対象の拡大だけで意味的な変化がないため、二十世紀

初頭、日本で成立した〈物事の結末〉という新しい用法が中国に紹介されるや
いなや、一気に普及して現代中国語に繋がっていく。そして、中国語における
「結果」の連詞的用法と日本語の副詞的用法との関連性について、日本の影響
があったと考えるのが自然であるが、それを証明するにはさらなる綿密な考察
も必要であろう。この影響関係と中国両国における哲学上の因果関係（原因と
結果）、そして「結果」と「成果」の関係などを今後の課題としたい。
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第二節 漢語「成果」についての考察 
 

１ はじめに 
〈物事の好ましい結末〉を意味する「成果」は日中同形語であるが、結論か

ら言えば、これは日本語の「ナリハテ」を「成果」と表記し、「せいか」と音読
みした和製漢語である。しかし、どのような要因によって生み出されたのか、
造語プロセスの詳細については明らかではない。 
本節では、「成果」の語誌を明らかにして、前に述べた「結果」との関係につ

いても考察したいと思う。 
 
２ 辞書記述 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「結果」の意味を次の
ように示している。 
 

なしえた結果。できばえ。 
＊哲学字彙〔一八八一〕「Product 成果、物産」 
＊歩兵操典〔一九二八〕綱領「全軍一体の実を挙げ始めて戦闘の成果を期 
し得べく」 

＊日本国憲法〔一九四六〕前文「諸国民との協和による成果と、わが国全 
土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」 

＊春の城〔一九五二〕〈阿川弘之〉三・一「目ぼしい成果は何一つ挙ってい 
なかった」 

 

この記述を見ると、『哲学字彙』（一八八一）の用例が最も古く、日本語にお
ける「成果」は幕末・明治期に造語された翻訳語の可能性が高い。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。記述
は『日本国語大辞典』に合わせて、その用例に成立年代を付し、対照できるよ
うにした。 
 

(1)成全，成立。〈物事を成り立たせること。〉2 
＊児女英雄伝・第十四回〔一八七八〕〈文康〉「這老頭子在西庄児住家，因 
疼女児便把東庄児的房子給了褚一官，又給他立了産業，就成果起這分家 
来。」 

(2)収穫到的果実。常用於指工作或事業方面的成就。〈収穫した果実。仕事、 

事業などで収めた成績を指すことが多い。〉 
＊生命之樹常緑〔一九七八〕〈徐遅〉「重大的科学研究成果，連接不断地取 
得了一百多項」3 

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
2 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 
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 現代中国語における「成果」は「科研成果」〈科学研究の成果〉などのように、
名詞として〈物事の出来栄え、良い結果〉という意味を表す。一方、『漢語大詞
典』では〈物事を成り立たせる〉の意を表す動詞の「成果」が見える。これは
現代中国語に見当たらない意味用法であるので、具体的に見ておく。 
  
  這老頭子在西庄児住家，因疼女児便把東庄児的房子給了褚一官，又給他立 

了産業，就成果起這分家来。4 
（文康『児女英雄伝』第十四回 一八七八） 

〈日本語訳文〉この親父は村の西に住んでいる。娘を可哀想がって村の東 
にある家を褚一官（人名）に与え、更に財産を与えて、この分家を成り立 
たせた。 

 
現代中国語には見当たらない意味用法であるが、歴史的に確実には存在して

いる。また、この〈物事を成り立たせる〉の意を表す動詞の「成果」と、（2）
の「収穫到的果実。常用於指工作或事業方面的成就」〈収穫した果実。仕事、事
業などで収めた成績を指すことが多い〉との間に、継承関係があるかどうかも
究明する必要である。 
 
３ 先行研究 
 『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）と『漢語大詞典』（一九八六）の記述
によれば、「成果」という語は両国における歴史がいずれも長いとは言えず、「西
学東漸」5による造語の可能性が高い。そこで、惣郷正明・飛田良文（一九八六）、
佐藤亨（二〇〇七）、黄河清（二〇一〇）を調べたところ、下記の記述を見つけ

た。やや長いが、後述における考察の便宜上、すべて掲げることにする。 
 
『明治のことば辞典』（一九八六） 
せいか 成果せいくわ 
〔英和対訳袖珍辞書・文久 2〕issue・ result 
〔改正増補英和対訳袖珍辞書・慶応 2〕result 
〔哲学字彙・明 14〕product．〔世〕 
〔熟字伊呂波引漢語大字典・明 25〕トドノシマヒ 
〔軍人文範兵語・明 28〕デキアガリノケツクワナリ 
〔新訳和英辞典・明 42〕Result. 予期の成果を収めた、The anticipated 
 result wasobtained. 
△意味 「なりはてる」の名詞形「なりはて」の当て字「成果」を音読み 
した語。明治二年刊の薩摩学生編『和訳英辞書』には「result 成果ナリ 

ハテ」、明治六年刊の『附音挿図英和辞彙』には「effect 成果ナリハテ」 
とある。6 

                                                                                                                                                     
3 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第五巻第一九七頁。 
4 北京の聚珍堂刊『児女英雄伝』第十四回の七十四～七十五頁。聚珍堂刊本の序に「光緒戊寅陽月古遼閬

圃馬従善偶述」があり、この「光緒戊寅陽月」は一八七八年旧暦十月のことである。 
5 西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むこと。 
6 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂出版 一九八六）第二九〇頁。 
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『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七） 
◆せいか（…くわ）成果 
①「常人ヨリハ専一ニ勉励スルニヨリ、其成果ヲ増シテ、自然ニ一己ノ自 
活スル業ヲウルモノナり、」（久米邦武・『米欧回覧実記』四十八 巴黎府 
ノ記 七 明治六年（一八七三）一月十五日） 

②「根本強国ナラサレハ成果モ亦強国ナルコト能ハス、」（明治十三年（一 
八八〇）九月『愛国新誌』六号） 

③「凡ソ法律ノ始メテ頒布セラルヽニ当リテハ、則チ其効験ニ注意シ、其 
成果如何ヲ試験ス可シ。」（呉文聡・明治十四年（一八八一）「統計論」一） 

④「彼ノ欧米人民カ今日ニ保有セル自由権ノ成果ノ如キモ、決シテ欧米人 
民カ植物ノ進歩ヲ惟レ学ヒテ得タル所ニハアラス。」（馬場辰猪・明治十 

六年（一八八三）『天賦人権論』四） 
⑤「実ニ改良者ノ一身ニ其計画ト実行ト兼テ又其成果トヲ目撃シ得タル者 
往々之レアリ。」（山田一郎「政治原論四則」明治十六年（一八八三）八 
月『明治協会雑誌』二十二号） 

意味 りっぱにまとまった結果。できばえ。①の久米による造語か。7 
 

『近現代辞源』（二〇一〇） 
成果 cheng guo 工作或事業的収穫。1930 年《魯迅．〈芸術論〉訳本序》： 
他的芸術論雖然還未能儼然成一個体系，但所遺留的含有方法和成果的著作， 
却不只作為後人研究的対象，也不愧称為建立馬克斯主義芸術理論，社会学 
底美学的古典底文献的了。8 

  

 日本語における「成果」の由来に関して、佐藤亨（二〇一〇）では久米邦武
の『米欧回覧実記』（一八七三）に見える「…、其成果ヲ増シテ、…」を以て「①
の久米による造語か」と指摘している。しかし、惣郷正明・飛田良文（一九八
六）には、文久二年（一八六二）に成立した堀達之助の『英和対訳袖珍辞書初
版』に「成果」が既に「issue」と「 result」の訳語として登場している。従
って、久米邦武による造語説は成り立たない。 
  

『英和対訳袖珍辞書初版』 
Issue, s. 成果．終り．功蹟．出来バヘ．流出．子孫．打濃  
Result, s. 成果．メ高9  

 
 『英和対訳袖珍辞書初版』における訳語の由来に関して、「また、訳語には『和
蘭字彙』などの蘭和辞書に由来するものがあるほか、W. H. メドハースト

（1796-1857）編の『英華字典』（1847-1848 年刊）が利用されたことも知られて
いる」10と立教大学の沖森卓也教授は指摘している。したがって、「成果」の誕
                                                   
7 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第五〇四頁。 
8 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）九十一頁。 
9 立教大学の堀辰之助『英和対訳袖珍辞書』デジタルライブラリーを利用した。「Issue」は第四二七頁、

「Result」は第六八八頁。 
10 沖森卓也教授執筆の「堀達之助『英和対訳袖珍辞書』について」より抜粋したものである。原文は立教



200 

 

生を探るには、日本の蘭和辞書、そして中国の英華字典を精査する必要がある。 
 そして、仮に惣郷正明・飛田良文（一九八六）の「「なりはてる」の名詞形「な
りはて」の当て字「成果」を音読みした語」という論が正しいとしても、一つ
の大きな問題が残っている。それは「ナリハテ」あるいは「ナリハテル」と「成
果」との意味の方向性に関してである。下記の用例（１）、（２）のように、現
代日本語において「ナリハテ」「ナリハテル」は好ましくない結果を表すのが一
般的である。 
 

（１）日本最大の発行部数を誇る全国紙は、権力の走狗と成り果ててしま 
ったのか。 

（朝日新聞 二〇一七年六月十二日） 
（２）しかしクーデターによって、彼らは一夜にして逃亡者に成り果てる。 

 孫は祖父を「大統領」と呼ぶ。 
（朝日新聞 二〇一五年十二月十一日） 
 

そして、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）に記されているように、歴史
的にも次のように、「成り果てる」は好ましくないことに使われる傾向があった。 
 

成り果てる  
(2)特に、好ましくない状態になる。なりさがる。おちぶれる。 
＊太平記〔十四Ｃ後〕一一・五大院右衛門宗繁賺相摸太郎事「遂に乞食の 
如に成果（なりハテ）て」 

＊史記抄〔一四七七〕一〇・呉太伯世家「蛮夷戎狄となりはてたほとにそ」 
＊日葡辞書〔一六〇三〜〇四〕「アサマシウ narifatçuru （ナリハツル）」 

＊浄瑠璃・博多小女郎波枕〔一七一八〕上「さてははや物（もら）ひと 
人目には見ゆるよな。成はてたりしなしたり」 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二） 
 
 ちなみに、中国語における「成果」について、近現代中国新語を専門的に扱
う黄河清の『近現代辞源』（二〇一〇）では、動詞の「成果」には触れず、〈良
い結果〉の「成果」について、魯迅の「〈芸術論〉訳本序」（一九三〇）の例を
挙げている。日本の資料では、一八六二年の『英和対訳袖珍辞書初版』に既に
「成果」が見え、その後も、佐藤亨（二〇一〇）が示すように、頻繁に使われ、
定着していった様相が窺える。このことから見ると、日清戦争以降に、中国に
逆輸入されたという可能性が高い。 
  
４ 古代中国語における「成果」 

 「成果」が古典中国語にみえるかどうか、「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国
語言学研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）、台湾中央研究院の「漢
籍電子文献」などのデータベースを調べると、古代中国語の言語資料はほとん
ど句読点を施されていないため、「成果」と思しき用例が多く見えるが、下記の
用例（３）のように、実際には「～～成、果～～」と切り分けるべきものが圧

                                                                                                                                                     
大学の堀達之助『英和対訳袖珍辞書』デジタルライブラリに掲載されている。 
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倒的に多い。 
 

（３）創業果易而守成果難乎蓋創業逆境也可以進徳守成順境也易以葬徳 
（陳夢雷『古今図書集成明倫彙編家範典』 一七二五） 

〈日本語訳文〉果たして創業は易しい、それを守るのは難しいか。それは 
創業が逆境だから、徳を重ねるのだ。一方、それを守るのは順境だから、 
簡単に徳を失うのだ。 

 
 用例（３）の「成果」は一語と見なしても意味は通じるが、正しい切り分け
方は「創業、果易；而守成、果難乎。…以下省略…」である。「創業」と「守成」、
「果易」と「果難」が対の表現となる。このほか、下記の用例（４）、（５）、（６）
のように、仏教の世界ではよく見られた。 

 
（４）我不恐畏死、志願求解脱。所求不成果、是故我啼泣。 

（求那跋陀羅譯『雜阿含經』 四四三） 
〈日本語訳文〉わたしは死を恐れず、解脱を志願し求める。求めは成果で 
きず、故に私は悲しんで泣き出す。 
（５）譬如樹木生華葉茂實者。中有花時墮者。中有成果時墮者。中有大時 
墮者。中有熟時墮者。 

（支謙譯『佛説賴吒和羅經』 三国時代） 
〈日本語訳文〉例えば、木は花が咲き、葉が生い茂り、実を結ぶ。中には 
開花の時に堕ちる花もあるし、成果の時に堕ちる実もある。成長しかける 
実が堕ちることもあるし、また完熟した実が堕ちることもある。 
（６）奈苑 融□素西域有奈樹成果果中有一女子生収為妃以苑地旈佛故名 

ーー。 
（凌稚隆『五車韻瑞』 明） 

〈日本語訳文〉奈苑 西域に奈の木が成果した。実の中から一人の女の子 
が生まれた。その女の子を妃に収め、苑地を以て佛に旈す。故に奈苑と名 
付けられた。 
 

 用例（４）の「成果」は「因縁以成果報」のように、「成果報」〈果報を成す〉
の省略と考えられる。これに対して、用例（５）と（６）の「成果」は「法能
除衆苦。亦能成果實」のように、「成果実」〈実を結ぶ〉の省略である。いずれ
にしても、仏教における「成果」は基本的に〈人間の行いの報い〉という意味
を表す。この点は仏教由来の「結果」に通じている。ただし、同じく仏教由来
の「結果」が古代中国語において一般語化され、〈人間の結末〉、〈人間を殺す〉、
〈葬儀などの後始末〉といった意味を派生したのに対して、「成果」には一般語

化の痕跡が見当たらない。 
 『漢語大詞典』に見える「成果」の動詞用法は〈物事を成り立たせる〉とい
う解釈をすべきである。しかし、これは仏教における「成果」を比喩的に使っ
た特殊な用例である。現代中国語における「成果」〈物事の良い結果〉との影響
関係はない。 
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  這老頭子在西庄児住家，因疼女児便把東庄児的房子給了褚一官，又給他立 
了産業，就成果起這分家来。 

（文康『児女英雄伝』第十四回 一八七八） 
 
５ 近代中国語における「成果」 
近代中国語における「成果」について、「申報」（一八七二年四月三十日創刊、

一九四九年五月二十七日廃刊）のデータベースを中心に調査した結果は、以下
の通りである。 
 

（７）克氏至尼。以一七九二年。至和議成。始退去。英人旋復與尼人締結 
一七九二年三月一號之商約。則此役之成果也。 

（申報 一九一一年八月十一日） 

〈日本語訳文〉克拜特里は一七九二年にネパールに進軍、和議が結ばれた 
後、ようやく撤退した。イギリスはその後再びネパール人と一七九二年三 
月第一号という通商条約を結んだ。すなわちこの役の成果だ。 

 
用例（７）のように、申報では一九一一年に新しい意味の「成果」が見え始

める。しかし、この「成果」は〈物事の客観的な結末〉か、それとも〈物事の
好ましい結末〉かは非常に判別しにくい。現代中国語と日本語における「成果」
は何れも〈よい結果〉という意味であるが、申報では明らかに〈好ましくない
結果〉と解釈すべき「成果」も見られ、「成果」の意味変遷を考える上で注目さ
れる。 
 
（８）所以我們民族的貧弱、絶對不是兇荒或者是内亂的成果、而是不平條 

約所遺留下的結晶品。 
（申報 一九三一年五月二十一日） 

〈日本語訳文〉故にわが民族の貧弱は決して自然災害、あるいは内乱の成 
果、それは不平等条約が残した結晶である。 
（９）階級闘爭、爲生活不平之成果、即社會崩潰之先聲。 

（申報 一九三一年十二月二十九日） 
〈日本語訳文〉階級闘争は生活の不平等が生み出した成果、すなわち社会 
崩壊の兆しである。 
 

用例（８）の「内亂的成果」と用例（９）の「爲生活不平之成果」は明らか
に〈好ましくない結果〉と解釈される。これだけではなく、用例（10）のよう
に、単なる〈物事の客観的な結末〉を意味する用例も見受けられる。 
 

（10）著者是英國勞働月刊的主編，他經過了多年深刻的研究，才成功這部 
極有價値的著作。它清算了第一次世界大戰的成果，對戰後所發生的一切 
重大問題作詳明的解説。 

（申報 一九三七年二月七日） 
〈日本語訳文〉著者はイギリスの労働月刊の編集長、彼は長年にわたって 
深く研究を重ねた末、このとても価値のある著作を書き上げた。この本は 
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第一世界大戦の成果を清算し、戦後起こった諸々の重大問題について詳し 
く解説した。 
 

用例（10）の「成果」は〈良い結果〉でもなく、〈悪い結果〉でもなく、客観
的に存在する第一次世界大戰後の秩序などを指す。これは現代語の感覚で言う
と、「結果」のほうが相応しい。 
このように、「申報」に見られる「成果」は、〈好ましくない結末〉、〈客観的

な結末〉の意味も有しているものの、全体的に言うと、下記の用例（11）（12）
のように、〈好ましい結末〉を表す用例が多い。 
 
  （11）日人出兵山東、援助舉國痛恨之張宗昌、阻撓國民革命軍之北出、欲 

以恢復軍閥制度、抺消革命成果、使我全國民再淪奴隸地位。 

（申報 一九二七年七月三日） 
〈日本語訳文〉日本は山東省に出兵、全国の敵となった張宗昌を援助し、 
国民革命党軍の北伐を阻止する。それは軍閥制度を復活させ、革命の成果 
を抹消、我ら全国民を再び奴隷にしようとする。 

  （12）又濱口首相以下各閣員、以倫敦會議已收巨大之成果、日本全權勞苦 
功高、特於二十二日午後致電若槻·財部·松平·永井·四全權及其一行道謝。 

（申報 一九三〇年四月二十四日） 
〈日本語訳文〉濱口首相以下各閣員はロンドン会議で大きな成果を収め、 
努力した日本 全権代表を労うために、特別に二十二日午後、若槻·財部· 
松平·永井·四全権代表及び代表団一行に祝電を送った。 

 
用例（11）の「革命成果」と（12）の「巨大之成果」は文脈から見れば、言

うまでもなく〈物事の好ましい結末〉と解釈される。そのほか、「努力之成果」
〈努力の成果〉、「文学的成果」〈文学の成果〉、「美満的成果」〈円満な成果〉、「珍
貴之成果」〈貴重な成果〉、「収穫最大成果」〈最大の成果を収穫した〉など、〈物
事の好ましい結末〉と見られる表現が多い。 
 
６ 近代中国語における「成果」の由来 
 古代中国語において「成果」は仏教関係の資料に見られるものの、一般語化
されてはいなかった。そうすると、近代中国語の資料に見られる「成果」の由
来には次のような三つの可能性が想定される。 
 

１ 中国人によるもの。 
２ 来華宣教師たちによる翻訳語。 
３ 当時の日本語からの借用語。 

 
二十世紀初頭の「申報」に見られる「成果」は、来華宣教師たちによる翻訳

語に由来する可能性があるため、馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏（Samuel 
Wells Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）、
盧公明（Justus Doolittle）、司登得(George Carter Stent)等、早い時期の宣
教師たちによる英華字典、また、鄺其照、顏惠慶、赫美玲(Karl E.G.Hemeling）
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等の英華字典を調査した。その結果、宣教師たちによる英華字典の中で、Robert 
Morrisonの英華字典（一八二二）にだけ「成果」が出ていることが分かった。 
 
  見出し語：predestined and the result in a future state is the 成果 

 formation of the fruit 
 
 「formation of the fruit」があるため、この「成果」は〈植物が実を結ぶ〉
と意識されていると考えられる。そして、宣教師たちによる英華字典類に「成
果」はこの一例だけである。そうすると、今日言う「成果」の宣教師による造
語の可能性はまず排除できる。さらに言うと、宣教師たちの英華字典は当時の
中国語を忠実に反映したものである。この一例以外に「成果」が英華字典に見
られないということは、逆に言えば、当時の中国語に「成果」がほとんど用い

られていなかったことを裏付ける。 
 「成果」が再び中国の英華字典に登場するのは、顏惠慶『英華大辭典』（一九
〇八）と衛禮賢（Richard Wilhelm）『德英華文科學字典』（一九一一）である。 
 
  見出し語：Set  to germinate, 成實, 成果, 發芽, 坼籜; 
       Outcome  Issue, 結果, 收成, 效驗, 成果 

（顏惠慶『英華大辭典』 一九〇八） 
  見出し語：Produkt  production 成果、物産 

（衛禮賢『德英華文科學字典』 一九一一） 
 
二十世紀初頭の中国語資料に突如姿を現す「成果」は、日清戦争以降、日本

語から借用されたと見るのが妥当であると見られる。 

 
７ 古典日本語における「成果」 
惣郷正明・飛田良文（一九八六）によれば、『英和対訳袖珍辞書』（文久 2）に

見える「成果 issue・ result」が最も古い。ただ、この『英和対訳袖珍辞書初
版』に登場する訳語「成果」は何に由来するか、さらに考究すべきである。そ
こで、まず古典日本語における「成果」を、Japan Knowledge Lib の新編日本古
典文学全集（小学館）データベース、東京大学史料編纂所の諸データベースで
検索してみた。 
結論から言うと、『新編日本古典文学全集』には見当たらず、東京大学史料編

纂所の古文書フルテキストデータベースなどに数例確認できた。しかし、これ
らもいずれも研究対象の「成果」ではない。 
 

（13）擬遂宿願、未達叡聴、法皇寂滅、昔是長生之謀、為護仙算於人間、 

今則成果之誠、欲開心蓮於花蔵。 
（『根来要書下』 大治四年（一一二九）八月） 

 （14）親も子も兄弟もなきみなし子に成果候而さへかゝはり候。 
（『毛利家文書之二』 永禄元年（一五六〇）） 

  （15）此度迚も素々堂上方一統水悪原ニ相成果候中二。 
           （『井伊家史料』 万延元年（一八六〇）七月） 
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 用例（13）の「今則成果之誠」の「成果」は明らかに仏教用語である。そし
て、用例（14）、（15）は候文中に見られもので、いずれも「ナリハテル」と読
むべきものである。すなわち、古典日本語においては、仏教関係資料には「成
果」は用いられているが、一般語として使用された痕跡は見当たらなかった。 
 
８ 和蘭資料における「成果」 
 『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）は、堀達之助が 1859年 12 月、幕府か
ら英和辞典編纂の命をうけ、H・ピカルト（H.Picard）原著の英蘭・蘭英辞典「A 
New Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages / 
2nd Edition, Revised and Enlarged by A.B.Maatjes / 1857」のオランダ語の
部分を日本語に翻訳して英和辞典に仕立てたものである。1862年8月に脱稿し、

神田一橋門外の洋書調所に於いてスタンホープ手引活版印刷器で 200部印刷し、
12月に出版された11。 
 そこで、これに見られる「成果」の訳語「issue」と「result」を、『A new pocket 
dictionary of the English and Dutch languages』（一八五七）で調べ、「gevolg」、 
「uitslag」、「uitkomst」、「besluit」、「slotsom」、「resultaat」12などいくつか
のオランダ語候補を選び出した。そして、桂川甫周の『和蘭字彙』（一八五五）
では、「uitslag」の対訳語として次のような「成リ果」を見つけた。 
 
 Uitslag  uitkomst  gevolg 成リ果 

  ik vreeze voor eenen kwaaden uitslag 我ハ事ノ悪シキ成リ果ヲ恐レテ 
居ル 

  wat uitslag de zaak ook neemt, het is mij  even eens 事ガ如何様ノ 

成リ果ニナルトモ我ニ於テハ頓着ハナシ13 
 
桂川甫周の『和蘭字彙』（一八五五）は『ドゥーフ・ハルマ』（『道富波留麻』、

通称『長崎ハルマ』）の校訂版である。『長崎ハルマ』は長崎のオランダ商館長
ヘンデレキ・ドーフ（Hendrik Doeff，一七七七～一八三五）が通詞中山得十郎、
吉雄権之助らの助力を得て文化十三年（一八一六）に完成し、幕府に献上した
蘭和辞書である。そのため、筆者は『長崎ハルマ』（一八一六）を調べたところ、
まったく同じ内容14が確認できた。 
一方、『長崎ハルマ』より早く成立した藤林元紀の『訳鍵』（一八一〇）と『訳

鍵』の前身にあたる稲村三伯の『江戸ハルマ』（一七九六）に、上記のオランダ
語候補を調べてみたが、「成果」、あるいは「成リ果」と思しきものは見つから
なかった。「成リ果」に関しては、今のところ、『長崎ハルマ』（一八一六）が最

                                                   
11 岩堀行宏 『英和・和英辞典の誕生―日欧言語文化交流史』（図書出版社 一九九五）第一四三頁。 
12 H. Picard『A new pocket dictionary of the English and Dutch languages』（一八五七）の調査は静

岡県立中央図書館デジタルライブラーを利用した。「issue」は本書の一一〇頁、そして、「result」は本書

の一七七頁に当たる。 
13 桂川甫周の『和蘭字彙』（一八五五）の調査はネット上で一般公開されたものを利用した。所蔵者は「盛

岡市中央公民館（岩手県）」と記されている。「uitslag」は本書の第一五七八頁に当たる。 
14  Hendrik Doeff の『長崎ハルマ』（一八一六）の調査は早稲田大学古典籍総合データベースで一般公開

されたものを利用した。「uitslag」に関する内容は第七冊の第一五一頁に当たる。 
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も早い。そして、その校訂版である『和蘭字彙』（一八五五）が「uitslag」＝
「成リ果」を受け継いだのである。 
 
９ 漢語「成果」の成立 
漢語「成果」は和語「ナリハテル」の名詞形である「ナリハテ」に由来する

と見られることから、古語「なりはつ」について『新編日本古典文学全集』を
調べて、次のような例を掲げておく。 
 

（16）さりともいたづらになりはてたまはじ。夜の声はおどろおどろし。 
あなかま。 

 （紫式部『源氏物語』 平安時代中期） 
〈現代語訳〉いくらなんでも、このままだめになっておしまいになること 

もあるまい。夜中の声は仰々しい。静かにしなさい。 
（17）見るままに人は煙となり果てぬごふ火の家はあはれなりけりとのた 
まひける。 

（作者不詳『栄花物語』 平安時代後期） 
  〈現代語訳〉見る見るうちに、人は煙と消えてしまった。業火に包まれた 

家はあわれなものであった。 
 
 古典語においても現代語においても、動詞の「ナリハテル」が多用されるの
に対して、名詞形の「ナリハテ」はほとんど見当たらない。『長崎ハルマ』と『和
蘭字彙』では「成リ果」となっていたのはオランダ語の「uitslag」が名詞のた
めである。また、古くから一貫して「ナリハテル」は〈好ましくない結末〉を
表す傾向が見られる。 

しかし、オランダ語の「uitslag」に対訳されたことによって、従来のマイナ
スイメージを失い、中立的な意味を表すようになった。例えば、『長崎ハルマ』
と『和蘭字彙』の「我ハ事ノ悪シキ成リ果ヲ恐レテ居ル」を見ると、「成リ果」
の前に「悪シキ」を付けるのは、『長崎ハルマ』の編者たちが「成リ果」を「uitslag
＝結果」と意識していたと考えられる。 
 堀達之助の『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）では、『和蘭字彙』から「成
リ果」を借用してきて、「Issue」と「Result」の訳語に「成果」をもって対訳
した。これは、単に英語の訳語への転換だけではなく、和語の「成リ果」から
漢語の「成果」への転身でもある。『英和対訳袖珍辞書初版』の中の「成果」に
ルビは付されていないため、果たして「セイカ」と読むかどうかは定かではな
い。しかし、意図的に「成リ果」を改造して漢語風に仕上げようとしているの
だろう。少なくとも『英和対訳袖珍辞書初版』に見られる「成果」は見た目で
は漢語そのものである。 

 
10 近代日本語における「成果」の実例 
 近代日本語における「成果」の使用状況について、筆者は「国立国会図書館
デジタルコレクション」を中心に調べたところ、下記の用例（19）と（20）が
早かった。 
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（18）第三十二章 後日（ごにち）に於（おい）て現（あら）はるる遺伝 
（いでん）の成果 

（堀誠太郎訳『婦女性理一代鑑・第二篇』司命堂藏版 一八七八） 
 

堀誠太郎訳の『婦女性理一代鑑』の冒頭に、「Physical Life of Woman 米國
那普平斯著 千八百七十四費府出版」というように、原著の情報は書き記され
ている。これを手掛かりに、原著の『The Physical Life of Woman』（George H. 
Napheys ）を調べてみたところ、用例（18）の内容は「late manifestations of 
the effects of inheritance」に当たることが分かった。これによると、用例
（18）の「成果」は英語「effects」の訳語であることになる。 
ただし、用例（18）の「成果」には「できばえ」のルビが付されている。現

代日本語における「出来栄え」は単なる物事のできあがりというよりも、よい

出来上がりを指す場合が多い。しかし、用例（18）に当たる部分を読み、生ま
れつきの遺伝に対して、後日子供に現れた遺伝のことが書かれているところか
ら見ると、現代語の感覚で言えば、「結果」が相応しく、決して〈好ましい結末〉
とは言えない。 
 
（19）第四編 敵国ニ対シテ有スル権利 

第一章 始戦ノ論及ヒ交戦ニ因テ直チニ生スル所ノ成果 
（『恵頓萬國公法』司法省藏版 一八八二刊行） 
 

『恵頓萬國公法』の原著は、Henry Wheaton（ヘンリー・ホイートン）の『Elements 
of International Law』（一八三六）である、用例（19）の「始戦ノ論及ヒ交戦
ニ因テ直チニ生スル所ノ成果」は、原文の「commencement of war and its 

immediate effects」に当たる。この「成果」も「effect」の翻訳語であること
が分かった。ちなみに、この司法省藏版の『恵頓萬國公法』の「恵頓」はそも
そも原作者 Henry Wheaton の「Wheaton」の中国語訳である。 
 用例（19）の『恵頓萬國公法』の前身である手書き版と思われる『恵頓氏萬
國公法』も調べてみたところ、手書き版の凡例に「明治九年（一八七六年）丙
子夏五月」があり、そして削ったり、加筆修正したりする痕跡がたくさん残っ
ている。用例（19）の該当するところを次に示しておく。 

 
第四編 敵国ニ対シテ有スル権利 
第一章 始戦ノ論及ヒ交戦ニ因テ直チニ生スル所ノ事件 
 

手書き版における「effect」の翻訳語が「事件」であり、刊行する際にさら
に吟味して、「成果」へと書き改めたのである。 

Henry Wheaton の『Elements of International Law』は国際法の何たるかを
東アジア諸国に伝え、各地域の国内政治改革や外交に大きな影響を与えたと言
われている。この本は最初アメリカ人宣教師の W.A.P.Martin（日本名はウィリ
アム・マーティン；中国名は丁韙良）が複数の中国人の協力を得て、中国語版
の『万国公法』を訳出した。中国語版の『万国公法』は訳出されてすぐ日本に
もたらされ、以後大きな影響を与えた。しかし、中国語版の『万国公法』は逐
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語訳ではないため、省略が多く、一八七六年刊の済美黌蔵版『万国公法蠡管』（高
谷龍洲注解 中村正直批閲）を調査したところ、用例（19）に該当する部分は「第
四巻 論交戦條規 第一章 論戦始」である。用例（19）の『恵頓萬國公法』
に比べると、逐語訳ではないため、かなり省略が多い。当然、「成果」も出てこ
なかった。 
 
  （20）修史法ノ背理ハ時世自然ノ成果タリシヲ論ズ 

米国戦争ノ悪成果ヲ説ク 
（華光居土訳『英国文明史・第七編』日本出版会社 一八八三） 

  （21）践祚の盛儀挺進冤枉を訴へ  
宿約の成果邂逅◇助に任す 

（浅井栄熙他訳『沙漠之花:孝女美談』集成社 一八八七） 

  （22）不合理成果之論説及ビ解義 
負数成果 所設ノ問題ノ解説ニ於ケル演算ノ成果ハ緊密ニ述ブルノ際ニ 
於テ現ニ負数量ノ如キ実物ヲ有セザルモノト雖モ屡々負ノ形チヲ顕ハス 
ヿアリ。 

（上野清訳『烏徳氏代数学』三木佐助 一八八七） 
 
 このように、近代語において一八七十年代から「成果」の用例が見え始める。
しかし、現代語とは異なり、当時の「成果」は〈物事の好ましい結末〉だけを
指すのではなく、中立的な立場で〈物事の客観的な結末〉を表していた。例え
ば、「米国戦争ノ悪成果」、「負数成果」などの使用例が見える。現代語のように、
〈物事の好ましい結末〉への意味縮小は後のことである。 
 

11 辞書に見られる「成果」の誕生と混乱 
「成果」という語は、蘭学の受容とともに芽生え、そして英学の発達につれ

て、次第に和語から漢語へと変身したと考えられる。しかし、誕生当初の「成
果」は現代語のような〈好ましい結末〉に特定されず、「結果」との混用が当時
の資料において確認できる。よって、ここで和蘭、英和辞書類を利用して、日
本語における「成果」の成立と受容を改めて整理する。 
 

和蘭辞書類 
『江戸ハルマ』（一七九六）   Uitslag、収録なし    
『訳鍵』（一八一〇）      Uitslag、秤量ノ重サ、砕費、起発 
『長崎ハルマ』（一八一六）   Uitslag、成リ果 
『和蘭字彙』（一八五五）    Uitslag、成リ果 

 

『英和対訳袖珍辞書』 
  ①『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二） 
 Effect 功験、功績、続キ、事ノ次第、終リ 
 Issue 成果、終リ、功蹟、出来バエ、流出、子孫、打膿 

  Product 産物、商算術ノ語 
  Result 成果、メ高 
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 ②『改正増補英和対訳袖珍辞書』（一八六六） 
 Effect 功験、功績、続キ、事ノ次第、終リ、業実 

  Issue 成果、終リ、功蹟、出来バヘ、流出、子孫、打膿、出ルヿ又物 
  Product 産物、積算術ノ語 
  Result 成果、出来栄、飛返ヿ 
 
 『英和対訳袖珍辞書』の初版（一八六二）と再版（一八六六）に見られる「成
果」は何れも「Issue」と「Result」の訳語である。そして、興味深いことに、
中国の英華字典に見える「結果」は見当たらなかった。 
 
  『哲学字彙』 

 ➂『哲学字彙』（一八八一） 
Effect 結果、応報、効験、果報 

 Issue 発貨（財） 
  Product 成果（世）物産（財） 
 Result 成効、菓実、結果 
 

  ④『改訂増補哲学字彙』（一八八四） 
Effect 結果、応報、効験、果報 

  Issue 発貨（財）結案（法） 
  Product 成果（世）物産（財） 
  Result 成効、菓実、結果、効績 
 

  ⑤『英独佛和哲学字彙』（一九一二） 
Effect 結果、応報、効験、果報 

  Issue 論点、争点 
 Product 成果、物産、産物、生産物 

  Result 成効、菓実、結果、効績、成績、効果、成果 
 
 『哲学字彙』（一八八一）と『改訂増補哲学字彙』（一八八四）では、「成果」
は「Product」に対訳される。一方、中国の英華字典由来の「結果」は「Effect」
と「Result」に対訳される。「成果」と「結果」は区別されているように思われ
るが、『英独佛和哲学字彙』（一九一二）に至っては「Result」の対訳語として
「結果」と「成果」が同義語として並び記されている。 
 しかし、各版の『哲学字彙』において「Product」の訳語に「成果」のみ、「結
果」は見当たらなかったことは注目される。「Result」が広く一般〈物事の結末〉

を表すのに対して、「Product」は〈蓄積されたものの集大成〉という意味合い
が強い。あるいは、これは「成果」の意味縮小に何らかの関係があるかもしれ
ないが、現時点では不明である。 
 

『附音插図英和字彙』 
  ⑥『附音插図英和字彙』（一八七三） 



210 

 

 Effect 成就、功績、成果（ナリハテ）、効験、関係、利益、意思、事実 
 Issue 出、功績、流出、結果（デキバヘ）、発行、関係、出口、効験、子 

孫、産物、打膿、結局 
 Product 産物、成果（デキバヘ）、工業、積（算法ノ語） 

  Production 生ズルヿ、発スルヿ、作物、産物、成果（デキバヘ） 
  Result 飛返、関係、成果（ナリハテ）、結果（デキバエ）、落着、決議 
   

⑦『増補訂正英和字彙』（一八八二） 
 Effect 成就、功績、結果、応報、果報、効験、作用、関係、利益、意思、 

事実 
  Issue 出、功績、流出、結果、発行、関係、出口、効験、子孫、産物、打 

膿、結局、発貨（理財学ノ語） 

 Product 物産、成果、工業、得数、積（算法ノ語） 
Production 生産、発出、作物、産物、成果、土産  

  Result 跳反、関係、成効、成績、成果、果実、結果、結局、落着、決議 
 
  ⑧『附音插図英和字彙濱田健次郎増補』（一八八八） 

Effect 成就、功績、成果（ナリハテ）、効験、関係、利益、意思、事実 
  Issue 出、功績、流出、結果（デキバヘ）、発行、関係、出口、効験、子 

孫、産物、打膿、結局 
  Product 産物、成果（デキバヘ）、工業、積（算法ノ語） 

Production 生ズルヿ、発スルヿ、作物、産物、成果（デキバヘ） 
 Result 跳反、関係、成果（ナリハテ）、結果（デキバエ）、落着、決議 

 

柴田昌吉・子安峻の『附音插図英和字彙』シリーズは、訳語の数が他の辞書
より遥かに多い。その訳語を詳細に見ると、他の辞書からそのまま取ってきた
ものも多く見られる。例えば、「Effect」について、『増補訂正英和字彙』（一八
八二）は『附音插図英和字彙』（一八七三）より「結果」、「応報」、「果報」、「作
用」の四語が増補された。増補された四語のうち、「結果」、「応報」、「果報」が
『哲学字彙』（一八八一）から取ってきたと考えられる。訳語を多く収録した結
果、オリジナリティに乏しくなっている。例えば、「成果」のルビは「ナリハテ」
や「デキバヘ」など、不統一で安定していないように感じられる。また、各版
における「成果」にも、訳語の混乱が見受けられる。 
 
12 「結果」と「成果」 
現代日本語と中国語において「結果」は単なる〈物事の客観的な結末〉を指

し、好ましい結果と好ましくない結果がある。一方、使われ出した当初、「結果」

との混同が見られた「成果」は、明治の前半に〈好ましい結果〉だけを指すよ
うになって、現代語に繋がっている。英語「Product」への対訳と関係がある用
に思われるが、現段階では不明である。 
学術用語として「因果関係」は我々現代人には馴染みの概念であるが、念の

ため、『世界大百科事典第二版』（平凡社 一九九八）の解説を見ると、次のよ
うに記されている。 
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原因と結果の関係のこと。一般には，事象 Aが事象 Bをひき起こすとき，A 
を Bの原因といい，Bを Aの結果という。そしてこのとき，Aと Bの間には 
因果関係がある，という。15 

 
 各辞書における「因果関係」の記述は多少の違いが見られるものの、「因果関
係」の「因果」がそれぞれ「原因」と「結果」を指すことで共通している。こ
のように、「原因」と「結果」がセットとして学術用語に用いられているのは、
朝永三十郎の『哲学辞典』（宝文館 一九〇五）において取り上げられ、すでに
学術用語として一般に使われている。下記に、『哲学辞典』における「原因」と
「結果」に関する記述の一部を引用しておく。 
 

①原因学 英 etiology （一）（哲学上の）原因及び結果の学 
②『原因止めば結果亦止む』 羅 Cessante causa cessat effectus 

  ③人間の動作及性向に於ける正邪善悪の区別の標準は何ぞやてふ問題に答 
へて、個人及び個人を包含する社会の生活に良好の結果を輿ふるものは 
善、不良の結果をを輿ふるものは悪なり。 

  ④相制説或は因果説（精神と肉体との関係に関して）。 
   意識の作用と肉体殊に神経の作用とが因果の関係を有すとなす説。16 
 
 このように、学術用語に用いられた「原因」は〈ある状態・変化を引き起こ
す客観的な事柄〉を指し、「結果」は〈物事の客観的な結末〉を表す。現代日本
語と中国語における「原因」と「結果」の用法は、学術用語であることが基盤
にある。このことが「原因」と「理由」、「結果」と「成果」の違いを理解する

ポイントであろう。 
 
13 まとめ  
 現代日本語と中国語に見られる「成果」は典型的な和製漢語である。そのル
ーツは古典日本語に見られる「ナリハテ」に遡る。長崎のオランダ商館長であ
る Doeff-Halmaによる『長崎ハルマ』（一八一六）では「成リ果」はオランダ語
の「Uitslag」に対訳された。そもそも日本語の「ナリハテル」は好ましくない
結末を表す傾向があるが、「Uitslag」に対訳されることで、マイナスのイメー
ジを失い、中立的な意味を表すようになった。その後、その改訂版とされる桂
川甫周の『和蘭字彙』（一八五五）では、「Uitslag」＝「成リ果」の対訳関係が
そのまま受け継がれた。しかし、『長崎ハルマ』と『和蘭字彙』に見られる「成
リ果」は意味こそ日本語から脱皮したが、「ナリハテ」と訓読みされたため、ま
だ新漢語になり切っていなかった。 

 やがて、蘭学から英学へと移り変わり、堀辰之助の『英和対訳袖珍辞書初版』
（一八六二）は、『和蘭字彙』の「成リ果」を借用し改造したものと見られる。

                                                   
15 『世界大百科事典第二版』（平凡社 一九九八）の利用に当たっては、ネット上で一般公開された『世界

大百科事典第二版』を利用する。 
16 朝永三十郎『哲学辞典』（宝文館 一九〇五） ①は本書の一〇八頁、②は一〇八頁、③は三六六頁、

④は二二二頁に当たる。 
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『英和対訳袖珍辞書初版』に見られる「成果」は発音が分からないが、漢語風
に仕上げようとした意図が窺える。 
 一八七〇年代以降、徐々に近代日本語に使用された「成果」は現代語のよう
な〈好ましい結末〉を指すものではなかった。「結果」との混同が見られ、広く
〈物事の客観的な結末〉を表していた。「結果」は日常で使われる一方、因果関
係の「果」として学術用語に用いられた。学術用語の性格を有している「結果」
は〈客観的な物事の結末〉を表すのに対して、「成果」の意味は徐々に〈好まし
い結末〉に傾いていった。意味収縮の要因については、英語「Product」との対
訳関係が一因ではないかと思われる。 
 一方、古代中国語において「成果」は一般語として使用された痕跡はなく、
来華宣教師たちによる造語の可能性もない。二十世紀初頭の中国語資料に突如
姿を現した「成果」は当時の日本語からの借用語である。借用語であるため、

当時の日本語に見られる「結果」との混同も、二十世紀初頭の中国語資料にも
確認できる。 
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第六章 「障碍」と「障害」 
 

第一節 漢語「障碍」についての考察 
                       

１ はじめに 
「障碍」は日中同形語の一つである。この「障碍」は、昨今日本では「障害」

との関係で漢字表記に関する議論が盛んに行われており、平成二十一年十二月
八日の閣議決定で「障がい者制度改革推進本部」が設置され、行政においては
「障がい」という表記が用いられることとなった。 
そもそも「障害者」とは何か、『デジタル大辞泉』の説明を引用しておく。 
 
 身体障害・知的障害・精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の 

障害があり、障害および社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活 
に相当な制限を受ける状態にある人。 

 
 かりに「障害者」が「障碍者」に改めるとすれば、「精神障害」、「視覚障害」
なども「精神障碍」、「視覚障碍」となるはずである。そうすると、中国の人民
日報にあるような「秦皇島市海港区某小区精神障碍患者王某」、「李賢俊従小喪
失了視力，是一級視覚障碍者」を見ると、どのように感じるのだろうか。 
 現代中国語では「障碍」、現代日本語では「障害」が普通に持ちいらえてきて
いるが、この、医学用語としての「障碍」は中国人によるものか、それとも日
本人による漢語であるか、疑問が湧いてくる。そこで、本節では、まず「障碍」
の語誌に焦点を当てて考察することにする。 
 

２ 辞書記述 
 まず日中両国の代表的な辞書における「障碍」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「障碍」の意味を次の

ように示している。記述が長いが、後の便宜のためすべてここに掲げる。 
 
  【障礙・障碍】 
  （「げ」は「礙・碍」の呉音） 

仏語。ものごとの発生、持続などにあたってさまたげになること。転じて、 
悪魔、怨霊などが邪魔をすること。さわり。障害。 
＊本朝麗藻〔一〇一〇か〕下・近来播州書写山中〈具平親王〉「顧身恨障礙 
多縁、未遂頂礼」 

＊今昔物語集〔一一二〇頃か〕四・一「天魔・外道、其れに依て障㝵を可 
成し」 

＊色葉字類抄〔一一七七〜八一〕「障礙 シャウケ」 
＊源平盛衰記〔十四Ｃ前〕一八・龍神守三権心事「若し善根の衆生ありと 

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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云とも、魔王の為障㝵（シャウゲ）せられて、所願成就の者有るべから 
ず」 

＊羅葡日辞書〔一五九五〕「Obsto 〈略〉サマタグル、xogueuo （シャウ 
ゲヲ）ナス、フセグ」 

＊浮世草子・新可笑記〔一六八八〕三・一「いかさま人にも化くべき有様 
皆々おそろしく、其まま捨て何の子細もなし。扨は此ほど申せし事此狐 
の障礙（シャウゲ）ならんとさたして」 

＊卍庵仮名法語〔十八Ｃ中か〕「内外の諸魔便を失ひ、一切の障碍を離れ、 
善悪是非」 

＊談義本・根無草〔一七六三〜六九〕後・一「人のからだを仮初に、男色 
千人切の馬鹿を尽すも、皆此水虎（かっぱ）の亡魂の障礙（シャウゲ） 
をなすとしられたり」 

＊読本・雨月物語〔一七七六〕白峯「これが報ひを虎狼の心に障化（シャ 
ウゲ）して、信頼が隠謀にかたらはせしかば」 

＊法華経‐譬喩品「見諸子等安隠得出、皆於四衢道中露地而坐、無復障礙、 
其心泰然歓喜踊躍」 

 
２．１．１ 「障礙」と「障碍」の関係について 
この記述を見ればわかるように、「しょうがい」の漢字表記は「障礙」と「障

碍」の二通りがある。「礙」と「碍」の関係について、中国・日本ともに「礙」
が本字で、「碍」が俗字である点で共通している。 
 
篆文和繁体礙字由石和疑構成。疑字表示孩子丢了去尋找孩子，整個字的意 
思是在尋找孩子的路上被石頭絆倒了，由此産生妨害、阻碍的含義。漢字簡 

化時按唐代已有的俗字形式簡化。簡体碍由石和得的省写構成。得字表示在 
路上行走時拾到貝，整個字的意思是在路上非但没拣到貝，反而被石頭絆倒 
了，由此也能形成上述含義。它仍是会意字。2 

（『漢字字源当代新説文解字』竇文宇・竇勇 二〇〇五） 
〈日本語訳文〉篆文と繁体字の「礙」が「石」と「疑」で構成される。「疑」 
は〈子供を失い、子供を探しに行く〉という意味を表し、「礙」全体の意味 
は〈子供を探している途中で、石に躓いて倒れてしまうこと〉、そこから〈妨 
害、障り〉という転義が生まれた。漢字を簡略化をした時に、唐の時代に 
すでにあった俗字の形で「礙」を簡略化した。簡体字の「碍」は「石」と 
「得」の一部で構成される。「得」は〈路上で貝を拾う〉という意味で、「碍」 
全体の意味は路上で貝を拾うどころか、石に躓いて倒れてしまうというこ 
と、ここからも上述の意味〈妨害、障り〉がつながる。「碍」も会意字であ 
る。 

 
碍 礙的俗體。字彙石部：碍，同礙。3 

（『王力古漢語字典』王力 二〇〇〇） 
〈日本語訳文〉碍は礙の俗字で、『字彙』の石部に「碍，同礙」とある。 

                                                   
2 竇文宇・竇勇『漢字字源当代新説文解字』（吉林文芸出版社 二〇〇五）第四三〇頁。 
3 王力『王力古漢語字典』（中華書局 二〇〇〇）第八一三頁。 
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『漢字字源当代新説文解字』（二〇〇五）では「礙」の由来が詳細に解釈され、

特に「漢字簡化時按唐代已有的俗字形式簡化。簡体碍由石和得的省写構成」が
あり、「碍」が「礙」の俗字であることがわかる。「碍」が「礙」の俗字である
ことについて、『王力古漢語字典』（二〇〇〇）にも同じ趣旨の内容が見られる。   
一方、日本でも、下記のように『字通』に同様の記述が見られ、さらに「戦

前は障害や障碍、障礙（しょうがい）（礙は碍の本字）が妨げの意味で使われた
4」とある。辞書だけではなく、マスコミもこの説を引用、支持している。 
 

  礙 異体字［碍］ 
  声符は疑（ぎ）。疑は顧みて立ちどまり、凝止する形。〔説文〕九下に「止 

むるなり」とあり、石などにさえぎられて、進みえないことをいう。碍は 

その俗字。 
（JapanKnowledge『字通』） 

 
 現代日本語において「礙」は使わず、そして「碍」も電柱や鉄塔に取り付け
る絶縁体の器具である「碍子」以外に用いられていない。例えば、『日本国語大
辞典第二版』（二〇〇二）では「碍」を含む漢語として「障碍、阻碍、妨碍、防
碍、碍滞、碍子、碍眼、碍目」が挙げられている。そのうち、「障碍、阻碍、妨
碍」の三つは「障害、阻害、妨害」の形で存在しているが、「防碍、碍滞、碍眼、
碍目」は既に日本語から消えてしまっている5。 
 
２．１．２ 「障礙」と「障碍」の発音と意味合い 
 「礙」と「碍」の字音について、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）で「「げ」

が「礙・碍」の呉音」であると明記されている。このことから、元々仏教語の
「障礙・障碍」は「しょうげ」と読まれていたが、漢音読みの「しょうがい」
はその後成立したものであることが分かる。 
 「障礙・障碍」の意味について、『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）では、
仏教本来の意味「悟りのさまたげになること」から、「転じて、悪魔、怨霊など
が邪魔をすること」とある。具平親王の「近来播州書写山中」に見える「障礙」
を『本朝麗藻』で確認したところ、下記のように、「顧身恨障礙多縁。未遂頂礼。」
は〈けれど私の身に障礙が多いため、（性室上人）に頂礼 を持ってお会いする
ことができない〉と解釈され、この「障礙」はやはり仏教の域を出ていない。
そして、文中の「障礙多縁」は「蓮花上品生真界，兜率天中離世途。彼此業縁
多障礙，不知還得見児無。」（元稹 唐）に由来したものと考えられる。 
 

近来播州書写山中。有性室上人者。誦法華経為事。寤寐不休。天台源公聞 

其高行。遠尋相見。緇素結縁者。寔繁而有徒。予伝見諸讃聖得時。顧身恨 
障礙多縁。未遂頂礼。今綴拙什聊結縁。中書王  

（『本朝麗藻・近来播州書写山中』具平親王 一〇一〇か） 

                                                   
4 タイトル：「障害者」か「障碍者」か「『碍』を常用漢字に」追加求め意見相次ぐ（朝日新聞 二〇一〇

年四月五日） 
5 朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアルで検索した結果によるものである。 
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従って、転義の用例は、「扨は此ほど申せし事此狐の障礙（シャウゲ）ならん

とさたして」（『浮世草子・新可笑記』 一六八八）、「皆此水虎（かっぱ）の亡
魂の障礙（シャウゲ）をなすとしられたり」（『談義本・根無草』 一七六三〜
六九）などとなり、江戸時代以降のようである。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。記述
を『日本国語大辞典』に合わせて整え、用例には成立年代を付し、対照できる
ようにした。 
 
  （１）佛教語。悪業所引起的煩悩困惑、因能攪乱身心、故佛典称「障碍」 

（仏教語。悪業が引き起こした煩悩と困惑、心身を攪乱する故、仏典におい
て「障碍」と称される。6）  

＊百喩経・観作瓶喩〔四九二〕〈求那毗地〉「法雨無障碍、縁事故不聞」 
＊哭子十首・その四〔唐〕〈元稹〉「彼此業縁多障碍、不知还得見児無？」 
＊観音問〔明〕〈李贄〉「然則無時無処無不是山河大地之生者、豈加以山河 
大地為作障碍而欲去之也？」 

（２）障碍、阻擋。（障る、阻む。） 
＊壮行集・做新型的知識分子〔一九八〇〕〈魏巍〉「這説明害怕艱苦、追求 
安適、是怎様障碍着我们的事業。」 

＊壮行集・開辟中国的黄金時代〔一九八〇〕〈魏巍〉「一切困難都将被克服、 
一切障碍我们前進的力量都将被撃砕」 

（３）障碍物。（障害物。） 

＊伝奇・聶隠娘〔唐〕〈裴鉶〉「又携匕首入室、度其門隙、無有障碍」 
＊題張信之見山堂〔元〕〈房皞〉「胸中有丘壑、眼前無障碍」 
（４）故障。（故障） 
＊風雪〔一九四八〕〈王西彦〉「怕是機件発生障碍了、得修理一下。」7 

 
中国語資料における「障碍」と「障礙」の表記に関しては、簡体字で表記さ

れていたり8、、また、いずれかの版本の段階で異体字関係の整理を行っている可
能性もあって、もともとどの表記がどうであったのか確認することはほとんど
不可能である。そこで、以下、特別に断わらない限り、一律して「障碍」と記
すこととする。この「障碍」の記述をまとめると、次のようになる。 
 
表１、『漢語大詞典』（一九八六）における「障碍」 
 

 品詞 意味 最古用例 現状 

                                                   
6 日本語訳文は筆者によるもので、以下同様。 
7 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第十一巻第一一〇一頁。中国語の資料を引用す

る時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直す。一部現代日本語で使わない漢字は旧体字で示す。 
8 例えば、『入唐求法巡礼行記』（円仁 唐の末期）の中の「障碍」に関して、台湾中央研究院の漢籍全文

資料庫は旧字体の「障礙」であるのに対して、北京大学中国語言学研究中心の古代漢語語料庫は新字体の

「障碍」である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E4%BB%81
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①仏教用語 名詞 修業、悟りのじゃま 四九二 ○ 

②一般語 動詞 障る、阻む 一九八〇 × 

③一般語 名詞 さわり、邪魔 唐 ○ 

④一般語 名詞 故障 一九四八 × 

 
『日本国語大辞典第二版』（二〇〇二）と同じく、「障碍」の由来は仏教用語

であると明記されている。そして、③のように、古代中国語において一般語化
され、〈さわり、じゃま〉という転義が発生したと考えられるが、少し疑問に思
ったのは、②の他動詞的用法と④の〈故障〉という意味である。 
 
２．２．１ 『漢語大詞典』に見られる疑問点 

『漢語大詞典』（一九八六）だけではなく、『現代漢語詞典』9においても「障
碍」が名詞であるとともに、「動詞」とされている。しかし、「人民日報図文数
据庫」における「障碍」の最初の二〇〇例を確認すると、いずれも名詞的用法
であった。それでは、「障碍」の動詞的用法はいつ誕生し、いつ現代中国語から
姿を消したのであろうか。 
④の「障碍」は現代日本語の「故障」に当たるが、現代中国語において「故

障」は〈機械、体などの一部に異常が起こって、機能が損なわれること。働き
が止まったり、狂ったりすること〉を指し、問題発生の原因が機械の内部にあ
る。一方、「障碍」のほうが〈外部からのさわり、邪魔物〉を指す。現代中国語
においては「障碍」を④のように、「故障」の同義語として使わない。従って、
機械などの故障を意味する「障碍」がどのように誕生したのか、なぜ現代中国
語から姿を消したのか疑問である。 
 

２．２．２ 現代中国語における「障碍」 
 現代中国語における「障碍」の使い方は名詞のみ、〈さわり、邪魔〉という意
味を表す。そして、下記の用例（１）、（２）のように一般語と医学用語に使い
分けられる。特に（２）の「精神障碍患者」以外にも、「智力障碍」、「睡眠障碍」、
「知覚障碍」、「心理障碍」、「性功能障碍」などのように、「障碍」は〈精神や身
体の器官がなんらかの原因でその機能を果たさないこと〉を指し、医学用語と
認められる。 
 
  （１）14年来，她以貼心服務為学院発展掃除了観念上的衝突和障碍，成為 

促進不同文化融合的粘合剤。 
（人民日報 二〇一七年九月三十日） 

〈日本語訳文〉この十四年、彼女は熱心な仕事で学院発展を阻む観念上の 
衝突と障害を取り除き、異文化融合を促進する粘着剤となっている。 

  （２）専業性智識不夠，忽視心理因素対健康的影響、岐視心理行為問題人 
群和精神障碍患者的情況仍較為普遍。 

（人民日報 二〇一七年九月二十五日） 
〈日本語訳文〉専門知識が足りない、心理的要素の健康に対する影響を無 
視する、心理問題を抱える方と精神障碍患者を差別することは依然とし 

                                                   
9 サイト「国学大師」で公開された『現代漢語詞典』を使用する。版本情報は現在のところ不明である。 
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てよくある。 
 
３ 先行研究 
 中国語における「障碍」の歴史は古いが、医学の分野に用いられるのは近代
においてである。そこで、『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕
末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、国際日本文化
研究センターの日本語語彙研究文献データベースなどを調べたところ、下記の
ような記述が確認できた。 
 

◆しょうがいぶつ（しやう…）障害物・障碍物 
  ①「弄玉盤の中央に画せる円輪は、一個の障害物にして」（宇津木信夫訳・ 

明治十二年（一八七九）『弄玉集』一） 

  ②「仮令ヒ仏国人民カ古来社会ノ汚穢障碍物ト云フト雖トモ、」（金子堅太 
郎訳・明治十四年（一八八一）『政治論略』七） 

意味 なにかをするときに、それをさえぎりとめるもの。しゃまもの。字 
音語語基の「障害」は、彼我共に典拠をもつ語である。白居易・春日題乾 
元寺上方最高峰亭詩「但覚虚空無障礙、不知高下幾由旬」、中世の『史記抄』 
（十八 日者列伝）「此ニ何ト云障閡ガアツテ思フ事ガヨカラウトスレバワ 
ルクハナリナリスルト云フ人ノ心ヲ傷シムルゾ。」10 

（『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』佐藤亨 二〇〇七） 
 
『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七）には、「障碍」

と「障害」の代わりに「障害物・障碍物」が見出しに見える。しかし、現代語
においては「障碍物」は使われず、「障害物」と表記される。『現代に生きる幕

末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）にも、①「弄玉盤の中央に画せる円輪は、
一個の障害物にして」（宇津木信夫訳『弄玉集』 一八七九）のように「障害物」
が用いられている。これを国立国会図書館デジタルコレクションで確認したと
ころ、下記のような内容を見つけた。 
 
 ➊弄玉集序 西人之評滾球戯者、曰算数之理、測量之術、可由此以知一隅。 

一部省略。夫置圓球於平盤之上、而以一挺弾之、中球心則転而前進。以 
下省略。 明治十二年八月 吉田次郎撰                       

 ❷若シ身体堅剛ナルトキハ外見雅ナラサルノミナラス弄玉上大ナル障害ヲ 
為スナリ。 

 ❸右ノ圓中弄玉盤ノ中央ニ画セル圓輪ハ一箇ノ障碍物ニシテ帽子或ハ盆ノ 
類ナリ。 

 

➊「夫置圓球於平盤之上、而以一挺弾之、中球心則転而前進」（球を平らな台
の上に置き、棒を持って弾くと、球が回転しながら前進する）を見ればわかる
ように、「弄玉」は〈ビリヤードをプレーする〉という意味である。佐藤亨（二
〇〇七）が挙げた用例は❸に当たるが、原文は「障害物」ではなく「障碍物」
である。写し間違いをしたのであろう。『弄玉集』に「障碍物」は計五回出てい

                                                   
10 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第四三九頁。 
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て、語として熟している。これに対して、❷に「障害」が見られ、『弄玉集』に
おける「障害」はこの一例のみであるが、「障害」の早い時期の使用例として貴
重である。そして、佐藤亨（二〇〇七）には「字音語語基の「障害」は、彼我
共に典拠をもつ語である。」とあって、「障害」の由来に言及しているが、その
根拠は不明である。 
 いずれにしても、「障碍物」という漢語は幕末・明治時代の新造語と見なして
よい。ただし、現代中国語の中にも「障碍物」という語があって、現代中国語
の「障碍物」は幕末・明治時代の日本語に見られた「障碍物」と何らかの関係
があるように思われる。 
 

障碍 zhang ai 擋住道路，使不能順利通過；阻碍。1919年湯爾和訳《診断 
学》下巻：検胃之消化機能及其障碍時，先須留意左列数項。1942 年喬樹民 

《内科学・緒論》：若某部血管感受圧迫，血流発生障碍時，則有局部充血或 
貧血之現象。11 

（『近現代辞源』黄河清 二〇一〇） 
 
『近現代辞源』（二〇一〇）では、「検胃之消化機能及其障碍時」（胃の消化機

能とその障碍を検査する時に）（『診断学』 一九一九）、「血流発生障碍時」（血
流に障碍が出る時に）（『内科学・緒論』 一九四二）とあるように、医学分野
に用いられた「障碍」が新しい中国語と認定されている。医学分野に用いられ
た「障碍」は中国語内部の変化と見てよいか、それとも当時の日本語による影
響かを究明すべきところである。 
 
４ 古代中国語における「障碍」 

 「障碍」が仏教伝来による造語かどうか、「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国
語言研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）の古代中国語データベ
ース、そして、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベ
ースを調べてみた。 
 
４．１ 仏教用語としての「障碍」 
「障碍」という語は当初仏教語として誕生し、〈仏の悟りを得るための仏道修

行の邪魔をするさわり〉を指すことが確認できた。 
 

（３）故無障於精神，患累己除，障碍又浄。如久澄水，如新磨鏡。 
（道宣『広弘明集』 唐） 

〈日本語訳文〉故に精神12に障りがなく、憂いが既に除かれ、障碍又一掃さ 
れた。久しく澄まされた水のごとし、新たに磨かれた鏡のごとし。 

（４）願我臨欲命終時，除尽一切諸障碍。面見彼佛阿弥陀，即得往生安楽 
刹。 

           （仏陀跋陀羅・実叉難陀他『大方広仏華厳経』 唐） 
〈日本語訳文〉願はくは、われ臨終の時に臨まば、ことごとく一切の障礙 

                                                   
11 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第九三八頁～第九三九頁。 
12 ここの「精神」は「理念、意識形態」といった今日の意味とは違い、「たましい」という意味である。 
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を除いて阿弥陀如来を見たてまつりて、すなはち安楽国へ往生する事をえ 
させしめ給へ13。 
（５）是諸人等，見地蔵形像，及聞名者，至心帰依。或以香華、衣服、宝 
貝、飲食、供養瞻礼。是善男女等、所願促成、永無障碍。    

（実叉難陀『地蔵菩薩本願経』 唐） 
〈日本語訳文〉諸々の人等。地蔵菩薩の。形像を見。及び。名を聞かん者。 
至心に。帰依し。或わ。香華。衣服。寶貝。飲食を以て。供養。瞻禮せば。 
是の。善男女等。所願。速かに成じて。永く障礙無らん14。 

 
「障碍」が中国の仏教関係書物では広く使われていた。そして、日本人留学

僧である円仁の『入唐求法巡礼行記』（唐の末期）にも下記のように、「障礙」15

が見える。 

 
（６）今又敕斷佛教，切令禁斷。向北州縣，人心麄惡。見將佛教像隨身行， 
的應作障礙，罪及違敕。   

（円仁『入唐求法巡礼行記』 唐の末期） 
 
次は造語法で「障碍」と「障礙」を見てみる。「碍・礙」の由来と釈義は、２．

１．１ で既に述べたが、「障」に関して『説文解字詁林』（丁福保 一九二八
年）、『字源』（傅東華 一九八五）などの資料も調べてみた。ここでは『説文解
字今釈』（湯可敬 一九九七）の解説16を次に要約しておく。 
 
障 隔也。從阜17，章聲。之亮切。張舜徽《約注》：“障字從阜，亦謂為山阜 
処阻隔而成天然障蔽耳” 

〈日本語訳文〉障は隔のこと。阜に従い、章の発音。之亮切。張舜徽『約 
注』には「障は阜に従い、又山阜によって出来た天然の障壁」がある。 
 

 このように、古代中国語において「障」も「碍・礙」も〈障り、妨げ〉とい
う意味を有し、「障碍」「障礙」は同義字を重ねることによって造語された並列
関係の二字漢語である。 
 
４．２ 一般語に転用された「障碍」 
 仏教語は多く一般語に転用されたが、「障碍」も北宋の時代から、一般語に転
じ、「じゃまもの、さまたげとなるもの」18という意味を表している。 
 

                                                   
13 この読み下し文は聞見会「http://hongwanriki.wikidharma.org」（西方指南抄/上末の注釈 33）より引

用したものである。 
14 この読み下し文は国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている『和文地蔵菩薩本願経全』（皇

恩会事務所 一九二六）第七十一頁より引用したものである。字体は原文に従うが、ルビは省略する。 
15 データベースによって「障礙」か、「障碍」のズレが見られるが、筆者は国立国会図書館デジタルコレ

クションで京都東寺觀智院蔵本を底本として、東洋文庫が大正十五年に刊行した『入唐求法巡礼行記』を

精査して「障礙」を確認できた。該当するところは『入唐求法巡礼行記第四』の第三十七頁。 
16 湯可敬『説文解字今釈』（岳麓書社 一九九七）第二〇九六頁。 
17 本文は「阜」の異体字であるが、Wordでは表示できないため、「阜」とする。 
18 物理的な障害物だけではなく、抽象的な妨げとなるものも含まれている。 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCopoj8vVYQSQAzZCDTwx.;_ylu=X3oDMTA3Nzc4ZmdoBHNlYwNyZWw-/SIG=14k83orgr/EXP=1492614115/**https:/search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ts=647&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E8%A9%81%E8%A8%93&rs=2&spro=0
http://hongwanriki.wikidharma.org/
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（７）門外黒如漆，不知所在，以手模西及南，皆是墻壁，唯東無障碍，而 
暗不可行。 

                    （李昉他『太平広記』 九七八） 
〈日本語訳文〉門の外は黒漆のように暗く、どこにいるかはわからない。 
手で西と南の方を探ってみたら、いずれも壁であった。ただ東の方だけは 
障碍がないが、暗くて行けない。 
 

 北宋時代に成立した類書『太平広記』（九七八）に「以手模西及南，皆是墻壁，
唯東無障碍」とあって、この「障碍」は明らかに仏教語ではなく、〈邪魔物、障
り〉という意味で、現代日本語の「障害物」に当たる。 
 

（８）地形如肺，形質雖硬，而中本虚，故陽気昇降乎其中，無所障碍，雖 

金石也透過去。地便承受得這気，発育万物。           
（黎靖徳『朱子語類』 一二七〇） 

〈日本語訳文〉地形は肺のようなもの、形質が硬いとはいうものの、中は 
実は空いている。だから、陽気がその中を昇降していて、障碍がない。た 
とえ金石でもその中を通れる。地はこの気を受けて万物を発育させる。 
 

 中国南宋時代の儒学者である朱熹は新儒教の朱子学の創始者であり、朱熹の
朱子学は中国だけではなく、朝鮮王朝、そして日本にも大きな影響を与えた。
朱熹の言葉などを収集、整理した『朱子語類』（一二七〇）に見られた「障碍」
は用例（７）と同じように、「障害物」と解釈すべきである。 
 

（９）為甚要格物致知？便是要無所不格，無所不知。物格知至，方能意誠、 

心正、身修，推而至于家齊、国治、天下平，自然滔滔去，都無障碍。 
                   （黎靖徳『朱子語類』 一二七〇） 

〈日本語訳文〉なぜ「格物致知」19が必要なのか？それはありとあらゆるも 
のを格し、すべてを知る。「物格知至」ができてこそ、誠意、正心・修身が 
でき、乃至斉家・治国・平天下に至る。自ずと進み、障碍なし。 

 
 用例（７）と（８）の「障碍」が〈障害物〉を指すのに対して、用例（９）
の「障碍」は明らかに抽象的な〈邪魔者、妨げ〉の意である。一般語に転用さ
れた「障碍」は〈障害物〉と解釈される場合が多いが、古代中国語において「障
碍物」という表現自体はなかった。そして、今日の「心理障碍」、「人格障碍」
のように、〈精神や身体の器官がなんらかの原因でその機能を果たさないこと〉
という意味に用いられることもなかった。 
 さらに品詞で言うと、古代中国語において「障碍」は名詞的用法がほとんど

であるが、下記用例（10）のように、稀に動詞的用法も見られる。 
 

（10）大抵他見我近来太和妻妾們親近，防我迷恋女色，障碍修道，所以假 

                                                   
19 『新明解四字熟語辞典』（三省堂 一九九八）によると、儒教の経典である『大学』が出典で、〈物事の

道理や本質を深く追求し理解して、知識や学問を深め得ること〉という意味である。朱熹は自己の知識を

最大に広めるには、それぞれの客観的な事物に即してその道理を極めることが先決であると解釈する。 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%8E%E6%98%89&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%AE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%9E%E6%9B%B8
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装酣睡，試我誠心，然後再以正言教我。           
 （無垢道人『八仙得道』 一八六八） 

〈日本語訳文〉おそらく私（呂洞賓20）が近来妻妾に親近すぎるのを見て、 
女色に惚れ込み、修道を障碍するのを防ぐため、（師匠）が空寝をしてわた 
しの誠心を試してから、再び正言を以て私を教化する。 

 
５ 近代中国語における「障碍」 
近代中国語における「障碍」について、「申報全文数据庫」を中心に、「晩清

期刊・民国時期期刊全文数据庫」、「清代外交档案文献匯編」などのデータベー
スを調べたところ、近代中国語における「障碍」は明らかに日本語の影響を受
け、そして現代中国語における「障碍」に繋がっていることが分かった。 
 

５．１ 医学用語としての「障碍」 
 ２．２．２で述べたように、現代中国語において「知覚障碍」、「心理障碍」、
「性功能障碍」などのように、「障碍」は〈精神や身体の器官がなんらかの原因
でその機能を果たさないこと〉を指し、医学用語と認められる。その医学用語
となった経緯は日本語の影響によるものである。 
 
  （11）意識障碍及之虚脱之救急法 

ueber bewusstseinsstooungen und kallapo 
(zeitschr.f. arztl. forbildung) Dr. Fr. Kraus 原著  王曾憲訳述 
嗜眠 sopor 乃意識障碍之較悪者。 
精神遅鈍 stupor 乃障碍之尤甚者。 
昏睡 cona 謂意識最高度之障碍。 

如前述之高度意識障碍。呼吸運動消失時。此輿心臓之搏動。亦不免不規 
則而微弱。 

（『学海・医学界』 一九〇八） 
 
 近代中国語における医学用語としての「障碍」は、管見では用例（11）が最
も早い。「意識障碍」の症候として「嗜眠 sopor」、「精神遅鈍 stupor」、「昏睡 cona」
などが挙げられている。原文にはただ、「王曾憲訳述」と記されていだけである
が、この王曾憲について「京師大学堂派遣首批留学生考」（二〇〇七）に、次の
ような注目すべき記述を見つけた。 
 

➊京師大学堂派遣的第一批 47名留学生是従師範速成科和訳学館的学生中挑 
撰的，派往日本的 31名学生為：余棨昌、曾儀進、…省略…、王曾憲、陳 
治安，定於 1903 年内起程。 

❷内科学蘇振潼、外科学蒋履曾、薬学王曾憲。 
❸王曾憲，江蘇人。1908年由東京第一高等学校昇入東京帝国大学医科大学 
医学専業本科，学習勤奮，約 1914－1915年間卒業。 

❹1908年，在東京、京都両所帝国大学和東京第一高等学校就読 27名京師大 

                                                   
20 中国，唐末･宋初の道士。生没年不詳。八仙の一人。近世の代表的な仙人の一人として，宋以後広く民

間の信仰を集め，製墨業者の祖神とされる。以上は『世界大百科事典 第２版』の解説を要約したもの。 

https://kotobank.jp/word/%E9%85%A3-469073
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AB%E4%BB%99-115115#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6-367366
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学堂留学生，発起成立了「北京大学留日学生編訳社」。…省略…、該社還 
出版有《学海》雑誌，分甲乙両編，甲編刊登文科、法科、政治家、商業 
科論文；乙編是科技雑誌，刊登理、工、農、医方面的文章。《学海》在日 
本編輯出版，由上海商務印書館総発行，在内地各大書坊銷售。21 

 
 すなわち、王曾憲は江蘇省の生まれで、清王朝の国費留日学生であった。「意
識障碍及之虚脱之救急法」の一文を書いた一九〇八年に王曾憲は東京帝国大学
医科大学医学専攻に進学している。そして、「意識障碍及之虚脱之救急法」（一
九〇八）を掲載した雑誌『学海』は、二十七名の清王朝の国費留日学生によっ
て編集されたものである。これらのことから、「意識障碍及之虚脱之救急法」（一
九〇八）の一文に頻出する医学用語としての「障碍」は、王曾憲による独自の
訳語ではなく、日本の医学書をそのまま翻訳した可能性が高い。底本とした日

本の医学書は特定できていないが、「意識障碍及之虚脱之救急法」の文中に日本
語の影響を裏付ける決定的な証拠が見られる。 
  
  （12）意識之病的障害 患意識之障害者。為機能的精神病。 
   然無論機能的精神病器質的精神病。多由於意識之障害。 
   患如斯高度之意識障害者。使之蘇生頗難。 
   而延髄機能亦蒙障害。 
   脈管因神経障害而流血遅緩。 
 
 用例（12）のように、「意識障碍及之虚脱之救急法」（一九〇八）の一文に「障
碍」の同義語として「障害」が頻繁に使われ、この「障害」は確実に和製漢語
である。「障害」に関する考察で詳述するが、現代中国語において「障碍」は医

学用語として使われるのに対して、現代日本語においてはすべて「障害」に統
一されている。両国語の現状はともかく、「意識障碍及之虚脱之救急法」（一九
〇八）を見る限り、「障碍」と「障害」が使い分けされず、混用されていた。 
 
  （13）凡初起龜頭紅腫、放尿障碍、刺痛流膿者宜服淋濁通利丸。 

（申報 一九一二年七月二十四日） 
  〈日本語訳文〉最初は亀頭が赤腫れ、放尿に障碍があって、痛み出し、濃 

がでる者は「淋濁通利丸」（薬名）を飲むべきである。 
  （14）丁福保譯述是書有特色九端：一論傳染病理，述一切傳染病所以致病 

之理及病原體在人身内之作用。…中略…、如胃腸之何以疼痛？何以發運 
動障礙？何以有化學物質之障礙？何以來吸收之障礙？…中略…、九論神 
經病。凡所以發各種神經之障礙及脊髓病腦病、末梢神經病一切神經癥狀 
之原理皆詳焉。           

（申報 一九一三年七月六日） 
 
 用例（13）の「放尿障碍」と用例（14）の「運動障礙」、「化學物質之障礙」、
「吸收之障礙」、「神經之障礙」の「障碍」は何れも医学用語である。用例（13） 
は薬の広告で、用例（14）は丁福保の訳書についての紹介文である。ここで丁

                                                   
21 馮立昇・牛亜華「京師大学堂派遣首批留学生考」（『歴史檔案』 二〇〇七（三）） 
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福保の訳書を具体的に見てみる。 
丁福保22（一八七四～一九五二）は江蘇省無錫市の生まれで、中国の翻訳家で

ある。一九〇一年に上海の東文学堂に入り、日本語と医学を学んだ。一九〇九
年に両江総督端方の命を受けて医学と医療機構を考察するために来日した。帰
国後、『日本医学記』を著し、そして「仮道日本較欧米方便」〈日本の道を借り
ることは欧米より便利だ〉と日本医学書の翻訳に傾心した。 
丁福保の医学翻訳書は『丁氏医学叢書』と呼ばれ、その中には日本医学書の

翻訳が多い。用例（14）の「臨牀病理學」は一九一二年五月に医学書局から出
版され、本書の諸言（前書き）に「日本田中祐吉原本也」と明記されている。
さらに調べると、田中祐吉（一八七四～一九四四）は一九一〇年に吐鳳堂書店
から『新撰臨床病理学上下』二冊を出している。これによって、丁福保の『臨
牀病理學』における医学用語の「障碍」が日本語由来のものであることは疑い

ない。 
 

５．２ 障碍物と障碍物競走 
４で述べたように、古代中国語において一般語化された「障碍」に「さわり、

邪魔物」という意味があったが、「障碍物」という言葉自体はなかった。従って、
もちろん「障碍物競走」もあり得なかった。現代中国語において「障碍物」は
そのまま使われているが、日本語の「障碍物競走」に当たる表現は「障碍賽跑」、
あるいは「障碍跑」である。しかし、現代中国語における「障碍物」と「障碍
賽跑」、あるいは「障碍跑」はいずれも日本語由来のものである。 
 

  障碍物 
在軍事上，能遅延或阻止軍隊行動的地形和爆炸物、構築物、破壊物、堵塞 

物及受染区的総称。分為天然障碍物和人工障碍物両大類。（以下省略） 
  障碍賽跑 
  径賽項目之一。在不分道賽跑中，依次跨過按規定距離設置的一定数量欄架 

和水池等障碍物的賽跑。23 
（『辞海（1999 年版普及本）』夏征農 一九九九） 

 
（15）茲特撮録當日運動各科目於下：徒步競走、二人三足競走、記憶競走、 
抽籖競走、障礙競走、跳馬競走、武裝競走、點燈競走、…中略…、拉繩、 
劍術、自轉車。 

（申報 一九〇五年十月十五日） 
  （16）高等小學科跳舞、幼稚生飛車進行四人身體矯正術、師範簡科障礙物 

競走。 
（申報 一九〇五年十一月十二日） 

 
「教育會開運動大會杭州」〈教育会は杭州にて運動大会を開く〉というタイト

ルの記事では、「障礙競走」は運動会の競技の一種目とされた。文中の「障礙競

                                                   
22 丁福保氏に関する記述は牛亜華・馮立昇の「丁福保与近代中日医学交流」（『中国科技史料』第 25巻第

４期 二〇〇四）などの資料を参考にした。 
23 夏征農『辞海（1999年版普及本）』（上海辞書出版社 一九九九）第二六九五頁。 



225 

 

走」は日本由来であろう。その理由は以下の通りである。 
 

  （１）文中の「二人三足競走」、「自轉車」は明らかに日本語そのものであ
る。古代中国語には「二人三脚」、「二人三足」といった表現はなく、他
方、日本の『戸外遊戯法』（丹羽貞次郎・室野義忠編 一八八七）には既
に「二人三脚競走」24についての説明が見える。 

  （２）近代日本語において『新撰遊戯全書』（前野関一郎 一八九五）に「障
碍競走ハ走路ニ種々ノ障碍物ヲ置キ或ハ之ヲ飛ビ越ヘ或ハ之ヲ潜リ抜ケ
早ク一定ノ點ニ達シタル者ヲ以テ勝トスル」25とあり、既に「障碍競走」
が行われていた。 

  （３）「障碍物競走」（或は障碍競走）と「障碍賽跑」の対立については、
恐らく日本語由来の「障碍物競走」は当時の人々にとってわかりにくか

ったため、「障碍物競走」が使われていた一方、中国人にわかりやすい代
替表現「障碍賽跑」も使われるようになった。「賽跑」の「賽」は〈競う〉、
「跑」は〈走る〉という意味を表す。 

 
６ 英華字典における「障碍」 
 上記のように、近代中国語に見られる医学用語としての「障碍」及び競技種
目の「障碍物競走」（或は障碍競走）、「障碍物」といった用語は日本語由来のも
のである。 
一方、来華宣教師たちの英華字典類に近代中国語における「障碍」はどのよ

うに映っていたのか、馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏（(Samuel Wells 
Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）、
盧公明（Justus Doolittle）、司登得(George Carter Stent)など、早い時期の

宣教師たちによる英華字典、そして、鄺其照、顏惠慶、赫美玲(Karl E.G.Hemeling）
等の英華字典26を調査した。結果は以下の通りである。 
 
  ➊Bar a limit 闗、㯲、障礙 

（Walter Henry Medhurst『英華字典』 一八四七～一八四八） 
 

  ❷Clear To be disengaged from encumbrances, distress, or 
 entanglements, 脱去苦難障礙(廢) 

  ❸Clog  Anything that hinders motion, or renders it difficult, 窒 
礙物, 障礙物, 牽帶物, 拖累物 

  ❹Fault  An accidental leak in an electric circuit, (電)電路病, 障 
   礙 
  ➎Abator  (Law) (a) One who abates a nuisance, 除障礙物者; 

  ❻Nuisance  That which annoys, gives trouble, or is offensive, 障 
害, 滋擾, 妨害, 輕犯, 害物等。 

                                                   
24 丹羽貞次郎，室野義忠編『戸外遊戯法』（精華堂 一八八七）第十一頁。 
25 前野関一郎『新撰遊戯全書』（熊谷久栄堂 一八九五）第七十五頁。 
26 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示し、記述の便宜上、番号を付けておく。 
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  ❼Nuisance 障害、有害物、厭惡事 
（顏惠慶『英華大辞典』 一九〇八） 

 
来華宣教師たちの英華字典類を見ると、➊のように Medhurstの（『英華字典』 

一八四七～一八四八）にだけ「障礙」が見える。しかも、一度きりである。来
華宣教師たちの英華字典が当時の中国語を克明に反映していたことを考えると、
当時「障礙」はあまり使われていなかったと考えられる。 
一方、顏惠慶の『英華大辞典』（一九〇八）に至ると、事情が一変して「障碍」

が計二十三回出てくる。例えば、❷の「脱去苦難障礙(廢)」（苦難障礙を取り除
く）は明らかに仏教上のことを指し、そして（廃）というマークが付いている。
❸の「障礙物」は古代中国語になかったもので、❹の「障礙」に（電）のマー
クが付き、電気の故障を意味し、➎の「除障礙物者」に(Law)のマークが付き、

法律用語と想定できる。 
さて、『英華大辞典』（一九〇八）に一気に大量に登場していた「障礙」はど

こから来たものか、これらはとても顏惠慶たちの造語とは考えられず、最大の
可能性は日本語からの借用である。既に述べたように、『英華大辭典』（一九〇
八）の訳語が、日本の英和辞書から取られたことは「例言八則」において明記
されている。そして、❻と❼の「障害」によって、日本語由来の漢語を取り入
れたことが裏付けられる。「障害」はそもそも『英和対訳袖珍辞書初版』（堀達
之助 一八六二）を初出とする和製漢語である。 
 

  ❽Articulation (新)搆音障礙 
  ❾Bar 3. Obstacle (新)障礙物 
  ❿Disorder Disorder of hand-writing (新)書字障礙 

        Disorder of articulation  (新)搆音障礙 
  ⓫Drag  6. retarding moment generally 障礙物 
  ⓬Perverse  9. Sexually perverse 性慾障礙 

（赫美玲『官話』 一九一六） 
 
顏惠慶の『英華大辭典』（一九〇八）に「障礙」が多く見られるが、医学用語

としての「障礙」は見つからなかった。赫美玲の『官話』（一九一六）となると、
「搆音障礙」、「書字障礙」、「性慾障礙」などのように、医学用語としての「障
礙」が確認できる。そして、（新）のマークが付いた「障礙」が多いことに注目
される（「《官話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中心」（沈国威 二〇〇
八）参照）。 
 

７ 古典日本語における「障碍」 

前述のように、「障碍」は仏教語であり、日本へは仏教の伝来とともに伝わっ
てきた。古代中国語において「障碍」が仏教用語から一般語に転用されたが、
古典日本語においてはどうか、Japan Knowledge Lib の『新編日本古典文学全集
（小学館）』データベース、東京大学史料編纂所の諸データベース、そして「彫
龍中国古籍庫」の日本関連部分などの資料を調査した。 
 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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７．１ 仏教語としての「障碍」 
用例（17）、（18）、（19）が示すように、古典日本語においてまず仏教語とし

ての「障碍」が用いられており、おそらく「しょうげ」と読まれていたと見ら
れる。 
 
（17）母儀の一期を待つて、その後、障碍なく仏道に入らば、次の人の心 
に随ひたりとも、我が命終の時、悪業に引かれ、悪道に趣かん時、いか 
で救ふべき。 

         （孤雲懐奘『正法眼蔵随聞記』 一二三五～一二三八頃） 
〈現代語訳〉母上の生涯の終るのを待って、その後で、何の妨げもなく仏 
道に入るなら、その経過は、かねての思いのままであって、まことに立派 
なことである。 

（18）一、念仏は、無碍の一道なり。その謂はれ如何とならば、信心の行 
者には、天神・地祇も敬服し魔界・外道も障碍することなし。   

 （唯円『歎異抄』 一二八八頃） 
〈現代語訳〉一、念仏を申すことは、何物も妨げることのない、ただ一つ 
の大道である。その理由はどういうことかというならば、本願を固く信じ 
て念仏を行う人には、仏法を守る天の神も地の祇も敬ってひれ伏し、仏法 
を害する悪魔も邪教の徒も妨げをすることがない。 
（19）滝口入道、同宿の僧にあうて申しけるは、「是もよにしづかにて念仏 
の障碍は候はねども、あかで別れし女に此住ひを見えて候へば、たとひ 
一度は心強くとも、又もしたふ事あらば、心もはたらき候ひねべし。 

             （信濃前司行長『平家物語』 十三世紀前半頃） 
〈現代語訳〉滝口入道は、同宿の僧に会って申すには、「ここも全く静かで 

念仏の邪魔はありませんが、いやでもないのに別れた女に、この住居を見 
られましたので、たとえ一度は気強く退けても、またも慕って来ることが 
あるなら、心も動いてしまいましょう。 

 
７．２ 一般語に転用された「障碍」 
７．２．１ 「怨霊などが邪魔をする」を意味する「障碍」 
仏教語の「障碍」は〈仏の悟りをうるための仏道修行の邪魔をするさわり〉

という意味であるが、下記用例（20）、（21）、（22）、（23）における「障碍」は
それぞれ「天魔」、「天狗」、「狐」、「鬼」などと言った悪霊、怨霊などが邪魔を
することを意味し、「祟る」ということに当たる。 
 

（20）又勧進僧〈と〉河原物〈と〉喧嘩出来、僧一両人被突殺了、施餓鬼 
供具等散々取失、河原物取之、余過分之間天魔為障碍、大風大雨散々無 

正体罷成云々、勧進施物如山出来被入五山、於寺々可行施餓鬼之由自公 
方被仰云々、併天狗障碍不思儀〔議〕事也。  

             （後崇光院『看聞日記』 一四一六～一四四八） 
（21）未申の方より、ひやくりやくの火炎を放ちて、内裏を一時の煙とな 
して帰るべし。いつまでさきのみたばふべき。わが身の障碍にてもあら 
ばこそと、まことに、姫君、怨めしげにのたまひけり。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A4%E9%9B%B2%E6%87%90%E5%A5%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%AF%E5%86%86
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E5%B4%87%E5%85%89%E9%99%A2-64883#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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     （『室町物語草子集』橋立の本地 南北朝時代前期～江戸時代初期） 
〈現代語訳〉南西の方から、赤と白との炎を放って、宮中を一時の煙とし 
て帰るがよい。いつまでそのようにかばっているのですか。自身のさまた 
げとなるはずもないでしょうに」と、まったく、姫君は、恨めしそうにお 
っしゃった。 
（22）「さてはこの程申せし事、この狐の障碍ならん」と沙汰して、心のご 
とく世上静まりて後。                  

（井原西鶴『新可笑記』 一六八八年） 
〈現代語訳〉さては近ごろ噂にのぼった一件は、この狐の仕業であろうと 
評判になって、思った通りに世間の噂はおさまった。 
（23）難波次郎気嵩者・いやさ変化化物は臆病な気を見すかして業をなす。 
難波かくて候はば、天狗にもせよ、鬼でもあれ、障碍思ひもよらぬ事。 

               （近松門左衛門『平家女護島』 一七一九） 
〈現代語訳〉難波次郎は気の勝った者で、「いやいや妖怪や化物は臆病な気 
持を見抜いて災厄をなすもの。難波がこうしておりますれば、天狗であっ 
ても、鬼であっても、変事は思いも寄らぬこと。 

 
７．２．２ その他の「障碍」 
 古典日本語における〈悪霊、怨霊などが邪魔をする〉を意味する「障碍」は
日本語独自の変化である。これは仏教語の一般語化と見なすべきであるが、仏
教から神霊の世界に横滑りしたようなものである。しかし、中世になると、以
下のように、ある現象が邪魔をするという意味で用いられるようになる。 
 

（24）就中来月三日可有御進発富士候、数日之儀、彼是無風雨障碍之様、 

別可令抽懇祈之由。                      
（『九条家歴世記録』 一四三二） 

（25）此間殊晴天之処、甚雨障碍之至歟、但自昼雨脚止、晩頭日影朗。 
             （後崇光院『看聞日記』 一四一六～一四四八） 

（26）明和庚寅夏六月、大夫承君命如于京行經吉原驛爾日也。青天空濶無 
一障礙、仰望富嶽秀色、突出如摘如掬。         

 （千葉玄之『芸閣先生文集』 一七七七） 
 
 用例（24）の「無風雨障碍之様」は〈天気に恵まれ、悪天候に邪魔されるこ
とがない〉こと、用例（25）の「甚雨障碍之至歟」は〈雨が甚だしく降り出す〉
ことを表す。用例（26）の「青天空濶無一障礙、仰望富嶽秀色、突出如摘如掬」
は〈青空が澄み渡り目障りの雲がなく、富士山が一層綺麗に見える〉を意味す
る。このように、用例（24）～（26）の「障礙」は〈悪霊、怨霊などが祟りを

する〉という意味ではなく、今日の〈邪魔、さわり〉を意味している。 
 しかし、古典日本語における「障碍」を全体的に見ると、このような三例は、
比喩的に用いられた特殊な用例と見なしたほうがよかろう。 

 
８ 幕末・明治期における「障碍」 
 激動の時代である幕末・明治期となると、「障碍」に変化が見られ、仏教と神

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E5%B4%87%E5%85%89%E9%99%A2-64883#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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霊の世界から脱出して一般語として頻繁に使われるようになる。 
 
  （27）戦隊ノ大隊障碍物ヲ通行スルノ法。 

縦隊其正面ヲ減増シテ障碍物ヲ通行スルノ法。 
散開列ノ兵士ハ進軍并退軍ノ時ニ當テ障碍物ヲ通リ過ル業ヲ屢々熟スヘ 
シ。 

           （粟津銈次郎訳『英国尾栓銃練兵新式』 一八六九） 
 
 現在のところ、確認できた最も早い「障碍」の実例は、粟津銈次郎訳の（『英
国尾栓銃練兵新式』 一八六九）である。ここには「障碍物」が頻繁に使われ
ていて、語として熟している。この「障碍物」は〈軍隊の進行の妨げとなるも
の〉を指し、英語の原語は不明である。 

 
  （28）➃貧困労苦ハ踰越スベカラザル障礙ニアラザル事。 

(中村正直『西国立志編』 一八七〇年） 
  
『西国立志編』（中村正直 一八七〇年）第二編の目次に「➃貧困労苦ハ踰越

スベカラザル障礙ニアラザル事」とあるが、本文では、「➃英国ノ富強ハ至貧至
賤ノ人ノ力ニ頼ル」となっている。そして、本文には下記の用例（29）のよう
に、「妨礙」を確認できたが、「障礙」は見つからなかった。中村正直がどのよ
うな経緯で「障礙」を使ったかは不明であるが、この「障礙」は明らかに〈さ
わり、邪魔物〉と解釈される。『西国立志編』は当時広く読まれていたことを考
えてると、この「障礙」の例は大きな意義を持っている。 
   

  （29）或ハ極貧ニ迫リ。或ハ極苦ヲ受ト雖ドモ。人ノ進路ハ。コレ等ノ為 
ニ妨礙セラレヌコトナリ。 

(中村正直『西国立志編』 一八七〇年） 
（30）夫レ人ノ性靈本自由ナリ君子靜居天ヲ敬シ善ヲ思フ大惡魔王ト雖絶 
テ其自由ヲ障碍スルヿ能ハズ唯其言行ニ發スルニ方リテハ或ハ威權ヲ弄 
シテ之ヲ禁シ或ハ法例ヲ設ケテ之ヲ制ス。 

（津田真道「出板自由ならんことを望む論」 一八七四） 
（31）須ラク厚ク意ヲ此ニ注キソノ障碍ヲ除クノ手段ヲ立テ愈會樂ヲ増シ 
社益ヲ進ムルヿヲ謀ルヘシ。 

（森有礼「明六社第一年回役員改選に付演説」 一八七五） 
（32）政府ノ措置徒ニ世ノ動靜ニ從ヒ。或ハ信ヲ人民ニ失スルニ至ラハ。 
恐クハ他日ノ施爲上ニ障礙ヲ生スルモノアラン。      

 （木戸孝允「意見書」 一八七六年） 

  
９ 英和・蘭和辞書に見られる「障碍」 
 上記のように、近代日本語において一八七〇年代から一般語としての「障碍」
（あるいは障礙）が見え始め、〈さわり、邪魔物〉という意味を表した。そして、
最も早い用例が外国書籍の翻訳書によるものであることに鑑みて、まずは一八
七〇年以前の英和辞書を調べてみた。 



230 

 

 
➊Hindrance,n. jama；kodawari；shoge；kosho；sawari; sashitszkai. 
❷sho-ge，シヤウゲ，障礙，（jama），n.Hindrance,obstruction,impediment 
syn.SAWARI,SAMATAGE 

（ヘボン『和英語林集成初版』 一八六七） 
 ❸Hindrance,s. 妨ゲ．障碍 

（堀達之助『改正増補英和対訳袖珍辞書』 一八六六） 
  ❹Hindrance,s. 妨ゲ．障碍 

（堀達之助『英和対訳袖珍辞書初版』 一八六二） 
 
❹の「Hindrance,s. 妨ゲ．障碍」が示すように、堀達之助の『英和対訳袖

珍辞書初版』（一八六二）に「障碍」が既に訳語として登場している。そして、

堀達之助の『英和対訳袖珍辞書』シリーズを専門的に研究する立教大学の肖江
楽氏の教示によると、『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）において、「Hindrance」
だけではなく、「bar」、「cumbrously」、「discommodious」、「interference」、
「restraint」、「rub」、「stop」、「unharboured」などの訳語にも「障碍」が当て
られていた。 
そして、こういった訳語関係は大体そのまま『改正増補英和対訳袖珍辞書』（一

八六六）に受け継がれた。『英和対訳袖珍辞書』初版（一八六二）と改正増補版
（一八六六）が提供するバリエーション豊かな訳語が一八七〇年代の訳書に反
映されたと考えられる。 
さて、『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）の中の「障碍」は何に由来する

か、ここでは「Hindrance＝障碍」を手がかりに追ってみることにする。 
 

堀達之助は、1859 年 12月、幕府から英和辞典編纂の命をうけ、H・ピカル 
ト（H.Picard）原著の英蘭・蘭英辞典「A New Pocket Dictionary of the 
 English-Dutch and Dutch-English Languages / 2nd Edition, Revised and  
Enlarged by A.B.Maatjes / 1857」のオランダ語の部分を日本語に翻訳して
英和辞典に仕立て、1862 年 8 月に至って脱稿し、神田一橋門外の洋書調所
に於いてスタンホープ手引活版印刷器で 200 部だけ印刷し、12 月に出版し
た。日本で最初に世に出た英和辞典「英和対訳袖珍辞書」である。27 

 
 上記の研究を受けて、筆者は『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）に見られ
る「障碍」の対訳語「Hindrance」を静岡県立中央図書館デジタルライブラリー
で一般公開された H. Picard『A new pocket dictionary of the English and Dutch 
languages』（一八五七）で調べたところ、「Hindrance,s. hindernis,f.」を確
認できた。すなわち、英語「Hindrance」のオランダ語訳は「hindernis」であ

ることが分かった。 
 そして、この「hindernis」を手掛かりに早稲田大学古典籍総合データベース
で一般公開された桂川甫周 の『和蘭字彙』（一八五五～一八五八）を調べ、下
記のことを確認した。 
 

                                                   
27 岩堀行宏 『英和・和英辞典の誕生―日欧言語文化交流史』（図書出版社 一九九五）第一四三頁。 
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  ➎Hinder,l.m. fehade,nadeel. 障礙（サワリ） 
  ❻Hinderlijk，bijr,w,fehadelijk,nadeelig.  障礙（サワリ）ニナル 

❼Met ieme hielp ben ik alle de hin det paalen te boren gekomen 汝 
ガ助ケテ諸ノ障礙ヲ遁レテ居ル 

（桂川甫周 の『和蘭字彙』 一八五五～一八五八） 
 
この『和蘭字彙』（一八五五）は『ドゥーフ・ハルマ』（通称 『長崎ハルマ』）

の校訂版である。『長崎ハルマ』は長崎のオランダ商館長ヘンデレキ・ドーフ
（Hendrik Doeff，一七七七～一八三五）が通詞中山得十郎、吉雄権之助らの助
力を得て文化十三年（一八一六）に完成し、幕府に献上した蘭和辞書である。
そのため、筆者は『長崎ハルマ』（一八一六）を調査し、下記のことを確認した。 
 

❽Hinder,l.m. fehade,nadeel. 障碍（サワリ） 
 ❾Hinderlijk，bijr,w,fehadelijk,nadeelig.  障（サワリ）になる 
 ❿Met ieme hielp ben ik alle de hin det paalen te boren gekomen 汝 
  が助けて諸の障を遁れて居る 

（ドゥーフ『長崎ハルマ』 一八一六） 
  
 さらに『長崎ハルマ』よりも古い『訳鍵』（一八一〇）と『江戸ハルマ』（一
七九六）では次のようであった。 
 

⓫hinder. 損害。障碍。 
⓬hindernis 障碍。 

（藤林淳道『訳鍵』 一八一〇） 

  ⓭hinderen.w.w. 障礙スル 
⓮hindernis.z.v. 障礙    

（稲村三伯『江戸ハルマ』 一七九六） 
 
１０ 学術用語としての「障碍」 
幕末・明治時代において西洋由来の近代知識を吸収するために、日本人の先

哲たちは「障碍」を軍事、スポーツ、医学、法律などの分野に応用していた。
例えば用例（27）のように、「障碍物」という造語は軍事関係の書物に頻繁に使
われている。ここでは、スポーツ、医学、法律などの分野に使われていた「障
碍」に焦点を当ててみる。 
   
  （33）第十一 障碍物競走（さまたげものかけぬけ） 

此競走ニ使用スル障碍物ハ生徒ノ年齢ニヨリテ各異ナルガ故ニ教員ハ宜 

シク適切ナル方法ヲ実地ニ施用スルヿ肝要ナリ。…省略…、種々ノ障碍 
物ヲ製シ凡テ此等ノ障碍ニ躊躇スルナク常ニ疾走シテ。 

（広瀬辰一郎『小学戸外遊戯法』 一八八六） 
  （34）第三十五 障碍競走 

障碍競走ハ走路ニ種々ノ障碍物ヲ置キ或ハ之ヲ飛ビ越ヘ或ハ之ヲ潜リ抜 
テ早ク一定ノ点ニ達シタル者ヲ以テ勝トス。…省略…、障碍物ニハ種々 
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アリテ殆ント際限ナシ又地形ニ由リテ適宜ニ他ノ障碍物ヲ案出スベシ。 
（前野関一郎『新撰遊戯全書』 一八九五） 

  （35）第三章 補給機障碍 
抑補給機全ク歇絶シテ活機及ヒ官能ノ諸現象悉ク止ミ以テ局処或ハ全身 
ノ死壊ヲ致ス所以ノ者ハ前章己ニ之ヲ論載セリ今茲ニ論スル所ノ補給機 
障碍ハ頗ル甚シキニ至ル。 

（島村利助等『病理新説』 一八七六） 
  （36）第六十章 安眠の障碍（さはり） 

時として睡眠を驚かすとの由来は運動の不足又は密に鎖して暖てる室中 
に剰り絶ず籠居るにあり或は夜間遅くまで感激を起せる小説本を読むと 
も又睡眠を害せり。 

（那普平斯著『婦女性理一代鑑』 一八七九） 

  （37）第二章 〔障碍〕 
障碍ハ仏語「ヌイール」ニ出ツ即チ苦シメ悩マスノ意ナリ。…省略…、 
鉗池ノ近隣ニテ発銃シ以テ鉗禽ヲ飛去セシムル事又ハ水車ニ要スル水ヲ 
中途ニ堰キ或ハ地方ニ引ク事以上ハ皆是レ所謂障碍ノ犯ナリ。 

（目賀田種太郎訳『私訴犯法』 一八八三） 
  （38）第十章 婚姻障礙ノ事ヲ論ズ（アンペーシュマン、ヲー、マリアー 

ジユ） 
凡ソ婚姻ノ障礙ヲ分テ二ツトス一ヲ解婚障礙（アンペーシュマンヂリマ 
ン）ト云フ一ヲ禁止障礙（アンペーシュペンプロ井ビチ）ト云フ 

（ベリーム著『仏国法理論』 一八八四） 
 
１１ その他の「障碍」 

 軍事、スポーツ、医学、法律などの分野において「障碍」が学術用語の役割
を担い、これらの学術用語は確実に二十世紀初頭の中国語にも反映されている。
一方、２．２で言及した中国語においてかつて存在していた「障碍」の動詞的
用法と〈機械などの故障〉を意味する「障碍」について、これも日本語の影響
があるのではないかと見られる。 
 
  （39）是れ英國現在の地位を危くするのみならず、又實に其の進路を障碍 

するものなればなり。 
（大石正巳「日英同盟論」 一八九五） 

（40）往々其組合に圓滑を欠き從つて業務を障碍すること少からず。 
（作者不明「馬匹調査会議決」 一八九五） 

（41）ポーブヱドノスセ゜ッフを首領とせる正教派及保守主義の政治家は、 
第二の帝室に味方して至る所巧に皇帝の事業を障碍したりしかば、さす 

が皇帝が待久の御計畫も、更に少も其歩武を進むる能はざるなり。 
（日下逸人「露國の宮廷」 一九〇一） 

（42）海底電線障碍 本月十八日午前九時五十分肥前國長崎ヨリ壹岐、對 
島ヲ經て釜山ニ通スル電線肥前國呼子壹岐國郷ノ浦間ニ於テ俄ニ海底線 
ニ障碍ヲ生シ不通ト爲レリ。 

                （遞信省官報 一八九五年二月二十一日） 
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  （43）第二十五章 回線の障碍 
夫れ電信線路の建築完全にして通信機の取扱其宜きを得るときは其回線 
に起る所の障碍至て稀れなりと雖も、…省略…、電信回線に起る所の障 
碍を大別して。 

（神田選吉『初等電信学』 一九〇七） 
  
用例（39）、（40）、（41）の「障碍」はサ変動詞であり、これは日本語の特性

によるものである。（42）と（43）の「障碍」は現代日本語の「故障」に当たり、
当時は必ずしも両者に厳然たると区別があったわけではなかった。そして、下
記の用例（45）、（46）のように、当時中国の申報においても同様の用例が見ら
れた。 
   

  （45）東京電陸軍飛行隊岩友中尉在所澤飛行之際因機械障礙從高墜落身死。 
                   （申報 一九一五年九月二十六日） 

〈日本語訳文〉東京より電報があり、陸軍飛行隊岩友中尉が所沢を飛行し 
た際、機械故障で墜落して他界した。 
（46）本邑電燈公司因電氣時被偷漏致電燈常生障碍爰向有燈各戸加裝限制 
大表。 

（申報 一九一七年十月二十七日） 
〈日本語訳文〉電気を盗むことでよく電燈に故障が生じるため、弊社は電 
気を使っているお宅に制限用のメーターを取りつけることと決めた。 

 
１２ まとめ 
 「障礙」はもともと仏教の中国伝来に伴って造語された漢語であり、本来の

意味は〈仏の悟りをうるための仏道修行の邪魔をするさわり〉である。「障礙」
が造出された理由は古代中国語において「障」も「礙」も〈さわり、邪魔物〉
という意味を有していたためである。中国では北宋の時代から一般語としての
「障碍」が見え始め、〈さわり、邪魔物〉という意味を表した。ただし、漢字表
記に関しては、「礙」の俗字に「碍」があり、古代中国語において「障礙」と「障
碍」が併用されていた。そして 日清戦争以降、日本を学ぶ機運の中で、日本
で成立した学術用語「障碍」が中国に紹介され、また、中華人民共和国の漢字
政策によって本字の「障礙」が除かれて、現代語における「障碍」の使用とな
っている。 
 一方、仏教とともに日本に伝わった「障礙」は中国と同様に「障礙」と「障
碍」の併用が見られた。そして、古典日本語において〈悪霊、怨霊などが祟り
を成す〉という転義が発生し、これは仏教から神霊の世界への横滑りと見てよ
い。『江戸ハルマ』（一七九六）、『訳鍵』（一八一〇）、『長崎ハルマ』（一八一六）、

『和蘭字彙』（一八五五～一八五八）に「障礙」と「障碍」が見えるように、蘭
学時代から「障礙」と「障碍」が既に訳語として採用されていた。和蘭辞書に
登場していた「障礙」と「障碍」は恐らく仏教語のまま「しょうげ」と読まれ
ていたはずであるが、多くの場合「サワリ」のルビが付されている。これは仏
教語から一般語への過渡期の様相を示すものである。 
 幕末・明治時代になると、日常生活の文脈において「障碍」が〈さわり、邪
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魔物〉という意味で一般語として使用され始めた。そして、軍事、スポーツ、
医学、法律、電気などの分野で「障碍」はまた学術用語の役割を担うようにな
る。学術用語への使用に関して、豊富な対訳関係を提供した堀達之助の『英和
対訳袖珍辞書』（一八六二）の貢献が大きいと思われる。しかし、現代語におい
ては、漢字政策によって「障礙」と「障碍」が消え、和製漢語の「障害」に統
一されている。 
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第二節 漢語「障害」についての考察 
                          
１ はじめに 
前節で、現代日本語においては当用漢字表、そして常用漢字表によって「障

害」の漢字表記に統一されていることを述べたが、同時に古くは「障礙」「障碍」
であったことも明らかにした。しかし、「障害」との関係も解明しておく必要が
ある。そこで、本節では「障害」について考察を加えることにする。 
 

２ 辞書記述 
「障害」について、まず日中両国の代表的な辞書における「障害」の記述を

確認することにする。 
 

２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「障害」の意味を次の

ように示している。記述は長いが、後の便宜のためすべて引用しておく。 
 

（１）（─する）さまたげをすること。じゃまをすること。また、そのさま 
たげとなるもの。さわり。しょうげ。 

＊史記抄〔一四七七〕一八・日者列伝「此に何と云障閡があって思ふ事が 
よからうとすればわるくはなりなりすると云て人の心を傷しむるぞ」 

＊蛻巖先生答問書〔一七五一〜六四か〕中「但し己心唯心の宗旨御不案内 
故、障碍なきやいなや、其程無覚束思召候」 

＊会社弁〈福地桜痴〉叙〔一八七一〕〈渋沢栄一〉「或は公権を紊り或は法 
制を り、互に相障礙して終に共に樹立する能はず」 

＊布令字弁〔一八六八〜七二〕〈知足蹄原子〉三「障害 セウガイ ササワリ 
ソコナフ」 

＊吾輩は猫である〔一九〇五〜〇六〕〈夏目漱石〉二「毫も内臓の諸機関に 
障害を生ぜず」 

＊金貨〔一九〇九〕〈森鴎外〉「此別当が自分と軍人との間に成り立ってゐ 
る或る関係に障碍を加へるものであるやうに感じた」 

＊白居易‐春日題乾元寺上方最高峰亭詩「但覚虚空無障礙、不知高下幾由 
旬」 

（２）精神や身体の器官がなんらかの原因でその機能を果たさないこと。 
また、その状態。 

＊或る「小倉日記」伝〔一九五二〕〈松本清張〉二「神経系の障害であるこ 
とは分ったが、病名は不明だった」 

（３）「しょうがいきょうそう（障害競走）」「しょうがいぶつきょうそう（障 

害物競走）」の略。 
 

「障害」、「障碍」、「障礙」の三語が一つの項目に扱われているが、既に「障
碍」と「障礙」については述べたため、ここでは「障害」だけを考察対象とす

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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る。 
 
２．２ 『布令字弁』における「障害」 
『日本国語大辞典第二版』によると、「障害」の最も古い用例は『布令字弁』

（知足蹄原子 一八六八〜七二）である。『明治期漢語辞書大系第一巻』（松井
栄一他 一九九五）によると、『布令字弁』は計七篇2からなる。そこで、『布令
字弁 三篇』（一八七一）によって「障害」を確認した。 

 
障害（セウガイ）ササワリソコナフ3 

（知足蹄原子『布令字弁 三篇』 明治四辛未年二月上梓） 
 
 『布令字弁 三篇』の凡例には、「一此集ハ専ラ公令御触面ノ中ヨリ童蒙ノ輩

ニ字義解シ難キ文字而己抄出シテ聊其下ニ和解ヲ注シテ」とあり、『布令字弁』
シリーズはら当時の「公令御触面」から難解な漢語を収集して、和語によるや
さしい注解を添えたものである。「障害」は当然知足蹄原子による造語ではない
から、当時の「公令御触面」に「障害」の実用例があったと考えられる。しか
し、具体的にどのように使われていたのかは今のところ不明である。 
 そして、国立国会図書館デジタルコレクションで一般公開された『萩田長三
輯増補布令字弁』（一八七四）の「布令字弁遺漏」の「シ之部」にも「障害」が
掲げられている。その書の「叙」には『布令字弁』と『増補布令字弁』の編集
理由が書き記されており、公文書と新聞がいずれも漢語を大量に使っているが、
その意味が知りたくても従来の節用集では役に立たないので、新たな漢語手引
きの編集が必要であるという時代の要請だったことが知られる。 
 

叙 今也文運隆盛上自廟堂之布令下至新聞之報告無以漢語不記者是世態自 
然之勢、…省略…、嗚呼在往時不可闕之節用集至於今日如夏日之裘冬日之 
葛不可復用焉於是乎書肆既有布令字弁之刻盛行於世然猶不免遺漏謬誤矣今 
茲萩田君篠夫補其漏訂其誤名曰増補布令字弁。 
 
障害〔シヤウカイ〕ササハリゴト 

（萩田長三輯増補布令字弁 明治六年一月官許同七年三月刻成） 
 
２．３ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。『日
本国語大辞典』に合わせて整えて、その用例に成立年代を付し、対照できるよ
うにした。 
 

  ＊辛亥革命前十年間時論選集・国学講習会序〔一九〇六〕〈章太炎〉「道敝 
文喪，由来己久，而今世尤為岌岌。何也？前日正学之所以不能光大者， 
以科挙為之障害也」 

                                                   
2 初篇（一八六八年十一月）、二篇（一八七〇年二月）、三篇（一八七一年二月）、四篇（一八七一年六月）、

五篇（一八七一年八月）、六篇（一八七二年二月）そして七篇（一八七二年八月）である。 
3 松井栄一他『明治期漢語辞書大系第一巻』（大空社 一九九五）第一九八頁。 
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＊且介亭雑文二集・従「別字」説開去〔一九三五〕〈魯迅〉「改白話以至提 
倡手頭字，其実也不過一点樟脳針，不能起死回生的，但這就又受着纏不 
清的障害，至今没有完」 

＊文心・二十一〔一九三四〕〈夏丏尊・葉聖陶〉「単字的辞与其他単字的辞 
相結合成為双字的辞或句，是没有障害的」4 

 
 これには「障害」が出ているが、現代中国語において「障害」は使われてい
ない。例えば、「語料庫在線5」の現代漢語語料庫検索（現代中国語データベース）
で「障害」を検索すると、一件も用例が見つからなかった。そして、人民日報
図文数据庫（1946～2017）6で検索しても、用例は僅か三件しかなく、しかもい
ずれも一九五〇年代前後のものであった。これによって、「障害」は一旦中国語
でも用いられていたが、すぐに廃れてしまったということである。 

 『漢語大詞典』（一九八六）に挙げられた三例をよく見ると、著者の章太炎（一
八六九～一九三六）、魯迅（一八八一～一九三六）、夏丏尊（一八八六～一九四
六）の三人とも日本留学経験を持っていることが分かる。 
「國學講習會序」（一九〇六）の著者、章太炎は中国の革命家で、清朝考証学

にすぐれ、「国学大師」と称された。章太炎が一九〇六年六月二十九日に日本へ
渡り、同盟会に入った。一九〇六年九月に日本に着いた二カ月、東京で國學講
習會を発足させた。「國學講習會序」（一九〇六）自体は章太炎が日本で書いた
ものであるため、日本語の影響を受けていても不思議ではない。 
 魯迅は中華民国の著名な小説家、翻訳家、思想家である。一九〇二年に国費
留学生として日本に留学し、東京弘文学院に入学した。一九〇四年に仙台医学
専門学校に最初の中国人留学生として入学、そして一九〇九年に帰国した。日
本留学の経歴があるため、魯迅の文章に日本語が散見されることはかねてから

指摘されている。7 
 夏丏尊は浙江省紹興市上虞の生まれで、中国の出版者、翻訳家である。夏丏
尊が一九〇五年に親戚に借金をして来日し、東京弘文学院で日本語を勉強して
東京高等工業学校に受かったが、国費の申請に失敗してやむを得ず一九〇七年
に帰国した。 
  
３ 先行研究 
 上記のように、日本語における「障害」は現段階では『布令字弁三篇』（一八
七一）が一番早く、幕末・明治期に造語された可能性が高い。前節で述べたよ
うに、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）には、『弄玉集』（一
八七九）に「障害」の早い時期の使用がある。ちなみに、同書には「字音語語
基の「障害」は、彼我共に典拠をもつ語である」というように、その由来に言
及して、「障礙」と「障閡」を「障害」の源としている。 

                                                   
4 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第十一巻第一一〇〇頁。中国語の資料を引用す

る時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、現代日本語に使わない漢字は旧体字で示す方針である。

以下同様。 
5 http://www.aihanyu.org/cncorpus/index.aspx 
6 http://58.68.146.102/rmrb/20161130/1 
7 武殿勲他「談魯迅作品中的日語詞」（『山東師範大学学報』 一九八一）徐桂梅「魯迅小説語言中的“日

語元素”解析」（『魯迅研究月刊』 二〇一二）など。 
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３．１ 文化審議会国語分科会（第４４回）議事録における「障害」 
平成二十一年（二〇〇九）十一月十日に文化審議会国語分科会が「改定常用

漢字表」に関する試案を発表した。この試案は常用漢字一九四五字に対し、五
字を削除して一九六字を追加するものであるが、この試案に「碍」も「礙」も
収録されていなかった。この試案に対する意見募集が行われた時、常用漢字に
「碍」を追加してほしいという意見が八十六通も集まったということである。8

「碍」を常用漢字に入れるかどうかに関して、「文化審議会国語分科会（第４４
回）議事録」9に「障害」の由来についてこう書き記されている。 

 
ウ冠の「障害」は，本当に昭和 21 年まではなかったのかということです。 
この別紙１は，我々が調べてさかのぼれた一番古い用例ですが，文久２ 

（1862）年のものです。江戸時代の末期です。『英和對譯袖珍辭書』の中に 
四角で囲みましたように，「Annoy,Annoyance」という語の訳語として「障 
害」が挙がっております。10 

 
これを受けて、堀達之助の『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）と『改正増

補英和対訳袖珍辞書』（一八六六）を調べたところ、下記の内容を確認できた。
また、『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）と『改正増補英和対訳袖珍辞書』（一
八六六）に「障害」がそれぞれ一回しか出ていなかった。 
 

Annoy, Annoyance, s 退屈ナル物．煩労．障害．妨ケ．損害 
Annoying, adj. 退屈ナル．苦シメル．害ヲナス  

（堀達之助『英和対訳袖珍辞書初版』 一八六二） 

 
Annoy, Annoyance, s 退屈ナル物．煩労．障害．妨ケ．損害 
Annoying, adj. 退屈ナル．苦シメル．害ヲナス  

（堀達之助『改正増補英和対訳袖珍辞書』 一八六六） 
 
 これによって、現時点では『英和対訳袖珍辞書初版』（堀達之助 一八六二）
における「障害」が最も早いことが分かる。「障害」が堀達之助たちによる造語
か否かをめぐって、次のような四つの観点から究明していきたい。 
 
  （１）古典日本語における「障害」の有無 
  （２）古代中国語における「障害」の有無 
  （３）中国の英華字典における「障害」の有無（一八六二年以前） 
  （４）和蘭辞書における「障害」の有無（一八六二年以前） 

 
４ 「障害」の由来について 

                                                   
8 上記の内容はサイト「http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp/2010/12/02/gai/」に掲載された「第

77回 「碍」と「礙」」という文章を参考にしたものである。 
9 ネット上で一般公開されたものを利用した。 
10 「文化審議会国語分科会（第４４回）議事録」第八頁。 
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４．１ 古典日本語と古代中国語における「障害」 
まず、古典日本語における「障害」について、ジャパンナレッジの日本古典

文学全集、東京大学史料編纂所の諸データベース、及び彫龍中国古籍庫の日本
古典書籍などを調査したが、「障害」という表記は見つからなかった。 
次に、古代中国語における「障害」の有無に関して、「彫龍中国古籍庫」、北

京大学中国語言研究中心（Center for Chinese Linguistics PKU）の古代中国
語データベース、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データ
ベースを調べところ、下記の二例が確認できた。 
 
（１）逍遥欣喜下蓮台，云歩香飄上石崖。只為聖僧遭障害，要降妖怪救回 
来。11 

                   （呉承恩『西遊記』 一五五〇頃） 

  〈日本語訳文〉〈（菩薩）が微笑んで蓮台を降りて、雲を踏んで石崖の上に 
飛びあがった。聖僧が障害に遭っているため、必ず妖怪を退治して聖僧を 
救ってくる。 
（２）即令分娩無艱，臨盆有慶，日時俱吉，母子兩全。若有妖魔故行障害 
者，就便究洽，不得留難。12                     

（『道法会元』 元末明初頃） 
 
 用例（１）の『西遊記』（呉承恩 一五五〇頃）は中国の四大小説の一つで、
日本でも広く読まれている。「障害」が『西遊記』（一五五〇）を通じて日本語
に入ってきた可能性があるため、早稲田大学古典籍総合データベースで一般公
開された『絵本西遊記』13を調べてみた。しかし、該当する部分の『絵本西遊記
二編巻之五』の「大聖慇懃拜南海、觀音慈善縛紅孩」は中国の原本を抄訳した

ため、用例（１）の内容は見つからなかった。 
 用例（２）は中国の土着宗教である道教の資料『道法会元』（元末明初頃）に
ある用例である。難産に苛まれたとある婦人の身の安全を祈るために書かれた
祈願文で、その大意は〈婦人が無事に分娩し、母子共に安全である。もし妖怪
が障害を行うなら、それを追い払う〉である。 
 用例（１）と（２）の「障害」は、推測するに、仏教語の「障蓋」に由来す
るものではなかろうか。中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）における
「障蓋」の記述は以下の通りである。 
  
  【障蓋】佛教語。煩悩。 

《敦煌歌辞総編・雑曲・十二時》：弥陀佛，功力大，能為労生除障蓋。14 
  〈日本語訳文〉【障蓋】仏教語。煩悩。 

《敦煌歌辞総編・雑曲・十二時》：阿弥陀仏は功力が大きい、衆生の障蓋を 

取り除く。 
 
                                                   
11 出所は『西遊記』第四十二回「大聖慇懃拜南海、觀音慈善縛紅孩」である。 
12 出所は『道法会元』巻四十三の「符牒二雷君」である。 
13 「絵本西遊記初扁一』の前書きに当たる部分に「文化丙寅仲春望江戸曲亭主人書 印鑑（馬琴）」があ

り、文化丙寅は一八〇六年のことである。 
14 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第十一巻第一一〇一頁。 

https://search.yahoo.co.jp/search?aq=-1&ai=8INSwFYaSEGzsEKlm0pmkA&ts=3256&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&rkf=1&p=%E5%91%89%E6%89%BF%E6%81%A9
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 さらに「蓋」について、同書には、次のように記されている。 
 

蓋［盖］ ［hai］通「害」。危害。 
《書•呂刑》「羣後之逮在下，明明棐常，鰥寡無蓋」 
《孟子•萬章上》象曰「謨蓋都君咸我績」 
焦循正義引阮元《釋蓋》：《書•呂刑》曰「鰥寡無蓋」，「蓋」即「害」字之借， 
言堯時鰥寡無害也。《孟子》「謀蓋都君」，此兼井廪言之，蓋亦當訓為害也。 
唐柳宗元《天対》「象不兄龔，而奮以謀蓋」15 

 
 「「蓋」即「害」字之借」と「蓋亦當訓為害也」のように、古代中国語におい
て「蓋」と「害」は置き換えが可能であり、仏教語の「障蓋」から「障害」へ
という由来が想定される。しかし、用例（１）と（２）の「障害」が日本語に

入った可能性はないと見られる。 
 
４．２ 英華字典と和蘭字典における「障害」 
『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）の訳語に関して、次のような史的がさ

れている。 
 
また、訳語には『和蘭字彙』などの蘭和辞書に由来するものがあるほか、 
W. H. メドハースト（1796-1857）編の『英華字典』（1847-1848 年刊）が利 
用されたことも知られている。16 

 
 『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）の訳語は来華宣教師たちの英華字典を
参考にした可能性があるため、台湾中央研究院近代史研究所の英華字典データ

ベース17を調べたところ、馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏(Samuel Wells 
Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）などの英華字典に「障害」は見
つからなかった。 
 
➊Annoy  to give a person trouble 煩勞人家、勞動人家 

（Morrison『英華字典』 一八二二） 
❷Annoy 煩擾 

（Williams『英華字典』 一八四四） 
❸To Annoy 煩恟、煩勞、惱動、煩擾、攪擾、苛刻、躁擾、遭塌、訬擾、 
驚動、干煩、孃、騷、騷擾、騷踏 

❹Annoyance 勞慅 
➎Annoying 囉唆、嘍囉、噡 

（Medhurst『英華字典』 一八四七～一八四八） 

 
堀達之助は、1859 年 12月、幕府から英和辞典編纂の命をうけ、H・ピカル 

                                                   
15 羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第九巻四九六頁。 
16 立教大学の堀達之助『英和対訳袖珍辞書』デジタルライブラリに掲載された「堀達之助『英和対訳袖珍

辞書』について 沖森卓也（立教大学文学部教授）」の一文より引用したものである。 
17 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示しておき、そして記述の便宜上、番号を付けておく。 
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ト（H.Picard）原著の英蘭・蘭英辞典「A New Pocket Dictionary of the 
 English-Dutch and Dutch-English Languages / 2nd Edition, Revised and 
Enlarged by A.B.Maatjes / 1857」のオランダ語の部分を日本語に翻訳し
て英和辞典に仕立て、1862 年 8 月に至って脱稿し、神田一橋門外の洋書
調所に於いてスタンホープ手引活版印刷器で 200 部だけ印刷し、12 月に
出版した。日本で最初に世に出た英和辞典「英和対訳袖珍辞書」である。
18 

 
 これを受け、『英和対訳袖珍辞書 初版』（一八六二）に見える「障害」の対
訳語「Annoy」と「Annoyance」を、静岡県立中央図書館デジタルライブラリー
で一般公開された H. Picard『A new pocket dictionary of the English and Dutch 
languages 』（ 一 八 五 七 ） で 調 べ た と こ ろ 、「 annoy,-ance,s.vercelend 

iets,n,schade,f.nadell,n,hinder,m」を確認することができた。 
これで、オランダ語の①「vervelen」、②「schade」、③「nadell」、④「hinder」

の四つの候補を特定できた。次に、この四語を桂川甫周の『和蘭字彙』（一八五
五）で調べると、次のようである。 
  
表１、『和蘭字彙』における①vervelen、②schade、③nadell、④hinder 
 

①vervelen 屈托サセタル又退屈サセタル 
退屈サスル又屈托サスル 
何デモ汝ノ言フ事ガ我ヲ屈托サスル 

②schade 損 
償ヒノ出来ヌ損 

人ニ大ナル損ヲカクル 
商売物ニ害ヲナス 
損ヲウクル 

我レ損ヲウクル事ハイヤデアル。 
人ハ損ヲシテ多クノ事ヲ習ヒ知ルモノデアル 
損ノナキ 
人ニ損ヲカケヌヤウニスル 
損ジヲ受ケテ居ル 
船々ガ大ナル損ジヲ受ケル程ニ射ラレタ 
船ガ甚□損ジヲ受ケテ入リテ来タ 
損ニナル 
夫レハ彼ガ損ニナラウ 
アダニナル又害ニナル 

害ヲナス又損ニナル 
夫レ半分ハ我ガ損ニナル 
夫レハ彼レニ害ヲナスマジ 

③nadell 損 
夫ハ我ガ損ニナル事デアル 

                                                   
18 岩堀行宏 『英和・和英辞典の誕生―日欧言語文化交流史』（図書出版社 一九九五）第一四三頁。 
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障碍（サハリ） 
或ル事ヲ人ノ障碍ニナルヤウニ云フ 
損ニナル又障碍（サハリ）ニナル 
夫レガ甚ク彼ガ縁組ノ障碍ニナツタ 
損ニ成ルヨウニ、障碍ニナルヤウニ 
人ノ事ヲ障碍（サハリ）ニナル様噺ニ依テ 

④hinder 障礙（サワリ） 
其事ガ何ノ人ノ障リニナルモノカ 
障ル（サワ） 
疣目ガ我ガ歩行ニ障ル 
損ザス 

障礙（サワリ）ニナル 
人ノ志ニ居ル事ニ障ル 
障礙（サワリ） 
障礙（サワリ） 
汝ガ助ケテ諸ノ障礙ヲ遁レテ居ル 

 
『和蘭字彙』（一八五五）における四語の記述からそれぞれキーワードを抽出

してみると、下記のようになっている。 
 
①vervelen 屈托、退屈 
②schade 損、害 
③nadell 損、障碍 
④hinder 障礙（障碍のこと）、損、障る 

 
Annoy, Annoyance, s 退屈ナル物．煩労．障害．妨ケ．損害 
Annoying, adj. 退屈ナル．苦シメル．害ヲナス  

（堀達之助『英和対訳袖珍辞書初版』 一八六二） 
 

抽出したキーワードと訳語の「退屈ナル物．煩労．障害．妨ケ．損害」を比
べてみると、「退屈」はそのまま『和蘭字彙』（一八五五）から取ってきたもの
で、「煩労」は Medhurst の『英華字典』（一八四七～一八四八）にあったもので
ある。しかし、残りの「障害．妨ケ．損害」はいったいどこから来たのか、疑
問が残る。 
『英和対訳袖珍辞書初版』（堀達之助 一八六二）の編纂過程については、新

しい資料の発見によって少しずつ明らかにされている。『解読『英和対訳袖珍辞
書』原稿初版及び再版』（堀孝彦・三好彰 二〇一〇）における記述を次に引用

しておく。 
 

約 150年ぶりに、我が国初の印刷され本格的な英和辞書『英和対訳袖珍辞 
書』の原稿が、一部分ではあるが 2007 年初頭に群馬県高崎市の古書店主・ 
名雲純一氏によって奇跡的に発見された。 
発見された原稿は、①手書きの初版草稿 21枚とその朱筆訂正、②刊行され 
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た初版へ朱書訂正された原稿 124頁とからなる。19 
 

 『英和対訳袖珍辞書』を研究する立教大学の肖江楽氏に協力を依頼し、まず
は『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）における「損害」の造語過程を明らか
にしたい。表２のように、「damage」、「disadvantage」、「disadvantageously」、
「disadvantageousness」の訳語に宛てられた「損害」は明らかに意図的に造語
されたものである。 
 
表２、『英和対訳袖珍辞書初版』における「損害」について 
 

英語 草稿 校正 刊本 

damage 損 損害 損害・損傷 

damage-ed-ing 損スル 損スル、害スル又
害ニナル 

損スル・害スル・
害ニナル 

disadvantage 損 損害 損害 

disadvantageously 損 損害ニテ 損害ニテ 

disadvantageousness 損 損害 損害 

 
残念なことに、『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）に「障害」（Annoy, 

Annoyance）は一回しか見えず、発見された草稿に A の部分も含まれていない。
現時点では「障害」の造語過程の詳細は不明であるが、意図的に造語された漢
語であろうことが推測できる。『和蘭字彙』（一八五五）の④hinder の「障る」
と②schade の「損、害」を利用して、二字漢語にするという造語は十分可能だ
からである。 

 
５ 近代日本語における「障害」の成立 
 今のところ、日本語における「障害」は『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）
の編者による造語の可能性が高い。また、知足蹄原子の『布令字弁 一篇』（一
八六八）に書き記された凡例によると、その漢語収集方針は「此集ハ専ラ公令
御触面ノ中ヨリ童蒙ノ輩ニ字義解シ難キ文字而己抄出シテ聊其下ニ和解ヲ注シ
テ以テ忝キ」とある。そして、『布令字弁 三篇』（一八七一）には「障害」が
収録されていた。このことから、『布令字弁 三篇』（一八七一）以前の「公令
御触面」に「障害」が使用された可能性が高いと思われるが、いまだ用例を見
つけるに至っていない。 
 次に、近代日本語における「障害」の早い用例をいくつか示しておく。 
 

  （３）此書去ル申年五月中得官許出板両名ニテ売弘メ来リ候処当今於大坂 
書林会社同表題同文体殊ニ臨書シテ重板ニ等シキ書籍ヲ発行スコレ全ク 
少利ニオボレ他人ノ勉力ヲ貪リ三府書林ノ慈愛ヲ失ヒ障害ヲ醸シナシ書 
林会社ノ名義トイヒ二十余名ノ恥辱タラン以来ノタメ此ニ報告ス尤同社 

中ノ内趣意アラバ是ヲキカン。 

                                                   
19 堀孝彦・三好彰『解読『英和対訳袖珍辞書』原稿初版及び再版』（港の人 二〇一〇）第一頁。 
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（東京日日新聞 一八七三年六月十八日） 
（４）近年歐米の學大に我國に闢け、閭巷の童子も亦西語を言ふに至る、 
然るに其言ふ所或は西語の本義を誤る者ありて、學問上に多少の障害を 
生ずるヿなきを保ち難し、因て今西語の中に於て最も民間に常用する者 
十二を擇びて其註解を爲し、以て世の西書を讀まざる者に告ぐ。 

（西村茂樹「西語十二解（四月十六日演説）」 一八七五） 
  （５）郡長職務中に掲載ある官有樹木を伐採するは電線を犯し道路を妨げ 

田畑上へ横出し堤脚を動撼するの類総て直接の障害（しょうがい）を為 
すものに限るべし。 

（朝日新聞 一八七九年三月二十九日） 
  （６）堺県下大和地方へ電信を架せられる説は度々あつたが愈々架設せら 

れるのか電信局より線路測量の節障害となる竹木を伐る旨を堺県へ照会 

になりたり。 
（朝日新聞 一八七九年十月十一日） 

  （７）精嚢及睾丸ノ機能障害○精液漏及遺精 
古来精液漏ハ淋疾ノ続発症ナリト想像セシカ諸家ノ歴験スル所ニ據レハ 
尿道淋疾ノ精嚢ニ波及シテ発スルヨリモ房労及手淫等ニ由テ発スルヲ多 
シトス。 

                （ツァイスル著『黴毒新論』 一八八一） 
  （８）第六章 乳歯ノ発生ニ関スル障害 

爰に第一生歯ニ関スル障害ヲ論ズルハ全ク外科術ノ境外ニ渉レリト雖之 
ヲ措テ言ハザレバ此書を完全ノモノトナスヲ得ザルナリ。 

（ガアレットソン著『歯科全書』 一八八五） 
  （９）糸貫川水行障害一件東京上等裁判所裁判不法上告ノ判文（明治十二 

年三月十四日上告明治十二年五月三十日申渡） 
（大審院民事判決録 一八七九年五月） 

  （10）第四百四十三号  
灌漑水障害一件上告ノ判文（明治十六年八月二十九日上告同 十七年七 
月二十三日申渡） 

（大審院民事判決録 一八八四年八月） 
 
 用例（３）と（４）は確認できた「障害」の早い用例で、いずれも抽象的な
〈さわり、邪魔物〉という意味を表す。用例（５）と（６）は朝日新聞におけ
る早い用例で、抽象的な意味ではなく、実生活における〈さわり、邪魔物〉を
表す。用例（７）と（８）の「障害」は医学用語として早いものである。（９）
と（10）は裁判所の判決文に見られるもので、法律用語と見てよい。このよう
に、「障害」は一八七〇年代には用例はまだ少ないが、一八八〇年代になると、

多方面に用いられ、仏教語由来の「障碍」との意味上の区別がないようになる。 
 
６ 近代中国語における「障害」 
 これまで見てきたように、「障害」は和製漢語であり、現代中国語においては
使われないが、二十世紀初頭の中国語資料に「障害」には足跡を残している。
ここでいくつかの実例を見てみる。 
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（11）観東京府第一中學校運動會、則有二百碼、四白碼競走、提燈競走、 
戴囊競走、旗拾競走、障害物競走。                 

（申報 一九〇五年五月七日） 
 
 「観東京府第一中學校運動會」〈東京府第一中学校運動会を見る〉とあるよう
に、用例（11）は日本の運動会種目を紹介する内容である。「障害物競走」は和
製漢語であり、「旗拾競走」も日本語そのものである。中国語は動詞の後に目的
語が来る「VO 型」なので、正しい中国語なら「①拾う－②旗—③運動」（拾旗運
動）となるからである。 
 
  （12）意識之病的障害 患意識之障害者。為機能的精神病。 

   然無論機能的精神病器質的精神病。多由於意識之障害。 
   患如斯高度之意識障害者。使之蘇生頗難。 
   而延髄機能亦蒙障害。 
   脈管因神経障害而流血遅緩。 

（王曾憲訳『学海・医学界』 一九〇八） 
 

 用例（12）に何度も見える「障害」は医学用語である。訳者の王曾憲は前述
したように、国費留日学生であり、この記事を書いた一九〇八年には東京帝国
大学医科大学医学専攻に進学している。本文の底本とした日本の医学書は今の
ところ特定できていないが、王曾憲が日本医学書を翻訳したことは確実である。 
 
  （13）而界内房租之巨。納税之重。開支之大。銷耗之多。皆足爲商業上之 

障害。 
                    （申報 一九〇九年五月十一日） 

〈日本語訳文〉租界の家賃がとんでもなく高くて納税も大変、支出が大き 
すぎて、これが商業上の障害となってしまう。 
（14）民間的習俗大抵本于精霊信仰（Animism），在事実上于文化発展頗有 
障害，但従芸術上平心静気的看去，我們能夠于怪異的裏面瞥人類共通的 
悲哀或恐怖，不是無意義的事情。 

（周作人『文芸上的異物』 一九二二） 
〈日本語訳文〉民間の習俗は大抵精霊信仰に起源し、事実上文化の発展に 
は頗る障害がある、ただし、芸術の立場から冷静に見ると、我われは怪異 
の裏に人類共通の悲哀、あるいは恐怖を垣間見られる、無意義な事ではな 
い。 

 

 用例（13）は商業上の支障という抽象的な意味を表すものである。そして、
用例（14）の作者の周作人は中国の著名作家である魯迅の弟で、一九〇六年か
ら一九一一年にかけて日本に留学し、その間、立教大学でギリシャ語を勉強し
ていたとのことである。文中の「障害」はもちろん和製漢語であるが、筆者は
以前「共通」について考察したことがあり、文中の「人類共通」も日本由来の
表現であることを確認している。 
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 さらに、当時中国の英華字典も和製漢語である「障害」の中国語への浸透を
克明に記録している。馬禮遜（Robert Morrison）、衛三畏（(Samuel Wells 
Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）、
盧公明（Justus Doolittle）など早期宣教師たちによる英華字典に「障害」は
見つからず、「障害」が初めて中国語の英華字典に登場したのは顏惠慶の『英華
大辞典』（一九〇八）である。 
『英華大辞典』（一九〇八）に「障碍」が収録された同時に、下記の➊❷のよ

うに、和製漢語の「障害」も収録されている。 
 
 ➊Nuisance 1. That which annoys, gives trouble, or is offensive, 障

害, 滋擾, 妨害, 輕犯, 害物, 攪擾人或起人厭惡之事物; 
  ❷Nuisance 障害、有害物、厭惡事 

（顏惠慶『英華大辞典』 一九〇八） 
 
幾度も述べてきたように、顏惠慶は「障害」を日本語の英和辞書から取って

きたと考えられる。しかし、当時において「障害」は同義語の「障碍」と比べ
ると、微々たるものである。例えば、「晩清期刊、民国時期期刊全文数据庫」20を
調査したところ、「障害」は僅か二十五件であるのに対して、「障碍」は一七〇
九件にものぼる。従って、近代において「障害」は中国語に輸入されたが、そ
の影響力は非常に限定的であったため、すぐに廃れてしまい、現代語には繋が
らなかったと言える。 
 

７ 近代日本語における「障害」と「障碍」について 
和製漢語である「障害」とは性格が異なり、「障碍」はそもそも仏教語である。

その「障碍」は、仏典とともに日本に伝わり、後に〈悪霊、怨霊などが祟りを
成す〉という転義が派生した。そして、『江戸ハルマ』（一七九六）、『訳鍵』（一
八一〇）、『長崎ハルマ』（一八一六）、『和蘭字彙』（一八五五～一八五八）など
に見えるように、蘭学時代から「障碍」はオランダ語の訳語として使われた。 
『和蘭字彙』（一八五五～一八五八）では、①②③の「障礙」（障碍のこと）

に「サワリ」のルビが付されたが、おそらく仏教由来の「ショウゲ」と読まれ
たと見られる。ルビの「サワリ」はあくまでもオランダ原語の「Hinder」を理
解するための和訓であろう。 
 
  ①Hinder,l.m. fehade,nadeel. 障礙（サワリ） 
  ②Hinderlijk，bijr,w,fehadelijk,nadeelig.  障礙（サワリ）ニナル 

③Met ieme hielp ben ik alle de hin det paalen te boren gekomen 汝 
ガ助ケテ諸ノ障礙ヲ遁レテ居ル 

（桂川甫周 の『和蘭字彙』 一八五五～一八五八） 
  
 ちなみに、『和蘭字彙』（一八五五～一八五八）などの蘭和辞書に見られた訳
語の「障碍」は蘭学の受容に応用された点は注目される。ここでは、『扶氏経験
遺訓』（緒方洪庵 一八五七）における「障碍」を見ることにする。下記の用例

                                                   
20 清の末期、民国時期（一九一二～一九四九）の新聞雑誌全文検索データベースである。 
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（15）と用例（16）のように、仏教由来の「障碍」が医学の分野に応用されて
いた。『扶氏経験遺訓』（一八五七）に見られる「障碍」がオランダ語のどの語
に当たるかはわからないが、その影響は大きかったと考えられる。 
  
  （15）原由 近因ハ心肺ノ運営遏止シ若クハ脱衰セル者ニシテ神経運営為 

ニ其障碍ヲ被ムレルナリ昏冒ト卒中トノ区別実ニ茲ニ存セリ即昏冒ハ血 
行ノ障碍ニシテ其因心ニ在リ卒中ハ神経ノ障碍ニシテ其因脳ニ在リ。 

 （緒方洪庵『扶氏経験遺訓・巻之十一』 一八五七） 
（16）又患器ノ官能久ク障碍ヲ被リ分泌液常態ヲ違ヘル等ヲ以テ之ヲ察シ 
或ハ面色灰白帯黄等ノ悪液証ヲ見ハシ 

          （緒方洪庵『扶氏経験遺訓・巻之二十三』 一八五七） 
 

 「障碍」が蘭学の時代から訳語に用いられ、医学の分野に実際に使用されて
いるのに対して、「障害」は『英和対訳袖珍辞書初版』（堀達之助 一八六二）
による造語であると考えられる。その流布過程は次のように想定される。 
 

➊『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）（Annoy, Annoyanceの訳語） 
❷公令御触21（一八六二～一八七一頃）（さわり、邪魔物の意味） 
❸『布令字弁 三篇』（一八七一）（ササワリソコナフ） 
❹〔一八八〇年以降〕 
→➀日常生活の文脈での使用（さわり、邪魔物の意味、用例（３）～（６） 

に当たる）、 
→②学術用語としての使用（用例（７）～（10）に当たる）である。 

 

❹〔一八八〇年以降〕の段階において「障害」と「障碍」が混用されていた。
「障碍」は場合によって「しょうげ」と読まれて、仏教由来が意識されていた
が、意味上の違いと使い分けは見られなかった。ここで改めて確認しておきた
いのは以下の三点である。 
 
（１）「障碍」は学術用語（特に医学の分野）として先に用いられ、和製漢
語の「障害」は「障碍」の同義語として一八八〇年以降学術用語として使
われ始めた。 

（２）一八八〇年以降の時期において日常生活の文脈であろう、学術の分野
であろう両者には意味上の区別がなくて、混用されていた状態である。 

（３）一八八〇年以降の時期において、「障碍」と「障害」の使用状況は資
料の性格によって大きな違いが見られる。 

 

８ 「障碍者」と「障害者」について 
現代日本語において「障害者」を含め、「性同一性障害」、「障害飛越」、「障害

                                                   
21 漢語集の『布令字弁三篇』（一八七一）は直接『英和対訳袖珍辞書初版』から「障害」を取る可能性が

低い。むしろ『英和対訳袖珍辞書初版』（一八六二）の編集に携わった方が明治政府の高官になり、その方

が起草した公文書で「障害」が最初に使い出されたのではないかと筆者は推測しておるが、いまのところ

『布令字弁三篇』（一八七一）以前の使用例を見つけていない。 
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物」などのように、「障碍」及び「障礙」は使わず、「障害」の一本に統一され
ている。それは、昭和二十一年（一九四六）十一月十六日に内閣告示された「当
用漢字表」に「碍」も「礙」も収録されず、「害」が入ったためで、そのため「障
害」が用いられてきた。ここでは、それ以前の近代語における「障碍者」と「障
害者」との関係を歴史的に考察してみたい。 
 
  （17）目下我国では知識階級に生活難が益々甚しきを加えて来たが、それ 

と共に社会に漲る名状すべからざる一種の不安の気囲気が認めらるる際、 
之が果して何の位営養障害と関係があるか、営養障害者が何の位危険思 
想に感化れ易いかを闡明するのは最も必要なことと思う。 

（大阪新報 一九一九年七月六日） 
  （18）故に米国では工場法によって工場主は労働者に賠償の方法を講じて 

いるが一時に多数の障害者を出した場合等が十分に救済の実を挙げるこ 
とが困難である、結局労働保険は其範囲が広ければ広い程負担が軽くて 
効果の多いものである。 

（大阪毎日新聞 一九二一年十二月十七日） 
  （19）二十一、保安処分として労働嫌忌者、酒精中毒者、精神障害者など 

に関する規定を設くること。 
（大阪朝日新聞 一九二五年十月六日） 

  （20）湖北湖南に根拠を有する直隷派の飛将軍呉佩孚氏は依然その態度を 
変えず、遂に今日の緊張を見たのである。呉氏は張氏を目して軍閥の巨 
頭と罵り、張氏は呉氏を呼んで南北統一の障害者となしているけれども、 
その実、誰か鳥の雌雄を知り得よう。 

（大阪毎日新聞 一九二二年四月十七日） 

  （21）八、異常児童保護、不具児童の保護教養精神薄弱児童の保護に関し 
ては不良少年および犯罪者の発生予防人種改良等により考察してこれが 
制度を樹立すること極めて必要なるも本問題は一般精神障碍者保護と併 
せ考究するを適当と認む。 

（大阪朝日新聞 一九二七年十一月二日） 
  （22）それは何れも官民協力体制による成果があれ程に偉大なものにして 

いるのだ、もともと当局の海運統制に対する態度は(一)統制への積極的 
協力(一)統制障碍者に対し法力を発動してその本流に副はしめる、この 
二つの面を持っているのみで他意ない。 

（神戸新聞 一九四〇年七月六日） 
 
 まず「障害者」に関しては用例（17）が最も早く、この「営養障害者」は「営
養障害のある者」の省略である。用例（18）の「障害者」は現代語における「障

害者」とは違い、どちらかというと「職業病を持つ者」に当たると考えられる。
用例（19）の「精神障害者」は「精神状態に障害を持つ者」の省略で、刑法の
改正三十八項の条文に見られ、法律の条文という点では大きな意味を持つ。 
このように、一九二〇年代頃から「障害者」が見え始めるが、使用の範囲が

限られる言い方であった。この語にははっきりとした定義付けがなかったよう
で、現在のような身体障害、知的障害又は精神障害を持つ者を総称するような
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感覚ではないようである。そして、用例（20）「南北統一の障害者」のように、
単なる邪魔者を指す用例もあった。 
用例（21）と用例（22）のように、「障碍者」についても同様であり、いずれ

も法令についての内容である。用例（19）は「精神障害者」であるが、用例（21）
では「精神障碍者」となっている。そして、用例（22）の「統制障碍者」は明
らかに「統制の邪魔者」という意味である。 
 

９ 「障害」と「障碍」の使用状況について 
 ここでは「障害」と「障碍」の数の問題について少し触れておく。一般に時
間が経つにつれて和製漢語の「障害」が優位に立つと考えられ、確かにネット
上で一般公開された「文化審議会国語分科会（第４４回）議事録」においても
下記のように言及されている。 

  
  これは国立国語研究所で「太陽コーパス」というのを作っていて，それが 

博文館新社からＣＤ－ＲＯＭを付けて販売されています。それを国語課で 
こんなふうなに整理したわけです。見ていただくと，明治 28 年時点では， 
ウ冠の「障害」が 22 件，石偏が 17件（障碍），10件（障礙）となっていま 
す。…一部省略…、大正 14年を見ますと，25件，８件，１件ということで， 
この時点で既に「しょうがい」はウ冠の「害」が一般的であることが分か 
ります。この後，更にその傾向が進みます。 

 
 一般国民向けの新聞雑誌に和製漢語の「障害」が多用されていたことは事実
である。その理由は、「障碍」が多少とも仏教由来が意識されること、「しょう
がい」、「しょうげ」という読みが不安定であることなどの問題も絡んでいたた

めと考えられる。しかし、既に述べたように、医学の学術用語として先に用い
られたのは「障碍」であったことから、学問書籍と学術論文を中心に調べると、
異なる結果を得られた。例えば、国立国会図書館デジタルコレクションで調べ
た結果を次に示しておく。 
 
表３、国立国会図書館デジタルコレクションにおける「障害」と「障碍」22 
 

 障害 障碍 障礙 障碍・礙 

1870～1879 0 7 4 11 

1880～1889 29 38 5 43 

1890～1899 106 88 13 101 

1900～1909 170 144 28 172 

1910～1919 200 232 90 322 

1920～1929 318 331 57 388 

1930～1939 323 301 73 374 

1940～1949 166 231 40 271 

                                                   
22 本データは二〇一七年十月十日に調査した結果である。そして、一つの文献に調査対象が複数回出た場

合は実際の回数をカウントした。 
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 1312 1372 310 1682 

 
表３を見ればわかるように、「障礙」はともかくとして、「障害」と「障碍」

だけを比べても、学問的著作物と学術論文における両者の使用状況は、新聞雑
誌とは大きく異なり、むしろ「障碍」のほうがやや優位に立つ。これらのこと
から、「障碍」が現代語から姿を消した理由は、一九四六年の「当用漢字表」に
よるものと言える。 
 
10 まとめ 
 「障害」は『英和対訳袖珍辞書初版』（堀達之助 一八六二）に初めて見え、
その編集者が『和蘭字彙』（桂川甫周 一八五五）を利用して意図的に造語した

和製漢語であると考えられる。現時点では確かな証拠を得ていないが、造語さ
れた後、当時の「公令御触面」に使われていたと想定され、「公令御触面」は漢
語使用上の模範とされていたため、『布令字弁三篇』（知足蹄原子 一八七一）
及びその後の『萩田長三輯増補布令字弁』（一八七四）に収録されたことによっ
て「障害」の使用には拍車がかかったと考えられる。 
 この新しく造語された「障害」は、〈ささわりそこなう、ささわりごと〉のよ
うな意味で、まず日常生活の文脈に使われ始めた。一八八〇年代以降、「障碍」
の同義語として、医学、軍事、法律、体育など分野にも広く使われ始め、学術
用語としての性格を得た。一八八〇年以降、「障害」と「障碍」は日常的であれ、
専門分野であれ、区別されずに混同されていた。ただし、一般の人々にとって
「障害」のほうが読みが安定しており、また、「障碍」が仏教的色彩を帯びてい
ることもあって、新聞雑誌においては「障碍」を凌駕していた。しかし、「障碍」
は蘭学時代から既に医学用語としての地位を築いており、むしろ量的に言えば

「障碍」がやや優位に立っていた。 
中国での「障害」は日清戦争以降、日本を学ぶ機運が高まり、日本で成立し

た学術用語の「障碍」と「障害」がともに中国に紹介されたことに始まる。「障
碍」は昔から中国語にあった語であるため、すぐに中国語に受け入れられ、現
代語の「人格障碍」、「精神障碍」などに繋がっている。これに対して、和製漢
語の「障害」は中国に輸入されたものの、「障碍」との競争に敗れて、その影響
力が限定的なものとなっている。 
一方、近代日本では、「障害者」あるいは「障碍者」はともに一九二〇年代前

後に現れてくるが、それは「精神障害者（障碍者）」のように限定的な使用であ
って、今日のように、身体障害、知的障害又は精神障害を持つ人を総称するよ
うになっるのはその後のことである。 
そして、一九四六年に内閣公示された「当用漢字表」によって「障害」に統

一されたが、今日においては「障害者」の漢字表記に関しては様々な議論が行

われているというのが現状である。 
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第七章 「投機」と「投資」 
 

第一節 漢語「投機」についての考察 
 

１ はじめに 
 現代日本語において「投資」と「投機」は似て非なる一対の言葉である。両
者の境界線は必ずしも明確ではないが、一般的に「投資」は〈生産的な手段の
ためにお金を出し、それを何らかの形で運用してもらうことでその効果を受け
取ること〉、つまり「資本を投じる」ことである。これに対して、「投機」とは
〈株や為替などにおける短期的な価格変動をチャンスとして捉えて取引をする
こと〉、すなわち「機会に投じる」ということである1。 
一方、中国では一九七九年版『中華人民共和国刑法』の第三章「破壊社会主

義経済秩序罪」2（社会主義経済秩序を破壊する罪）では、投機的な不法商取引
を厳しく取り締まり、「投機倒把罪」3という罪名までも設けられた。「投機倒把
罪」の「投機」は現代日本語の「投機」と意味が一致している。しかし、現代
中国語では上記の「投機」以外に、また「談得非常投機、大有相見恨晩之意。」
（意気投合して話が弾み、もっと早く会えばよかったのにと嘆くぐらいだ）4の
ように、〈両者が意気投合すること〉をも意味している。これは現代日本語に見
当たらない使い方であろう。 
また、「病有千源、薬生多品、投機随器、不得一同」（裴休「禅源諸詮集都序

叙」 唐）と「大徳寺住持妙超、法語を進め奉る、天皇之に批答し、且投機の
頌を賜ふ」（宗峰妙超『大燈国師語録』 一三三四）のように、日中両国の仏教
関係書物でも古くから「投機」がしばしば用いられている。仏教用語から商取
引用語まで、「投機」はどのように造語され、また日中両国間でどのように用い

られてきたのか、本節では「投機」を取り上げ、その語誌を歴史的に究明して
みたいと思う。 
 
２ 辞書記述 
 まず日中両国の代表的な辞書における「投機」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 
『日本国語大辞典』（小学館 第二版 二〇〇二）5では、「投機」の意味を次

のように示している。記述が長いが、後の便宜のため全部をここに写す。 
 

                                                   
1 「投資」と「投機」の区別に関して、サイト「Money Magazine」に掲載された「投資と投機の違いを理

解する」の一文は大いに参考となった、ここにて感謝の意を述べる。 

2 一九七九版『中華人民共和国刑法』の第三章「破壊社会主義経済秩序罪」では、「投機倒把罪」につい

て数回言及した。例えば、「第一百一十八条 以走私、投機倒把為常業的，走私、投機倒把数額巨大的或者

走私、投機倒把集団的首要分子，処三年以上十年以下有期徒刑，可以併処没収財産」がある。そして、中

国側の資料を引用する時に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、現代日本語に使わない漢字は旧体

字で示す方針である。以下同様。 

3 「投機倒把罪」の罪名は一九九七年の刑法改正により正式に取り消された。 
4 日本語の訳文は筆者によるもの、以下同様。 
5 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
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（1）仏語。禅宗で、修行者が仏祖の教えの要諦にかなって大悟すること。 
また、学人（がくにん）の機と師家（しけ）の機とが一致すること。 

＊正法眼蔵〔一二三一〜五三〕画餠「いま糊餠の展事投機、かならずこれ 
画餠の二枚三枚なり」 

（2）機会をうまくとらえること。 
＊広益熟字典〔一八七四〕〈湯浅忠良〉「投機 トウキ キカイヲハツサヌ 
コト」 

＊哲学字彙〔一八八一〕「Speculation 思弁、工夫、冥想、投機」 
（3）偶然の利益・幸運をねらう行為。やま。 
（4）市価の変動によって生じる差額を利益として得るために行なう商取 
引。相場。 

＊内地雑居未来之夢〔一八八六〕〈坪内逍遙〉八「米況に意を注ぐは、燦 

たる頼母しき投機（タウキ）の望が、主人の心中に浮びたるにや」 
＊家族会議〔一九三五〕〈横光利一〉「株商売をやってゐると〈略〉何し 
ろ投機だから、実質を離れて生活がどうも浮はつき勝で」 

 
 この記述によると、（１）の〈禅宗で、修行者が仏祖の教えの要諦にかなって
大悟すること〉が原義であり、幕末・明治期において（２）、（３）、（４）の転
義が生じたと考えられる。 
意味（２）の〈機会をうまくとらえること〉では、「Speculation 思弁、工夫、

冥想、投機」（井上哲次郎ら『哲学字彙』 一八八一）が示されている。周知の
ように、『哲学字彙』は日本最初の哲学辞典であり、その後の『哲学字彙 再版』
（一八八四）、『哲学字彙 三版』（一九一二）とともに日本の学術用語の確立に
大きな貢献を果たした。そこで、『哲学字彙 初版』（一八八一）を調べてみた。 

 
  Speculation 思辯、工夫、冥想、投機（財）6 
 
 「投機」に（財）のマークが付いている。その緒言によると、（財）は理財学
のことを指し、この「理財学」は今日の経済学の旧称である。ここには
「Speculation」の訳語の一つである「投機」が経済学用語として扱われ、旧来
の使い方と一線を画している。英語の「Speculation」は、一般に思索・推測の
意味を有する一方、経済学の分野では〈実需を伴わない取引。売買差益を得る
ことが目的の取引〉、〈相場の変動によって利益を得るための売買〉といった意
味を表す。このことから、『哲学字彙』（一八八一）に見られる「投機」は、意
味（４）の方に入れるべきである。 
 意味（４）の「投機」は英語の「Speculation」に相当し、経済学の分野に特
化したものである。その根底には、意味（３）の〈偶然の利益・幸運をねらう

行為。やま〉があると考えられる。同義語の「やま」について『日国』による
と、〈鉱山〉の意味から〈万一の幸運をねらって事を行なうこと〉、〈偶然の的中
をあてにしてする予想〉という転義が発生している。なお、意味（３）の「投
機」について、『日国』では用例が示されていないため、その使用状況は不明で
ある。 

                                                   
6 井上哲次郎ら『哲学字彙』（東京大学三学部 一八八一）第八十六頁。 
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２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。記述
を『日本国語大辞典』に合わせて整え、その用例に成立年代を付して、対照で
きるようにした。 
 

【投機】亦作投幾。〈または投幾とも書く。〉 
（１）抛石機。古代戦具，用以投石撃敵。〈抛石機。古代の武器、投石で敵
を攻撃する。〉 
＊孫臏兵法・陳忌問塁（銀雀山漢墓竹簡）〔紀元前四世紀頃〕〈孫臏〉「弩 
次之者，所以当投幾也」 

（２）設置有機件而能制動的器械7。 

＊呉子・料敵〔唐〕〈陸希声〉「士貪於得而離其将，乖乖猟散，設伏投機， 
其将可取」 

＊復安南碑〔唐〕〈司空図〉「投機扼険，委勁待時」 
（３）切中時機。〈機会を掴み取ること〉 
＊新唐書・屈突通張公謹等伝賛〔一〇六〇〕〈宋祁他〉「投機之会，間不 
容穟」一本作「投幾」 

  ＊容齋三筆・片言解禍〔宋〕〈洪邁〉「自古将相大臣，遭罹譖毀…而以一 
人片言転禍為福，蓋投機中的，使聞之者暁然易寤」 

（４）両総契合。〈両者が融合しあうこと〉 
  ＊和黄預病起〔北宋〕〈陳師道〉「似聞薬病已投機、牛闘蛇妖頓覚非」後多 

指意趣相合。 
  ＊金蓮記・構釁〔明〕〈陳汝元〉「酒逢知己千鍾少，話不投機半句多」 

＊麦子黄時〔一九四二～一九四五の間〕〈楊朔〉「不上幾天，我們便処得挺 
投機，彷彿是一家人」 

（５）乗機牟利。〈機会に乗じて利益を貪る〉 
  ＊洄溪道情・行医嘆〔清〕〈徐大椿〉「要入世投機，只打聴近日時医，慣用 

的是何方何味，試一試偶然得効，倒覚得希奇」 
  ＊書信集・致王志之〔一九三三〕8〈魯迅〉「書信所写、幾乎不過是投機的和 

妄動的脚色、有幾個只是趕熱鬧而已」 
＊上海的早晨・第一部十五〔一九五八〕〈周而復〉「朱延年老是做投機買売， 
又没有本事，最後蝕光拉倒」 

（６）佛教語。契合佛祖心機。喩徹底大悟。〈仏教用語。仏祖の機に一致す
ること。大悟徹底の例え。〉 

＊古尊宿語録・仏眼和尚普説話集〔南宋〕〈賾藏〉「智与理冥，境与神会。如 
人飲水，冷暖自知。誠哉是言也，乃有《投機頌》云」 

＊新作小屏〔宋〕〈瀋遼〉「投機践聖域，所戒怠且狂」 
＊続伝灯錄・法光禅師〔明〕〈居頂〉「使言言相副，句句投機」 

                                                   
7 「設置有機件而能制動的器械。」は文字通りに解釈すれば、「（内部）に機械を設置して、制動できる器械」

となるが、具体的にどんな器械を指すかは不明である。 
8 『魯迅書信』（人民文学出版社 二〇〇六）によると、本手紙は一九三三年六月二十六日に魯迅が王志之

宛に出したものである。 
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（７）虫名。即促績。見晋崔豹《古今注・虫魚》、宋陸細《埤雅・釈虫》〈虫
の名前。即ち促績9のこと。晋・崔豹《古今注・虫魚》、宋。陸細《埤雅・
釈虫》を見る〉 

 
 この意味（１）は古代の武器、意味（２）は一種の機械、そして意味（７）
は虫の名前であるため、これらは考察対象とせず、以下に、『漢語大詞典』と『日
国』における「投機」の共通点と相違点を纏めてみた。 
 
表１『漢語大詞典』と『日国』における「投機」の異同 
 

漢語大詞典 日本国語大辞典  

意味（１）抛石機（武器）  考察対象外 

意味（２）一種の器械  考察対象外 

意味（３）機会を掴み取る 意味（２） ○ 

意味（４）融合しあう、意気投合する  × 

意味（５）利益を貪る 意味（３）と（４）   ○ 

意味（６）仏語 意味（１） ○ 

意味（７）虫の名前  考察対象外 

 
両者に共通する点では、まずいずれにも仏教用語としての「投機」が書き記

され、仏教との関係性が窺えることである。次に、『漢語大詞典』意味（３）の
「切中時機」〈よい機会を掴み取ること〉は『日国』の意味（２）「機会をうま
くとらえること」と一致している。さらに、『漢語大詞典』意味（５）の「乗機
牟利」〈機会に乗じて利益を貪る〉は『日国』の意味（３）と（４）に当たる。  

しかし、『漢語大詞典』意味（５）の最初に示された「洄溪道情・行医嘆」（徐
大椿 清）の用例はいささか異色のものである。「行医嘆」とは、作者の徐大椿
が「道情」10という文学形式で、当時の藪医者を痛烈に風刺したものである。紙
面の都合で「行医嘆」の一部だけを示しておく。 
 

要入世投機，只打聴近日時医，慣用的是何方何味，試一試偶然得効，倒覚 
得希奇。試得不霊、便弄得無主意。若還死了，只説道：薬不錯，病難医。 

（「洄溪道情・行医嘆」徐大椿 清） 
〈日本語訳文〉「入世投機」をするなら、最近の医者はいつもどんな薬を使 
っているのかだけを聞く。それと同様に試して、もし薬が効いたら、それ 
はまた素晴らしい。若し効かなかったら、もうなすすべもない。万が一患 
者が命を落としたら、「薬はいいけど、この病はなかなか頑固なもんだね」 

と言い訳をする。11 
 
この「投機」は〈悪知恵を働かせて機会に乗じて何か利益を得ようとするこ

と〉と解釈され、『日国』意味（３）の〈偶然の利益・幸運をねらう行為。やま〉

                                                   
9 促績は蟋蟀（コオロギ）の別称。 
10 道情 中国の歌曲の一種、歌の内容には俗世の愚かさや醜さへの風刺が多い。 
11 日本語訳文は筆者によるものである。 
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に相当する。いずれも金儲けのことを指しているが、『日国』意味（４）とは根
本的な違いがある。「洄溪道情・行医嘆」における「投機」はうそをついて人の
お金をだまし取ることを指す。一方、『日国』意味（４）の「投機」は従来のイ
ンチキ商売ではなく、株や先物を対象とすることが多い。そして、悪知恵を働
かせて人をだますような悪徳商行為ではなく、知識や経験を生かして対象商品
値段の先行きを予測してよいタイミングで売買することによって利益を得るこ
とである。 
 ただし、『日国』意味（４）の商行為自体は古くからあったものである。例え
ば、司馬遷の『史記・呂不韋列伝』（前漢）に「奇貨可居」という言葉があり、
現代語で言うと「手に入れにくい品を先に仕入れておき、値上がりを待って売
る」という意味になる。問題点は、こういう商行為がいつ頃から「投機」と命
名されるようになったのか、そして、近代において株や先物という新しいもの

が「投機」の対象になりえたということである。 
 上記の「洄溪道情・行医嘆」における「投機」はインチキ商行為であるが、『漢
語大詞典』意味（５）に示された「上海的早晨」（周而復 一九五八）の「投機
売買」は間違いなく近代的なものである。しかし、用例の成立時代を見ると、「上
海的早晨」は新中国以降のものであり、『日国』の「内地雑居未来之夢」（坪内
逍遙 一八八六）などよりもずいぶん遅い。そうすると、この新しい「投機」
は日本語から中国語に借用された可能性が高いと考えられる。 
 
３ 先行研究 
『日国』意味（４）と『漢語大詞典』意味（５）に見られる「投機」に近代

的な要素が含まれているため、ここで『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代
に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、国

際日本文化研究センターの日本語語彙研究文献データベースなどを調べてみた。 
 
  とうき 投機 
  〔広益熟字典・明 7〕キカイヲハズサヌコト。 
  〔文明いろは字引・明 10〕ヨリハズミニモチコム。 
  〔必携熟字集・明 12〕キクワイヲハズサヌ。 
  〔和英語林集成〈三版〉・明 19〕Speculation：―sho,a speculation 

 merchant; ―gyo, speculating business. 
  〔漢英対照いろは辞典・明 21〕やま、やましごと。Speculation． 
  〔言海・明 24〕機ニツケイルコト。商人ノ相場ヲ測リテ駈引スルコト。 
  〔日本大辞書・明 26〕機会ニ投ズルコト。商人ナド、相場ニ由ツテ駆ケ 

引キスルコト。 
  〔法律経済熟語辞典・明 41〕機会を看計らひ一攫千金の希望を以て成否 

不確定なる事業に資本を投ずるを云ふ。 
  〔辞林・明 44〕①機会に乗ずること。②確実なる成否の心算なき射倖的 

の行為。成れば大利を博し、成らざれば大損を招く冒険行為。やま。③ 
株券又は米穀の相場を利用し、現物を提供せずして取引をなすこと。さ 
うば。 

  〔新式辞典・大 1〕①機に乗ずること。機会に投ずること。②成否の心算 
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の確実でない行為。やま。③米穀、株券などの売買を現物によらず相場 
の上下だけを目安として行ふこと。相場。 
 

  ▽意味 元来、禅宗で学人と師家の機が一致することを意味したが、明治
時代には「やま」をあてる意味から相場へと転じた。坪内逍遙の『内地雑
居未来之夢』八（明治 19）には「又々米況に意を注ぐは、燦たる頼母しき
投機の望が、主人の心中に浮びたるにや、」と使われている。12 

（『明治のことば辞典』飛田良文他 一九八六） 
  
 『明治のことば辞典』（一九八六）では「元来、禅宗で学人と師家の機が一致
することを意味したが」のように、仏教由来説を唱える。『広益熟字典』（一八
七四）、『文明いろは字引』（一八七七）、『必携熟字集』（一八七九）の記述によ

れば、明治初期において「投機」は〈機会に投じる〉と理解されていたようで
ある。『和英語林集成三版』（一八八六）では、英語「Speculation」に対訳され、
従来の使い方と一線を画している。そして、「投機商」（a speculation merchant）
と「投機業」（speculating business）が示すように、当時において既に新しい
意味の「投機」は定着していたようである。 
 
  ◆とうき 投機 
  ①「投機 トウキ キカイヲハズサヌコト」（湯浅忠良・明治八年（一八 

七五）『広益熟字典』） 
  ②「善悪思想表……投機射利 惑悪」（西村茂樹・明治十三年（一八八〇） 

「公衆の思想」） 
  ③「Speculation 思弁、工夫、冥想、投機」（明治十四年（一八八一） 

『哲学字彙』） 
  ④「米況に意を注ぐは、燦たる頼母しき投機の望が、主人の心中に浮びた 

るにや。」（坪内逍遥・明治十九年（一八八六）『内地雑居未来之夢』八） 
  ⑤「凡ソ人ヲ欺キ及ビ本分ニ安ンゼザルノコト及ビ投機ノコトノ如キハ道 

徳上ノ事業ト相反スル結果ヲ生ズルナリ、」（中村正直・明治二十一年（一 
八八八）『報償論』） 
 

意味・出自 ①③機会をうまくとらえること。②偶然の幸運やかねもうけ 
をねらう行為。やま。④⑤相場の変動を利用して差額を得るために行う取 
引。道元・寛喜三年（一二三一）～天平八年（一二五三）『正法眼蔵』（画 
餅）に「いま糊餠の展事投機、かならずこれ画餠の二枚三枚なり。」とあ 
る「投機」は、禅宗で、修行者が仏祖の教えの要諦にかなって大悟するこ 
とをいう。13 

『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七） 
 
『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）では、③の「投機」は

                                                   
12 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂 一九八六）第三九九頁。原文は長いため、内容の

一部を省略した。 
13 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第六五〇頁。 
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「機会をうまくとらえること」と分類されているが、２．１で述べたように、
③の『哲学字彙』における「投機」は「Speculation」の訳語であり、しかも（財）
のマークが付いているため、経済学用語と見なすべきである。 
 
４ 古代中国語における「投機」 
「投機」は仏教の中国伝来に伴って造語された可能性が高いことから、「彫龍

中国古籍庫」、北京大学中国語言学研究中心の（Center for Chinese Linguistics 
PKU）、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中国語データベースで調
べた結果は次に記しておく。 
 

４．１ 仏教語としての「投機」 
 「投機」の「機」は中国語において、弩牙、機織り機械、そして鳥獣を捕獲

するためのからくりなどの器械を意味するとともに、また〈物事の要、事の起
こり、働き〉などの抽象的な意味も備え兼ねている14。そのため、仏教の世界に
取り入れられた「機」は〈万物自然の変化、心の働きなどのこと15〉という意味
を表している。 
動詞「投」の意味も多種多様であり、「《啓顔録》中豆字考」16（王虎 二〇一

四）によると、遅くとも前漢、後漢の時代に「投」に〈合う〉という転義が成
立したという。また現代中国語においても、「投脾気」（気が合う）、「臭味相投」
（悪事で気が合う）などのように、〈合う〉という意味の「投」がよく使われて
いる。従って、仏教の世界で造語された「投機」は〈禅宗にて学人の機と師家
の機と相投ぜるを云ふ。多くの場合には大悟徹底して佛祖の要機に合するを云
ふ。〉17という意味を成している。 
 

（１）良以、病有千源、薬生多品、投機随器、不得一同、雖倶為証悟之門、 
尽是正真之道、所以諸宗門下皆有達人。  

（裴休（七九一～八六四）「禅源諸詮集都序叙」 唐） 
 

 『禅源諸詮集都序 禅の語録９』（鎌田茂雄 一九七一）では、用例（１）に
ついて「良とに以みれば、病に千源有れば、薬に多品を生じ、機に投じ器に随
えば、一同なるを得ず、倶に証悟の門と為すと雖も、尽く是れ正真の道なり、
所以に諸宗の門下に皆な達人有り。」18と読み下されている。さらに「投機随器」
の意味に関して、「○病有千源云々＝病いには多種多様な原因があるので、それ
に応じて多くの種類の薬を必要とするように、衆生の機根に応じて教えを説く
ので、教えは多種となる」の解釈19がある。 
 

（２）或恣其神力。或寂諸梵境。言則三塗離苦。笑則四生受楽。乃応病投 

                                                   
14 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第四巻第一三二二頁。 
15 仏教哲学大辞典編纂委員会『仏教哲学大辞典』（創価学会 二〇〇〇）第二九〇頁。 
16 「不晩于両漢、投引申出合義」。王虎「《啓顔録》中豆字考」（『中国語文』 二〇一四年第一期）第八十

九頁。 
17 龍谷大學編纂『佛教大辭彙』（冨山房 一九一四）第五巻第三四三二頁。 
18 鎌田茂雄『禅源諸詮集都序 禅の語録９』（筑摩書房 一九七一）第五頁。 
19 鎌田茂雄『禅源諸詮集都序 禅の語録９』（筑摩書房 一九七一）第九頁。 
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機解紛説理。 
             （王僧儒（四六五～五二二）「初夜文」 南朝） 
 
 用例（２）の「乃応病投機解紛説理」は「乃ち病に応じて機に投じ、紛糾を
解き理を説く」ということである。これは用例（１）の「禅源諸詮集都序叙」
と同じ趣旨の内容であり、何れも仏教の「応病与薬」20に由来するものと考えら
れる。用例（２）「初夜文」の「投機」が最も早いようで、それ以降、元の時代
まで「投機」は仏教関係の書物にだけ使われているようである。 
 ちなみに、下記用例（３）のように、「投機」の同義語として「逗機」という
言葉も存在していて、『佛教大辭彙』（冨山房 一九一四）では、「対手の機根に
相応すること。逗は投合の義なり。」21と記されている。これは、古代中国語で
は「逗」と「投」が〈合う、投合する〉という意味で一致していて、代替が可

能であるためである。たとえば、「抑揚動雅舞、撃節逗和音」22の「逗」が正に
「合う」という意味である。 
 

（３）夫説法者。須及時節。観根逗機応病用薬。    
（賾藏『古尊宿語録』 南宋） 

 
４．２ 一般語に転用された「投機」 
 「酒逢知己千杯少、話不投機半句多」23〈酒は知己と飲めば、千杯飲んでも足
りない、話が合わない奴だと、半句でも多い〉、これは中国では誰でも知ってい
る名句である。その中の「投機」は〈気が合う〉という意味である。「投機」は
宋の時代から一般語に転用され始めていると見られる。 
 

（４）那女孩児聴得説話投機，便説出上件事来，那子弟喚作範二郎。王婆 
聴了，道：莫不是樊楼開酒店的範二郎？那女孩児道：便是。 

                 （作者不詳『鬧樊楼多情周勝仙』 宋） 
〈日本語訳文〉あの女の子は話が投機しているタイミングで、あの件を話し 
出し、その男は範二郎という名前と言った。これを聞き、王婆はもしかした 
ら樊楼（地名）で飲み屋を営んでいる範二郎か？と聞き返した。女の子はそ 
の通りだと返答した。 

 
 宋の時代に成立したとされる話本小説『鬧樊楼多情周勝仙』に見られる「説
話投機」は、〈気があって話が弾む〉という意味を表す。この「投機」は明らか
に仏教語から一般語に転用されたものである。 
 

（５）席間、王秀才与謝天香購論字法、両人多是青春美貌、自然投機。 

                （凌濛初『二刻拍案驚奇』 一六三二年） 

                                                   
20 「医者が病に依って薬をもると同じく、佛が衆生の機類に従ひ種々の教法を説くことを譬えた語。菩提

心論「諸佛慈悲、従真起用、救摂衆生、応病与薬、施諸法門」」下中邦彦『大辞典』（平凡社 一九七四）

第四四四頁。 
21 龍谷大學編纂『佛教大辭彙』（冨山房 一九一四）第五巻第三四三二頁。 
22 出典は『詠鞞応詔』（蕭琛 南朝） 
23 一般的に欧陽修の作とされがちであるが、筆者の調査範囲で『琵琶記』（元末 高明）が一番早い。 
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  〈日本語訳文〉席上、王という秀才は謝天香（人名）が書道を議論して、 
二人とも美貌で青春の年頃、当たり前のように投機している。 

 
 中国古代短編小説の宝庫と言われた『二刻拍案驚奇』に出ている「投機」も
〈気が合う、意気投合する〉という意味を表している。上記用例（４）（５）の
ように、仏教用語として成立した「投機」は宋の時代からは白話文にも用いら
れ、〈気が合う、意気投合する〉という意味を表し、一般語に転用された。以降、
元、明、清の話し言葉で、この意味の「投機」が盛んに使われ、現代中国語に
繋がっている。 
 
４．３ その他の「投機」 
 一方、数こそ多くはないが、〈機会、良いチャンスに乗じる〉という意味の「投

機」も見られる。これは仏教用語から一般語への転用というより、「機」を〈機
会、良いチャンス〉、「投」を〈乗じる、投じる〉のような意味で「投機」とい
う語を改めて解釈していると見なしてよいであろう。 
 『漢語大詞典』（一九八六）の記述24によると、「若時至而行、則能極人臣之位、
得機而動、則能成絶代之功」〈時（タイミング）が至ったら行えば、乃ち人臣の
位が極められる、機を得て動き出したら、則絶大の功績が成せる〉のように、「機」
には〈機会、良いチャンス〉という意味がある。また、「投」については、「投
其所好」〈相手の好みに迎合する〉というように、〈迎合する、乗じる〉という
意味も表す。これらのことから、仏教語として誕生した「投機」を〈機会、良
いチャンスに乗じる〉というように解釈しても問題なかろう。 
 

（６）古之投機者有四：有投隙之機、有搗虚之機、有乗乱之機、有承弊之 

機。 
                    （脱脱他『宋史』 一三四五年） 

〈日本語訳文〉古来より「投機」には四種類有り、相手の隙間に乗じるこ 
と、守備の薄手に乗じること、相手の乱に乗じること、そして、相手の疲 
弊に乗じること。 
（７）汝為遂上丞相書、言：用兵之道、取勝在于得勢、成功在乎投機。 

                    （脱脱他『宋史』 一三四五年） 
〈日本語訳文〉汝為（人名。宋汝為のこと）が遂に丞相に上書して、曰く： 
兵の道において、大勢を得ることが勝利のカギ、成功できるかどうかは「投 
機」に大いに関わる。 
（８）中原当指期克復、投機一時、会不可失。    

（脱脱他『宋史』 一三四五年） 
〈日本語訳文〉中原を光復するのが不日のこと、良いチャンスが一瞬のこ 

とだから、絶体に失ってはいけない。 
 
 用例（６）（７）（８）の「投機」は〈機会、良いチャンスに投じる〉という
意味を表す。しかし、この「投機」は仏教語由来の「投機」を別解釈している
か、あるいは、新しく造語したのかは定かではない。そして、古代中国語にお

                                                   
24 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第四巻第一三二二頁。 
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ける「投機」は全体的に〈機会、良いチャンスに投じる〉という意味での使用
数は少なかった。 
 

（９）天庭丹熟有何時。鉛汞適投機。   
（王之道「朝中措・董令昇待制生日」 宋） 

〈日本語訳文〉天庭の丹薬はいつ出来上がる？鉛と水銀の融合がちょうどい 
い状態だ。 

 
 用例（９）の「鉛汞適投機」は『漢語大詞典』で挙げられた用例「似聞薬病
已投機、牛闘蛇妖頓覚非」〈薬と病の融合がちょうどいい状態、つまり薬がとて
も効いている状態〉と同じである。これは〈気が合う、意気投合する〉という
意味の「投機」を、擬人的に用いていると考えられる。しかし、古代中国語で

はこういう擬人法の使用例は稀である。 
 
５ 近代中国語における「投機」 
 近代中国語における「投機」の使用状況に関して、「晩清期刊・民国時期期刊
全文数据庫」25、「申報数据庫」26などのデータベースを利用して調査した結果は
以下の通りである。 
 

（10）人心之險詐殆有不可以理測者。沔陽州人某甲、幼曾習戯見棄於優伶失
業後、遊手好閒到處爲家、一日行至天門縣一村鎮飯店中寄足、邂逅匪徒十
餘人談説投機、即拜盟結爲弟兄。                    

（申報 一八八二年七月三日） 
〈日本語訳文〉人の心はなかなかわからないものだ。沔陽人の甲は幼い頃か 

ら戯曲を習ったが、俳優業を離れ、失業後、世の中を彷徨う。とある日、天 
門県某郷里の宿に寄宿したら、盗賊十数人と出会い、何と意気投合して、さ 
っそく義兄弟の契りを交わした。 
 

用例（10）の「投機」は〈気が合う、意気投合する〉という意味である。『申
報』では、一八七三年～一九〇五までの使用例は例外なく、上記のような古代
中国語の使い方を踏襲したものである。 
 

（11）彼承接之洋行代籌之公司、非有神異之勢力、不過出其投機相利家之慣
技、轉輾以愚我耳。                     

（申報 一九〇五年四月七日） 
〈日本語訳文〉彼ら外国銀行が借款の資金調達をするなんて、別に特別な力 
があるわけではなく、投機相利家の本性によるわが国民を騙す手口に過ぎな 

い。 
 

                                                   
25 晩清期刊全文数据庫は晩清（一八三三～一九一一）の三百余刊行物を網羅したデータベース。民国時期

期刊全文数据庫は民国時期（一九一一～一九四九）の大量の刊行物を収録したデータベースである。 
26 一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊。中国近現代史の百科全書と言われるほど重

要な新聞である。 
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 当時中国の借款業務はだいたい外国銀行に委託していたということを批判す
る内容である。用例（11）の「投機」にはもちろん〈機会に乗じること〉とい
う意味もあるが、「経済的な利益を追求する商活動」という点が従来の使い方と
は大きく違っている。 

 
（12）彩票類之事業、十九世紀以來、歐西悉禁浄盡。而吾國趨之若鶩、亦 
可見投機僥倖者之多矣。                    

（申報 一九〇五年十月三十一日） 
〈日本語訳文〉彩票類の事業は十九世紀以来、欧州の諸国は悉く禁止してい 
たのに対して、我が国において好む者が多くて、これはまた投機、射幸心の 
者が多いことである。 
（13）商界中有投機事業。極危險之事業也。何以故。以勝則獲利固豐。敗 

亦失利甚巨。             
（申報 一九〇九年二月二日） 

〈日本語訳文〉商業界の中には投機事業があり、これが極めて危険な事業 
だ。何故なら、勝てば確かに巨額の利益が得られるが、失敗したらその損 
失も巨大だ。故に少しでも経済学を知る者はほとんど手を出していない。 

 
 『申報』では一九〇五年以降、〈気が合う、意気投合する〉の「投機」は無論
使われているが、量的には少なくなり、その代わりに用例（11）（12）（13）の
ように、〈一発で通常の利益を遥かに上回る莫大な利益を得ようとする商取引〉
という意味の使用がメインとなる。商取引に用いられていた「投機」は古代中
国語における使い方とは距離があり、また一九〇五年以降一気に現れ始めたこ
とを考えると、中国語の内部変化とは考えにくい。従って、宣教師たちによる

造語か、あるいは当時の日本語からの借用ではないかと思われる。 
 
６ 英華字典における「投機」 
 「投機」が来華宣教師たちによる造語の可能性について、Robert Morrison（一
八七二～一八三四）、Walter Henry Medhurst（一七九六～一八五七）、そして
Wilhelm Lobscheid（一八二二～一八九三）などの英華字典を調査した結果は、
次の通りである。 
 

①Agree I agree with you 我與你投機 
②Conversation When conversation does not please, half a word is too  
much 話不投機半句多 

③Friend When taking wine with a bosom friend ten thousand cups are  
too few; but when conversation does not take, half a sentence is  

too much 酒逢知己萬杯少‧話不投機半句多 
④Point Spoke to the point 説得投機 
⑤Prevail  To take effect, seeing what he said did not prevail 見 
所言不投機27 

                                                   
27 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示しておき、そして記述の便宜上、番号を付けておく。 
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（Robert Morrison「英華字典」 一八二二） 
 
 このように、「投機」はいずれも〈気が合う、意気投合する〉という意味であ
り、商取引としての「投機」は見当たらなかった。それ以降の衛三畏（Samuel Wells 
Williams）、麥都思（Walter Henry Medhurst）、羅存德（Wilhelm Lobscheid）
などの英華字典においても、依然として商取引としての「投機」は姿を見せて
いない。 
一方、英語の「Speculate」及びその周辺語は早期の「英華字典」では、下記

のように扱われていた。 
 

⑥Speculate Speculating trader; one who is too full of gain-making  
schemes 射利的人 

（Robert Morrison「英華字典」 一八二二） 
  ⑦Speculate a speculator after gain 射利之人 

（Walter Henry Medhurst「英華字典」一八四七～一八四八） 
  ⑧Speculate to speculate after gain 圖利、營利 
   to speculate in trade 以買賣圖利 

（Wilhelm Lobscheid「英華字典」一八六七～一八六八） 
 
例えば、⑥と⑦のように、「投機」の代わりに「射利」という語が見える。こ

の「射利」は「富中之甿，貨殖之選，乘時射利，財豊巨万」（左思『呉都賦』 西
晋）、あるいは「江淮豪賈射利，或時倍之」（欧陽修他『新唐書・食貨志四』 北
宋）とあるように、利益を追求することである。 
管見によれば、〈一発で莫大な利益を得ようとする商取引〉という意味の「投

機」が初めて英華字典に登場するのは、顏惠慶の『英華大辭典』（一九〇八）28で
ある。ここには、従来の〈気が合う、意気投合する〉の「投機」がある一方、
⑨、⑩、⑪のように商取引としての「投機」が多く見える。 
  
 ⑨Speculate To buy up land, goods or stock, in the expectation of  

gain from a rise in the price, 投機, 買空, 賣空, 抛空盤, 壟斷居 
奇, 見機預買 

  ⑩Venture commercial speculation, 買空, 賣空, 投機, 生意中之操機 
運; 

 ⑪Speculative Adventurous in business, 貿易上有膽識的, 見機預買 
的, 賣空買空的, 抛空盤的, 投機的; as, a speculative dealer, 投機 
商人; a speculative enterprise, 投機業 

（顏惠慶『英華大辭典』一九〇八） 

 
その後、一九一六年に成立した赫美玲の『官話』29においても、新しい意味の

「投機」が多く見え、しかも、「Speculate to meditate(部定)投機」、「Venture：

                                                   
28 顏惠慶『英華大辭典』（上海商務印書館藏版 一九〇八） 
29 K.Hemeling（一八七八～一九二五 中国語の名前は赫美玲）『官話』（The Presbyterian Mission 

Press,ShangHai 一九一六 ） 

http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/search.php?fulltextBtn=true&title=eqyhlyclqkvssch&searchStr=%E6%8A%95%E6%A9%9F
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/advance2.php?searchStr=%E9%83%A8%E5%AE%9A&limit=a0,a5
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/search.php?fulltextBtn=true&title=eqslsqclqhihvlv&searchStr=%E6%8A%95%E6%A9%9F
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speculation(新)投機」、「Speculative fever (部定)投機熱狂」、「Speculator 
(新)投機家」のように（新）と（部定）に指定されている（『官話』の中の「新
詞」と「部定詞」に関して、「《官話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定詞"為中
心」（沈国威 二〇〇八）に詳しい）。つまり、中国語にとっては新語（modern terms）
であり、日本語の訳語を借用した可能性が高いことが想定される。 
 
７ 古典日本語における「投機」 
 次に、古典日本語における「投機」の使用状況を明らかにするために、ジャ
パンナレッジの「日本古典文学全集」、東京大学史料編纂所の「古記録フルテキ
ストデータベース」や「古文書フルテキストデータベース」、及び彫龍中国古籍
庫の日本古典書籍30等を調査したところ、いくつかの使用例が確認できた。 
 

（14）大徳寺住持妙超、法語を進め奉る、天皇之に批答し、且投機の頌を 
賜ふ、後屡、禅要を垂問し、又、正燈国師の号を加賜せらる。 

                （宗峰妙超『大燈国師語録』 一三三四） 
（15）後醍醐投機頌 一幅    

（大徳寺重書畫箱入日記 一六一三年七月七日） 
（16）大燈国師雲門関字頌 「投機頌」（附箋）○「雲門関字頌」ノ上ニ 
アリ、壱幅 

               （徳禅寺絵箱入日記 一六二三年七月七日） 
 
 中国の仏教史料と同様に、下記の用例（17）のように、同義語の「逗機」も
日本の仏教史料で確認できた。 
 

（17）因果互為主伴義、有之歟事、如来名字、通自証化他歟事、於法身説 
法、有逗機□可云耶。                    

（東大百合文書 一四七〇） 
 
 上記のように、古典日本語において「投機」は一般語として使われていた痕
跡が見られず、江戸時代末期まで仏教関係の資料にだけ用いられていたと言え
よう。 
 
８ 〈機会に投じる〉という意味の「投機」 
 『明治のことば辞典』（惣郷正明他 一九八六）などでは、「投機」の最も古
い用例として、『広益熟字典』（湯浅忠良 一八七四）が挙げられている。『広益
熟字典』の画引之部では「投機トウキ キカイヲハヅサヌヿ31」とし、仮名引之
部では「投機トウキ グハイヲハズサヌ」32としている。 

 
此書ハ漢籍中ノ熟語且ツ市街巷閭ノ談話中自然熟語トナルモノ等方今必 

                                                   
30 彫龍中国古籍庫は超大型漢字古籍全文検索データベース、目前収録文献は一万七千余り、約二十五億字。

その中には「日本古典書籍」が含まれている。 
31 国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている『広益熟字典. 画引之部』第百九頁。 
32 国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている『広益熟字典. 仮名引之部』第三十六頁 

http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/advance2.php?searchStr=%E6%96%B0&limit=a0,a5
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/search.php?fulltextBtn=true&title=utojrikmjmzqkxr&searchStr=%E6%8A%95%E6%A9%9F
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/advance2.php?searchStr=%E9%83%A8%E5%AE%9A&limit=a0,a5
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/search.php?fulltextBtn=true&title=apwfnmzmfnkccin&searchStr=%E6%8A%95%E6%A9%9F
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/advance2.php?searchStr=%E6%96%B0&limit=a0,a5
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W16/16.ctl','srch02')
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W16/16.ctl','srch02')
http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/javascript:jsSrch('W10/10.ctl','srch02')
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862789
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=xTUCml1V3ijspgvneOdGNnVwysy4.ZONku6JMIqMf8O5LLrdk_9NnmfGEzLT6sfyDo5WbbcGbPT8HG9Y4bR6jxB5aVQLhUpqWzDS2AFI5_M9GF.qtvWj_e08XIBfyJ6SmlXJiKN5yneds5RUfqKkoyObedkdJiXfS_bUSfCLp5K9wpQfxqYLg7KT5yCrRZ6yqIcthZkaKoObk68lJnMBDFBU498__UmDRlQ-/_ylt=A7dPKRVeFYJYfA0A0IuDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11vgqkm78/EXP=1485020958/**http:/dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862790
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=xTUCml1V3ijspgvneOdGNnVwysy4.ZONku6JMIqMf8O5LLrdk_9NnmfGEzLT6sfyDo5WbbcGbPT8HG9Y4bR6jxB5aVQLhUpqWzDS2AFI5_M9GF.qtvWj_e08XIBfyJ6SmlXJiKN5yneds5RUfqKkoyObedkdJiXfS_bUSfCLp5K9wpQfxqYLg7KT5yCrRZ6yqIcthZkaKoObk68lJnMBDFBU498__UmDRlQ-/_ylt=A7dPKRVeFYJYfA0A0IuDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11vgqkm78/EXP=1485020958/**http:/dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862790
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862790
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用ナルモノヲ廣ク抄集シテ童蒙ノ捜索ニ便ス 
 
『広益熟字典・画引之部』の凡例には上記のような記述が見られる。『広益熟

字典・仮名引之部』にも同じ趣旨の内容があり、これらから見ると、当時の日
本語において「投機」は〈機会に投じる〉という意味で理解されていたようで
ある。今回の調査では〈機会に投じる〉と解釈すべき「投機」の使用例がいく
つか確認できた。 
 
（18）嗚呼、二蘇枕干之志、自童孺時確乎不抜、卒能単刀投機、斬難敵之 
仇。 

               （中井竹山『東征稿・西上記』 一八五三） 
 

 『東征稿・西上記』は嘉永六年（一八五三）江戸青雲堂から出されたが、巻
末の安永癸巳（一七七三）夏付の跋文が付されているため、手稿の成立は出版
よりずいぶん早かったことが分かる。湯城吉信の『江戸期の漢文遊記の研究 : 
懐徳堂を中心に』（二〇一三）の「中井竹山『西上記』翻刻・注」では、該当部
分に関して「嗚呼、二蘇干を枕にするの志、童孺の時より確乎として抜けず、
卒に能く単刀機に投じ、難敵の仇を斬る。」〈ああ、曾我兄弟は年少の時から仇
討ちの志が堅く、終には単身、機に乗じて難敵を斬った〉33としている。 
 

（19）贈大山巖赴任奧羽戰役（漢詩 西郷隆盛） 
   從來素志燦交情、大義撑腸離別軽。一算投機扶百世、片言愆令斃千兵。

必亡危害生粗暴、決勝奇謀發至誠。往矣愼哉雷火術、電光聲裡見輸贏。 
 

 また、〈機会に投じる〉の使用例は、維新の三傑の一人にされた西郷隆盛（一
八二八年～一八七七年）の漢詩に数回用いられている。戊辰戦争（一八六八～
一八六九）の時、西郷隆盛の従兄弟・大山巌が砲隊長として奥羽に向けて出立
する時に贈った漢詩という。「一算投機扶百世、片言愆令斃千兵」〈一算の投機
が百世を扶け、片言のあやまりが千兵を斃さしむ〉の「投機」も〈機会に投じ
る〉と解釈される。 
 

（20）兒島高徳行宮題（漢詩 西郷隆盛） 
   吁嗟雖莫范蠡功。先命投機士氣雄。十字血痕花色在。龍顏一笑認孤忠。 
 
 これは西郷隆盛が明治五年（一八七二）に兒島高徳を詠じた漢詩、兒島高徳
は後醍醐天皇に忠誠を尽くしたことでよく知られ、一九一四年には、文部省唱
歌「児島高徳」も発表された。天皇に対する忠誠心を示す「白桜十字詩」の「天

莫空勾践 時非無范蠡」〈天勾践を空しうすること莫れ、時に范蠡の無きにしも
非ず〉が有名である。この「先命投機士氣雄」〈命に先じ機に投じ、士気雄なり〉
の「投機」も〈機会に投じる〉と解釈されよう。 
 上記用例（18）、（19）、（20）が示しているように、幕末・明治期において「投
機」は確かに〈機会に投じる〉という意味で使われていた。しかし、用例数が

                                                   
33 湯城吉信『〔附録２〕中井竹山『西上記』翻刻・注』第一三一頁。 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862789
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少なく、漢文、漢詩にのみ使われていたことは見逃してはならない。日常的な
語彙ではなく、漢文素養の高い人が用いる漢語であると考えられる。 
 
９ 漢文資料における「投機」の位置づけ 
 日本の漢詩、漢文資料に見られる「投機」は〈機会に投じる〉という、古代
中国語の使い方を真似たものである。しかし、これは一部の漢文素養が高い人
によるものに過ぎず、一般的に使われていたものではない。この点に関して、
中村正直の『西稗雑纂』（一八七六）に見られる「投機」を見ればよくわかる。 
 
  （21）一夫人喪其夫、悲傷殊甚、昏々在睡椅、不治家務、以白涅西而造之、 

執其手曰、上帝赦夫人矣、夫人猶未赦。上帝乎夫人聞之、憂思頓解、起 
立視事、故曰、一言投機、為益甚多。 

（中村正直『西稗雑纂・第二集』同人社藏版 一八七六） 
〈現代語訳〉愛する夫を失ったある夫人はあまりの悲痛に打ちひしがれて、 
椅子に寝そべって家事等をやる気はなかった。以白涅西而（イベネゼル） 
が訪れ、夫人の手を取って、「上帝は既に夫人を許したが、夫人は自分を許 
していないだけだ」と言ってくれた。上帝のことを聞いた夫人は憂いが飛 
び去り、元気を取り戻してさっさと仕事に取り組んだ。故に、一言投機、 
その益は甚だ多いと言う。 

  
 中村正直の『西稗雑纂』は日本語の資料ではあるが、中村正直による序を見
ればわかるように、『西稗雑纂』はある意味で中国語の域外資料と見てもよいだ
ろう。付け加えて言うが、用例（21）の内容は現代日本人にとって難解なもの
であるが、中国人の筆者にとってはすらすらと読めるものである。文中の「一

言投機」は〈一言がすべての悩みを解いた〉という意味を表し、中国語に見ら
れる〈意気投合する〉の「投機」に近い。 
 

西稗雑纂一集序 暇時。随手。抽読案頭洋書。有会心者。輙把筆。以漢文 
録之。歳余成一巻。名曰西稗雑纂。 
〈現代語訳〉西稗雑纂一集序 暇な時、手当たり次第に洋書を読み、気に 
なるものがあれば、筆を執りそれを漢文で書き記す。一年余り一巻を成し、 
『西稗雑纂』と名付けた。 

 
10 商取引に用いられた「投機」 
 現代日本語における「投機」は、商行為としての「投機」の本質は安く買い、
高く売ることであるが、そもそもすべての商売はこれを原則としている。次に、
商行為としての「投機」は古くから行われたものであり、近代においてその対

象は一般商品から株や先物に拡大したのである。さらに、「投機」というネーミ
ングは近代的なものであり、一攫千金は「投機」の目的であるため、災害に乗
じたり不正を行ったりして市場秩序を乱してしまうので、常に問題視される。 
 
  株式や商品などの相場の変動を利用して売買差益を得ることを目的とし 

て行われる取引。最近では為替相場も投機の対象とみなされている。取引 
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所を中心として行われる。商品では貴金属や季節的に相場変動の激しい農 
産物がおもな対象になり，多くは先物(さきもの)取引によって行われる。 

（百科事典マイペディア） 
  
 このような観点を念頭に置き、ヨミダス歴史館（一八七四～一九八九）と朝
日新聞縮刷版（一八七九～一九九九）を調査したところ、明治時代の日本では
ウサギ、万年青、蘭、米、株、先物などが投機対象とされていたことがわかる。 
 

（22）近頃万年青がまた流行出しました。以前兔を飼ッて騒いだ時のやう 
に成らぬうち早くやめて真面目の商売にも成りなされ。 

（読売新聞 一八七五年九月十二日） 
（23）兔の会や売買が盛んに成ッたので左今づんづん巡査に引かれるもの 

があります。 
（読売新聞 一八七六年四月二十二日） 

 
 用例（22）と（23）を見ればわかるように、当時ウサギ、万年青への投機は
経済秩序を乱す不法行為と厳しく取り締まられていた。「兔の流行せし節時機に
投じて…中略…稲葉鉢太郎の十二人は軽罪裁判所に於て審問のすえ昨日石五郎
は重禁錮十月罰金十五圓監視一年」（読売新聞一八八三年十月十三日）のように、
実際に刑を言い渡されたこともあった。 
しかし、安く買い、高く売るために不正操作を行う悪徳商人は、当初は下記

の用例（24）、（25）のように「山師」を呼んでいた。ウサギ、万年青の値上が
りに乗じて一儲けしようとする一般人に関しては、特に呼び名はなかったよう
である。 

 
  （24）兔を以て来た者は我のかんがえには大方西洋の山師（やまし）と日 

本の山師の仕業とぞんじますが。 
（読売新聞 一八七四年十二月八日） 

  （25）金持がやたらに銭と買ひ込み十円につき一円から二円ぐらいまでも 
割とつけて沢山買ひしめたがニ三日たつと山師（やまし）がいひ触らし 
たことだと知れて大さわぎで有ッたと知らせて来ました。 

（読売新聞 一八七八年四月二十五日） 
 
 読売新聞で初めて「投機」が見られるのは下記の用例（26）、（27）であるが、
「投機商」に「やまごと」、「やまし」のルビが付されていたため、和語「山師」
から漢語「投機」への切り替えが窺える。 
   

  （26）亭主が投機商（やまごと）に掛り夫が外れて逃亡してしまッたので 
お市は今の裏店へ引込み飴菓子と売ッて暮しと立て居るが。 

（読売新聞 一八七九年三月十八日） 
  （27）夫で斯う高くなるので抔と詰らぬ事と触れ散らして投機商（やまし） 

の加勢として居るが。 
（読売新聞 一八七九年八月八日） 
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そして、音読の「とうき」が初めて見られるのは下記の用例（28）と（29）

が早かった。既に述べたように、日本人の漢文と漢詩に見られる〈機会に投じ
る〉、〈意気投合〉を意味する「投機」は、ある意味で中国語の域外資料である
ため、用例（28）と（29）の「投機」こそ日本語における漢語「投機」の始ま
りである。 
 
（29）然るに此天凶を奇貨とし米価を騰貴せしむる者あれ是れ投機商（と 
うきせう）の作為に出で増悪すべきの奸策ならずや乃ち此奸商の首を刎 
ね家を毀ち人為の禍を除かば天凶何ぞ定まらざるらん。 

                 （朝日新聞 一八七九年九月十二日） 
（30）日本の本位金銀貨ゆえ品物もたくさんあれば洋銀相場のやうに投機 

者（とうきしゃ）が占買や占売とする弊も止んで貿易上に餘ほど便益と 
増すで有りますやう。 

（読売新聞 一八七九年十月四日） 
 
11 海援隊約規の中の「投機」について 
 海援隊は、江戸末期、坂本竜馬らが長崎亀山で組織した貿易結社である。こ
の海援隊の行動指針である海援隊約規の中には「投機」が用いられている。海
援隊約規の一部を下記に引用しておく。 
 
  凡嘗テ本藩（土佐）ヲ脱スル者及佗（他）藩ヲ脱スル者、海外ノ志アル者 

此隊ニ入ル。運輸、射利、開柘、投機（トウキ）、本藩ノ応援ヲ為スヲ以 
テ主トス。 

（海援隊約規 皇慶応三（一八六七）丁卯四月） 
 
海援隊の前身は文久三年（一八六三）に設立された貿易商社「亀山社中」で

ある。海援隊は私設海軍・貿易などの商社活動から近代的な株式会社に類似し
た組織とされている。この、海援隊約規（一八六七）に見られる「投機」は、
通説では〈営利活動〉とするが、下記の理由でこの説には疑問がある。 
 
（１）海援隊約規（一八六七）が出来た頃、日本語の中の「投機」は「先命
投機士氣雄」（西郷隆盛 一八七二）などのように〈機会に投じる〉とい
う意味であった。「山師」から「投機」への切り替えは海援隊約規（一八
六七）より十数年後のことである。 

  （２）商行為としての「投機」は「山師」という意味があり、前述のよう
に当時においても経済秩序を破壊する行為として社会的に批判され、乃

至法律的に罰せられる行為であるため、日本を救う大志を抱いた坂本龍
馬は堂々と宣言する筋はなかったと思う。 

  （３）「運輸、射利、開柘、投機、本藩ノ応援ヲ為スヲ以テ主トス」の中に
は営利活動として「射利」は既に一回出ている。「投機射利」のように同
義語を並べることで強調するならまだしも、「射利」と「投機」が離れて
いるため、同義語とは考えられない。 
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 従って、「海援隊約規」の中の「投機」は「営利活動」ではなく、「時期を見
計らって何か大きな仕事をやろう」という抱負を指しているのではないかと推
測される。 
 
12 英和辞書における「投機」 
 『明治のことば辞典』（惣郷正明・飛田良文 一九八六）によると、商取引と
しての「投機」が初めて辞書類に収録されるのはヘボンの『和英語林集成〈三
版〉』（一八八六年）である。しかし、一八七九年に既に商行為としての「投機」
が当時の新聞に用いられている。そして、井上哲次郎らの『哲学字彙初版』（一
八八一）では、「Speculation 思辯、工夫、冥想、投機（財）」のように、「Speculation」
と商行為の「投機」の対訳関係が成立している。 

『和英語林集成〈三版〉』和英の部 34では、「 Toki トウキ  投機  n. 
Speculation：ーsho, a speculating merchant; ーgyo, speculating business」
とあり、「投機」だけではなく、「投機」を語基とした造語の「投機商」、「投機
業」も収録されている。一方、『和英語林集成〈三版〉』和英の部 35では、
「SPECULATEi.v. Kangaeru,omoi-mawasu,shiansuru;yama wo suru,mokuromu.」、
「SPECULATOR，n.Yamashi.ーin stock,sobashi.」とあり、「投機」が見られず、
「山をする」「山師」「相場師」など日本語従来の表現が用いられている。さら
に追ってみると、『和英語林集成〈再版〉』（一八七二年）と『和英語林集成〈初
版〉』（一八六七）の「英和の部」の記述も上記の内容とほとんど同じである。 
『和英語林集成』より先に成立した堀達之助の『英和対訳袖珍辞書』を確認

してみると、その初版（一八六二）36では「Speculate-ed-ding, v.a. 視ル。
念入レテ見ル。」、「Speculation,s. 観察」、「Speculator,s. 仝上スル人」と

あり、「Speculate」の意味解釈が「念入れて見る」の一義に留まっている。そ
の改正増補版（一八六六年）には、「Speculate-ed-ding, v.a. 観察スル。利
ヲ得ル為ニ買フ。熟考スル。」のように「利ヲ得ル為ニ買フ」が増補されている
ことが注目される。しかし、この段階ではまだフレーズであって、訳語のレベ
ルに至っていない。その後の柴田昌吉、 子安峻の『英和字彙 : 附音插図』（一
八七三年）では「相庭師」（相場師のこと）が出来てきたが、依然として「投機」
は見当たらない。 
これらのことから見ると、「Speculation」と商行為の「投機」の対訳関係は、

井上哲次郎らの『哲学字彙初版』（一八八一）によって確立された可能性が考え
られる。 
 
13 まとめ 
 中国で仏教用語として誕生してきた「投機」は〈禅宗にて学人の機と師家の

機と相投ぜるを云ふ。多くの場合には大悟徹底して佛祖の要機に合するを云ふ〉
という意味であった。中国では宋の時代から「投機」が一般語に転用され、元、
特に明と清の時代には、話し言葉で〈気が合う、意気投合する〉という意味で

                                                   
34 明治学院大学デジタル『和英語林集成三版』和英の部第六六八頁。 
35 明治学院大学デジタル『和英語林集成三版』英和の部第九二七頁。 
36 立教大学図書館所蔵本七六七頁。 
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盛んに使われた。 
そして、「投機」を文字通りに解釈して〈機会に投じる〉という使い方も見ら

れるようになるが、〈意気投合〉の「投機」はその用例は少なかった。一方、仏
典とともに日本語に入ってきた「投機」は長い間仏教関係にしか使われていな
かったが、日本人の漢詩漢文の資料には〈機会に投じる〉という意味も散見さ
れるようになった。しかし、これはあくまでも漢文素養の高い人によるもので
あり、一般的に理解されたレベルのものではなかった。現代日本語における「投
機」のマイナスイメージとは異なり、〈機会に投じる〉の「投機」は西郷隆盛な
どの使用例から見て、〈よいチャンスをうまく掴み取る〉というニュアンスであ
って、むしろプラスの意味で捉えられていたと思われる。 
古代中国語で盛んに使われた〈意気投合〉の「投機」が日本語にあまり取り

入れなかったのは、恐らく位相の問題があるのではないかと推測される。〈意気

投合〉の「投機」は古代中国語では、主に口語の白話文に使われていた。これ
に対して、〈機会に投じる〉の「投機」は文語という位置づけであったからであ
る。 
ものを安く買い、高く売る行為は古くからあったが、災害に乗じたりデマを

流したりするような不正操作、及びそれをする悪徳商人のことを、日本語では
従来「山をかける」、「山師」などと表現していた。一八八〇年代前後、これら
の和語の同義語として「投機」が見え始め、「投機」の対象は目に見える商品か
ら株、先物などに拡大していった。 
中国へは、日清戦争以降、日本で成立した「投機」の新しい使い方が紹介さ

れ、現代中国語における使用へと繋がっていったのである。
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第二節 漢語「投資」についての考察 
 
１ はじめに 
 「投資」も日中同形語であるが、これは紛れもなく日本人の手による和製漢
語である。そして、二十世紀初頭の中国語に借用され、現代中国語における使
用に繋がる。本節では、このことを「投資」の語誌を考察することに明らかに
していきたい。 
 

２ 辞書記述 
 まず日中両国の代表的な辞書における「投資」の記述を確認することにする。 
 
２．１ 『日本国語大辞典第二版』の記述 

『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇二）1では、「投資」の意味を次の
ように示している。 
 

(1)事業に資金を投入すること。出資。また、利回りを考えて、株券、債券 
などの購入に資金をまわすこと。 

＊英和商業新辞彙〔一九〇四〕〈田中・中川・伊丹〉「Investment 投資、放 
銀」 

＊続いたづら小僧日記〔一九〇九〕〈佐々木邦訳〉「旦那様は利益のある有 
利の事業に御資本を投資（タウシ）なされては如何でありますか」 

＊不在地主〔一九二九〕〈小林多喜二〉七「その金の一部は（例へば）俺達 
の工場に投資されて」 

(2)工場・機械や、原料・製品の在庫品などの資本財の年々の増加分。 

 
ここでは、「投資」の初出例として『英和商業新辞彙』（田中他 一九〇四）

が示されている。実際に確認したところ、次のように記述されていた。 
 

invested capital 投下資本 事業に投じた資本は皆 invested capital で 
あつて一個商店なれば其資本主が営業の為めに投じた凡ての資本を意味し 
株式会社であるならば株主が現実に拂込んだ資本であるし合資会社ならば 
各社員の出資を云ふのである、 
investment 投資、放銀． 後日の利益を目的とするか或は年々一定した歳 
入を得んとして資本を支出することを投資又は放銀と謂ふので営業に資本 
を投ずるとか株券を買込むとか云うのも皆之に属する可きものである、2 

 
「invested capital 投下資本」を見れば、「投資」の造語過程がよくわかる。

つまり、「invested＝投下」、「capital＝資本」というふうに英語の原語を逐語
的に意訳してできた「投下資本」を、さらに短縮して「投資」が造語されたの

                                                   
1 本論文では JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館 二

〇〇二）を利用する。 
2 田中・中川・伊丹『英和商業新辞彙』（同文館 一九〇四）「invested capital」は本書の第一九三頁、

「investment」は本書のは第一九四頁である。 
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である。   
そして、『英和商業新辞彙』（田中他 一九〇四）では「投資」の同義語とし

て「放銀」が見られた。しかし、これは現代日本語にも現代中国語にも見当た
らない。この「放銀」も合わせて、考察する必要があろう。 
 
２．２ 『漢語大詞典』の記述 
 次に、参考として中国の『漢語大詞典』（羅竹風他 一九八六）を見る。『日
本国語大辞典』に合わせて整え、その用例に成立年代を付して、対照できるよ
うにした。 
 

(1)把資金投入企業或基本建設。（企業やインフラ建設に資金を投入する事3） 
＊垻上一天〔不明4〕〈葉聖陶〉「（群衆）提出修建海流図水庫的要求，不用国 

家投資，群衆願意集中人力物力来修建」 
(2)投入企業或基本建設的資金。汎指為達一定目的而投入的銭財。（企業や 
インフラ建設に投入された資金のこと、あるいは一般的に目標を達成す 
るために投入された資金を指す） 

＊論十大関係〔一九五六年四月二十五日〕〈毛沢東〉「軽工業工廠的建設和 
積累一般都很快，全部投産以後，四年之内，除了収回本廠的投資以外， 
還可以賺回三個廠，二個廠，一個廠，至少半個廠」如：智力投資。5 

 
「投資」は（１）の動詞と（２）の名詞のように扱われている。『漢語大詞典』

における「投資」の意味合いと分類の仕方は『日国』と全く同じものである。
しかし、『漢語大詞典』に出された用例はいずれも新中国成立以降のものである。
近代において日本で成立した新漢語が大量に当時の中国に逆輸入された時代背

景を考えると、「投資」は日本語からの借用語である可能性が高いと思われる。 
 

３ 先行研究 
 「投資」は近代において英語「invested capital」、あるいは「investment」
などの対訳語として日本で造出され、また当時の中国に逆輸入された可能性が
高い。そこで、『明治のことば辞典』（一九八六）、『現代に生きる幕末・明治初
期漢語辞典』（二〇〇七）、『近現代辞源』（二〇一〇）、国際日本文化研究センタ
ーの日本語語彙研究文献データベースなどを調べたところ、下記のような記述
が得られた。 
 

◆とうし（ス） 投資 
①「エール校ハ、其ノ建設ノ久シキ、……本校学術科ノ設アルハ、実ニ新 
哈芬府民、ジョセフ、シヱフヒルドナル者ノ投資捐助ニ頼ル。」（森有礼・ 

明治七年（一八七四）ごろ『日本教育策』合衆国教育概論） 
②「Investment 投資、放銀」（田中・中川・伊丹・明治三十七年（一九〇 

                                                   
3 日本語訳文は筆者によるもの、以下同様。 
4 葉聖陶の「垻上一天」はいつ成立されたか、当面確固たる情報はないが、一九五八以降の可能性が高い。 
5 羅竹鳳他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）第六巻第四〇六頁。中国語の資料を引用する時

に、中国語の漢字を日本語の漢字に書き直し、現代日本語に使わない漢字は旧体字で示す方針である。以

下同様。 
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八）『英和商業新辞彙』 
 

意味 事業などに資金を出す（こと）。出資。6 
『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（佐藤亨 二〇〇七） 

 
『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）では、日本語における

「投資」の最も古い例は『日本教育策・合衆国教育概論』（森有礼 一八七四）
とされている。しかし、「シヱフヒルドナル者ノ投資捐助ニ頼ル」のように、森
有礼の原文では「投資捐助」が並び記されている。「捐助」は現代日本語に見当
たらない表現であるが、その意味は〈救助のため自分の金品を差し出すこと、
寄付〉である。原文では「投資捐助」が並び記されているため、森有礼は「投
資」を「捐助」の同義語として使っていたのではないかと推測される。 

そこで、『森有礼全集第三巻』（大久保利謙 一九七二）を調べると、次のよ
うに記されていた。 
 
 校制ヲ一変シテ以テ世間ノ需ニ答フ 
 干尼底格州新哈芬府ノエール校ハ、其ノ建設ノ久シキ、名声ノ灼々タル、 
前二校ト相ヒ伯仲ス。博士シリマン始メテ学術ヲ諸生ニ教ケシヨリ、顕名 
ノ博士輩数年間之ニ継デ学術ヲ教習シ、遂ニ学術学校ノ雄トナル。米国諸 
校学術ヲ教ユル、此校ヲ以テ最モ古シトス。本校学術科ノ設アルハ、実ニ 
新哈芬府民、ジョセフ、シヱフヒルドナル者ノ投資捐助ニ頼ル。故ニ又タ 
之ヲ称シテ、シヱフヒルドナル氏学術学校ト曰フ。7 

（『森有礼全集第三巻』合衆国教育概論 森有礼） 
 

This department of YaLe College owesits existence to the liberality 
 of Joseph Sheffield,a private citizen of New Haven,and is known as  
the Sheffield Scientific School.8 
（『森有礼全集第三巻』On Education in the United States 森有礼） 

 
傍線の「本校学術科ノ設アルハ、実ニ新哈芬府民、ジョセフ、シヱフヒルド

ナル者ノ投資捐助ニ頼ル。故ニ又タ之ヲ称シテ、シヱフヒルドナル氏学術学校
ト曰フ」は上記の英語原文の日本語訳に当たる。これによって「投資捐助」が
英語「liberality」の対訳語であることがわかる。やはり、森有礼は「投資」
を「捐助」〈寄付〉の同義語として使っていたことがわかる。 
「人民私財ヲ捐テテ学校ヲ資助スル者多シ」という部分では、森有礼は「民

人自ラ奮ヒ、私資ヲ投ジテ之ヲ資助スルノ功、更ニ多キニ居レリ」を使ってい
た。これらのことから、森有礼の『日本教育策』（一八七四）に見られる「投資」

は「invested capital」、あるいは「investment」などの対訳語ではなく、「私
資ヲ投ジテ」の略語であると考えられる。 
 そして、『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇七）では、『英和商

                                                   
6 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院 二〇〇七）第六五四頁 
7 大久保利謙『森有礼全集第三巻』（宣文堂書店 一九七二）付録第六十八頁。 
8 大久保利謙『森有礼全集第三巻』（宣文堂書店 一九七二）第四四六頁。 



273 

 

業新辞彙』の成立年代は明治三十七年（一九〇八）とされているが、明治三十
七年（一九〇四）の誤りである。 
 一方、中国の『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇）では、中国語における「投
資」の最も古い例は「英爵白雷斯福論中国」（『清議報第二十五冊』 一八九九）
とされている。 
 

投資 tou zi 把資金投入企業等。1899 年《清議報》二十五冊《英爵白雷斯 
福論中国》：整頓公司之法，使内外人投資此間者，得便利以拡充鉄路、礦務 
等事業。1915年伍廷芳《美国視察記》：十年以前，美国資本家之眼光，僅注 
於欧美，而不能遠瞩東方。投資中国，為其所無願聞之事，余嘗憶及前此鉄 
路借款時所経之困難。9 

『近現代辞源』（黄河清 二〇一〇） 

 
イギリスの下院議員である白雷斯福（Lord Charles Beresford・一八四六～

一九一九）は一八九八年十月一日～一八九九年一月九日の間、中国の上海、北
京、天津、南京、福州、広州などを訪問した。白雷斯福氏の中国訪問について、
当時の『昌言報』、『清議報』は重要視して大量に報道している。10 
 『清議報』第二十五冊（一八九九）の「英爵白雷斯福論中国」（英爵白雷斯福
は中国を論じる）では、「整頓公司之法，使内外人投資此間者，得便利以拡充鉄
路、礦務等事業」〈公司の法を整備すべきである。ここに投資した内外の者は便
利を得てさらに鉄道、鉱業に事業を拡大する〉とある。ここの「投資」は明ら
かに英語の「invested capital」に当たる。 
「晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫11」で「英爵白雷斯福論中国」（『清議報

第二十五冊』 一八九九）を確認でき、その文章の末尾に下記のような記述を

見つけた。 
 
  訳者曰。英伯爵白雷斯福君。去年遊歴中国日本。査察商務、大倡英日徳美 

連盟之説。帰国後著一書言中国之事。其大意略如此。此文乃美国温故報所 
登者也。 
〈日本語訳文〉訳者曰く、英国の伯爵である白雷斯福氏は昨年度中国と日 
本を遊歴し、商務を考察した。氏は大いに英国、日本、独逸、米国四国の 
連盟説を唱えている。帰国後、書を著して中国のことを論じる。その大意 
は上記である。この文は米国温故報の報道によるものである。 

  
 米国温故報の報道を「英爵白雷斯福論中国」と翻訳した訳者は誰か、今のと
ころ不明であるが、本文を載せた『清議報』は興味深い。『清議報』は、清末日
本に亡命中の維新派中核である梁啓超が横浜で刊行した変法維新派の機関紙で

ある。従って、「英爵白雷斯福論中国」に見られる「投資」は日本語からの借用
語である可能性が高く、さらなる検討が必要である。 
 

                                                   
9 黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社 二〇一〇）第七四八頁。 
10 戴銀鳳「貝思福訪華述論」（『近代史研究』 二〇〇三年第一期）を参考にした。 
11 晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫（清の末期、民国時代の新聞雑誌全文検索データベース） 
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４ 近代中国語における「投資」 
 西学東漸12の際、西洋由来の学問を自国に受け入れるために、日本と中国の先
哲たちは様々な工夫をして、たくさんの新漢語を造出した。哲学（西周による
造語）、群学（厳復による造語、今日の社会学に当たる）のような新造語もある
し、「普遍」、「特殊」のような、古代中国語にあった漢語に新しい意味を付与す
るケースもある。 
 そこで、まず「彫龍中国古籍庫」、北京大学中国語言学研究中心の「Center for 
Chinese Linguistics PKU」、台湾中央研究院の「漢籍電子文献」などの古代中
国語データベースを調べてみたところ、「投資」は見当たらなかった。 
 
４．１ 「申報」における「投資」 
 一方、近代中国語における「投資」について、「申報全文数据庫13」を中心に、

「晩清期刊・民国時期期刊全文数据庫」、「清代外交档案文献匯編」などのデー
タベースを調べてみた。「申報全文数据庫」では入力の誤植によって「投資」と
見えてしまう用例がいくつかある。縮刷版の原文と照らし合わせて誤植を排除
した結果、近代中国語における「投資」の使用例として下記の用例（１）は最
も早いものである。 
 

（１）其三爲川漢鐡道問題法公使今尚支撑前説欲令該鐡道歸清國資本家自 
辦不許外人投資一切事件不許干預如欲雇聘工程師則必須用法人譯大阪朝 
日新聞。 

（申報 一九〇五年三月九日） 
 

用例（１）の「不許外人投資」〈外国人の投資を許さない〉の「投資」は〈資

本を投じる〉という意味を表し、英語の「invested capital」に当たる。文末
に「譯大阪朝日新聞」〈大阪朝日新聞を翻訳した〉とあり、情報元が大阪朝日新
聞であることが明記されている。そのため、一九〇五年三月前後の大阪朝日新
聞を精査したところ、下記の内容が確認できた。 
 
 支那特電 清佛交渉案件 
二十六日北京特派員発  
前略。汕漢鉄道問題に就ても佛国公使は今尚前説を主張し従令該鉄道は清 
国資本家の自辨に帰し外人の投資を許さずとするも一切の事件に関与せざ 
る条件附にて技師丈けを佛国より傭聘せられたき旨外部と交渉を重ねつつ 
あり 

（東京朝日新聞 一九〇五年二月二十八日） 
 

  （２）其二投資殖民（譯音阿保幾亞含有分支離宗之義）移住者以威力驅逐 
土著之人民而移住其地如英國於加拿大澳洲印度等處政策皆屬此類。 

                                                   
12 近代において西洋の文明や勢力が次第に東方に移り進むこと。 
13 「申報」は一八七二年四月三十日創刊、一九四九年五月二十七日廃刊、中国近現代史の百科全書とも言

われるほど重要な新聞である。そして、時期的にもちょうど近代中国語の変動期をカバーできる格好の資

料である。 
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（申報 一九〇五年七月九日） 
〈日本語訳文〉その二、投資植民（音訳は阿保幾亞、分支離宗の意味を有 
する）移住者は武力を持って土着の人民を駆逐し、その土地に移住する。 
例えば英国はカナダ、豪州、インドにおいて何れもこの政策を取っている。 
（３）關於資本之利害計近年以來鐵路之發逹各國胥視爲利藪其富紳商賈爭 
投資本於鐵路者以億萬計。 

（申報 一九〇五年十月七日） 
〈日本語訳文〉資本の利害に関して近年以来鉄道の発達を各国が重要な財 
源として重要視している。有力者や金持ちが鉄道に資本を投じるのは億万 
単位なのである。 

 
「申報全文数据庫」では一九〇五年まで「投資」が一件も見当たらなかった

のに対して、一九〇五年となると上記用例（１）（２）のように、「投資」が一
気に現れ、二十四件にものぼる。しかも、「代洋人投資」〈西洋人の代理として
投資する〉、「営業投資」〈営業投資〉、「投資開採」〈投資採掘〉などのように、「投
資」は〈資本を投じる〉という意味で用いられている。 
一方、用例（３）「投資本於鐵路者」〈鉄道に資本を投じる〉のように、「投資」

を分かりやすく使用する用例も見受けられた。上記のように、二十世紀初頭の
『申報』に見られる「投資」は中国内部の独自変化とは考えにくく、その可能
性は以下の二つが考えられる。 
 
（１）来華宣教師による造語。 
（２）当時の日本語からの借用語。 

 

４．２ ほかの資料に見られる「投資」 
『申報』は近代中国語の変動期をカバーできる重要な新聞として、当時の中

国語の変化を克明に反映しているが、「申報」だけではいささか証拠不足の嫌い
があるため、さらに「清代外交档案文献匯編」、「晩清期刊・民国時期期刊全文
数据庫」などの資料を調べた。その調査結果は下記の通りである。 
 
  （４）盛京將軍趙爾巽致外務部電  

光緒三十三年正月初十日到收發電檔 
聞上海美僑擬以數十萬附股業有成説其熱心祖國頗爲難得可否趁此迅向日
使要請更正庶商等踴躍投資不致疑慮至爲企禱。 

（清代外交档案文献匯編 一九〇七年一月十日） 
〈日本語訳文〉上海在住の中国系米国人は祖国を愛し、その愛国心は頗る 
素晴らしいものである。これを機に日本の公使に庶商の改正などを要請す 

べきである。さらなる投資を促進し、疑問の声を払拭する。 
  （５）法蘭西於安南之投資額 

法国自併呑安南後。以至今日。其投資於此地之金額。共為九百四十八萬 
七千七百法郎。外国人之投資額。則為三千九百四十一萬八千五百六十法 
（郎）。 

（学報 一九〇七年） 
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〈日本語訳文〉フランスは安南（ベトナム）を合併した後、今日に至って 
安南に投資した金額は九百四十八萬七千七百フランである。外国人の投資 
額は三千九百四十一萬八千五百六十フランである。 

  （６）千九百七年英国国外貿易及対外投資之情形 楊志洵 
千九百七年英国国外貿易。實能継続前年之隆盛。以其輸出入総数而観。 
除生金銀一項不計外。約十一億六千四百十萬磅。 

（商務官報 一九〇八） 
〈日本語訳文〉一九〇七年のイギリス対外貿易及び対外投資の状況 楊志 
洵 一九〇七年英国対外貿易は前年に引き続き、繁盛の様子を呈していた。 
その輸出入総額は金銀（生地）を除けば、約十一億六千四百十萬ポンドで 
ある。 

  

 上記用例（４）は「清代外交档案文献匯編」（清王朝外交文献データベース）
で確認できた「投資」の最も早い使用例である。そして、用例（５）と（６）
は『申報』以外の早い使用例である。以上のことから見ると、やはり中国語に
おける「投資」の誕生は二十世紀以降のことになる。 
 
５ 英華字典における「投資」と「放銀」 
「投資」が来華宣教師たちによる造語の可能性もあるため、馬礼遜（Robert 

Morrison）、衛三畏（Samuel Wells Williams）、麦都思（Walter Henry Medhurst）、
羅存德（Wilhelm Lobscheid）、盧公明（Justus Doolittle）など早い時期の宣
教師たちによる英華字典を調査したが、「投資」は見当たらなかった。 
 

①Money  to lay out money, 投資； 

  ②Place  To invest, 投資; 
  ③Invest  To place or lay out money in some species of property, 投

資本生利, 置下資本; 
  ④Placer  One who places or locates, 放債者, 投資人, 置放者14 

 （顏惠慶『英華大辞典』 一九〇八） 
 

 「投資」が初めて中国語の英華字典に登場するのは顏惠慶の『英華大辞典』（一
九〇八）である。上記①②③④のように、「投資」は〈資本を投じる〉という意
味を表している。そして、これより少し遅れる、赫美玲(Karl E.G.Hemeling）
の『官話』（一九一六）にも「投資」が多く見える。 
 

⑤Invest ～ in shares 投資入股 
       ～ money on interest 投資 

⑥Enterprise Commercial ～ s (新)投資營商 
⑦Investment capital invested 投資 Marginal ～ (部定)辺極投資 
⑧Investors (部定)投資人 

（赫美玲『官話』 一九一六） 

                                                   
14 英華字典類の調査に当たって、中央研究院近代史研究所の英華字典データベースを利用する。見出し語

は横線で示し、記述の便宜上、番号を付けておく。 
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 ここでは「投資」が計七回見えるが、「Commercial Enterprises (新)投資営
商」、「Marginal Investment (部定)辺極投資」、「Investors (部定)投資人」の
ように、（新）と（部定）のマークが訳語に付いている場合がある（『官話』の
中の「新詞」と「部定詞」に関して、「《官話》(1916)及其譯詞--以"新詞""部定
詞"為中心」（沈国威 二〇〇八）参照）。既に考察してきたように、この点から
見て、二十世紀以降の中国語における「投資」は間違いなく日本語からの借用
語である。 
一方、「Investment」などについて来華宣教師たちはどのような訳語を用いた

かについて調べたところ、羅存德（Wilhelm Lobscheid）の『英華字典』（一八
六六～一八六九）に次のような記述を見つけた。 
 
  ⑨Lend  to lend money 放銀、放帳 

  ⑩Place  to place money at interest 放銀、放債 
  ⑪Invest  to invest money 放債、売銀、放銀 

（羅存德『英華字典』 一八六六～一八六九） 
 
⑨、⑩、⑪のように、羅存德の『英華字典』では「投資」は見当たらないが、

「放銀」は三回確認できる。「放銀」は下記の用例（７）、（８）のように、当時
の中国語に存在していたものである。 
 

（７）各錢莊於春季放銀毎恃新絲開盤時歸還。…省略…、外國銀行見市不 
穩遂皆斂手不敢放銀査外國銀行平日所放銀兩已有二百萬兩之數。 

（申報 一八七三年十二月二十五日） 
〈日本語訳文〉各銭荘15は春の時に銀を貸し出して、蚕糸出荷の時に取り戻 

す。…省略…、外国銀行は市場の不穏に恐れ、銀の貸出を停止した。外国 
銀行平素貸し出した銀は既に二百万両に達している。 
（８）而今年生意之不致虧折者亦似乎幸藉錢莊較愼於放銀以致商賈不得意 
均各斂手不敢如向年放手也。 

（申報 一八七五年二月三日） 
〈日本語訳文〉今年の商売では損をしないのもやっとのことである。銭荘 
は銀の貸出にとても慎重な対応であるため、商売人も仕方なく手を控えて 
いて、昨年度のようなことはできない。 

 
これによって、『日国』と『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（二〇〇

七）に見える『英和商業新辞彙』（田中他 一九〇四）の記述がよくわかる。「投
資」は日本人の手による和製漢語であり、これに対して「放銀」は中国由来の
訳語である。羅存德の『英華字典』（一八六六～一八六九）は当時の日本でも大

いに重宝されたことは周知のことである。「放銀」は羅存德の『英華字典』を通
じて日本語に入っていることも確認できる。 
 
investment 投資、放銀． 後日の利益を目的とするか或は年々一定した歳 
入を得んとして資本を支出することを投資又は放銀と謂ふので営業に資本 

                                                   
15 中国における金融機関。明代には両替を本業とし，清代中期より銀行業をも兼ねた。 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016002880
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を投ずるとか株券を買込むとか云うのも皆之に属する可きものである。 
（田中他『英和商業新辞彙』 一九〇四）  

 
６ 日本語における「投資」の誕生 
 「投資」は近代的な概念ではあるが、念のため、Japan Knowledge Lib の新編
日本古典文学全集（小学館）データベース、そして東京大学史料編纂所の諸デ
ータベースなどを調べたが、古典日本語において「投資」は見当たらなかった。 
 近代日本語における「投資」について、国立国会図書館デジタルライブラリ
ー、ヨミダス歴史館（明治・大正・昭和 1874～1989）、朝日新聞縮刷版 1879～
1999などを調べたところ、「投資」の使用例としては次のような用例が早い。 
  
  （９）従来清国の官人は大小を論せず私に鉱山に資金を投じて其採掘に従 

事するなどは法律の禁ずる所なりしが此度河南山西の石炭山及び鉄鉱山 
には官人の投資を許す旨近日の京報に記載せり。 

（朝日新聞 一八八七年十二月四日） 
  （10）斯く従来世人の耳朶に響かざりし北海道にして、近来漸く人口に上 

るに至りしは、蓋し内国は多年競争投資の場所に充てられ、復た遺利を 
拾収するに容易ならざるより、事業を企て巨利を攫せんとする輩は、北 
海道の大島にして、人跡尚ほ稀なるを以て遺利の拾収すべく、資本の投 
入すべき場所あるを思ふに由るなからんか。 

（朝日新聞 一八九一年九月十二日） 
  （11）○清国上海蘇州間鉄道敷設 
   清国両江総督兼南洋大臣張之洞の計画に係る上海蘇州間鉄道敷設は、… 

省略…其設敷経費は約そ銀二百万両の豫算なり依て官金銀二百五十万両 

は現に上海に保存し之が費途に備へたり本大臣の意は官業を為すに在る 
も民業を鼓舞するため特に人民の投資を準さんとす。 

（読売新聞 一八九六年三月十三日） 
 

用例（９）の「官人の投資を許す」の「投資」は間違いなく〈資本を投じる〉
という意味である。その前に「私に鉱山に資金を投じて其採掘に従事する」と
いうフレーズがあり、「投資」は「資金を投じる」の略語であることが分かる。
用例（10）においても「投資」がある一方、「資本の投入」というわかりやすい
表現も使われていた。これらのことから、当時、「投資」という語はそれほど定
着してはいなかったことが推測される。 
一方、用例（11）の内容は、清国の上海蘇州間鉄道敷設計画に関する内容で

ある。そして、文中では「去月十日刊行の上海滬報に拠れば近頃張之洞は該鉄
道委員に対し電報と以て訓令を伝へ之を公示せしめたり其要領は左の如し」の

ように、情報元が上海滬報であることが示されている。これが手掛かりに「晩
清期刊・民国時期期刊全文数据庫」を利用して当時の上海滬報（字林滬報のこ
と、以下は字林滬報と称する）を調査した。字林滬報では一八九六年二月十七
日、二月十八日、二月十九日、二月二十日の四日間連続で「蘇滬総辦鉄路電報」
というタイトルで張之洞の訓令を記載している。「蘇滬総辦鉄路電報」の一部を
次に示しておく。 
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蘇滬総辦鉄路電報  
○光緒二十一年十二月二十三日奉 署理南洋大臣両江総督部堂張 電開上 
海黄道台黄道台遵憲容道台閎葉丞大荘鉄路□奉 
估費約二百万両今定義矣明先□此一叚官欵現有二百五十万存滬鄙意本擬官 
辨因欲鼓舞商情故擬招商附股。 

（字林滬報（上海） 一八九六年二月十七日） 
 
 傍線の「本擬官辨因欲鼓舞商情故擬招商附股」は読売新聞の「本大臣の意は
官業と為すに在るも民業と鼓舞するため特に人民の投資と準さんとす」に当た
る。しかし、「特に人民の投資と準さんとす」という文言は原文に見当たらなか
った。読売新聞の編集者は「擬招商附股」を当時の日本語である「人民の投資

と準さんとす」をもって翻訳したのである。従って、この「投資」は張之洞の
訓令にあるものではないことが分かる。 
 上記のように、朝日新聞と読売新聞では一八八〇年代頃〈資本を投じる〉と
いう意味の「投資」が見え始めた。一方、ほぼ一八九五年以降には「投資」が
経済学関係の書籍に見え始め、経済学用語として位置づけられたようである。
特に、用例（13）には、「一個人が資本を運転するにつき大別して二個の業とす、
一は投機業にして一は恒業なり、投機業とは危険を冒して特別の大利を攫まん
とするものにして」とあるように、投機業が「投資」の下位分類とされ、その
目的と危険性が明記されている。 
 
  （12）第二章 投資 

相当の利益を収めむとならは相当の資本は是非とも下さねはならぬなり。 

公債に応するは最安全なる投資法也。 
（作者不明『家庭叢書号外・家庭理財』民友社 一八九五） 

 （13）（二）一個人の投資 
①今茲に人あり、千円の金を持ち、何を始めんと問はば、利益ある事業 
と言はんよりは其の投資の方法を撰ぶに如かずと答ふべし。 
②而して資本を投ずべき事業に於ても、尋常ありふれたるものは、大抵 
其利益は平等なり、 
③一個人が資本を運転するにつき大別して二個の業とす、一は投機業に 
して一は恒業なり、投機業とは危険を冒して特別の大利を攫まんとする 
ものにして、恒業とは前に述べたる米屋、酒屋、小間物屋、荒屋等の如 
き尋常の利益を得る事業なり。 

（作者不明『社会叢書第五巻・資本の活用』民友社 一八九六） 
 

７ 同義語の「放銀」について 
 『英和商業新辞彙』（田中他 一九〇四）に見られる「投資」の同義語である
「放銀」について、５で既に述べたように、「放銀」は当時の中国語に存在して
いた言葉であり、日本への伝播は羅存德の『英華字典』（一八六六～一八六九）
による可能性が高い。念のため、Japan Knowledge Lib の新編日本古典文学全集
（小学館）データベース、東京大学史料編纂所の諸データベースなどを調べて
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みたが、古典日本語において「放銀」の用例はなかった。「放銀」は中国由来の
語であり、「投資」は和製漢語であることは疑いない。 
 さて、近代日本語において中国由来の「放銀」が実際にどのように使われて
いたか、国立国会図書館デジタルライブラリーを調べた。結論から述べると、「放
銀」は当初少し用いられたが、その影響力はかなり限定的である。 
 
  （14）第二章 利息ノ割合ハ放銀ノ便利ニ由テ一様ナラス然ルニ放銀ノ便 

利ハ亦数様ノ形情ニ関スルモノナリ。 
（フランシス・ウエイランド『経済論・第八巻』尚古堂 一八七七） 

  （15）第六百四十三款 放銀（インヴェストメント）トハ元来貨幣支出ノ 
義ヲ包括スルノ語ニシテ即チ総ベテ貨幣ヲ手離スコトヲ云フナリ而シテ 
其貨幣ヲ手離スノ目的ハ則チ利益ヲ致スノ機会ヲ保持シ或ハ財源ヲ確立 

シ或ハ歳入ノ財源ヲ確立シ或ハ永遠所有物ヲ買収スルニ有ルナリ。 
①第六百四十四款 一時放銀（テムパラ□ー、インヴェストメント）ハ 
時日稍々短キ間、做ス所ノ放銀ニシテ概シテ冒険ノ放銀ヲ総称スルモノ 
ナリ。 
②第六百四十五款（一）永久放銀（ペルマ子ント・インヴェストメント） 
ハ時日稍々長キ間、做ス所ノ放銀ニシテ、…以下省略…。 

（ストラットン『商業算術書第四冊』文部省編輯局 一八八七） 
 
用例（15）では「放銀（インヴェストメント）」とあり、この「インヴェスト

メント」は英語「Investment」を指す。そして、①の一時放銀（テムパラ□ー、
インヴェストメント）は「temporary Investment」のことであり、内容から見
ると明らかに「投機」のことである。②の永久放銀（ペルマ子ント・インヴェ

ストメント）は「permanement Investment」のことである。近代日本語におい
て中国語由来の「放銀」は使われていたが、下記の表１が示しているように、
影響力が非常に限定的であり、すぐに和製漢語の「投資」に取って代われたの
である。 
 

表１国立国会図書館デジタルライブラリーにおける「放銀」と「投資」 
 

 放銀 投資 

1870～1879 4 0 

1880～1889 3 3 

1890～1899 1 0 

1900～1909 4 8 

1910～1919 1 98 

1920～1929 0 297 

 
 中国語由来の「放銀」が近代日本語において生き残れなかった要因としてい
くつかのことが考えられる。 
 
（１）意味上の問題。筆者の調査結果によると、「放銀」は清の時代（一六四
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四～一九一二）に誕生した語である。『申報』における用例を見る限り、銭荘、
銀行などの金融機関が商売人に融資することを指す場合は多い。これに対して、
「投資」は〈資本、あるいは資金を投じること〉を意味し、「放銀」より意味範
疇が広いため、多方面に使える。 
（２）流布上の問題。そもそも「放銀」自体は清の時代に中国で誕生した語

であり、古典日本語における使用はもちろんなかった。羅存德の『英華字典』（一
八六六～一八六九）を通じて日本語に入ったとしても、極僅かな学者にしか知
られなかった。「投資」が一般人向けの新聞にもよく見られるのに対して、新聞
における「放銀」の使用は見当たらず、学問的著書にしか見られなかった。 
 
８ まとめ 
「投資」は一八八〇年代の日本で造語された和製漢語で、〈資本、資金を投じ

る〉という意味を表し、英語の「Investment」に当たる。一方、英語の「Investment」
について、来華宣教師の羅存德は『英華字典』（一八六六～一八六九）で「放帳、
放債、放銀」などの訳語を提供した。『英華字典』（一八六六～一八六九）の中
の「放銀」は当時の日本でも利用されたが、影響力はかなり限定的で、すぐに
和製漢語の「投資」に取って代わられた。本来、経済活動に使う「投資」は使
われていくうちに、「若いピアニストに投資する」というような比喩的表現にも
用いられるようになった。 
日清戦争以降、多くの日本語由来の漢語が中国に紹介されたが、この「投資」

もその一つで、現代中国語における使用へと繋がっていった。 
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終 章 
 
結論 

 本論文では下記の類義または対義の関係にある七組の漢語を考察して、和製
新漢語の造出と中国への逆輸入について解明してきた。 

 
表１、本論文の構成 

序章   

第一章 普通（仏語） 特別（新造語） 

第二章 普遍（仏語） 特殊（古典語） 

第三章 普及（仏語） 共通（新造語） 

第四章 平等（仏語） 差別（仏語） 

第五章 結果（仏語） 成果（新造語） 

第六章 障碍（仏語） 障害（新造語） 

第七章 投機（仏語） 投資（新造語） 

終章   

 
この考察を通して、以下のことが明らかとなった。 
 
（一）西洋文明との接触、受け入れは近代新漢語造出の大前提である。近代

新漢語に用いられた「普遍」、「平等」、「結果」などを見ると、いずれも西洋文
明の影響が見られる。たとえば、哲学、論理学における「universal」について、
従来の学問にはそれに当たる概念がなかったため、「普遍」を採用して
「universal」に対訳した。 

（二）西洋由来の近代知識を吸収するに当たって、日本人の先哲たちは「特
別」を新しく作り出したり、「特殊」を復活させたりして様々な工夫を凝らした
が、中国の英華字典の影響は見逃してはならない。「universal」の訳語に当て
られた「普遍」に英華字典の影響があるだろうが、「結果」について確実に英華
字典を利用したと考えられる。 
（三）西洋由来の近代知識を吸収するに当たって、日本は中国より約三十年

間リードしていたことが窺える。考察対象の漢語は日本語では大体一八七〇年
代に出始め、一八八〇年代に至っては定着していたものが多かった。一方、中
国のほうは一九〇〇年以降ようやく見られ始めたものが多い。 
（四）中国語に対する日本語の影響について、従来の考察では中国語になか

った和製新造語（成果など）、あるいは明らかに違う意味で用いられた漢語（共
和など）が注目されている。本研究は対象漢語を徹底的に考察したため、日本

語の影響は従来より遥かに大きかったことがわかる。例えば、「結果」は一見し
て中国語から日本語に借用されたように見えるが、実は日本で成立された「結
果」が意味と用法の面で現代中国語に影響を与えている。 
（五）仏教用語から近代新漢語に直接になりにくく、たいてい意味の一般化

というプロセスが必要である。よく考えてみれば、これは納得できることであ
る。なぜかとうと、一般化されないと民衆にはわかりにくく、逆に流布に支障
をきたしてしまう。 
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最後に 
二〇〇九年の年末、中国で勤務する大学で、ぐ立教大学の沖森卓也教授と偶

然出会いました。それはわたしの人生が大きく変わった運命的な出来事であり
ました。この運命的な出会いによって、それまで苦悩の日々を送っていたわた
しは日本留学の夢を持ち始めました。そして、大きなハンディを乗り越え、二
〇一二年に立教大学文学研究科の修士課程に進学することができました。研究
の楽しみを覚えたわたしは、二〇一四年に引き続き立教大学文学研究科の博士
課程に進学し、現在に至っています。 
立教大学での六年間、沖森卓也教授には親切なご指導をいただき、そのおか

げで、言語学研究の門外漢であったわたしにも次第に研究の真髄をわかるよう
になってきました。「研究者としての自覚と責任を持ち、確実な証拠に基づき、
客観的な結論を下す」という教授の教えは一生に有益な宝物であります。そし

て、何より嬉しいことは自分の研究課題である中日近代新漢語の研究という専
門を見つけることができたことです。沖森教授への感謝は到底言葉で言い表せ
ないものであります。 
また、近代新漢語の研究に当たって、成城大学経済学部の陳力衛教授にも大

変お世話になりました。研究方法、研究資料、学会発表等々、陳力衛教授の熱
心なご指導と暖かい手助けがなければ、決して今日に至ることができませんで
した。この場を借りまして、陳力衛教授に深く感謝の意を申し上げます。 
最後に、博士論文の日本語の添削に当たり、立教大学院文学研究科前期課程

を修了され、現在日本語教師でいらっしゃる波木井優子女史に深く感謝の意を
申し上げます。長い論文を送っても、スピィディーに点検していただきました。
単なる日本語の添削だけではなく、ご自身の意見、コメントも頂き、大いに助
かりました。三十万字に垂んとする膨大な内容に貴重なお時間を割いていただ

きました。本当にありがとうございました。 
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参考文献 
 
１ データベース 
 
１．１ 中国語のデータベース 
 本論文でよく利用する中国語のデータベースを下記に示す。なお、第一文字
のあいうえお順で並べる。 
 
国学大師 
語料庫在線（古代漢語語料庫、現代漢語語料庫） 
字林洋行中英文報紙全文数据庫  
申報数据庫 

人民日報図文数据全文検索系統 
書同文（四部叢刊、清代外交档案文献滙編、中国歴代石刻史料滙編） 
中央研究院（台湾）漢籍全文資料庫  
中央研究院（台湾）古漢語語料庫  
中華経典古籍庫 
中国基本古籍庫  
中国近代報刊数据庫  
中国叢書庫  
中国知網  
中国方志庫  
中国類書庫  
超星数字図書館 

彫龍中国古籍数据庫 
鼎秀古籍全文検索平台 
晩清期刊、民国時期期刊全文数据庫 
万方数据 
北京大学中国語言研究中心 CCL語料庫検索系統（古代漢語、現代漢語） 
方正阿帕比電子図書 
民国時期期刊（中美百万冊電子図書項目） 
民国時期図書（中美百万冊電子図書項目） 
 
１．２ 日本語のデータベース 
 本論文でよく利用する日本語のデータベースを下記に示す。なお、第一文字
のあいうえお順で並べる。ジャパンナレッジ、東京大学史料編纂所のように、
中にいくつかのデータベースを内蔵する場合、よく利用するものだけを示して

おく。 
 
青空文庫 
朝日新聞記事データベース・聞蔵Ⅱビジュアル 
朝日新聞縮刷版 1879～1999 
国際日本文化研究センター・日本語語彙研究文献データベース 
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国立国会図書館デジタルコレクション 
国文学研究資料館の諸データベース（よく利用するのを下記に示す。） 
 ①近代書誌・近代画像データベース 
 ②明治期出版広告データベース 
神戸大学附属図書館・デジタルアーカイブ・新聞記事文庫 
静岡県立中央図書館デジタルライブラリー 
ジャパンナレッジの諸データベース（よく利用するのを下記に示す。） 
 ①日本大百科全書 
 ②世界大百科事典 
 ③デジタル大辞泉 
 ④日本国語大辞典 
 ⑤字通 

 ⑥プログレッシブ英和・プログレッシブ和英 
 ⑦現代用語の基礎知識 2017 
 ⑧仏教語大辞典 
 ⑨日本古典文学全集 
少納言 KOTONOHA「現代日本語書き言葉均衡コーパス」 
大正新脩大藏經テキストデータベース 2007 版・2012版 
中納言・コーパス検索アプリケーション 
東京大学史料編纂所の諸データベース（よく利用するのを下記に示す。） 
①古記録フルテキストデータベース 
②古文書フルテキストデータベース 
③奈良時代古文書フルテキストデータベース 
④平安遺文フルテキストデータベース 

⑤鎌倉遺文フルテキストデータベース 
 ⑥大日本史料総合データベース 
 ⑦維新史料綱要データベース 
ヨミダス歴史館 
早稲田大学・古典籍総合データベース 
 
１．３ 英華・英和・和蘭辞書類 
 
１．３．１ 英華系辞書類 
 
中央研究院近代史研究所・英華字典データベース（よく利用するのを下記に示
す。） 
①馬禮遜『英華字典』（一八二二） 

②衛三畏『英華韻府歷階』（一八四四） 
③麥都思『英華字典』（一八四七～一八四八） 
④馬禮遜『五車韻府』（一八六五） 
⑤羅存德『英華字典』（一八六六～六九） 
⑥盧公明『英華萃林韻府』（一八七二） 
⑦司登得『中英袖珍字典』（一八七四） 
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⑧井上哲次郎『訂增英華字典』 
…以下省略… 
 

１．３．２ 和蘭系辞書 
和蘭系辞書に関して、利用可能のデータベースがないので、基本的に国立国

会図書館デジタルコレクションで公開されたものを目視で確認する。また必要
に応じて国立国会図書館デジタルコレクション以外のものも利用する。 
 
①稲村三伯訳『江戸ハルマ』（一七九六） 
②藤林普山『訳鍵』（一八一〇） 
③ドーフ『長崎ハルマ』（一八一六） 
④桂川甫周『和蘭字彙』（一八五五） 

…以下省略… 
 

１．３．３ 英和系辞書類 
 英和系辞書類に関して、ヘボンの『和英語林集成』各版は明治学院大学図書
館・デジタルアーカイブスで公開されたデジタル和英語林集成を利用する。他
は基本的に国立国会図書館デジタルコレクションで公開されたものを目視で確
認する。また必要に応じて国立国会図書館デジタルコレクション以外のものも
利用する。 
 
①堀達之助『英和対訳袖珍辞書』各版 
②ヘボン『和英語林集成』各版 
③柴田昌吉・子安峻『附音挿図英和字彙』各版 

…以下省略… 
 
２ 辞書類 
 
２．１ 中国語の辞書 
 本論文でよく利用する中国語の辞書を下記に示す。なお編集者名前の第一文
字のあいうえお順で並べる。 
  
王力『王力古漢語字典』（中華書局 二〇〇〇） 
漢語大字典編輯委員会『漢語大字典第二版』（四川出版集団 二〇一〇）  
谷衍奎『漢字源流字典』（華夏出版社 二〇〇六） 
武漢大学古籍所『故訓滙纂』（商務印書館 二〇〇三） 
羅竹風他『漢語大詞典』（上海辞書出版社 一九八六）  

陸費逵他『中華大字典』（中華書局 一九一五） 
冷玉龍他『中華字海』（中国友誼出版公司 一九九四）  
呂叔湘他『現代漢語詞典第六版』（商務印書館 二〇一二） 
 
２．２ 日本語の辞書 
 本論文でよく利用する日本語の辞書を下記に示す。なお編集者名前の第一文
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字のあいうえお順で並べる。 
  
沖森卓也『ベネッセ表現・読解国語辞典』（ベネッセコーポレーション 二〇〇
三） 
新村出『広辞苑第六版』（岩波書店 二〇〇八） 
日本国語大辞典第二版編集委員会『日本国語大辞典第二版』（小学館 二〇〇三） 
松村明『大辞林第三版』（三省堂 二〇〇六） 
諸橋轍次『大漢和辞典修訂第二版』（大修館書店 二〇〇〇） 
山田忠雄『新明解国語辞典第七版』（三省堂 二〇一一） 
 
３ 著書と論文 
 本論文で参考する著書と論文に関して、数が多すぎるので、各節の脚注にて

示しておくので、ここに記することを省略する。 


